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1．はじめに

東京工業大学（以下、東工大）学長を務めて丸5年が
経った。2020年初頭からのコロナ禍は大学経営者と
して、たいそう困ったことであった。それぞれの大学
では五里霧中での対応だったが、誤解を恐れずにいう
と「何とか凌いだ」というところだろう。個人的には、
大学経営の責任者として積極的にその運営に取り組ん
でいると思っていたが、やはり世界と比較すると変化
や挑戦するという気概が今ひとつであったと強く自省
している。

本稿では、「挑戦する気持ちを忘れるな」と云うこと
を自らに言い聞かせるつもりで、最近の東工大の取組
について紹介する。

2．東京工業大学のこれまでと社会の変化

東工大は1881年に東京職工学校として設立された。
設立に係わった浜尾新は「工業工場があって而して工
業学校を起こすのではなく、工業学校を起こし卒業生
を出して而して工業工場をおこさしめんとした」と述
べている。また、1929年の大学（旧制）昇格の際には

「教授自ら有力な研究者となり、学生の薫陶にあたる
ことが最良の方法である」とした。

さて、私は博士学生のときから半導体の研究に携わ
り、研究者教育者として、半導体、特に集積回路の研
究に携わってきた。1980年代90年代は日本の集積回
路産業が非常に元気であったこともあり、産業界の研
究者とも活発に交流させていただき、産学連携はもと
より研究も随分と楽しんだ。従来的発想の“Science	

drives	Technology.”ではなく、シリコン・ナノテクノ
ロジーは“Technology	drives	Science.”であることも
実体験した。しかし、2000年代になってからの我が国
半導体産業の凋落は一体何だったのだろう。これらが
私が大学経営にあたるに際して根底にある背景である。

3．東工大「平成の改革」

私の前任者である三島良直は、2012年10月から
2018年3月の間、学長を務めた。東工大は世界最高峰
の理工系総合大学を目指して、「平成の改革」と称する

「教育改革」「研究改革」「ガバナンス改革」に取り組ん
だ。教育改革においては、学生が自ら進んで学び、鍛
錬する“志”を育み、卓越した専門性に加えてリーダー
シップを備えた理工系人材を養成することを念頭に置
き、研究改革においては、複雑化する社会の要請に応
え、新たな分野や融合研究分野を創出し、研究成果の
社会への還元を一層促進することを目的とした。さら
に、これら大学改革を推進するために、学長のリー
ダーシップの下での意思決定と資源配分が可能なガバ
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東京工業大学学長

図1　東工大の最近10年の取組

2012 l教育改革・研究改革・ガバナンス改革に着手
2014 l部局長を学長が指名
2016 l「学部と大学院を繋げた６学院19系」「リベラルアーツ

研究教育院」「４研究所等を包含する科学技術創成研究
院」を設置
l「英語のみで学士課程を学ぶGSEP 18名/年」を設置

2018 l指定国立大学法人指定
l未来社会DESIGN機構を設置

2020 lオープンファシリティーセンター（OFC）を設置
2022 l全学女性限定教員公募、学部入試への女子枠設定を公表

l東京医科歯科大学との統合に向けた協議開始（8月9日）
l法人統合及び大学統合を発表（10月14日）
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ナンス体制の構築を行った（図1）。
	2016年4月には、3学部23学科、修士・博士課程の

6研究科45専攻を6学院19系に大括りにし、リベラル
アーツ研究教育院と5研究所（4附置研究所を含む）及
び多数の研究センター等をひとつの科学技術創成研究
院（以下、研究院）体制とする組織改編を行った（図
2）。本学では発展の中で必要性に応じて研究科や専攻
を設置してきたが、学生目線においてはわかりにく
く、かつ研究・教育組織の運営にとっても複雑であっ
たので、思い切った改組が必要であった。

教育体制改編にあたっては設置審査を受けたため、
教職員の負担は極めて大きかった。設置審査の重要性
は理解しているものの、人員や資源の限られた中での
作業負担は想像を超えた。行政の事務作業量簡素化は
必要であると思うと共に、DX推進による大学業務の
簡素化効率化を強く認識した。

国立大学における附置研究所は、歴史もありかつ研
究実績を挙げてきた。新分野を機動的に開拓し取り組
むことはもとより、若手研究者を含めagileに研究組
織（東工大ではこれを研究ユニットと称する。5年を
限度にスペース、研究費などを支援する）を構成でき
ることなどの新しい取組を包含することを目的に、附
置研究所を大きな「科学技術創成研究院（以下、研究
院）」を組織した。従来の組織の壁を越えた異分野融合
研究や新規研究分野の開拓がよりスムーズに行えるよ
うになった。

教育組織、研究組織の改編とともに、東工大では、
2014年から学長が部局長を指名している。学長に大
きな権限が集中していることになるが、実際の運営に
おいては学長・執行部と部局の間の意思の疎通は良く
なったと感じている。選挙で部局長を選出する場合、
部局長はより「部局の代表」という意識が強く、大学全
体のことよりも自身の部局目線のみに偏りがちな運営
になってしまう。一方、学長が部局長を指名すると
いっても、部局の様々な階層の人と意見交換、議論し
た上で指名する。指名された部局長は大学全体の運営
を理解するとともに、部局を掌握し運営することにな
る。その結果、学長・執行部と部局間の風通しが良く
なった。

	2017年3月には、「ちがう未来を、見つめてゆく」か
ら始まる「東工大ステートメント」を策定した。策定に
あたっては、教職員、学生、卒業生、さらには高校生
も交えてのワークショップを開催した。大学に集う者
のエンゲージメントを高めるということの一つの取組
である。東工大に集う人々への、一緒に「ちがう未来」
を描いてみようというメッセージである。大学として
一丸となれるメッセージを発することと共に、その気
持ちを教職員や学生が等しく同じ気持ちをもってもら
うために「Team東工大」と言い続けることも重要であ
ると、経営協議会委員から指摘された。

図2　東工大の教育、研究組織

科学技術創成研究院（IIR）
リベラルアーツ研究教育院

理学院

工学院

物質理工学院

情報理工学院

生命理工学院

環境・社会理工学院

教育改革と研究改革

学部：
3学部・23学科

大学院：
6研究科・45専攻

4 附置研究所
1 研究所

2016年以前 2016年～
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4．未来を語る

「東工大ステートメント」を受けて、大学の運営、経
営、改革を進めるにあたり、東工大に集う我々自身が
どのような価値観をもつのかということを、学生や教
職員との対話の中から纏めたのが「東工大コミットメ
ント2018」である。「多様性と寛容」「協調と挑戦」「決
断と実行」の3つの柱から構成される。

色々な方と議論する中で、考え方、人、取り組み方
法など様々な視点での多様性を掲げ、その多様性を寛
容する、受け入れることこそが最初の第一歩だとし
た。多様性を受け入れたら、次に協調し挑戦する気持
ちを持たなければならない。さらに、気持ちを持つだ
けでは駄目で、決断し実行に移して初めて何かが動き
出す。実はこのコミットメントはある時、ふっと湧い
てきたのだけれども、やはり多くの方との議論が元に
なっている。5年余りの学長職にあっては、これが根
底になったことは間違いない。

指定国立大学法人構想の中で、未来を創ると銘打っ
たこともあり、未来を語る取り組みとして「未来社会
DESIGN機構」を2018年に設けた。学生、教職員、卒
業生、産業界など様々な人々と一緒になってありたい
未来について語り合った。議論の中で大切にしたの
は、「あるべき社会」とか「あるべき未来」ではなく、

「ありたい未来」である。「べき」というと押しつけであ
り、上から目線に感ずることから「たい」を大切にし
た。ありたい未来の社会を「未来シナリオ」をという形
で描き、24のシナリオにまとめ年代ごとに整理した
のが「東京工業大学未来年表」として、2020年1月に発
表した。図3は、その一つである「おうち完結生活」で
ある。2040年頃に実現するであろうから、そのため
の技術開発や社会シムテムの醸成のために何が必要か
を議論しようと考えた。しかしながら、突然のコロナ
禍で、想定されるような生活が可能であることが証明
されてしまった。必要であるとなったら、実現してし
まうことを思い知らされた。何かに取り組むときに「で
きない理由」を挙げてしまう弊害を改めて反省した。

�5．あらたな取り組み

コロナ禍において世界中が暗中模索していた。一
方、日本ではPCR検査の推進やワクチン開発など、
技術力をもって対応できることに対してすら、積極的
に手が打てなかった。もっとも後に述べる東京医科歯
科大は、コロナ禍のはじめから「社会に貢献せずして
存在価値があるのか」との考えのもとに、コロナ患者
の積極的受入れを行った。危機において逃げることな
く対応したことは高く評価すべきである。

私は長年半導体集積回路の研究に携わってきたが、
その立場からするとテレワークの推進で半導体不足が
顕著になったときに、分かっていたとは言え、日本の
半導体技術力は全くの存在感がないことを目の当たり
にした。

この30年、我が国では平成の時代の間、世界の多

図3　24ある東工大「未来シナリオ」の一例
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くの国のGDPは成長しているが、我が国のGDPは成
長していない。一方で、東工大が多く関係する製造業
に係わるGDPは世界でも伸びていない。言うまでもな
く、世界ではITやバイオ産業をはじめとする新しい
産業が生まれ、成長した。翻って、東工大の設立理念
である「人をつくり、工業工場（産業）を興す」に立ち
返ると、結局はこの30年間東工大は何も出来なかっ
たのかと言わざるを得ない。日本の国立大学は予算を
はじめ多くの制約があるが、それを理由に逃げること
ができないとの危機感から、「法人統合・大学統合」や

「女性活躍推進（女性限定教員公募や入試における女子
枠導入）」に取り組んだ。

まず、産業に対する強い危機感から、これまでの東
工大の強い分野はより強く発展させるだけではなく、
新たな学術分野の開拓や新たな産業の芽を育てること
を目的に、東京医科歯科大学との法人統合・大学統合
を目指すこととした。東工大が理工学の危機を感じる
のと同じく、医科歯科大でも医歯学の危機を感じてい
たことが統合への大きなきっかけである。

そうは言っても両大学ともに歴史と実績のある指定
国立大学である。統合に対しての難しさもある。そも
そも考え方も行動様式も異なるし、理・工学部と医学
部のある大学においても両者には壁があるのだから統
合しても意義は見いだせないとも言われる。未来を創
るという高い視座に立ち、新たな大学の文化を創るこ
とをまず掲げて統合への準備を進めている。自由でフ
ラットな環境を築き、常に変わり続けることに恐れず
挑戦し続け、理工学、医歯学に囚われない新たな学問
分野の構築や課題発見と解決に繋がるコンバージェン
スサイエンスを目指す。多くの方々のご指導とご支援
を賜りたくお願いします。

社会の動きを見ると、2050年へ向けた急速な脱炭
素社会への舵取り、地政学的な状況を考慮した研究開
発体制の見直し、また、最近ではESG（Environment,	
Social,	Governance）投資が注目されている。多様な人
材を役員に登用、極端な論議では女性役員のいない会
社には投資をしないというようなことも言われてい
る。また、政府の「教育未来創造会議」第一次提言

（2022年5月）にもあるとおり、特に理工系分野におけ
る女性活躍を拡大することも喫緊の課題である。東工
大学士課程入学者に占める女性比率はわずか14％で
あり、抜本的な増加策が必要である。欧米では、女性
やマイノリティ活躍について1980年代90年代に必死
になって取り組んだこともあり、結果として日本は世
界と比べると二周三周遅れ状態である。様々な議論を
経て、東工大ができる方策として学士入試における総
合選抜の中に「女子枠」を2024年度入試から導入する
こととした。多くの女性に東工大を目指していただ
き、共に新たな未来を創造して行こうというメッセー
ジである。筆記試験の成績で合否判定をする一般選抜
枠ではなく、調査書、面接、筆記試験など総合的に判
定する総合型選抜枠に女子枠を導入していることに注
意していただきたい。

これは30年後の日本の有り様を考えたときの東工
大の挑戦である。

6．まとめ

我が国の産業が成長していない中、大学への期待が
大きくなっていると実感する。しかし、「大学さえ変
われば世の中が変わる」というのもおかしな話である。
停滞の30年を振り返ると、結局は社会全体が何かと
理由をつけて挑戦してこなかったことに尽きるのでは
ないだろうか。

東工大では、2016年の教育改革以降、学士課程に
入学した学生は全員「東工大立志プロジェクト」という
講義（必須）を受講する。そこでは「志」を持つことが
重要であり、「失敗を恐れず、挑戦しろ」と説く。大学
こそが、変わり続けることを恐れることなく、挑戦す
る志をもち、違う未来を創ることに挑戦することが次
世代を担う若者へのメッセージであり責務である。ひ
いては日本の発展のみならず、世界中の人々や地球全
体の環境を含めたウエルビーイングの実現に繋がる。

文中での取組の詳細については、東工大ホームペー
ジ（https://www.titech.ac.jp/）でキーワード検索する
とご覧いただけます。
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令和4年度に「大学設置基準等の一部を改正する省
令」等により大学設置基準等の一部が改正された。こ
れは、中央教育審議会大学分科会質保証システム部会
での検討に基づき、「何を学び、身に付けることがで
きるのか」を中軸に据えた多様性と柔軟性を持った高
等教育への転換を引き続き図っていく必要性、すなわ
ち、学修者本位の教育への転換が必要との認識に立っ
た上での改正であった。この転換のためには、「高等
教育は「多様な価値観を持つ多様な人材が集まること
により新たな価値が創造される場」となること、すな
わち、多様な学生、多様な教員、多様で柔軟な教育プ
ログラム、柔軟なガバナンス等を実現していくことが
求められる」とされた。また、今回の改正は、「3ポリ
シーに基づく「学位プログラム」の編成とそれを基礎と
した「内部質保証」による教育研究活動の不断の見直し
の考え方を根幹としている」ともされている。改正の
大きなポイントとしては、1．3ポリシーに基づく教
育課程の編成等や自己点検・評価、認証評価の結果を
踏まえた不断の見直しを行うことの規定上での明確
化、2．教員組織を教育研究実施組織とすることによ
る教職協働の実質化、3．基幹教員制度の導入、4．
TA等の指導補助者を明示的に規程およびその研修の
義務化、5．授業期間の多様化・柔軟化、6．単位の計
算方法の見直し、および、単位授与につながる学修評
価方法の多様化、7．在籍年限4年以上の縛りをなく
すとともに、卒業要件の見直し、8．施設・設備規程の
見直し、9．内部質保証等の体制が十分機能している
ことを条件とした教育課程等に係る特例制度など非常
に多岐にわたる。

これらの中から、本特集では3．基幹教員制度の導
入に焦点をあてることとした。「基幹教員」とは、改正
大学設置基準第八条に「大学は、各教育課程上主要と
認める授業科目（以下「主要授業科目」という。）につい
ては原則として基幹教員（教育課程の編成その他の学
部の運営について責任を担う教員（助手を除く。）であ
つて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当
するもの（専ら当該大学の教育研究に従事するものに
限る。）又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課
程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。）
に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく
基幹教員に担当させるものとする。」に登場する用語で
あるが従来の「専任教員」と何が異なるのかがよくわか
らない。文部科学省の追加説明資料によると、「従前
の設置認可審査における専任教員の考え方等も踏まえ
ながら「基幹教員」として定義を明確化するとともに、
必要最低教員数の算定においては、複数の大学・学部
での算入も可能（4分の1まで）とすることなどを規定
し、教員が十分に養成されていない成長分野等におい
て、民間企業からの実務家教員の登用の促進や、複数
大学等でのクロスアポイントメント等の進展が期待さ
れる」とより具体的に記されているが、これを読む限
りでは、一方では、成長分野の教員を囲い込まず、ク
ロスアポイントメント制度を利用し採用できるが、も
う一方では、「専任教員」を4分の1減らせることのよ
うに読める。このように「基幹教員」については資格
面、運用面などまだまだ不明な点が多く、この基幹教
員制度で大学教育の質が担保できるのかも不明であ
る。そこで、このような素人考えによる疑問を解消す

特集テーマ設定の趣旨
大学教員とは何者なのか

－大学設置基準の改正とこれからの質保証に向けて－

寄稿　論文

堀　井　祐　介
大阪大学国際共創大学院学位プログラム	
推進機構　学位プログラム企画室　教授
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るため、本特集では、「基幹教員」を手がかりにして、
改めて「大学教員とは何者なのか」について考えたい。

具体的には、1.基幹教員制度による教育質保証のあ
り方、すなわち中央教育審議会答申などで示されてき
た3つのポリシーをベースとした学位プログラム制度
における教育質保証と教員の関係、すなわち、今回の
大学設置基準等改定がとりわけ大学教員に対してどの
ような影響を与えるものなのか、2．大学教員の位置
づけ（日本の大学教授職についての歴史的考察、大学
教授職資格を巡る議論について日本国内の現状や海外
との比較など）、3．わが国の大学教員の現状（大学教
員のあり方の多様化や役割の細分化に伴う教員の現状

や変化、国際的な観点から見た日本の教員制度の特殊
性、キャリア形成など）、4．中央教育審議会答申等の
政策動向における教員の扱い（中央教育審議会大学分
科会質保証システム部会での議論など）、5．経営側、
教学マネジメントの視点から見た大学教員、6．評価を
行う中や大学基準等の議論の中で扱ってきた教員や教
員組織に関わる問題等についての認証評価機関からの
視点などについて各分野の専門家に執筆をお願いした。

本特集が、高等教育関係者が基幹教員制度の意義を
確認しつつ、大学教員の本質について議論を深める助
けとなれば幸いである。
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1．「危機」にある大学教員

高等教育に関する言説は、大学が「危機」にあるとい
う認識と危機を乗り越えるための「改革」を訴えるパ
ターンが多い。こうした言説は、「危機」に対応できな
い大学の頑迷さを暗黙の前提として語られる。「危機」
は「好機」と裏腹である。大衆化は進学機会の拡大とい
う「好機」だが、質の「危機」でもある。何が危機かは
自明ではなく、その克服には、「改革」ではなく、「保
守」が必要な場合も多い。

メディア・政府・業界団体がほとんど論じない深刻
な危機に大学教員の地位・役割・権利の危機がある。
大学教授職研究は、半世紀以上に亘って展開してきた
国際的なイシューであり、日本でも、1960年代から
新堀通也のグループが大学教授職の移動研究を開始
し、大学教員の地位や役割の変容に関する国際比較研
究が持続的に発展してきた（1）。

海外の研究は、テニュアの減少と非常勤教員の増大
による教員の地位の不安定化、教員の身分保障を支え
てきた団体協約の限界、学問の自由の動揺、大学教員
の専門的自律性の浸食である（Schuster	&	Finkelstein	
2006,	Kehm	&	Teichler	2013,	Teichler,	Arimoto	＆	
Cummings	2013,	Machado-Taylor,	Soares	&Teichler	
2017）。

ところが、わが国の高等教育界では、これを危機と
して認識していないらしい。湯川・坂無・村澤（2019、
83-84）は、大学教員を取り巻く実務的・現代的課題へ
の研究の無関心を指摘している。

特に、深刻な危機は、当の大学教員自身が、危機を

認識して専門家集団の責任を果たす発信がみられない
ことである。本稿では、日本の大学教員の現況につい
て、官庁統計などに基づいて素描し、アメリカの動向
も補足しながら課題を提示する。

2．大学教授職の変容

（1）量的変化の概略
「学校教員統計調査」の1989、1998、2010、2019年

度のデータから30年間の大学教員の状況を描いてみ
る（表1）。

①大学教員の総数（本務・兼務合計）は1.86倍増加
し、学生増（1.35倍）を上回る。ST比は、9.1人から6.7
人と改善された。

②保健分野の増加が顕著であり、本務教員は1.82倍、
兼務教員は2.86倍に増加した。この増加は、2006年か
らの看護系大学・学部の増加（看護学学生数1,543人か
ら2019年度に93,377人〔60.5倍〕）、福祉、検査技師・
放射線技師などの拡大（保健のその他学生数は6,464人
から2019年度の107,606人〔16.6倍〕）に上る。

③本務教員は教員数全体の57.3％から47.4％と減少
し、人文科学、社会科学、保健、商船、その他の分野
では10％以上減少した。

④女性教員の比率は、本務・兼務双方で上昇し、本
務教員9.1％（1989）から25.4％（2019）に、兼務教員
14.1％（1989）から32.3％（2019）へと拡大した。もちろ
ん、専門分野別の差は大きいが、3Kといわれてきた
工学分野でも6.6倍増加し、10％を超えた。

大学の危機と大学教員の危機
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羽　田　貴　史
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表1　関係学部学科別本務・兼務教員の推移（男女別）
H1（1989） 計 人文科学 社会科学 理　学 工　学 農　学 保　健 商　船 家　政 教　育 芸　術 その他

本務教員数の計 121,105 19,078 13,344 13,624 19,542 5,970 37,105 167 1,297 7,347 3,356 275
男 110,030 16,476 12,622 12,791 19,246 5,748 33,246 167 381 6,561 2,558 234
女 11,075 2,602 722 833 296 222 3,859 - 916 786 798 41

女性教員比率 9.1 13.6 5.4 6.1 1.5 3.7 10.4 0.0 70.6 10.7 23.8 14.9
兼務教員数の計 90,156 32,450 10,856 6,635 8,185 1,658 15,022 22 1,078 7,897 6,055 293

男 77,420 25,525 10,292 6,313 8,048 1,626 14,223 22 469 6,860 3,805 233
女 12,736 6,925 564 322 137 32 799 - 609 1,037 2,250 60

女性教員比率 14.1 21.3 5.2 4.9 1.7 1.9 5.3 0.0 56.5 13.1 37.2 20.5
教員総数 211,261 51,528 24,200 20,259 27,727 7,628 52,127 189 2,375 15,244 9,411 568

本務教員比率 57.3 37.0 55.1 67.2 70.5 78.3 71.2 88.4 54.6 48.2 35.7 48.4
関係学部学科別学生数 1,929,137 290,387 759,636 63,997 379,405 64,975 117,712 1,687 35,794 139,565 47,005 28,974

本務教員・学生比 15.9 15.2 56.9 4.7 19.4 10.9 3.2 10.1 27.6 19.0 14.0 105.4
教員総数・学生比 9.1 5.6 31.4 3.2 13.7 8.5 2.3 8.9 15.1 9.2 5.0 51.0

H10（1998） 計 人文科学 社会科学 理　学 工　学 農　学 保　健 商　船 家　政 教　育 芸　術 その他
本務教員の計 146,153 22,980 17,917 15,149 25,150 6,418 45,114 76 1,459 7,176 4,092 622

男 128,066 18,509 16,228 14,179 24,494 6,187 38,143 75 409 6,169 3,157 516
女 18,087 4,471 1,689 970 656 231 6,971 1 1,050 1,007 935 106

女性教員比率 12.4 19.5 9.4 6.4 2.6 3.6 15.5 1.3 72.0 14.0 22.8 17.0
兼務教員数の計 134,909 47,528 18,001 9,212 12,452 2,718 22,238 22 1,258 10,724 8,860 1,896

男 108,940 32,712 16,274 8,602 12,032 2,639 20,193 21 511 8,825 5,609 1,522
女 25,969 14,816 1,727 610 420 79 2,045 1 747 1,899 3,251 374

女性教員比率 19.2 31.2 9.6 6.6 3.4 2.9 9.2 4.5 59.4 17.7 36.7 19.7
教員総数 281,062 70,508 35,918 24,361 37,602 9,136 67,352 98 2,717 17,900 12,952 2,518

本務教員比率 52.0 32.6 49.9 62.2 66.9 70.2 67.0 77.6 53.7 40.1 31.6 24.7
関係学部学科別学生数 2,428,269 401,851 971,104 85,753 472,252 71,314 133,772 964 42,135 141,813 62,578 44,733

本務教員・学生比 16.6 17.5 54.2 5.7 18.8 11.1 3.0 12.7 28.9 19.8 15.3 71.9
教員総数・学生比 8.6 5.7 27.0 3.5 12.6 7.8 2.0 9.8 15.5 7.9 4.8 17.8

H22（2010） 計 人文科学 社会科学 理　学 工　学 農　学 保　健 商　船 家　政 教　育 芸　術 その他
本務教員の計 172,728 23,144 23,768 14,965 26,056 6,581 57,049 48 2,228 10,420 5,188 3,281

男 137,912 16,585 19,784 13,706 24,832 5,986 42,293 45 464 7,826 3,827 2,564
女 34,816 6,559 3,984 1,259 1,224 595 14,756 3 1,764 2,594 1,361 717

女性教員比率 20.2 28.3 16.8 8.4 4.7 9.0 25.9 6.3 79.2 24.9 26.2 21.9
兼務教員数の計 202,294 57,239 31,403 11,114 18,482 3,411 39,190 33 1,920 17,658 14,314 7,530

男 146,972 33,473 25,843 10,055 17,146 3,133 30,331 31 617 12,064 8,786 5,493
女 55,322 23,766 5,560 1,059 1,336 278 8,859 2 1,303 5,594 5,528 2,037

女性教員比率 27.3 41.5 17.7 9.5 7.2 8.2 22.6 6.1 67.9 31.7 38.6 27.1
教員総数 375,022 80,383 55,171 26,079 44,538 9,992 96,239 81 4,148 28,078 19,502 10,811

本務教員比率 46.1 28.8 43.1 57.4 58.5 65.9 59.3 59.3 53.7 37.1 26.6 30.3
関係学部学科別学生数 2,559,191 388,564 892,545 8,142 400,633 75,816 253,183 4 68,160 166,980 72,797 159,084

本務教員・学生比 14.8 16.8 37.6 0.5 15.4 11.5 4.4 0.1 30.6 16.0 14.0 48.5
教員総数・学生比 6.8 4.8 16.2 0.3 9.0 7.6 2.6 0.0 16.4 5.9 3.7 14.7

R1（2019） 計 人文科学 社会科学 理　学 工　学 農　学 保　健 商　船 家　政 教　育 芸　術 その他
本務教員の計 185,918 22,584 23,659 15,082 25,524 6,981 67,769 30 2,400 12,779 4,934 4,176

男 138,724 14,866 18,555 13,469 23,707 5,958 46,285 26 500 8,899 3,429 3,030
女 47,194 7,718 5,104 1,613 1,817 1,023 21,484 4 1,900 3,880 1,505 1,146

女性教員比率 25.4 34.2 21.6 10.7 7.1 14.7 31.7 13.3 79.2 30.4 30.5 27.4
兼務教員数の計 206,167 58,224 27,859 10,453 16,013 3,231 42,987 30 1,995 19,980 16,674 8,721

男 139,646 31,469 21,631 9,155 14,208 2,767 31,324 29 655 12,821 9,581 6,006
女 66,521 26,755 6,228 1,298 1,805 464 11,663 1 1,340 7,159 7,093 2,715

女性教員比率 32.3 46.0 22.4 12.4 11.3 14.4 27.1 3.3 67.2 35.8 42.5 31.1
教員総数 392,085 80,808 51,518 25,535 41,537 10,212 110,756 60 4,395 32,759 21,608 12,897

本務教員比率 47.4 27.9 45.9 59.1 61.4 68.4 61.2 50.0 54.6 39.0 22.8 32.4
関係学部学科別学生数 2,609,148 356,163 836,408 77,997 380,452 77,100 332,815 406 71,601 189,343 77,920 204,943

本務教員・学生比 14.0 15.8 35.4 5.2 14.9 11.0 4.9 13.5 29.8 14.8 15.8 49.1
教員総数・学生比 6.7 4.4 16.2 3.1 9.2 7.5 3.0 6.8 16.3 5.8 3.6 15.9

	 （各年度の『学校教員統計調査』『学校基本調査』から作成）
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（2）専門分野の構成比の変化
専門分野の構成比の変化は気になる。産業構造は成

長部門に人材や資源が移動し、構成が変化して生産性
を上げる。しかし、食料安全保障の観点から農畜水産
業に対する保護と育成を欠かすことはできない。すべ
てに経済生産性と効率が優先するわけではないのであ
る。

学問分野も、職業生活に結び付く分野の需要が拡大
し、学生数や教員の配置が変化するのは必要ではある
が、長期的な視野に立ち、学問研究のバランスある発
展のための保護と育成を欠かすことはできない。細分
化した分野別教員数の変化は、『学校教員統計調査』や

『学校基本調査』では掴めないので、『学校基本調査』の
分野別学生数で推測する。1989年度と2022年度の変
化をみると、総数では764,832人（41.1％）増加してい
るのに、かなりの分野で学生数の減少がみられる。原
子力工学（74.6％減）、農業経済学（49.8％減）、農業工
学（45.5％減）、農芸化学（42.1％減）、林産学・林学

（35.6％減）。これらは産業部門の状況を反映している
のだろうが、土木建築工学（31.6％減）、応用化学

（31.6％）、物理学（27.4％減）、化学（25.0％減）など基
礎分野の学生減少は、教員数の減少にもつながってお
り、影響が懸念される。数学（8.2％減）は、そもそも
日本に数学部がなく、統計学を含めてあらゆる学問の
基礎であり、統計教育の拡大が提言されているのに、
学術研究の発展やその応用を支えられるのだろうか

（日本学術会議数理科学委員会数理統計学分科会2014）。
人文科学は学生50,565人減（27.1％減）で教員数はや

や増加しているが、全体に占める比率は15.8％から
12.1％へと減少している。さらに具体的な社会学・文
学のような専門別教員数に関する安定的な統計データ
はない。したがって、大学設置基準大綱化以後の非英

語外国語教員数の推移も明確ではないが、財政的理由
や学生の「負担」に配慮して英語のみを外国語として履
修要件とする動きが拡大していることは間違いない。
日本独文学会ドイツ語教育部会（2015）による520大学
に対する調査では、47.6％の学部が英語のみを履修さ
せている。英語は国際的通用性が高いが、非英語圏の
文化的歴史的背景まで含めた理解には至らない。英語
による研究論文を求めるあまり、ヨーロッパ大陸諸国
や旧ソ連圏、中東諸国を対象とする大学教員の減少が
進行している（2）。数量的に把握し、その影響を検討す
ることは、喫緊の課題である。学生の学習にとって最
も重要なのは何を教え、何を学んでいるかである。

（3）大学教員の高年齢化
この30年、平均年齢は上昇した。平均年齢が上昇

する要因としては、年金受給資格の引き上げ（2002
年）、高年齢者雇用安定法（2013年）による退職年齢の
引き上げなどがある。全体では45.9歳（1989）から49.4
歳（2019）と3歳半上昇し、保健では40.6歳（1989）か
ら46.7歳（2019）と6歳上昇した。大学教員を年齢別に

「30歳未満」、「30-40歳未満」、「40-55歳未満」、「55歳
以上」に区分すると、40歳未満は実数では42,031人か
ら52,439人と増加（124.8％増）しているが、全体の構
成では34.7％から26.6％に低下している（表2）。

もちろん、平均年齢が若ければよいというものでは
ない。しばしば研究生産性を上げるために、若手研究
者の雇用促進が主張されるが、研究能力形成の臨界期
としての初期キャリアの重要性は確認されるものの、
研究能力の年齢限界は、キャリアの上昇に伴い管理運
営のコミットが増加するなど人為的・制度的要因によ
ると思われる。日本・アメリカ・イギリス・ドイツの
技術者の年齢限界に関する国際比較研究では、年齢限

表2　本務教員の年齢構成推移（『学校教員統計調査』から作成）

1989 1998 2010 2019
30歳未満 6,278 5.2％ 6,117 4.2％ 4,799 2.8％ 4,466 2.3％
30〜40歳未満 35,753 29.5％ 40,045 27.4％ 40,308 23.3％ 47,973 24.3％
40〜55歳未満 49,478 40.9％ 60,226 41.2％ 72,673 42.1％ 81,911 41.5％
55歳以上 29,596 24.4％ 39,765 27.2％ 54,948 31.8％ 62,935 31.9％
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界は日本においてのみに認識されていた（石田・佐野　
1996）。若手を増やせば研究業績が増加するものでは
ないが、影響を与える制度的要因が変わらない限り、
高年齢化の影響がどう現れているかは、要観察事項で
ある。

（4）不安定雇用の拡大―任期制
日本の大学教員の流動性の少ないことは、組織や教

員の活性化を妨げるものとして批判されてきた。日本
企業の終身雇用批判とセットになり、大学教員の流動
性を高めれば、研究生産性が高くなるという「流動性
─研究生産性」仮説が、研究と政策で語られるように
なった。1997年に「大学の教員等の任期に関する法
律」（以下、任期制法）により任期制が導入され、第3
期科学技術基本計画（2006年3月）で任期制の促進がう
たわれた。アメリカでは、テニュア（終身在職権）が、
学問の自由を支える重要な制度であることは、全米大
学教授連合（AAUP）1940年声明“Statement	of	Principles	
on	Academic	Freedom	and	Tenure”が示していた。し
かし、負の側面は無視して、流動性の増大＝大学の活
性化というポリティカル・ワン・イシューが突き進め
られたのである。アメリカもテニュア/テニュアトラッ
ク教員は2019年度で40％に達しておらず（“Tracking	
the	Evolution（and	Erosion）of	Tenure”,	Inside Higher 
ED,	May	17,	2022 ）、 プ リ ン ス ト ン 大 学 名 誉 学 長
Bowenは、ノンテニュア教員はガバナンスに重要な
役割を果たせず、「われわれは高等教育における鉱山
のカナリアだ」と自虐的に述べたという（Bowen	&	
Tobin	2015,	160）。2000年代当初、任期制を対象にし
た山野井・葛城（2003）にも、身分の不安定などの問題
は視野に入っていなかった。

任期制導入後、国立大学法人運営費交付金の持続的
削減や特定目的・期間限定で教員を雇用できる経費が
増大したことで、国立大学を中心として任期付き教員
が爆発的に増加した。任期付きの有無は、文部科学省

『学校基本調査』、『学校教員統計調査』の基本統計では
調査項目になく、ようやく、2017年度の『科学技術研
究調査』（総務省統計局）から調査項目になり、日本全
体の状況がわかるようになった。

それによれば、国立大学では40％強、公私立大学
でも30％以上が任期付き（表3）。特に、女性教員での
比率が高く、ここにもジェンダーバイアスが表れてい
る。『学校教員統計調査』の本務教員は、任期付き教員
を含むから本務教員集団も変化した。とりわけ、任期
付き教員は、40歳以下に集中し、2019年度の主要研
究大学 18 校では 63.0％に達し、任期は 5 年未満が
59.5％である（治部・星野2021）。

任期付き教員は、任期終了後の評価によって任期の
更新ができ、同一機関に通算で10年契約した場合に
は、契約終了以前に無期転換の希望を申し出ること
で、任期の定めのない契約に転換できる。しかし、教
員の流動化を図るということは、雇用者側から言え
ば、財政状況で人件費を削減する雇用調整弁として任
期付きポストを利用するということであり、契約期間
終了以前に雇止めするケースが多発している。

任期付教員の拡大には、政府も懸念を持つように
なった。「第3期科学技術基本計画」（2006年3月）は任
期制の広範な定着に努めるとしていたが、「第4期科学
技術基本計画」（2011年8月）は、流動性向上の取り組
みが若手研究者の意欲を失わせている面もあると指摘
し、負の側面を述べるようになった。さらに「第5期科
学技術基本計画」（2016年1月）には、任期を付さない
ポスト拡充を政策として盛り込み、「第6期科学技術・
イノベーション基本計画」（2021年3月）は、任期付き
ポストの増加、若手研究者の不安定雇用が停滞を生み
出し、競争力を削いでいると全面的に問題視するに
至った。大学に限らず、一般企業においても、雇用の

表３　任期有教員の増加（『科学技術基本調査から作成』）

任期有 任期なし 任期有り
の割合

女性教員
中任期有
者の割合

国立大学
2017 32,344	 47,021	 40.8% ＜55.2%
2021 32,088	 45,453	 41.4% ＜55.1%

公立大学
2017 4,582	 9,713	 32.1% ＜37.6%
2021 4,587	 10,008	 30.7% ＜35.7%

私立大学
2017 34,411	 77,629	 30.7% ＜34.5%
2021 37,403	 78,345	 32.3% ＜35.2%
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流動性が企業業績を高めるとは言えないとする研究も
見られるようになった（山本・黒田2016、山本2020）。

しかし、科学技術・学術政策研究所（2019）は、依然
として流動性仮説を支持している。大学教員の流動性
増大を主張した研究者は、今こそ研究を進める責任が
ある。

増加している非常勤講師（兼務教員）の待遇も深刻で
ある（3）。大学教育の基礎である講義を担いながら、低
賃金（非常勤講師の最低時間単価が2023年度で1800
円、専業非常勤の平均年収が277万円－関西圏大学非
常勤講師組合/首都圏非常勤講師組合他（2007））、雇
用の不安定（無期転換制度によって常勤化が進んだ一
方、その要件を10年間と解釈した上で、10年経過以
前に解雇する大学も出現）、シャドーワーク（4）への不
払いなど劣悪な待遇が問題である。

3．大学教授職の変容と危機

（1）キャリア・ステージの課題
初期キャリアの大学教員の60％以上が、長くて5年

程度の任期で入職し、再任も明確でないことは、彼ら
/彼女らのキャリアに重大な影響を及ぼしている。
キャリア・ステージの変化を把握する研究が必要で、
それに対応した支援策や制度が不可欠になっている。

大学教員が「一人前」という自己認識を持つのが38
歳ごろ、入職後8年程度と自己認識され、大学教員の
能力は、大学院での訓練も重要だが、入職後の教育研
究活動を通じて獲得されていくことが各種の調査で明
らかになっている（羽田	2011、300-301、東北大学高
等教育開発推進センター編	2013、127-144）。初期キャ
リアは、大学教員としてのモラルや行動規範を身体化
する上でも極めて重要である。任期など不安的な雇用
形態は、再任拒否の恐れなどから自発的に資質・能力
を発展させる意欲を委縮させる。また、特定目的の経
費で雇用された教員は、その目的以外への業務を行う
ことが禁止・制限されるので、研究プロジェクト雇用
の教員は、実践を通じて教育能力を成長させる機会が
持てない。任期付き教員を雇用目的の本務に集中さ
せ、委員会業務などの「雑務」にあてないといった配慮
が、逆に教員に必要な能力形成を妨げることになる。

（2）「統合的専門職」像の解体？
大学教員の役割は、研究と教育だけでなく、大学運

営や社会サービスへの貢献も期待されている。専門職
とは、高度な専門的技術、資格、専門倫理、結社性、
自律性を持つ職業である。Austin	et.al	（2008）は、大
学教授職を、研究・教育・学生指導（advising）、組織
的市民性（Institutional	Citizenship）、支援（outreach）、
専門職としての貢献責任などの仕事の価値を理解し活
動する統合的専門職であると述べている。大学運営は
トップが意思決定すればうまく運ぶものではなく、大
学の機能を基礎から支える教員の関与と努力なしには
組織は回らない。アメリカの大学教員ハンドブックな
ら、組織の担い手として公共的に行動することを「組
織的市民性」と呼び、それを大学教員に求められる能
力としている。この能力を形成する機会を持てなく
なっている。

また、医師・法曹職の専門職は、社会に対する責任
倫理を規範として明記している。日本医師会「医の倫
理綱領」（2000年4月、日本医師会第102回定例代議員
会）、弁護士法（1949年6月、法律第205号）がこれに
あたるが、日本の大学教員にはこの種の規範はない。
しかし、世界科学会議（ユネスコおよび国際科学会議
共催）「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言（ブ
ダペスト宣言）」（1999年）、日本学術会議「科学者の行
動規範」（2006年、2013年に改訂）があり、研究者の行
動についてであるが、社会的責任を定義している。

大学教員の仕事は、教育であれ研究であれ、個別機
関や国の利害を超え、人類社会の知的財産を生み出
し、次代に伝えるもので、本質的に公共的なものであ
り、社会全体に責任を負うものである（羽田	2020,	
113-115,	124-131）。

ところが、大学教員は、大学に雇用されないと専門
性が発揮できない。雇用されることで、被雇用者との
指揮命令関係が発生する。大学教員は、所属する機関
の政策や方針や規則を全く無視した業務を行うことは
できない。機関の方針や外部の要請には、研究者とし
ての倫理から矛盾・対立する場合があり、利益相反が
発生する。まさに、Rhoades（1998）のいう「管理され
た専門職」である。
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このジレンマを調整し、社会全体への責任を保障す
るための原理が、学問の自由の保障と大学自治への参
加である。欧米諸国の大学では理事会・管理者・教員・
学生が、それぞれの地位と役割に応じて大学運営を担
うシェアド・ガバナンスが発展してきた。アメリカの
大学理事会団体自身が、今日でも「米国高等教育を形
成してきた永続的な諸価値」（AGB	Statement	on	
Board	Accountability,	2007）と述べている。80年代後
半から企業的大学運営を推進し、シェアド・ガバナン
スは後退したが、大学教員は依然として大学運営の重
要な役割を果たしている（羽田2019,	217-219,	2023a,	
2023b）。

学問の自由と大学自治を大学教員の固有の役割と結
びつける規範化はヨーロッパで発達し、国際規範と
なっている（羽田ほか編2022,	6-10,	193-212）。国連人
権A規約第15条、ユネスコ「高等教育教員の地位に関
する勧告」（1997年）Ⅵ個人の権利及び自由、Ⅴ教育機
関の自治、ユネスコ「高等教育世界宣言」（1998年）第
2条に明記されている。重要なことは、教員は「一連
の権利および義務として考えられる完全な学問の自治
と自由を享受しなければならない」（「高等教育世界宣
言」第2条（e））としているのにもかかわらず、雇用形
態の多様化は、自治と自由を享受する機会が与えられ
ない。自治の担い手が衰弱することは、民主主義国家
の高等教育の危機である。

（3）自治の担い手としての大学教員
①認証評価と大学教員の役割
高等教育にとって重要な柱である質保証は、日本に

おいては認証評価として制度化された。大学教育の質
にとって大学教員の専門性は不可欠の要素であるが、
認証評価機関は、大学教員を評価の対象とするのみで
主体としてその専門的見地を活かそうとしていない。
各認証評価機関（大学基準協会、大学改革支援・学位
授与機構、日本高等教育評価機構、大学教育質保証・
評価センター）の評価基準は、内部質保証のシステム
の整備、責任体制の明確さを評価の基準とし、教員に
対しては適切な採用や評価が行われているか、教育能
力向上のためにFDが行われているかどうかが問題とさ

れる。教育研究を進めるための教育研究費、ティーチ
ング・ロードの適切さなどの教育環境も教育の質保証
の要件とは明示されていない。つまり、教員は客体で
あって主体的に教育を評価する存在ではないのである。

大学基準協会「『点検・評価項目』及び『評価の視点』
（参考資料）」では、基準1　理念・目的で「学問の自由
を保障し」とあるが、具体的にその自由の保障に関す
る点検項目はない。

大学改革支援・学位授与機構「大学機関別認証評価・
実施大綱」（2020年3月改訂）は、「各方面の有識者等の
関与を求めるとともに大学関係者による利益相反を排
除」するという。大学教員は専門性に立脚した公正な
評価を行う存在とは措定されていない。

日本高等教育評価機構「大学機関別認証評価　評価
基準」（2020年4月改訂）は、「外部からの評価」を受け
ることが「教育の質を高めるために不可欠」といい、

「学生の意見・要望を的確に把握し、それを活用してい
くことも必要」とするが、教員の意見・要望を把握す
る必要性を認めていない。

認証評価制度の導入にあたって参照されたアメリカ
のアクレディテーションは、教員の参加とその重要性
を規定している。Knuepfer（2020，235-265）は、ニュー
イングランド高等教育委員会（NECHE）など5つの地
区アクレ団体の最近改訂された基準を分析している。
改訂前より教員の役割は後退しているところもある
が、依然として重要な位置にある。

例えば、イングランド高等教育委員会は、「基準3　
組織とガバナンス」で「確立した組織の仕組みと手続き
に従い、最高執行責任者と上級アドミニストレーター
は、教員、学生、他の管理職、職員と協議し、彼らの
懸念、ニーズ、イニシャチブに適切に対応している。
機関の内部ガバナンスは構成員の適切な参加を促し、
コミュニケーションを促進し、教育機関の質を向上さ
せるものである」（3.1）、「機関はカリキュラムの内容、
質、効果に対する第一義の責任を教員に負わせる。教
員は教育プログラム、教員人事、その他自らの責任と
専門領域に関連する機関の方針について実質的な発言
権を持つ」（3.14）と明記している。教育の質について、
専門家である教員の識見を尊重し、対話と合意による
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運営を重視しており、それは、トップダウンかボトム
アップかにかかわらず、大学の固有性に基づくもので
ある。

これに対して日本の認証評価基準は、専門家である
教員の役割を明確にせず、システムがあり、権限が明
確であれば質保証になるという結論になっている。

②大学運営と大学教員の役割
大学運営の担い手としての大学教員の役割否定は、

2014年6月学校教育法改正による教授会の権限縮小と
行政指導による大学内部規則の一律化で促進され、教
員人事権も教授会の審議事項ではなくなった。その理
由として、①人事について自治を守る教授会という構
図はなくなった、②国公立大学は、法人化によって教
育公務員特例法の適用を受けなくなったという点をあ
げているが、教授会の人事権は、学問の自由の保障の
コロラリーであり、教育公務員特例法は大学管理法が
準備できなかったための暫定的手続き法であり、人事
権を創設した法律ではない。国立大学法人法制定時に
は、遠山文部大臣が「（教授会は）各学部等の教育研究
に関する重要事項を審議する機関であるということに
ついては変わりはないわけでございますが」（2003年5

月14日衆議院文部科学委員会）と述べ、行政解釈でも
ある国立大学財務・経営センター『国立大学法人経営
ハンドブック（1）』（2004年）は、「学問の自由及び大学
の自治の尊重という観点から、法人化で廃止されても
教育公務員特例法の基本精神は継承される他、学校教
育法第59条の教授会規定が適用されるため、教員の
人事上の決定や処分は従前どおり「大学管理機関」（教
授会など）に実質的に委ねられると考えられるからで
ある」と述べていた。法人化の際には教特法の適用除
外は教授会の人事権に影響しないと述べ、法人化後に
適用除外になったので人事権の根拠はないという説明
は理解しがたいものがある。

学校教育法改正後、大学教員に対する処分の濫用が
目立つ。表4は解雇権の濫用が争点である事例であ
る。これらは教授会の議を経ずに処分が行われてお
り、教授会が教員人事への決定権を持っていれば回避
できたであろう。その重要性が改めて確認できる。

4．専門家としての大学教員の未成熟

①大学教員の組織化の遅れ
大学教員の位置を主体から客体に貶めているのは、

表4　最近の大学教員処分・訴訟例

原告 理由 事案 事案発生日 司法判断 結果

追手門学院大学 教授 意に反した配置転換 配置転換に対す
る地位確認訴訟 2012.7.28 原告勝訴

（大阪地裁2015.11.18）

被 告 控 訴 取 り 下
げ・原判決確定

（2016.3.1）

追手門学院大学 元学長及び
元教授 理事会による学長への圧力 懲戒解雇に対す

る地位確認訴訟 2015.10.25 原告勝訴
（大阪地裁2020.3.25）

大阪高裁で和解成
立（2021.3.24）

下関市立大学 理事 シンポジウムに出席し、大
学の事例報告

理事解任に対す
る無効確認訴訟 2020.4 山口地裁下関支部に

訴訟（2021.7.29） 係争中

札幌国際大学 教授 学長会見に同席 懲戒解雇に対す
る地位確認訴訟 2020.6 原告勝訴

（札幌地裁2023.2.16） 大学側が控訴

羽衣国際大学 専任講師
（有期雇用）

無期転換権行使に対し大学
側が無期転換権10年と主
張して雇止め

地位確認訴訟 2019.5.31 大阪地裁で係争中

岡山短期大学 准教授 視覚障害を理由とした配置
転換 地位確認訴訟 2016.3.22

原告勝訴（岡山地裁
2017.3.28）、大学側控
訴　広島高裁岡山支部
原告勝訴（2018.3.29）、
大学側上告　最高裁上
告棄却（2018.11.27）

注：「全国国公私立大学の事件情報」をもとに作成（https://www.jinken-net.org/jiken/）
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大学教員自身の責任でもある。専門職であるなら当然
広がっていておかしくない組織化と自治や権利を守る
意識が低い。

アメリカの大学でも教員の身分・地位に対する圧力
は日常茶飯事といってよいが、圧力に対しては、AAUP
をはじめとして批判と反対の動きも活発である。AAUP
は、公立私立の区別なく組織化されており、組織率は
半数にも満たないが代表性が高い。AAUPは労働協
約や待遇改善に取り組み、労使関係で一定の役割を果
たしているが、専門職団体としての性格が強く、日本
語訳は「全米大学教授連合」が定着している。イギリス
大学教員組合（University	and	College）など大学教員
組織は、労働組合的形態をとっているが、専門職団体
としての性格が強い。

これに対して、日本でも大学教員組合は成立してい
るが、国公私立の設置形態別に分かれており、大学教
員の全体を代表する組織ではない。全国公立大学教職
員組合連合会は、上部団体を持たず、全国的な労働組
合の組織とは一線を画しているが、国立・私立大学教
員の組合には、日本教職員組合の一部門として発展し
てきたものもある。初等中等教育機関の労働組合は、
専門職としての教師像を追求するよりは労働者性を重
視し、政党と結びついて系列化され、総資本対総労働
の対抗図式で長らく行動し、専門職としての教師像を
否定・批判してきた。大学教員組合も、この影響を受
け、専門性の向上のための提言・発信は弱い。Bowen
は、カリフォルニア大学でシェアド・ガバナンスの定
着に寄与したC.Kerrの1963年の言葉、「（特権的なコ
ントロールが留保された教員集団は）発明し提案する
よりは受容したり拒否したりする関与する可能性が高
い」（Bowen	&	Tobin	2015,	5）を引用している。

しかし、カナダの大学教員組合は、教育の質向上と
能力開発を組織の役割としている（羽田・土持，2009,	
76-77）。二項対立ではないのである。しかし、被雇用
者としての労働者性を重視するなら、大学運営の担い
手として意思決定に参加することは忌避した方が都合
がよい。意思決定への参加は、それへの責任も問われ
るからである。

②FDの大学教員像
いわゆるFDも大学教員像にとって視野にいれねば

ならない1つである。日本で普及・定着し、FD活動の
リーダーの1人である佐藤（2023）のように実務の中か
ら学位論文を上梓するほど広がってきた。ただし、佐
藤が紹介しているアメリカの大学教員像は、リーダー
シップ開発などを含み、教育と研究を遂行するだけに
止まらないものであるが、同書で述べられている実践
のすべては、授業に焦点化されたものであり、大学教
員の全面的な能力発達を追求するものではない。日本
のFD概念とその活動が、高度な訓練を受け、新たな
知的成果を生み出し、人類の福祉に貢献する教員研究
者像を深化させるものになっているのか、今一度再考
する段階にきている（5）。

【注】
（１）	2013年までの大学教員研究のレビューは、羽田

（2013）参照。それ以降は、湯川・坂無・村澤
（2019）。

（２）	日本の教育政策は、明治以来、外国教育制度の
調査をふまえる分厚い伝統があった。しかし、
この30年間、英語圏以外のヨーロッパの主要国
の研究者は激減した。ある国立研究大学は、イ
スラム圏の研究者の退職ポストを英語で論文を
書ける分野へシフトした。他の国立研究大学で
は、中国研究の教員に英語で論文を書くように
大学執行部から「助言」があった。大学に最大規
模のスラブ研究センターがあり、ロシア教育史
研究を伝統としていたある国立研究大学が、ロ
シア研究を止めてしまった。高等教育研究でも
中国を除いては非英語圏の分野は研究者が圧倒
的に少ない。

（３）	非常勤講師の実情は、首都圏大学非常勤講師組
合編（1997）、関西圏大学非常勤講師組合/首都圏
非常勤講師組合他（2007）、志田昇（2023）を参照
した。

（４）	授業準備時間や採点・評価などの授業時間以外の
授業に不可欠な労働を指す。	国立大学法人等に
は「法人化後における非常勤講師の給与について
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（通知）」（15文科人第326号、2004年3月15日）に
より、授業準備を給与に含むよう通知され、厚
生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労
働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置に関するガイドライン」（2017年1月20日）は、
業務に必要な学習等を行っていた時間を労働時間
に該当するとしている。参議院内閣委員会（2003
年6月12日）で河村文部科学副大臣は、国立大学
の非常勤講師給の支払いは「講義時間以外にも講
義のための準備や学生に対する研究指導等も行
うということもございますものですから・・・大
体三倍弱でありますが」と答弁している。しか
し、私立大学においては、この部分への支払い
は行われていないと指摘されている（志田2023）。

（５）	FD関係のハンドブックで大学教員を大学運営の
主体として能力の全面発達を志向するものは意
外に少なく、「大学教員の授業ハンドブック」で
あるケースが多い。全面性を志向するものとし
て、羽田編著（2015）、アカデミック・リーダーと
しての大学教員像を明確にするものに、マク
ファーレン（2021）がある。
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1．はじめに

2023年の大学設置基準改正によって、大学教員組織
における教育実施体制は、それまでの専任教員ではな
く、基幹教員で規定されることになった。これによっ
て、大学教員のあり方がいかに変わる可能性があるの
か。これが、今回の特集のテーマである。専任教員と
基幹教員の相違については、他の論考で論じられるこ
とになると思われるので、ここでは立ち入らない。

そのテーマのもとに、戦前期の状況について、歴史
的に検討することが本稿の目的である。戦前期におい
ては、当然のことながら基幹教員という概念は存在し
ない。そこで問題にされたのは、専任教員だけである。

そして、それが問題になったのは、1918（大正7）年
に制定された大学令（以下、単に「大学令」と呼ぶ）に
もとづき、帝国大学以外の官立・私立高等教育機関に
も大学昇格（以下、単に「大学昇格」と呼ぶ）の門戸が
開かれたときであった。
「大学令」以前から、帝国大学は存在した。それで

は、帝国大学ではだれが専任教員とみなされていたの
だろうか。戦後最初に制定された大学設置基準では、
講座担当者を専任教員とみなす、と規定されている。
このときの設置基準は、戦前期の大学の実状を反映す
る形で作られたものと考えられる。だとすれば、帝国
大学における専任教員の定義は明白だったといえる。

これに対し、天野郁夫（1994、p81）によれば、私立
大学の場合は、大学昇格以前の専門学校時代は、すべ
て科目制をとっていた。のみならず大学になってから
も、慶應大学はじめ、それを踏襲した大学も多かっ

た、とされる。
このような実状を反映して、戦後最初に制定された

大学設置基準では、学科目教育上必要と認められる学
科目教育担当者は、一（つ）の大学に限り、専任教員と
認定する、と規定されている。ただし、どの学科目を
必用とみなすかといった点については、曖昧さが残
る。よって、最近の現状をみても、「専任教員を判定
する基準は未だ必ずしも明確ではなく、実態として
は、設置認可審査において、授業担当時数や給与等を
勘案して個々の教員の専任性の確認がなされている状
況である」、という（文部科学省　2021、p4）。

事実、戦前期においても、天野郁夫（1978、p176）
によれば、「大学令」のもとでの大学昇格の基本条件と
して、専任教員数の規定はあるものの、「専任教員に
ついても、具体的な基準は明らかではな」かった。　
よって専任教員の問題は、とくに私立大学に特有の問
題だったことになる。そこで以下、本稿では、戦前期
のうちに正規の大学に昇格を果たした大学を中心に、
岩田（2011）に依拠しながら、専任教員の問題をみてい
きたい。なお、本稿では各私立大学の前身校の名称に
ついても、現在の名前で統一して用いることにする。

2．大正7年「大学令」以前の私立大学教員

1903（明治36）年には「専門学校令」が交布されるこ
とになるが、そこでは「施設・設備の最低基準、校舎と
生徒定員、それに教員数と生徒数の関係などについて
は、厳格な基準を定めなかった。しかしその反面、入
学してくる生徒の資格や教員の資格については条件が
厳しかった。このように教授資格の条件が厳しかった
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ため、この時期に認可を受けた私立専門学校は、ほと
んど専任の教員をもたず、非常勤講師に全面的に依存
していた。そして、その講師の都合で夜間授業を行う
学校も多かった」、とされる（明治大学　1992、p478）。

ここで「厳しかった」とされる「教授資格の条件」を
具体的に示しつつ、天野（1978、p93-97）は、当時の私
立専門学校における教員確保の問題について、次のよ
うに指摘している。つまり、明治36年の「専門学校
令」では、「教員の基礎資格を帝国大学の『学士』と定
めたものの、専任教員を置くことを義務づけなかっ
た」。それは「『大学令』ではじめて義務づけられる」。
しかも、「私立専門学校の場合には、教師の確保はさ
らに深刻な問題であった。教師の事実上唯一の供給基
盤である東京大学=帝国大学の卒業生が限られていた
だけでなく、かれらは官立学校の教師になることは
あっても、社会的威信の低い私学をめざすことは、ほ
とんどなかったからである。それだけではない。慶應
義塾や早稲田のような例外的な私学をのぞいて、大多
数の私立専門学校は、専任の教員を雇入れるに必要な
資金をもっていなかった」。このため、当時の私立専
門学校の多くは、「非常勤講師依存の教育体制」を採	
らざるをえなかった、という。

事実、一例として法政大学についてみると、大学教
員集団には、「東京帝国大学教授・裁判官・官僚の兼務
が圧倒的に多かったことも当時の特徴であった」（法政
大学　1980、p162）。つまり、永井道雄（1965、p43）
の言葉を借りれば、「教授の立場からみて」、私立専門
学校での仕事は、「副業の域をでなかったこと」にな
る。そして、そのような制約のもとで、大学昇格以前
の多くの私立大学の授業は、午後遅くからあるいは夜
間に行われるのが一般的であった、という（1）。

さらに、明治30年代の特徴として、例えば明治大
学では、1901（明治34）年当時の法律関係教員37人中
20名が、「明治法律学校と帝国大学の教員を兼任して
いる」といった具合に、「東京帝大の出身者だけではな
く、直接に帝大教授との提携が強められたこと」が挙
げられるとする（明治大学　1992、p398）。末弘厳太
郎によれば、そこには、次のような事情もあった。つ
まり、「大正の終りか昭和のはじめまで」、裁判官や弁

護士になるためには、帝大卒業生は無試験であったの
に対し、私立大学出身者は試験を受けなければならな
かった。しかも、その試験委員の多くは、帝大教授で
あったので、「私立大学でも自然帝大の先生を講師に
たのむ。そのような関係から帝国大学法学部がだんだ
ん私学までも支配していった」。「この点は帝大の特権
が廃されて後も余り変わってい」ない。帝大教授を講
師として多く雇っている大学ほど「結局、高文試験に
もいい成績をあげるというような訳で」、というので
ある（日本評論社　1950、p7）。

3．大正7年「大学令」による大学昇格の条件

私立大学が「非常勤講師依存の教育体制」からの転換
を迫られる一大契機となったのが、「大学令」である。
この法令以前にも、大学名称を名乗っていた私立大学
はいくつか存在した。しかし、その法令上の地位は、
あくまで「専門学校令」にもとづく学校にとどまってお
り、正規の大学は帝国大学に限られていた。それが、
この「大学令」によって、帝国大学以外の高等教育機関
にも、官立・私立を問わず条件を満たせば、正式に大
学としての地位が認められることになった。しかし、

「専門学校令に対する大学令の設置認可基準ははるか
に厳しく、これまで大学名称をもった私立専門学校に
とってもいっそうの努力を要請することになった」。
なかでも大きな問題となったのは、（1）莫大な基本財
産の確保、（2）供託金の拠出、（3）旧制高等学校と同一
基準による大学予科の開設とならんで、（4）「相当数の
専任教員を置くこと」が、「大学令」によって要求され
た点であった、という。具体的にいえば、「学部完成
年度までに、『主要学科目ノ半数以上ノ専任教員ヲ置』

（「公文類聚」第五〇編）ことが求められた」（明治大学　
1992、p680およびp682）。

そして、「大学令」による大学への昇格を前提とし
た、「昼間授業へのきりかえにともない、教員組織も
従来の帝国大学教授」および「他大学教授の兼務や、裁
判官や官吏の夜間出講という講師制度から、専任教員
を中軸とする教員組織へと変わらざるをえなくなった
のは当然であった。このときいらい、各学部に教授会
が つ く ら れ る こ と に な っ た 」（ 法 政 大 学　1980、
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p205）。
慶應大学が大学昇格を果たしたのは、1920（大正9）

年のことである。それに先立つ、1917（大正6）年に慶
應大学では学内規定を設け、「教授会なる名称がはじ
めて使われ、制度上他の教員会議と区別されるように
なった」。しかし、教授会規定が成立するまでの「教
授」は、あくまで専任教員と兼任教員を区別する呼称
としての性格が強かった。この点をのぞけば、「教授
という名称そのものさえが義塾では教員中の特定の地
位とは考えられていなかったらしく」、「義塾では、幼
稚舎から大学まですべてを教員と称していた」。のみ
ならず、「学事に関しては教員会議が設けられ、全教
員が参加していた」（慶應義塾　1962、p90）。

しかも、慶應など一部の大学を例外として、ほとん
どの私学において、「教授」と呼ばれる教員が出現する
こと自体が、大学昇格を契機としたものであった。加
えて、その下の職階として助教授職という地位が確立
するのも、その時期以降のことになる。例えば法政大
学では、大学昇格を果たした1920（大正9）年に、「何
といっても教授、助教授と呼ばれる専任教員ができた
ことは本学の教育組織には未だかつて見られなかった
現 象 で あ っ た 」、 と し て い る（ 法 政 大 学　1961、
p257）。そして、大学昇格以前は、どの私立大学でも
教員は、専任・兼任を問わず、単に「教員」もしくは

「講師」と呼ばれていた、というのが実状であった。こ
の点は、例えば旧制高校を含む、官立の高等教育機関
では、専任教員主体の教育体制をとり、かれらに対し
教授名称が使用されていたことと大いに異なる。

4．慶應大学における専任教員自家養成の試み

先にみたように、大学昇格以前の時期についていえ
ば、私立高等教育機関が「非常勤講師依存の教育体制」
をとっていたことは明白である。事実、いくつかの私
立高等教育機関について、大正中期までの教員スタッ
フの肩書をみると、ほぼどこでも、司法官・弁護士な
どの法律家や、東京帝国大学教授を核として、政治家、
新聞記者などの現職をもつ、「非常勤講師への“全面依
存”の教育体制」とでも呼べるような状況であった。

ほとんどの私学が、このような教育体制をとってい

たなかで、例外的にその「非常勤講師への“全面依存”
体制」からの脱却をめざす私立大学が出てきた。その
一つが慶應大学である。

慶應大学においてすら、例えば法律科についていえ
ば、1902（明治35）年に、「神戸寅太郎が専任教員とし
てはじめて英法の講義の一部を担当するまでは、教員
中の義塾出身者は、わずかに石渡敏一のみであり、ま
た専任の教授と呼ぶべき人も全くいなかった」、とい
う状況だった（慶應義塾　1962、p441）。つまり、他
の私立専門学校と同様に、母校出身ではない兼務教員
によって、そのスタッフが構成されていたのである。

先述のように、1903（明治36）年に公布された「専門
学校令」では、その教員の基礎資格は帝国大学の「学
士」と規定されていた。それでは慶應大学では、この
条件をどのように乗り越えたのだろうか。その解決策
は、留学派遣であった。戦前期をとおして、帝大教授
になるためには、2〜3年の海外留学が必須の過程と
して組み込まれていた（岩田　2011）。帝国大学の「学
士」全員が、海外留学の機会に与れたわけでない。こ
の点を考慮すれば、海外留学は帝大「学士」という条件
より上位の教授就任要件だったと考えられるのである。

そこで、天野（1978、p95）によれば、「専任教授陣
の形成と自給化」をめざして、慶應大学は1899〜1901

（明治32〜34）年にかけて8人の自校卒業生を、早稲
田大学もまた1900〜1901（明治33〜34）年にかけて、
自校卒業生以外の人材を含む、5人の教員就任予定者
を、留学生として海外に送った。しかし、慶應義塾の
8人の留学生の派遣費2万6千円を、同校大学部の3万
円足らずの年間収入と比べてみれば、「海外留学によ
る専任教授陣の自給化が授業料収入以外の財源をもた
ない私学にとって、いかに困難な事業であったかがう
かがわれよう」、と指摘している（2）。

話を、1903（明治36）年に戻そう。この年の4月まで
に、1899（明治32）年の第1期留学生6名が、帰国の途
につき、慶應大学の教壇に勢ぞろいすることになっ
た。そして、その後も、第1次世界大戦が終結する
1918（大正7）年頃までは、平均すると年1名を少し上
回るペースで、また、それ以降、1930（昭和5）年まで
は、年3人程度のペースで、自校卒業生を留学に送り
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出し、帰国後、母校教員として確保している。
このように、自校卒業生を海外に留学させ、その帰

国をまって順次、自分の大学の教壇に立たせていくと
いう方針のもと、慶應大学は着々と母校出身教員の
数・比率を上昇させていった。政治学科教授の経歴調
査をもとにすれば、大学昇格以前の1910（明治43）年
に、すでに母校出身教員比率、つまり専任教員の比率
は半数を越え、1939（昭和14）年にはついに、1名を除
いて全教員を慶應出身者で固めるという、究極の「自
校閥」（同系繁殖：inbreeding）を達成することにさえ
成功している。

なお、政治学科教授の経歴調査をもとにすれば、大
学昇格以後の1926（大正15）年には、慶應大学出身者
14名に混じって、帝大出身者の5名の教授がいる。か
れらの経歴をみると、その中の1名は1923（大正12）年
の東京帝大卒業生で、慶應大学の予科講師をへて、法
学部教授になっており、純粋な意味での専任に近い存
在であったことが分かる。しかし、残り4名について
みれば、3名は現役の裁判官、1名は現役の東京帝大教
授であり、いずれも兼職者である。こうしてみると、
この時期は、講師ではなく教授としての補充であって
も、東京帝大教授・法律家を中心とする「非常勤講師
依存の私学の教育体制」の名残が、一部残存していた
ことになる（慶應大学政治学科教授の経歴調査につい
ては、岩田（2011）を参照）。

5．�慶應大学における助教授職・助手職の位置づ
け

先述のように、いまだ教員中の特定の地位とは考え
られていなかったとしても、慶應大学で「教員」・「講
師」といった教員名称を越えて最初に登場したのは、

「教授」という呼称であった。そして、その次に出現し
たのは、「助手」という呼称であった。「初めは専任者
数もごく限られていたから、助手という地位もなかっ
たが」、明治40年代頃から、「助手という呼称が使用
されている。その場合の助手も、後年のごとく特定教
授の下で助手になるわけではなく、たとえば原論助手
というように一般的に取り扱われていた。そして原論
助手は原論関係担当教授らの試験の監督や採点を課さ

れていたのである」、とされる（慶應義塾　1962、
p290）。

そして、「初めて助教授が設けられたのは、昭和初
年［1926年］になってからのことであった」が、それ以
前は一般的には、助手で留学し、帰国後、直ちに教授
に就任していた。「ただし、派遣の際の発表は、やは
りほとんどがすべて教員と呼ばれており」、「したがっ
て助手の地位も、制度上特定の地位とされていたとい
うよりは、むしろ慣習上の名称にすぎなかったものと
いったほうが適切である」、とされる（慶應義塾　
1962、p291：［	］は引用者；以下同様）。

かりに「慣習上の名称」としかみなされていなかった
としても、慶應大学において助手職は、教授に至るア
カデミック・キャリア（教育研究経歴）のなかに、確固
として位置づけられていくことになる。「旧制法律科
の時代にも、卒業生から助手を採用して、教授陣の充
実を図ることは、前にも述べたごとく行われていた
が、かならずしも十分ではなかった。しかるに、この
時代になると、ぞくぞくと助手が採用され、次々と留
学を終えて教授陣に加わり、昭和十年［1935年］ごろ
から、主要科目の教授スタッフは、従来からの専任者
に加うるに、それらの人々によってほとんど全部が占
められる状況になった。まず旧制法律科末期の卒業生
から」2名が「助手に採用されたのをはじめとして、大
学令に切りかわった以後においては」、1924〜1938

（大正13〜昭和13）年のあいだに10名の助手が採用さ
れており、そのうち弁護士となった1名を除けば、

「他は助教授を経て終戦前後までには、全員教授とな
り、法律学科の陣容は急速に充実された」のである（慶
應義塾　1962、p477-478）。

つまり、慶應大学においては、助教授職の設置と同
時に、慶應大学卒業→直ちに助手・嘱託（講師）→約4
年後に2年間の外国留学→帰国後、助教授→2年後に
教授、といった形で、教授に至るアカデミック・キャ
リアが、確立していく（慶應義塾　1962、p291）。そ
して、それにともない、専任教員としての助教授職・
助手職が定着したことになる。
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6．大正7年「大学令」以降の私立大学専任教員

ここまでみてきたように、慶應大学では戦前期のう
ちに、母校出身の専任教員の計画的自家養成を着々と
進展させていった。しかし、これはあくまでも例外的
なケースであり、それ以外の多くの私立大学では、事
情は異なった。

そこで次に、慶應大学・早稲田大学より2カ月遅れ
るものの、同じく1920（大正9）年に大学昇格を果たし
た、明治大学と法政大学の教授・専任教員の経歴調査
をもとに、専任教員の状況を確認しておこう（岩田　
2011）。

その結果として、第1に目を引くのは、専任の教授
の中にさえ、実務畑を中心とする兼職者が、数多く含
まれていることである。教授・専任教員の経歴調査は、
人名事典をもとにした調査になっている。その限界
で、教授就任にあたり、前職を罷めて教授職を専業に
したのか、それまでの職業も兼務するといった就業形
態をとっていたのかについては、正確に判別できな
かった。

しかし、この調査をもとにすると、例えば法政大学
法学部、および明治大学には、東京帝大教授の経歴を
もつ教授がいる。かれらは確実に兼職者である。同様
に、他の職種についても、明らかに兼職者に分類され
る人物が、かなり存在することだけは確かである。例
えば法政大学では大学昇格後も、「特に法律学科は、
相当後まで専任教授といっても事実上は判事や検事の
講師が多かった」（法政大学	1961、p25）。だから、昭
和初期においても、「従来からの人々と併せて司法界
の大物、中堅が教授陣の中で圧倒的多数を占めた訳
だ」、というような状況だったという（法政大学	1980、
p407）。つまり、数多くの兼職者が、（非常勤）講師で
はなく専任教授として名を連ねていたのである。

この結果、専任教授の排出母体の分布は、大学院や
助手などのキャリア組が加わる点を除けば、同時期の
非常勤講師の経歴・肩書、さらには大学昇格以前の教
員の補充源と、きわめて似たものになっている。

とくに私立大学の法学部・商学部・経済学部の場合、
これら学部教育の特性を反映してか、兼職者を含め

て、実務畑からの補充の多いことが、一つの特徴に
なっている。このように、私立大学では専任教授採用
以降も、「非常勤講師依存の教育体制」をとっていた時
期における教員採用のあり方を、かなり温存する形
で、教員を集めていたといえる。

第2に、専任教員として本務校をもつか、非常勤講
師であるかの別を問わず、複数の大学で講師を兼務す
る教員が、きわめて多くみられた。戦前期の私立大学
教員市場においては、希少な大学教員適格者の有効活
用が行われていたともみなせる。このような教員適格
者の有効活用は、大学間のみならず、大学内でもみら
れる。一例として明治大学の場合をみると、「教授で
は、予科や法学部、商学部を兼任する教員も半数以上
おり、各学部間の交流が比較的自由であったことをう
かがえるが、同時に専任教員整備の困難と教員増によ
る財政難を回避しようとする大学側の事情もわかる」、
とされるからである（明治大学	1992、p713）。

7．専任教授の自家養成

次いで、専任教員自家養成の状況を明かにするため
に、出身学校についてみていこう。最初に、明治大学
についていえば、1920年の大学昇格時点で、慶應大学
には及ばないものの、専任教員スタッフの4分の1の
母校出身教授をすでに有しており、1925（大正14）年
の政経学部発足までには、その規模を拡大している。

一方、法政大学法学部では、母校出身教授が誕生す
るのは、1929（昭和4）年になってからではあるもの
の、1938（昭和 13）年以降の採用教授については、
35％に達するまでに、「同系繁殖」傾向を強めている。

ここで問題になるのは、どのような経歴をもった母
校出身者を、教授に据えているかである。そこには、
慶應大学と同様に、母校の中だけで教育研究経験を積
ませ、やがて教授採用するといった事例も、少数みら
れることは確かである。しかし、それ以上に、実務畑
経験者からの補充が多数みられる。その中には、下に
示した例のように、実務畑から母校教授に移動するに
あたり、明治大学からの派遣留学をしているケースも
みられる。
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小島憲：1983（明治26）年、出生→1917（大正6）年、
明治大学政学士→内務嘱・東京市嘱託・全国町村会嘱
託→1922〜23（大正11〜12）年、明治大学在外研究員
として外国留学→1925（大正14）年、明治大学政経学
部教授。

明治大学では、1901（明治34）年に「留学生規則を設
けて研究生の留学を開始したが、それを、さらに充実
するねらいをもって」、1922（大正11）年に「新たに海
外留学生規則が制定された。その目的は、本学の助教
授、研究生および校友を海外諸国に派遣して須要の学
科を研究せしめ、帰国後は本学の専任教授として」、5
〜7年間勤務することを義務づけた、いわば本学卒業
生を「専任教授として育成するための養成制度を確立
することにあった」、とされる（藤田・江藤　1986、
p135-136）。『明治大学百年史』第1巻・資料編には、
1902〜1926（明治35〜大正15）年までの在外研究者一
覧が載っている。その名簿と、教授任用者リストを照
合すると、1901年の海外派遣制度のもとで留学した
人材の多くは、必ずしも母校で教鞭をとっているわけ
ではない。だから1922年の海外派遣制度は、まさしく
母校卒業生を「専任教授として育成するための養成制
度を確立する」ための、テコ入れであったと思われる。

いずれにせよ、このように明治大学でも慶應大学と
同様に、専任教授養成を目的として、派遣留学制度を
創設している。ただし、母校出身者に限っても、教授
採用者の全員が、留学を体験しているわけではない。

先述したように慶應大学では、母校の学生の中か
ら、大学卒業時に教授候補者を選別し、自校内部でア
カデミック・キャリアを積ませるという、新卒採用・
終身雇用型の大学教員養成方式を完成させていた。の
みならず、その経歴の途中でも最若手のうちに、つま
り職階的には助教授になる以前に、かれら全員を留学
に送り出す体制も確立していた。これに対し、明治大
学の場合は、それほど完璧な教授の自家養成システム
が、構築されていたわけではないといえる。

しかし、それでも明治大学における専任教授自家養
成への取り組みは、法政大学に比べればはるかに進ん
でいた。明治大学において1901年に「留学制度が定め

られ」、1922年に「専任教員養成の目的から設けられ
た研究生制度と結びつき、外国の大学に学んだ明大卒
の研究生の中から明大アカデミズムが形成されている
ことと対比するとき」、法政大学が「研究者・スタッフ
養成のための制度を欠いたことは、やはり負の遺産と
いわなければならないであろう」、との自己評価も例
えば存在するからである（法政大学	1980、p519）（3）。
教授・専任教員の経歴調査をもとに同じ時点で比べた
場合でも、法政大学の専任教授自家養成システムが、
明治大学に対して遅れをとっていたことは、ほぼ明ら
かだと思われる（4）。

それでは、これらの大学では、助教授・助手といっ
た下級教授職（junior	 faculty）は、教授に至るアカデ
ミック・キャリアのなかに、位置づけられていったの
であろうか。明治大学については、漏れのない形で教
授スタッフの人員が把握できるのは、大正期までにす
ぎなかった。こういった点なども考慮して、ここでは
法政大学に絞ってみていくことにする。

まず、経済学部についていえば、1925（大正14）年
の教員一覧のなかに、2名の助手の名前がみえる。か
れらはいずれも、この年の法政大学卒業生であり、後
に母校の専任教員に就任している。同様に、1932（昭
和7）年時点の文学部では、哲学、心理学、社会学、
国文、英文、独文の各専攻ごとに、それぞれ1名の助
手が張りついていた。これら6名のうち3人は、やが
て母校の文学部教授に昇進している。職務内容として
は、例えば経済学部の例では、「助手も事務助手とし
ての性格が濃厚であった」、とされる（法政大学	1980、
p51）。しかし、上につながるキャリアとして、助手
職の一部が利用されていたことは確かだといえる。

また、法政大学では、遅くとも昭和期の大学卒業生
のなかには、母校出身者・母校以外の出身者を、講師
採用して、助教授をへて教授に昇格させる、という
ケースが一部みられるようになる。

こうしてみると法政大学でも、遅くとも昭和初期ま
でには、講師・助教授といった、下級教授職を経由す
る形での教授養成ルートも、部分的とはいえ確立しだ
した。そしてそれにともない、専任教員としての講師
職・助教授職が確立したことになる。
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8．私立大学教員のアカデミック・キャリア

以上まで、慶應、明治、法政の3大学を中心に、戦
前期における私立大学専任教員の状況についてみてき
た。まず、大正7年の「大学令」による、大学昇格を果
たすまでの時期には、どの大学も基本的には、「非常
勤講師依存の教育体制」をとっていた。そのような中
で、派遣留学制度を創設し、それを計画的に活用する
形で、いち早く母校出身専任教授の自家養成体制を構
築したのが、慶應大学であった。そして、昭和初期ま
でには、専任教員としての助手・助教授職を整備し、
それらを海外留学とともに教授養成ルートに組み込む
形で、自校内での教授に至る教育研究経歴（アカデ
ミック・キャリア）を確立すると同時に、完全な母校
出身専任教授の自家養成体制を完成させていった。

これに対し、他の2大学では戦前期をとおして、純
粋に大学のみでキャリアを積んだ人材というよりは、
兼職者を含めて、実務畑経験者を教授に採用する傾向
が強かった。のみならず、母校出身者を教授に据える
ことにも苦労した。今回のケースでは、その典型が法
政大学であった。さらに、慶應と法政の2大学を両極
として、法政大学よりの、その中間に位置するのが明
治大学であった。そして、私立大学全体の傾向からみ
れば、慶應大学のようなケースは、ごく少数の恵まれ
た大学にのみ許された、きわめてまれな実例にすぎな
かったものと推測される。

9．私大教員の授業時間数

以下は、試論的補論になる。今回の大学設置基準改
定による、基幹教員の条件は、（a）学科目教育上必要
と認められる学科目教育の担当者であることと、（b）
年間8コマ以上の授業を担当することである。ただし、
冒頭で述べたように、どの学科目を必用とみなすかと
いった点については、確定不能である。そこで最後に、
試論的補論として、戦前期における大学教員の授業時
間数の状況に絞って、その状況をみていくことにする。

早稲田大学について、戸村（2017）で用いられたデー
タベースを再集計し、その結果（単純集計）の提供を受
けて執筆者が作成したのものが、表1である。

表をみると、第1に、大学昇格前の1909（明治42）年
に比べ、大学昇格後の1924（大正13）年には、専任教
員比率は減少している。その原因として、大学昇格に
よる専任教員審査が厳しかった可能性も考えられる。
しかし、専任教員比率については、戸村（2017、第五
章第2〜3節）によって、その間の年を含め、学部別の
数値もまじえて、詳しく分析がなされている。それを
もとにすれば、大学昇格前の1914（大正3）年、1918

（大正7）年よりは、1924年の方が、専任教員比率は高
い。よって、その推移については、さらなる調査が必
要である。

第2に、大学昇格前に比べ大学昇格後には、専任教
員・非常勤教員とも平均授業担当時間は増加している。

第3に、現在の年間8コマが、戦前期において週当
たり何時間の授業担当に相当するのかは、よく分から
ない。そこで仮に、1コマ＝1時間とみなし、前期4時
間＋後期4時間で、通算8コマと換算すれば、すでに大
学昇格前から、専任教員の84.1％、非常勤教員でも
50.0％が、基幹教員の条件を満たしていたことになる。
さらに、仮に1コマ＝2時間とみなし、前後期の半期
8時間で、通年16時間を8コマと換算した場合には、
非常勤教員については9.1％にすぎないものの、専任
教員については62.5％と、過半数を超えている。

しかも、大学昇格後には、1コマ＝1時間とみなし
た場合も、1コマ＝2時間とみなした場合も、基幹教
員相当者の比率は、大幅に増加している。

とくに、大学昇格後には、非常勤講師の数は2倍以
上に増加しているが、その採用に当たっては担当コマ
数の少ない人材を広く薄く集めるのではなく、それな
りのコマ数を担当させるという、狭く濃い形で人材を
集めたことが分かる。

また、基幹教員相当者についての専任教員比率につ
いては、1コマ＝1時間とみなした場合も、1コマ＝2
時間とみなした場合も、基幹教員非相当者を含めた教
員全体の専任教員比率より高くなっている。その比率
は予想に反し、1924年においても、1コマ＝1時間と
みなした場合では8割、1コマ＝2時間とみなした場
合では9割を超えている。なお、大学昇格前の1909年
から、大学昇格後の1924年にかけて、基幹教員相当



− 28 −

大学評価研究　第 22 号　2023 年 10 月

者の専任教員比率は低下している。しかし、先述した
ように、教員全体の専任教員比率は、1914年・1918年
に比べ、1909年はかなり高かったことを勘案すれば、
今回の2時点間の比較からだけでは、正確な指摘はで
きない。

ただし、先述したように、早稲田大学とは異なり、
専任教員比率50％基準をクリアーするのに苦労した
大学が多かった。しかも、他大学との併任者が専任教
員に名を連ねているケースもあった。よって、ここで
紹介した集計結果は、他の私立大学にまで一般化する
ことはできない可能性が高い。早稲田以外の大学にお
ける授業担当時間数のデータの調査を進めることが必
要である。

10．帝大教員の授業時間数

冒頭で述べたように、帝国大学教授は、基本的には
講座担当者であるので、ほぼ全員が専任教員であっ
た。しかし、これは、彼らが本務である教育に専念し
ていたことを意味しない。

例えば、吉野作造（1972、p214）は次のような指摘
をしているからである。「今から回顧するに、それ［明
治34〜5年］以前にあっては政府でも、条約の改正だ、
法典の編纂だ、幣制の改革だと新規の仕事に忙殺さ
れ、したがって学者の力をかる必要も繁かったので、
帝大の教授は陰に陽にたいていそれぞれ政府の仕事を
兼ねさせられていたものらしい。今日は閣議がありま
すからとて講義半途に迎えの腕車に風を切って飛んで

表1　早稲田大学の大学昇格前後の専任教員・非常勤教員（時間教員）の週当たり授業担当時間

大学昇格前=1909（明治42）年 大学昇格後=1924（大正13）年

週当たり授業担当時間 専任教員	
人数（人）

非常勤教員	
（時間教員）人数（人）

専任教員	
人数（人）

非常勤教員	
（時間教員）人数（人）

1〜	 3時間 14 （	 15.9％） 11 （	 50.0％） 6 （	 	 4.1％） 14 （	 30.4％）
4〜	 7時間 19 （	 21.6％） 9 （	 40.9％） 17 （	 11.5％） 20 （	 43.5％）
8〜24時間 49 （	 55.7％） 2 （	 	 9.1％） 109 （	 73.6％） 12 （	 26.1％）

24〜32時間 6 （	 	 6.8％） 0 （	 	 0.0％） 16 （	 18.2％） 0 （	 	 0.0％）
小計 88 （100.0％） 22 （100.0％） 148 （100.0％） 46 （100.0％）
不明 0 0 45 21
合計 88 22 193 67

平均授業担当時間 11.7時間 4.0時間 14.6時間 6.4時間
専任教員比率 80.0％ 74.2％

4時間以上授業担当者
の専任教員比率 87.1％ 81.6％

8時間以上授業担当者
の専任教員比率 96.5％ 91.2％

典拠）	本表は執筆者の依頼を受けた戸村が、戸村（2017）で用いられたデータベースを再集計し、その結果（単純集計）の提供を
受けて執筆者が作成した。学部・学科別の集計、現在の教養教育課程に当たる早稲田高等学院（予科）を除いた場合の集計
などは、今後の戸村の発表に期待したい。

表注）	①	戸村（2017）によれば、当時の早稲田大学において、「専任教員」と「非常勤教員（時間教員）」といった雇用形態を明確に
区別する形で、教員名が記載されている資料は見当たらないとされる。そこで戸村は『給与関係帳簿』をもとに、給与支
払実績が12ヶ月間ある教員を「専任教員」、それ以外を「非常勤教員（時間教員）」として集計している。

	 ②	集計に際して、1909年と1924年とでは学部学科の構成が異なる。1909年は大学部が政治経済、法、文、商の4学科で構
成されており、他に高等予科も集計に含めた。一方、1924年は、政治経済、法、文、商、理工の5学部で構成されてお
り、他に早稲田高等学院のみで教育に携わっていた教員も集計に含めた。当時の早稲田教員の授業担当は、大学部の
み、高等予科のみ、大学部と高等予科を兼担したケースが見受けられる。授業担当時間は、それらすべての兼担授業を
含めた合計。
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行く先生の後ろ姿をうらやましげにながめたこともし
ばしばある。ところが明治三十四年、五年［1901〜02
年］のころになると、政府におけるそれらの用事もひ
ととおり片付いたばかりでなく、少壮役人の中にだん
だん学才に富む人物が輩出して、ために大学の教授の
助力を借る必要がなくなって来た」。

政府の仕事を兼務しなくてよくなってからは、帝大

教授は本務である教育に専念するようになったのだろ
うか。鈴木梅四郎（1921、p200-263）の著作をもとに、
大正中期の様相を、表2でみてみよう。

表2は、この時期の東京帝大法学部政治学科教授の
授業の状況について、一学生による調査結果を示した
ものである。まず、休講率をみれば、それがもっとも
少ない教授=専任教員でも、約5回に1回は休講して

表2　東京帝国大学法学部政治学科第1学年授業怠業時間一覧表（大正8年9月〜大正9年6月）

時間及
回数等

授業科目
及び科目

授業すべき
予定時間数

（A）

［臨時休業］
教師の差
支等によ
り休講し
たる時間
（B）

休講率
（B/A）

授業実
施の回
数

臨時休業を除
く予定授業時
間数

（A-BまたはC＋D）

教師遅参早
引けにより
失いたる時
間総計

（C）
［毎回の平均］

実施せられた
る授業時間の
総計

（D）

予定に対する
実施時間の
百分比

（D/A）
原表
ママ

引用者
訂正

上杉愼吉	
（憲法）

毎週5時間	
96時間	

（5,760分）
34時間 35.4％ 36回 62時間 8時間55分	

［15分］
53時間05分	
（3,185分） 60％ 55.3％

鳩山秀夫	
（民法）

毎週6時間	
224時間	

（13,440分）
58時間 25.9％ 83回 166時間 47時間05分	

［34分］
118時間55分	
（7,135分） 54％ 53.1％

牧野英一	
（刑法）

毎週6時間	
126時間	

（7,560分）
61時間 48.4％ 22回 65時間 9時間56分	

［27分］
55時間04分	
（3,304分） 43％ 43.7％

河津暹	
（経済学）

毎週6時間	
108時間	

（6,480分）
20時間 18.5％ 44回 88時間 17時間03分	

［23分］
70時間57分	
（4,257分） 66％ 65.7％

吉野作蔵	
（政治学）

毎週4時間	
86時間	

（5,160分）
24時間 27.9％ 31回 62時間 14時間19分	

［31分］
47時間41分	
（2,861分） 55％ 55.4％

野村淳治	
（国法学）

毎週5時間	
93時間	

（5,580分）
29時間 31.2％ 41回 64時間	

（又は72時間）
13時間57分	
［20分］

58時間03分	
（3,483分） 62％ 62.4％

立作太郎	
（国際公法）

毎週5時間	
101時間	

（6,060分）
49時間 48.5％ 31回 52時間 14時間03分	

［27分］
37時間57分	
（2,277分） 37％ 37.6％

矢作榮蔵	
（経済政策：	

農業）

毎週2時間	
38時間	

（2,280分）
16時間 42.1％ 11回 22時間 6時間17分	

［34分］
15時間43分	
（	943分） 42％ 41.4％

渡邉鐵蔵	
（経済政策：	

商工業）

毎週4時間	
84時間	

（5,040分）
32時間 38.1％ 26回 52時間 16時間07分	

［37分］
35時間53分	
（2,153分） 42.7％ 42.7％

出典）鈴木（1921、p224）をもとに作成。
表注）	①「休講率」は、引用者が計算したもので、元表には載っていない。
	 ②	野村淳治の（D）は原表では、「臨時休業を除く予定授業時間数」が「（又は72時間）」の方で計算されている。この数字を

当てはめた場合の（B）は21時間、休講率は22.6％となる。
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いる。もっとも多い教授では、ほぼ半分の授業を休講
している。さらに、授業すべき予定時間数から休講、
遅参、早引けを除いた実質授業時間数は、どの教授で
も予定時間数の50％前後である。ひどい場合には学
生の迷惑に頓着なく、朝6〜7時という法外な早朝よ
り講義を開いたり、講義の順序（課程）を無視して1ヵ
年の予定を30〜40時間に短縮して詰め込み、「如何ニ
官僚教育ニ馴致サレタル吾々モ堪ッタモノニアラズ
候」、と学生を嘆かせる教授さえいたという。

その原因は、どこに求められるのか。鈴木は、帝大
教員の給与、生活費等を試算し、帝大教員の給与水準
がいかに生活最低限度に近く、研究費（学会会費、原
書や研究材料の購入費）の捻出にまでは、手が廻らな
い状態であるかを示している。そしてこの結果、講義
への出席時間を少なくし、ジャーナリズムに烏合した
俗受けする著述や、医学部では大学外での診察等の内
職に専念する、といった傾向を助長している、と指摘
している。

それはさておき、いずれにせよこうしてみると、帝
大教授は専任教員としての要件は満たしていたとして
も、実質的な授業時間（コマ数）をもとにすれば、基幹
教員の要件については、その基準を満たしていない教
員が多数いた可能性もある。

【注】
（１）	なお、同じ指摘は、天野（1978、p93-97）によっ

てもなされている。
（２）	なお、慶應大学についていえば、1899（明治32）

年における6名の海外派遣という壮挙は、うち3
名が自らの希望により、一部ないし半額の支給
で留学する、といった条件のもとで実現したも
のであった点を、付記しておきたい（慶應義塾	
1962、p236-238）。

（３）	なお、この引用で、専任教員養成の面でより先を
いく慶應大学ではなく、明治大学を引き合いに出

していることは、法政大学が、どこを当面のライ
バルとみなしているかを示唆しており、興味深い。

（４）	また、1933（昭和8）年に法政騒動が起った背景の
一つとして、「本学出身者を教員に採用せよとい
う校友会の強い動きもあった」、ともされる（法
政大学	1980、p234）。

【参考文献】
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［キーワード］ボーダーフリー大学、教育と研究の両
立、専門職、大学教授職

Ⅰ．はじめに

大学教員とは何者なのか。この本特集テーマの問い
に迫る上で、まずは大学教授職研究の第一人者である
有本（2011）の次の指摘を押さえておこう。有本は、

「研究と教育を両立させることは、単なる大学教員で
はなく「専門職としての大学教員」、すなわち「大学教
授職」（academic	profession）に不可欠の使命となる」

（2）と述べている。この指摘からわかるのは、大学教
員には「専門職としての大学教員」と「（専門職とはい
えない）単なる大学教員」が存在するということ、そし
て「専門職としての大学教員」の要件となるのは教育と
研究の両立であるということである。なお、本稿で
は、「専門職」という表現を、有本の上記の定義に即し
て用いることとする。

さて、この教育と研究の両立であるが、世界的にみ
てその両立がもっとも困難なのは日本の大学教員であ
るとされている（福留	2011）。そんな日本の大学教員
の中でもその両立がもっとも困難であるのは、日本の
高等教育の裾野に位置する「ボーダーフリー大学」と呼
ばれる大学（本稿では、「受験すれば必ず合格するよう
な大学、すなわち、事実上の全入状態にある大学」と
定義）に所属する教員（以下、ボーダーフリー大学教
員）といえるだろう。なぜなら、ボーダーフリー大学
は、入試による選抜機能が働かないため、基礎学力や
学習習慣、学習への動機づけの欠如といった、早けれ

ば小学校段階から先送りされてきた学習面での問題を
抱えている学生を多く受け入れているため、当該大学
への教育に対する社会的期待が非常に大きい反面、研
究に対する社会的期待はさほど大きなものではないか
らである。「専門職としての大学教員」の要件をもっと
も満たしにくいがゆえに、ともすれば「単なる大学教
員」になりかねないボーダーフリー大学教員は、「大学
教員とは何者なのか」という本特集テーマの問いに迫
る上ではこの上ない対象であるといえよう。

さて筆者は、ボーダーフリー大学を対象とした先行
研究が散見されるようになってきた2000年代前半か
ら、こうした大学に着目して研究を行ってきた。特に
近年では、ボーダーフリー大学における学士課程教育
の質保証（以下、教育の質保証）という観点から論じて
きたところである（葛城編	2019・2020等）。しかし、こ
れまで行ってきた研究は、上記のように、社会的期待
が非常に大きい教育に焦点を当てたものであり、それ
がさほど大きなものではない研究の視点が十分であっ
たとはいえなかった。ボーダーフリー大学が教育と研
究を主要な機能とする「大学」である以上、その教育

（の質保証）のあり方について考える上では、教育だけ
でなく研究に焦点を当てることも極めて重要である。
すなわち、これまでの研究では十分に検討の及ばな
かった、「ボーダーフリー大学における「研究」は教育
の質保証にどのような影響を与えるのか」という問い
にこたえることが、筆者の目下の研究課題である。

こうした問いに迫ることは、ボーダーフリー大学教
員が「専門職としての大学教員」としてどうあるべきか

（場合によっては「専門職としての大学教員」であるべ
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きでない、という結論も含め）、その論点を提示する
ことでもある。なお、「大学教員とは何者なのか」とい
う本特集テーマの問いに照らせば、実務家教員や教育
専従教員等は非常に興味深い存在ではあるが、本稿で
は論点をクリアにするために、主な職務として「研究」
が求められないそうした教員は言及の対象としない。
以下では、上記の問いにこたえようとするこれまでの
研究の成果を概観するとともに、実施したばかりの調
査をもとに、ボーダーフリー大学教員が「専門職とし
ての大学教員」としてどうあるべきかについて論じて
みたい。それを通じて、「大学教員とは何者なのか」と
いう本特集テーマの問いに迫ってみたいと考える。

Ⅱ．�先行研究では「何が」「どこまで」明らかにさ
れているのか

「ボーダーフリー大学における「研究」は教育の質保
証にどのような影響を与えるのか」という本研究の問
いは、「教育と研究の関係性」という研究テーマに位置
づくものである。この研究テーマ自体は、国内外を問
わずこれまでに様々な論者によって様々な論点から論
じられてきた、すべての「大学」に共通する歴史ある
テーマである。しかし、遠藤（2005）の「マージナル大
学（ボーダーフリー大学に相当する分類概念）において
は、研究と教育との乖離が極限まで進んでしまってい
るということ。また、研究者であれば当然であるはず
の学究志向が、マージナル大学においてはリスク要因
＝諸刃の剣と化してしまう」（275、括弧内は筆者）とい
う指摘に鑑みれば、両者の関係性に関わる問題が凝縮
されて顕在化しているとも考えられるボーダーフリー
大学に着目することは、この研究テーマに現代的な論
点を提示するという意味において特に重要であるし、
その意義も大きいものと考える。

しかし、ボーダーフリー大学は、高等教育研究にお
ける研究対象としてこれまで等閑視されてきた（1）。そ
のため、ボーダーフリー大学を対象とした実証的な先
行研究は数が限られており、その多くはそこに所属す
る学生を分析対象としたものである（2）。教育と研究の
関係性について触れている可能性の高い教員や組織を
分析対象としたものとなると、筆者を除けばごくわず

かに過ぎない。
そこで、研究が教育にどのような影響を与えるのか

という意味合いにおいての、教育と研究の関係性につ
いて触れている、（筆者が行ってきた）ボーダーフリー
大学を対象とした実証的な研究をレビューしたのが、
葛城（2021）である。すなわち、この論文では、そうし
た研究のレビューを通じて、「ボーダーフリー大学にお
ける「研究」は教育の質保証にどのような影響を与える
のか」という本研究の問いに対して、これまでの研究
で「何が」「どこまで」明らかになっているのかを整理
している。そこで得られた知見は、以下の通りである。

第一に、研究に対する教員の関心に関する問いを用
いた研究からは、ボーダーフリー大学における教育の
質保証の実現を妨げるのは、研究に対する当該大学教
員の関心の「高さ」ではなく、「偏り」である可能性を
示唆する結果が確認された。第二に、教育活動に対す
る研究活動の有用性についての教員の認識に関する問
いを用いた研究からは、ボーダーフリー大学教員の研
究活動が、当該大学における教育の質保証の実現を促
す可能性を示唆する結果が確認された。第三に、教員
の研究に対する所属組織の考え方がうかがえる問いを
用いた研究からは、ボーダーフリー大学において人事
の際に研究を重視することは、当該大学における教育
の質保証の実現を促すこともなければ妨げることもな
い可能性を示唆する結果や、研究活動に対する支援を
充実させることは、その実現を妨げる可能性を示唆す
る結果、教員の研究にかけるエフォート管理を行うこ
とは、その実現を促すのではないかと所属組織が考え
始めている可能性を示唆する結果が確認された。

こうした知見をふまえ、本研究の問いに対しては、
「少なくとも現時点では」、教員においても所属組織に
おいても「偏り」がない限りにおいて、「研究」が教育
の質保証に（ポジティブな影響を与えるかどうかはさ
ておき）ネガティブな影響を与えるリスクは低い、と
結論付けている。そしてその上で、本研究の問いに対
してもっともポジティブな「こたえ」を示した第二の知
見について、それがボーダーフリー大学の現場で教育
にあたる当事者の認識を反映したものであるから尊重
しなければならない反面、当事者の認識を反映したも
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のだからこそ、「ノイズ」が生じている可能性に留意し
なければならないと指摘している。なぜなら、特に第
二の知見を導いた問いは、遠藤（2005）が「マージナル
大学問題の核心部分」（287）と指摘する「研究者として
のアイデンティティ・クライシスの問題」（286）に抵触
するものとも考えられるからである。そして、こうし
た知見が（どの程度）「ノイズ」によって歪められたも
のなのか、それを見定めるためには、ボーダーフリー
大学教員のみならず、ボーダーフリー大学に所属する
学生（以下、ボーダーフリー大学生）を対象とした調査
が必要であると言及している。

そこでここ数年行っているのが、上記の問いに対す
る学生の視角からのアプローチである。学生の視角か
らアプローチしようとする際に留意しなければならな
いのは、ボーダーフリー大学生の持つ「研究」に対する
イメージは、大学教員が一般的に想定している「学術
研究」とは大きく異なるものである可能性である。そ
こで、ボーダーフリー大学生を対象としたインタ
ビュー調査によって、学生の持つ「研究」に対するイ
メージとはどのようなものであるのか、また、学生は
当該大学の教員に「学術研究」は必要だと考えているの
か、といった点についての検討を行ってきた（宇田・
葛城	2022、葛城	2023）。

社会科学系の学部に所属する4年次の学生を対象と
した葛城（2023）からは、以下の知見が得られた。第一
に、ボーダーフリー大学生の中には、「研究」を「学術
研究」のような意味合いで捉えることのできない者が
少数ながらも存在することが確認された。ただし、そ
うした者は、特に学習面での問題を抱えている学生を
中心に少数どころかむしろ多い可能性すらあることも
あわせて指摘された。第二に、個々の学生が学習面で
の問題をどの程度抱えているかによって、当該大学の
教員に「学術研究」が必要だと考えるかどうかについて
の認識が大きく異なる可能性を示唆する結果が確認さ
れた。すなわち、学習面で比較的優秀な学生は、「学
術研究」の成果を教育へ還元することが、自分の学び
にとってプラスに働くと認識しているからこそ、「学
術研究」が必要だと考えるのに対して、学習面での問
題を抱えている学生は、「単位さえ取れて就職さえで

きればいい」と考えており、「学術研究」の成果を教育
へ還元しようがしまいが、自分の学びにとってプラス
に働こうが働くまいが、基本的には無関心だからこそ、

「学術研究」が必要だとは考えないということである。
しかし、こうした知見は、限られた学生に対するイ

ンタビュー調査に基づくものであり、上記のような、
「ボーダーフリー大学生の中には、「研究」を「学術研
究」のような意味合いで捉えることのできない者が、
特に学習面での問題を抱えている学生を中心に少数ど
ころかむしろ多い可能性」や「個々の学生が学習面での
問題をどの程度抱えているかによって、当該大学の教
員に「学術研究」が必要だと考えるかどうかについての
認識が大きく異なる可能性」については、検討結果か
ら導かれたものではあるものの、推測の域を出るもの
ではない。そこで、こうした知見の検証も視野に入れ
て、ボーダーフリー大学生を主対象としたアンケート
調査を実施したところである。次章では、この調査を
もとに検証結果を提示したい。

Ⅲ．アンケート調査による検証

このアンケート調査は、2022年11月から2023年3
月にかけて、西日本（関西、中四国）に所在する5つの
私立大学の社会科学系学部に所属する学生を対象に実
施したものである（3）。このうち本稿では、ボーダーフ
リー大学に該当するA大学（偏差値40未満、定員充足
率80％未満）とB大学（偏差値40未満、定員充足率
80％以上100％未満）で得られたデータを使用する。
有効回答者数は、A大学84名、B大学115名の計199
名である。なお、得られた知見がボーダーフリー大学
生に特徴的なものであることを示すためには、その他
の大学との比較が必要であるが、紙幅の関係上、本稿
では難しいため、別の機会に譲りたい。

学年別にその概要を示したのが表1である。合計で
みると、2年次生が半数以上を占めており、残る大部
分を3年次生が占めている。一方、4年次生は非常に
少ない上、B大学に大きく偏っている。このように、
学年ごとのサンプルサイズが十分とはいえないため、
本稿では2年次生と3年次生を合わせて分析を行う。
すなわち、分析対象者は183名である。
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 1．「研究」に対する学生のイメージ
はじめに、葛城（2023）で指摘した、ボーダーフリー

大学生の中には、「研究」を「学術研究」のような意味
合いで捉えることのできない者が、特に学習面での問
題を抱えている学生を中心に少数どころかむしろ多い
可能性すらある、という点について検証してみよう。
本調査では、「教員の行う「研究」に対して、上記のよ
うなイメージ（「これまで明らかにされてこなかったこ
とを探究するようなもの」というイメージ（4））をどの程
度持っていましたか？」という問いに対し「持っていな
かった」から「持っていた」までの4段階で回答を求め
ている。この回答状況を、「学習面での問題を抱えてい
る学生」の代理指標としての「大学の成績」（5）別に示し
たのが表2である。なお、特に3年次生のサンプルサイ
ズが十分とはいえないこともあり、学年による統制は
行えないのだが、2年次生と3年次生とで回答状況が

有意には変わらない（カイ二乗検定、p＞0.05）ことは
申し添えておく。

まず、全体の値をみると、教員の行う「研究」に、い
わゆる「学術研究」のイメージを「持っていなかった」
者は2割には満たないものの、「あまり持っていな
かった」者を合わせると半数以上に及んでいる

（54.6％）。葛城（2023）では、ボーダーフリー大学生の
中には、「研究」を「学術研究」のような意味合いで捉
えることのできない者が少数ながらも存在すると指摘
していたが、少数どころか半数以上は存在するという
ことである。なお、こうした結果は2年次生と3年次
生を分析対象としたものなので、参考までにサンプル
サイズの小さな4年次生の結果もみてみると、ほぼ同
様の傾向が確認できた。このことは、卒業研究を経た
卒業間際の4年次生でも状況は大きくは変わらない可
能性を示唆している（6）。

それでは、「大学の成績」別の結果をみてみよう。ま
ず、「成績下位群」の値をみると、「持っていなかった」
者は、3群の中でもっとも多く2割を超えており、「あ
まり持っていなかった」者を合わせると半数を超えて
いる（55.3％）。一方、「成績上位群」の値をみると、

「持っていなかった」者は「成績下位群」よりは低いも
のの、「あまり持っていなかった」者を合わせると半数
程度（48.1％）で、「成績下位群」とあまり変わらない。
残る「成績中位群」の値をみると、「持っていなかった」
者こそ「成績下位群」よりは低いものの、「あまり持っ
ていなかった」者を合わせると半数を大きく超えてい
る（58.3％）。特に「成績中位群」と「成績上位群」の間

表1　有効回答者の概要

合計 A大学 B大学

1年次生
0 0 0

0.0% 0.0% 0.0%

2年次生
117 48 69

59.1% 57.8% 60.0%

3年次生
66 33 33

33.3% 39.8% 28.7%

4年次生
15 2 13

7.6% 2.4% 11.3%

注：上段は実数、下段は割合。表2・3も同様。

表2　教員の行う「研究」に対して、「学術研究」のイメージを持っていたか

持っていなかった あまり
持っていなかった 少し持っていた 持っていた 合計

全体
29 66 58 21 174

16.7% 37.9% 33.3% 12.1% 100.0%

成績上位群
7 18 18 9 52

13.5% 34.6% 34.6% 17.3% 100.0%

成績中位群
14 35 29 6 84

16.7% 41.7% 34.5% 7.1% 100.0%

成績下位群
8 13 11 6 38

21.1% 34.2% 28.9% 15.8% 100.0%
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にやや大きな差があるようにもみえるが、カイ二乗検
定を行った結果、これら3群間に有意な差は確認でき
なかった（p＞0.05）。

このように、ボーダーフリー大学生の中には、「研
究」を「学術研究」のような意味合いで捉えることので
きない者が少数どころか半数以上は存在している。ま
た、そうした者は、特に学習面での問題を抱えている
者を中心に多いというわけではなく、その問題の有無

（程度）にかかわらず多く、比較的優秀な者でも半数程
度を占めている。

 2．「学術研究」の必要性に対する学生の認識
次に、葛城（2023）で指摘した、個々の学生が学習面

での問題をどの程度抱えているかによって、当該大学
の教員に「学術研究」が必要だと考えるかどうかについ
ての認識が大きく異なる可能性がある、という点につ
いて検証してみよう。本調査では、「あなたが授業を
受ける上で、教員が研究（「学術研究」の意）活動を行っ
ていることはどの程度必要だと思いますか？」（括弧内
は筆者）という問いに対し「全く必要ではない」から

「とても必要」までの4段階で回答を求めている。この
回答状況を、前節と同様に「大学の成績」別に示したの
が表3である。なお、こちらについても、2年次生と3
年次生とで回答状況が有意には変わらない（カイ二乗
検定、p＞0.05）ことは申し添えておく。

まず、全体の値をみると、授業を受ける上で、教員
が（学術）研究活動を行っていることは「全く必要では
ない」と考える者は1割程度であり、「どちらかといえ

ば必要ではない」と考える学生を合わせても3割程度
（29.9％）に過ぎない。すなわち、ボーダーフリー大学
生の中には、当該大学の教員に「学術研究」がむしろ必
要だと考える者が半数を大きく超えて存在していると
いうことである。なお、こちらも参考までにサンプル
サイズの小さな4年次生の結果もみてみると、同様の
傾向がより顕著に確認できた。

それでは、「大学の成績」別の結果をみてみよう。ま
ず、「成績下位群」の値をみると、「全く必要ではない」
と考える者は1割程度であり、「どちらかといえば必
要ではない」者を合わせると、3分の1を超えている

（36.1％）。一方、「成績上位群」の値をみると、「全く
必要ではない」と考える者は「成績下位群」より低く、

「どちらかといえば必要ではない」者を合わせても、2
割程度に過ぎない（22.4％）。残る「成績中位群」の値を
みると、「全く必要ではない」と考える者は「成績下位
群」とほぼ同じであり、「どちらかといえば必要ではな
い」者を合わせても「成績下位群」と大きくは変わらな
い（31.6％）。特に「成績下位群」と「成績上位群」の間
にやや大きな差があるようにもみえるが、カイ二乗検
定を行った結果、これら3群間に有意な差は確認でき
なかった（p＞0.05）。

このように、ボーダーフリー大学生の中には、当該
大学の教員に「学術研究」がむしろ必要だと考える者が
半数を大きく超えて存在している。また、そうした者
は、特に学習面で比較的優秀な者に多いというわけで
はなく、学習面での問題の有無（程度）にかかわらず多
く、問題を抱えている者（「成績下位群」）でも3分の2

表3　授業を受ける上で、教員が（学術）研究活動を行っていることは必要か

全く必要ではない どちらかといえば
必要ではない

どちらかといえば
必要 とても必要 合計

全体
16 33 82 33 164

9.8% 20.1% 50.0% 20.1% 100.0%

成績上位群
2 9 26 12 49

4.1% 18.4% 53.1% 24.5% 100.0%

成績中位群
10 15 43 11 79

12.7% 19.0% 54.4% 13.9% 100.0%

成績下位群
4 9 13 10 36

11.1% 25.0% 36.1% 27.8% 100.0%
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程度を占めている。

 3．「学術研究」が必要だと考える理由
前節でみてきたように、当該大学の教員に「学術研

究」が必要だと考えるか否か、そのレベルでの認識は、
学習面での問題の有無（程度）にかかわらず、大きくは
変わらないようである。しかし、そのように考える理
由が、学習面での問題の有無（程度）によって大きく異
なる可能性はありうる。すなわち、葛城（2023）は、学
習面で比較的優秀な学生は、「学術研究」の成果を教育
へ還元することが、自分の学びにとってプラスに働く
と認識しているからこそ、「学術研究」が必要だと考え
るのだと指摘するが、そうした指摘が的を射たもので
あるのかどうかもさることながら、それ以外の学生は
どのように考えているのだろうか。本調査では「（前節
の問いで）そのように回答した理由について、できる
だけ具体的に教えてください。」と自由記述で回答を求
めているので、記述内容の傾向を紹介したい。
「とても必要」と「どちらかといえば必要」と回答し

た者の記述内容をみると、以下に示すように、「より
専門的な知識と能力を身につけることができる」、「授
業の内容が深くなり」、「分かりやすく」等、表現は多
様であるものの、大胆に要約すれば、自分の学びに
とってプラスに働くという趣旨のものが大半を占めて
いた。その点では葛城（2023）の指摘と同様であるが、
学習面で比較的優秀な者だけがそのように認識してい
るわけではないという点で異なっている。ここで留意
したいのは、「学術研究」の必要性というよりは、いわ
ゆる「教材研究」の必要性というニュアンスがうかがえ
る記述が多いという点である。以下の記述でいえば、

「成績中位群」、「成績下位群」でそれがうかがえるが、
記述全体でみれば、学習面での問題の有無（程度）に
よって大きな差はないようである。このことから、学
習面での問題の有無（程度）にかかわらず、多くの者は、

「学術研究」によって専門性が担保されるかどうかはさ
ておき、（「教材研究」のように）理解しやすさが担保さ
れるのを期待するからこそ、自分の学びにとってプラ
スに働くと認識しているのではないかと推察される。

・	授業内容を把握する上で研究活動の内容を通して理
解力を高めることでより専門的な知識と能力を身に
つけることができるから。（「成績上位群」）

・	その授業を実施する上で、教員は内容について理解
し、学生に対して分かりやすく解説する必要がある
と思うから。（「成績中位群」）

・	教員の研究活動によって授業の内容が深くなり、ま
た教員自身もしっかりとその分野に関して理解で
き、理解ある人からの説明がなされるとこちらも聴
きやすいから。（「成績下位群」）

このように、ボーダーフリー大学生の多くが、当該
大学の教員に「学術研究」が必要だと考えるのは総じ
て、自分の学びにとってプラスに働くと認識している
からであり、それは学習面で比較的優秀な者に限った
ことではない。ただし、学習面での問題の有無（程度）
にかかわらず、多くの者がそのように認識しているの
は、「学術研究」によって専門性が担保されるかどうか
はさておき、理解しやすさが担保されるのを期待する
からだと考えられる。

Ⅳ．おわりに

本稿では、筆者の目下の研究課題である「ボーダー
フリー大学における「研究」は教育の質保証にどのよう
な影響を与えるのか」という問いにこたえようとする
これまでの研究の成果を概観するとともに、ボーダー
フリー大学生を主対象として実施したばかりのアン
ケート調査をもとに新たな知見を提示した。得られた
知見をふまえた上で、本稿の最後に、ボーダーフリー
大学教員が「専門職としての大学教員」としてどうある
べきかについて論じてみたい。

本稿で得られた知見のうちまず押さえておきたいの
は、ボーダーフリー大学生の中には、「研究」を「学術
研究」のような意味合いで捉えることのできない者、
すなわち、「研究」が何たるかがよくわかっていない者
が、学習面での問題の有無（程度）にかかわらず多く、
比較的優秀な者でも半数程度を占めているという知見
である（Ⅲ－1）。彼らが教育と（学術）研究を主要な機
能とする「大学」に身を置いていることを考えると、非
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常に由々しき事態といえよう。
それではなぜこのような事態が生じてしまうのか。

その答えはいたってシンプルである。すなわち、学生
が「（学術）研究」に触れる機会が少ないからである。本
調査では「（学術）研究」の成果が教育に還元されてい
ると感じた機会がどの程度あったかもたずねているの
だが、その結果をみると、学習面での問題の有無にか
かわらず、「全く経験がない」あるいは「あまり経験が
ない」と回答する学生が半数を超えていた（7）。そうし
た機会（経験）が十分に担保されていないのだから、

「研究」が何たるかがよくわかっていない者が多いとい
うのも当然といえば当然だろう。ボーダーフリー大学
教員が教育と研究の両立を果たす「専門職としての大
学教員」であろうとするならば、こうした事態を打破
すべく、「（学術）研究」の成果を教育へ還元することを
通じてそれを果たすべきではあるまいか。なお、「（学
術）研究」の成果には、自身による成果と専門分野にお
ける「新しい」成果の2つが想定されるが、本稿では前
者である必要はまったくないというスタンスに立つ。

ここで留意したいのは、ボーダーフリー大学はその
他の大学に比べ、「（学術）研究」の成果の教育への還元
を困難なものとする要因が多いという点である。宇
田・葛城（2023）は、ボーダーフリー大学教員を対象と
したインタビュー調査からその要因として、「学生の
学習面での課題に起因する要因」、「時間的制約に起因
する要因」、「大学の組織風土に起因する要因」を抽出
しているので、このうち特に「学生の学習面での課題
に起因する要因」という観点から、当該大学教員が置
かれている状況を説明しよう。ボーダーフリー大学で
は、学習面での問題を抱えている学生を多く受け入れ
ているため、特にそうした学生を授業にひきつけるの
は非常に困難である。遠藤（2005）もその困難さを「講
義はまさにプレゼンテーションの極意が試される」

（275）と表現している。そうした学生をできるだけ授
業にひきつけようと意識するほど、その内容は学生の

「生活圏」に近く（近いからこそ関心が持てる）、理解し
やすい話になりがちである。学生の「生活圏」からは遠
く（遠いがゆえに関心を持てない）、難しくもある「（学
術）研究」の話をしたところでどうせ聞いてもらえない

だろうし、理解もできないだろうと、ボーダーフリー
大学教員が考えてしまうのは無理もない話である。

しかし、本稿で得られた知見を思い返してほしい。
すなわち、（学生が授業を受ける上で）当該大学の教員
に「学術研究」がむしろ必要だと考える者は、学習面で
の問題の有無（程度）にかかわらず多く、問題を抱えて
いる者でも3分の2程度を占めているという知見であ
る（Ⅲ－2）。葛城（2023）では、インタビュー調査の結
果をもとに、「学習面で比較的優秀な学生（全員とは限
らない）は「（学術）研究」の成果が教育へ還元されるこ
とを実は望んでいる」（68）と述べたが、それは比較的
優秀な学生に限ったことではないのである。この知見
は、「「（学術）研究」の話をしたところでどうせ聞いて
もらえないだろう」というボーダーフリー大学教員の

「思い込み」を改めることにつながるものといえよう。
ただ、本稿で得られた知見をもうひとつ思い返して

ほしい。すなわち、学習面での問題の有無（程度）にか
かわらず、当該大学の教員に「学術研究」が必要だと考
えるのは総じて、自分の学びにとってプラスに働くと
認識しているからであるが、それは「学術研究」によっ
て専門性が担保されるかどうかはさておき、（「教材研
究」のように）理解しやすさが担保されるのを期待する
からだとする知見である（Ⅲ－3）。こうした知見は、
ボーダーフリー大学教員が「（学術）研究」の成果を教
育へ還元する際には、たとえ学生の「生活圏」からは遠
く、難しくもある「素材」であろうとも、できるだけ学
生の「生活圏」に近づける形で関心を持たせた上で、理
解しやすくなるよう十分に「咀嚼」することを強く意識
しなければならないことを（改めて）教えてくれる。仮
にそれを意識することなく、「（学術）研究」の成果を教
育へ還元する機会をただ増やしたとしても、それを

「消化」できない学生（特に学習面での問題を抱えてい
る学生）はそうした機会を否定的に捉えるだけだろう。

もちろん、「（学術）研究」の成果を上記のように工夫
して還元するのはそう容易なことではないし、そもそ
もそうした工夫を凝らす時間を担保できないことが、

「（学術）研究」の成果の教育への還元を困難なものとす
る一因にもなっている（宇田・葛城（2023）の「時間的
制約に起因する要因」）。しかし、そう容易なことでは
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ないし、工夫を凝らす時間も担保できないからやらな
い、ということではなく、できる範囲でその機会を意
識的に増やしていくことが重要だろう。理想的には、
個々の教員がそれぞれ取り組むよりは、大学なり学部
なりで目標を共有した上で、組織的に取り組んだ方が
その成果は格段にあがりやすくなると思われる。

そうした取組によって、多くの学生が「研究」が何た
るかを（それなりにでも）理解し、（少しでも）関心を
もてるようになったときにはじめて、「ボーダーフ
リー大学教員は、「（学術）研究」の成果を教育へ還元す
ることを通じて、教育と研究の両立を果たす専門職で
ある」と断言できる存在になりうるのではなかろうか。
逆にいえば、それができない限りにおいては、主な職
務として「研究」が求められない実務家教員や教育専従
教員等と何が違うのか、その存在意義が問われること
にもなりかねない。こうした教員との境界が曖昧にな
ればなるほど、「大学教員とは何者なのか」という本特
集テーマの問いに対して、「ボーダーフリー大学教員
とは、教育と研究の両立を果たす専門職とはいえな
い」とこたえざるをえなくなるのである。

なお、本稿の知見は、ボーダーフリー大学生を主対
象として実施したアンケート調査によるものである
が、特に上級学年のサンプルサイズが十分とはいえな
い点には留意しなければならない。すなわち、上級学
年（特に4年次生）のサンプルを十分に含んだ、規模の
大きな調査を行えば、また違った結果が得られる可能
性があることを最後に申し添えておく。

付記

本稿は、令和2〜5年度科学研究費補助金基盤研究
（C）「ユニバーサル化時代における学士課程教育の質
保証のあり方に関する総合的研究」（研究代表者：葛城
浩一）による研究成果の一部である。

【注】
（１）	山田（2009）も指摘するように、「（日本の）大学研

究の視点は、旧来のエリート大学、すなわち、
現在の研究大学を中心にしたもの」（33、括弧内
は筆者）だったからである。なお、筆者は、ある

著名な高等教育研究者から、ボーダーフリー大
学研究を「金にならない研究」と揶揄されたこと
がある。こうした指摘の背景の一端がかいまみ
えよう。

（２）	このことは、三宅（2014）の「その限られた研究成
果は就職活動を含めた職業選択と大学生活に関
するものに大別できる」（9）という指摘からもう
かがえる。

（３）	この調査は、研究分担者である宇田響（くらしき
作陽大学）が実施した「大学生の学習意識・行動
に関する調査」である。詳細は宇田（2023）を参照
いただきたい。

（４）	本調査では、本稿で用いている問いの前に、「以
下の質問における「研究」とは、「これまで明らか
にされてこなかったことを探求するような研究」
のことを指しています。その上で、以下の質問
に回答してください。」と注意書きをしている。

（５）	本調査では、「大学での学業成績は、学年でどれ
くらいの位置にあると思いますか？」という問い
に対し「上の方」から「下の方」までの5段階で回
答を求めている。このうち、「上の方」と「下の
方」はサンプルサイズが十分とはいえないため、

「上の方」と「やや上の方」を「成績上位群」、「真
ん中あたり」を「成績中位群」、「やや下の方」と

「下の方」を「成績下位群」として3群に分類した。
（６）	ボーダーフリー大学の社会科学系の学部に所属

する4年次生を対象としたインタビュー調査で
は、卒業研究への取り組みようが一般的な授業
の課題への取り組みようとほとんど変わらない
ことを語る学生が少なくなかった。すなわち、
ボーダーフリー大学では、卒業研究が「学術研
究」の意味合いを理解する契機となっていない可
能性があるということである。この点について
は別稿にて改めて論じたい。

（７）	「教員がこれまでに研究してきた成果が、授業内
容に活かされていると感じた経験は、どの程度
ありましたか？」、「専門分野における「新しい」
研究の成果が、授業内容に活かされていると感
じた経験は、どの程度ありましたか？」といった
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問いに対し「全く経験がない」から「多くの経験が
ある」までの4段階で回答を求めている。「全く経
験がない」と「あまり経験がない」を合わせると、
いずれも6割弱であった（56.9％、57.8％）。なお、

「大学の成績」の3群間に有意な差は確認できな
かった（p＞0.05）。
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［キーワード］大学教員、学問の自由と大学の自治、大
衆化、専門職、エビデンス

はじめに

本稿では、「大学教員とは何者なのか」という特集
テーマについて、これまで筆者が関わってきたいくつ
かのデータに語らせつつ、筆者の見解についても述べ
てみたい（1）。

本巻の特集は、令和4年度の大学設置基準等の一部
を“変更”する省令による基幹教員制度の制定を直接
の契機として組まれたらしいが、これに先立って、大
学教員やその集合体である大学の本質を問い糾される
ような事象が相次いでいる。記憶に新しいものと言え
ば、いわゆる学術会議会員の任命拒否問題（2020年9
月に2020年（令和2年）9月に、内閣総理大臣が日本学
術会議の推薦する会員候補のうちの一部の任命を拒否
した件）であることは衆目一致するところであろう。
また直近では、「戦後史上第4の衝撃」（石原	2023）と
も言われる10兆円にも及ぶ“大学ファンド”の創設お
よびそのファンドを原資とした国際卓越研究大学の選
定と支援という制度が2022年に成立した。これは直
接的には世界トップ研究大学の実現のための機関支援
策ではあるが、認定機関にはファンドからの支援を含
めた総支出額の3％程度の事業成長が毎年度求められ
るので、敢えて言えば目的と手段の逆転現象すなわち
研究生産性向上のための財政支援ではなく、“稼ぐた
めに研究する”という倒置が生じる可能性も否定でき
ない。それゆえ、認定機関の研究主体である大学教員

の身分・位置づけ、研究教育等の活動の範囲や行動様
式等にまで影響を与える可能性がある。また、忘れて
はならないのは、2015年4月の学校教育法の改正に伴
う教授会の法的位置づけの大幅変更である。これによ
り、各大学においても法改正に連動・便乗した規程・
制度等の変更が進み、実質的に教員の機能・役割にも
大きな変容がもたらされた可能性は否定できない。

このようにここ数年の改革は、火急に大学教員の再
定義を迫るものである。しかしながら、大学教員の在
り方の変容の契機は、なにも今突然降って湧いたもの
ではない。周知の通り、1990年代から続くいわゆる
“失われた30年”において、大学は緊縮財政の下で“選
択と集中”を始めとした各種改革に晒され続けてお
り、この間大学教員もかつて無いほどの新しい仕事や
役割を担わされてきた。具体的には、マクロなレベル
では大学評価の導入、国立大学の法人化に伴う大学経
営機能の強化を始めとした「企業的大学」化（Clark	
1998）、ミクロなレベルでは、授業評価、シラバス、
FD、任期制、テニュアトラック制、年俸制、そして
研究活動における英語論文の比重の拡大等、枚挙の暇
が無く、こうした改革の連続に、大学教員はいささか
麻痺してきており、改革に“飼い慣らされている”感
も拭えない。

ここに至って、さすがに学術会議問題や基幹教員制
度の導入、大学ファンド問題は、大学教員の再定義を
火急に迫られうるものでもあるので、学界もにわかに
反応し、政策に対する批判的な議論が相次いでいる

（芦名ほか	2021,	池内ほか2021,	人文社会系学協会連合
連絡会	2021,	羽田他	2022a,	2022b,	駒込	2021,	佐藤・上
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野・内田（編）	2021,	寄川ほか	2021等）（2）。これらのほ
とんどは、一方で政府の一連の大学改革や大学内部へ
の介入を厳しく批判しつつ、他方で憲法や法解釈の検
討あるいは海外の事例の参照といった正統的且つ伝統
的な方法により、学問の自由や大学の自治および大学
教員の身分の保障の正当化に努めている。

たしかに、これら批判的な議論が異口同音に主張し
ているとおり、学問の自由や大学の自治および大学教
員の身分保障は、理念的にも法的にも保障される必要
のある権利であることには異論を待たないし、それら
を本稿で検討することは、筆者の専門の範囲を超えて
しまう。そこで本稿では少し視点を変えて、大学教員
の実情をデータによって描き出すことにより、やや自
省的な視点から「大学教員とは何か」という問いを論じ
てみたい。

Ⅰ．�これまでの高等教育研究における大学教員
研究

1．大学教授職研究：概観
そもそも大学教員に関する研究は、専門職論、学

閥、移動、キャリア、学問生産性、研究評価、労働環
境、報償体型、科学のライフサイクル、科学者集団の
開放化・多様化など幅広く（阿曽沼	2010）、高等教育
論、科学論、科学技術社会論、科学史等の研究者に
よって手がけられてきた。その中で、新堀通也を先駆
とし後継者により今日まで継続展開している研究が

「大学教授職」研究である。ここでは筆者も若干関わっ
た所謂「大学教授職」の研究について、以下では湯川・
坂無・村澤（2018）を参考にレビューしておこう。
「大学教授職」─英語ではAcademic	Profession研究─

は、日本の高等教育研究の国際展開力を牽引してきた
研究であり、「世界初」（有本・江原ら	1996）の大学教
員に関する国際調査を1990年代初頭から日英独の3カ
国で実施したことから始まり、今日では30カ国を超え
る参加国のある大規模プロジェクトにまで成長してい
る。本調査研究は、元々は教育社会学を研究の場とし、
大学教員の教育・研究・管理運営・社会貢献そしてキャ
リアなど基本的な活動や実態の把握を中心とした全方
位的な実態調査であり、定点観測を繰り返した結果開

始から30年を超える類を見ない調査となっている。

2．大学教授職研究の課題
1）喫緊の課題への即応性・根源的課題の欠如
ただし、基本事項の定点観測が主となることから、

大学教員に関する新しい課題や変容に即応的な調査項
目が盛り込まれ難い側面があった。実際、社会学的に
は常に高い関心を払われてきたジェンダーや男女共同
参画の視点、最近俄に問題化される学問の自由や大学
の自治、研究開始当初は主題であった専門職論（3）等の
大学教員のあり方を本質的に問う視点が不在となって
しまった。関連して、研究枠組みの慣習化、国際「比
較」における緻密さの欠如、定点観測自体の目的化等
の指摘も寄せられている。

2）方法論的脆弱性
また、本研究の成果の中で、度々引用され政策でも

参照されている（4）ものの一つに「日本の研究者の研究
指向性の高さ」があるが、この分析結果が真に日本の
状況を反映しているのかは実は不確かである。これに
ついては当該大学教授職調査の低回収率故に、回収さ
れた回答のバイアスの有無、回収された回答が母集団
をどの程度反映しているのか等の分析が必要だが、こ
のような課題を含め30年間の定点観測という貴重な
データであるにもかかわらず、データの整備や分析手
法における高度化の面での課題がある（5）。

3）定点観測は「時代」の変化を反映しうるのか？
その分析方法上の根源的課題の一つは、定点観測を

「時代の変化を捉える」ものとして暗黙のうちに仮定す
る点にある。大学教授職研究に限らず定点観測の調査
は、得てして複数時点間比較を行って差異が認められ
た場合、その差異を「時代の変化」と見做してしまうこ
とが多い。しかし時間変化には3つの効果（時代効果、
コーホート効果、年齢効果）が混在しており、これら
3つの効果を丁寧に切り分ける必要がある。実際、中
尾ら（2022）は大学教授職のデータを複数年用いて
APC分析を行い、研究・教育の志向性が年齢効果であ
ることを推定した。このことから、30年のデータの変
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動が、時代・コーホート・年齢のいずれの効果なのか
を再考する余地がある。

Ⅱ．大学教員の実際─大学教員も大衆化する─

こうしてみると、これまでの大学教授職研究から
は、残念ながら冒頭での課題に対して適切な知見が引
き出しづらいと言わざるをえない。そこで以下から
は、極めて基礎的なエビデンスながら、別のデータに
より大学教員の現実をあぶり出してみよう。

戦後の日本の大学の量的拡大が論じられる際には、
もっぱら学生の規模（進学率）が念頭に置かれ、その行
き着く先として「大衆化」「学力低下」「多様化」「非伝統
的学生の参入」等が論じられることが多い。大学教員
を対象としたFDや教学マネジメント・ガバナンス等
の改革に際しても、他国に比して日本の大学教員の研
究志向性の高さとトレードオフの関係になる教育志向
性の低さや、大衆化し学力や興味関心の多様化した学
生への対応策として論じられることが多く、大学教員
の大衆化や質の問題が俎上に上がることはない。

しかし、教員規模とは無関係に学生規模が増加する
ことはあり得ないので、当然大学の大衆化は教員の大
衆化をも招きうる（有本	2008）が、意外にも「大学教員
の大衆化」が論じられることはまれである。しかしな
がら、「大学構成員の多様化を『学生の問題』に限定す
る傾向は、教員集団があたかも伝統的集団として不変
的な規範・慣習を共有しているかのような固定的思考
を導く危険性がある」（湯川・坂無・村澤	2018：86項）。

実際、図1に見るように、数値上は、学生の大衆化

と同様に、教員の大衆化と言い得る現象は生じている
ことがわかる。教員数については、教職員の増員を必
ずしも伴わなくても良い学生定員増を認める方針（い
わゆる臨時的定員の措置）があったため、必ずしも学
生の大衆化と完全相関しているわけではない。しか
し、たとえそうだとしても、この図を見る限りにおい
て教員数は新制大学発足当初から国公立で10倍程度、
私立にいたっては20倍を超える拡大となっている。

このような大学教員の量的大衆化は、政府による各
種大学関連改革（大学院急増、ポスドク増加、競争的
資金増加等）、そして非伝統的な大学教員や研究者の
増加が同時に進行していたのだが、問題なのは、この
教員の量的拡大と同時並行する形で、研究不正が顕在
化し社会問題として大きく取り上げられ、「研究者」と
しての作法・行動様式を会得しないままに研究活動に
参加する者の増加（松澤	2013a,	2013b）が指摘された点
である。

これら一連の事象の因果関係は実証されているわけ
ではないが、大学教員の大衆化や質が同時多発的に問
われていることは疑いない。これは言い換えれば、学
問の自由や大学の自治の権利が、外的要因だけでなく
大学教員自らに起因する内的要因によって脅かされて
いるのである。

そもそも学問の自由は無条件に与えられるものでは
なく、学者・研究者のエリート性や専門職性、学問的
良心と理性（法学協会	1954,	455 頁 , 大浜	2016,1053-
1054頁）が実質的な条件となっていることに、我々は

図1　大学教員数の推移

計 国 立 公 立 私 立

図2　 大学教員数の推移：1950年を1とした場合の倍
率

計 国 立 公 立 私 立
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留意する必要がある。つまり現在の状況は、大学教員
のエリート性や専門職性そして良心・理性という前提
条件が、大学教員の量的大衆化と研究不正の社会問題
化により揺らいでいるのである。これがまだ日本の高
等教育の規模がエリート段階（＝規模が小さい）でニッ
チな存在であり続けていたならば、そもそも市民も大
して大学に関心の目を向けなかったのだが、量的拡大
と大衆化により、大学が市民の目に触れる機会が増加
し、大学への社会的関心が高まった結果、大学関連事
項が社会問題として構築されやすくなってしまった。
加えて、ネットやSNS等の普及が後押しする形で、こ
と学術会議問題については「学者と学問に対するルサ
ンチマン」（佐藤	2021）がポピュリズムとして形成され、
大学教員がやり玉に挙がっているのが現況であろう。

こうして概観してみると、学問の自由や大学の自治
に関する最近の議論や、近年の大学改革や政策に関す
る批判は、憲法や法を持ち出すことにより自らを正当
化することに汲々としているように見えるし、自らの
質の問題や研究不正等で揺らぐ科学者としての社会的
責任問題を内省する視点に欠ける、と見えなくも無い。

Ⅲ．大学教員は専門職か

前節では、学問の自由や大学自治を行使しうる条件
として、大学教員のエリート性や専門職性について触
れたので、ここでは大学教員の専門職性について若干
整理しておこう。

大学教員の専門職性については議論の余地はあるも
のの、Ⅰ節でも触れたように日本では一部を除き十分
には議論されてはいない。大学教員を専門職と見なそ
うとする場合に依拠する専門職性の要件は、一般的に
以下の諸要素だとされる。すなわち、①扱う知識や技
術の専門性の高さ、②高度且つ長期に渡る人材養成体
系の必要性、③専門職団体の存在、そして④自主規制

（倫理性）と自律性、である。しかし実際には専門職の
定義は多様であり（橋本	2008,	2009,	2013,	岡崎	2017）、
上述の要件は世界的に確立した普遍的な定義ではな
く、むしろアングロサクソンモデルだとされる。この
アングロサクソンモデルによる専門職の定義は、市場
での活動を主とした民間セクターを前提としたもので

あるという。他方、欧州には異なる専門職の定義が存
在し（大陸モデルとされる）、この場合は公共セクター
を前提として、その主たる目的は専門職化した官僚に
よる国家の統治や統制にあり、専門職団体は国家との
共謀によりその地位を確保することを通じて自律性を
確保していったのである。

やや粗いが以上の整理を元に誤解を恐れず解釈すれ
ば、日本の大学の成立過程（政府主導による旧帝大を
始めとした官立大学の成立）も踏まえれば、日本にお
ける“専門職としての大学教員”は、むしろ後者の大
陸モデルとの親和性が高いと言えなくもない。実際、
大学教員以外の他の専門職についても、国の資格制度
の中に位置付いていることが多い点も、この解釈の妥
当性を強化しうる（6）。

ここで、関連しそうな興味深い調査を紹介したい。
我々研究グループ（7）は2021年3月,	Web調査により

『職業に抱くイメージに関する意識調査』を実施し、大
学教員を含む専門職と見なされる職業に関する一般の
人々のイメージ調査を行っている（8）。

集計を見ると（図3）、当該職を“専門職”と見做す人
の割合は、弁護士や医師・獣医師・薬剤師が非常に高
く、次いで看護師、税理士、建築士、理学療法士、ス
ポーツ選手、管理栄養士と続いている。これら職業に
比して、大学教員を“専門職”と見なす人の割合は低
く、他の教育職である小学校教員、保育士よりも低い
ことがわかる。なお、「社会階層と社会移動に関する
全国調査」（通称SSM調査（9））における職業威信スコア

（所得・学歴・社会的影響力・知識・技術に関する人の
格付け評価の総合）では、大学教員は弁護士や医師等
に匹敵する高いスコア（いわゆる偏差値換算で70越え）
を誇ることから、大学教員は、「社会的地位は高いが専
門職とは必ずしも言えない」と見なされているようだ。

このような“専門職”と見なす際の判断材料につい
ては、さらなる分析を必要とするが、本分析結果を概
観する限り、国家資格、高度な知識技術あるいは一芸
への特化、職務内容、威信などの複数要素が絡んでい
ると想像される。大学教員の場合は国家資格を欠いて
いる点が専門職要件のマイナス要素となったのかもし
れない。
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Ⅳ．�“科学的根拠”を巡ってゆらぐ大学教員、そ
して反科学との対峙

最後に触れておきたいのが、今日ではエビデンスや
科学的根拠を巡る議論が錯綜し、その帰結として大学
教員の存在意義も揺らぎかねないという問題である。

近年EBM（Evidence-Based	Medicine：根拠に基づ
いた医療）、EBPM（Evidence-Based	Policy	Making：
根 拠 に 基 づ い た 政 策 形 成 ）、Evidence-Based	
Education（Evidence-Based	Education：根拠に基づい
た教育）等、エビデンスに基づいた各種実践（総称して
EBPs：Evidence-Based	Practices）の推進が浸透しつ
つある。その特徴は図4に見られるように、エビデン
スの確からしさの程度により格付けを行う点、専門家
の意見が証拠の序列において下位に位置づけられてい
る点、そして専門家と科学的根拠が切り離されている
点にある。つまり、この序列構造では、科学的根拠は
厳密な方法論によってのみ高い妥当性・信頼性を持ち、
科学的方法（その至上はRCT：Randomized	Controlled	
Trial＝ランダム化比較実験）さえ踏まえれば、大学教
員や研究者でなくても、科学的根拠を見いだせるかの

ような装いを呈している点である。こうしたEBPsの
推進は、ともすると専門家としての大学教員の地位失
墜や大学教員内での露骨な序列構造を作りかねず、そ
うした動きに警笛も鳴らされている（加納・林	2019,	杉
田・熊井他2019など）。

他方、米国で見られるように、Post-Truth（ポスト
真実）、科学の危機、「科学に対する戦争」（War	on	
Science）、科学と政治の対立（実際は共和党と科学の
戦争：Republican	War	on	Science）において、（古典
的な）科学の根拠（科学的証拠の再現性、検証可能性の
担保など）が、むしろ科学の首を絞めることになりか
ねず、“科学を装う”反科学の立場を取る人々による、
科学に対する反論の根拠ともなってしまう事態も生じ
ている（小林	2018a,	2018b）。

おわりに

以上のように、少なくとも高等教育論においては、
政策が投げかける大学教員の諸問題に適切に応える実
証研究が蓄積されておらず、データの収集と分析は喫
緊の課題である。しかしながら、そのような分析の前
に意識するべきは、これまでの日本の大学＝大衆化論

図3　専門職に関するイメージ
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において大学教員も大衆化しうる点を議論の俎上に挙
げてこなかったことではなかろうか。長年大学大衆化
を学生の責として負わせ続け、自省を欠いてきた高等
教育研究者や実践現場の大学人の責任は、少なくない
ともいえよう。この点において、政策介入に対して学
問の自由と大学の自治のみを盾とした反論は、砂上の
楼閣ともなりかねないし、国民の投げかける視線や評
価に対して見下すかのように「ポピュリズム」と一蹴す
ることも早計である。隷属する必要は無いとはいえ、
国民国家の枠組みの中で大学が成立している以上民意
は無視できないし、また近年のICTやDXの急速な浸
透・波及により、政治家・官僚そして一国民でさえも
容易に“根拠”を積み上げて論陣を張ることも可能な
のである。そして奇しくもつい最近のChat	GPTの登
場は、専門職を始めとしたホワイトカラー職の危機を
煽ることにもなった。それらの真偽や信頼性・妥当性
の程はさておき、大学教員の存在意義が揺さぶられて
いることについて、内省的アプローチにより問い直す
時期に来ているのではないだろうか。

【注】
（１）	本稿は、2023年3月4日に行われた大学評価学会

第20回大会における大会シンポジウム「大学の自
律と『大学人像』」における報告「大学自治の現実
─データから検証する」（村澤昌崇）をもとに、大
幅に加筆・修正したものである。

（２）	その他、以下のような雑誌において特集も組まれ
ている：『法律時報』1173号特集「公法学から検証
する日本学術会議問題－日本公法学会第85回総
会・特別セッションの報告－」、『法学セミナー』
797号特集「統治機構における学問の自由」、『現
代思想』2022年10月号小特集「大学は誰のもの
か」、『季刊教育法』2022年No.214特集「どうな
る、日本の大学」

（３）	英語表記ではAcademic	Professionを、日本語で
「専門職としての大学教員」あるいは「学術専門
職」と訳さず、「大学教授職」と訳してしまったこ
とが、「専門職論」という重要な観点の喪失に繋
がってしまったのかもしれない。

（４）	「教育と研究を両輪とする高等教育の在り方につ
いて〜教育研究機能の高度化を支える教職員と組
織マネジメント〜」（審議まとめ）（令和3年2月9
日　大学分科会）：https://www.mext.go.jp/b_
menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1411360_	
00002.html

（５）	分析手法の高度化の試みの一つは、中尾・村澤
（2018）を参照のこと。

（６）	本稿において学問の自由および大学の自治を論
じる際に、教育社会学において専門職論を研究
領域とされている丸山和昭准教授（名古屋大学：
https://www2.educa.nagoya-u.ac.jp/staff/
kazuaki-maruyama/）から、以下のような貴重な

図4　エビデンス・ピラミッド

	 出典：加納・林（2019）
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コメントを頂戴した。以下参考までに掲載して
おこう：

	 	 	「大学の自治、学問の自由論と、専門職の自律性
の問題は、一緒くたに語られることもありますが、
重なるところと重ならないところを、丁寧に腑分
けする必要があるなと、改めて考えたところです。

	 	 	日教組や教師論の議論を見ていると、左派の受
容した専門職論と、米国や欧州の（近代）プロ
フェッショナリズムとの間には、専門職の自律
性を無条件の権利と捉えるか、自己規制や卓越
性の対価と捉えるか、といったところでの違い
があるなと認識するところです。

	 	 	後者の場合には、“卓越性の水準を満たさないメ
ンバーを切り捨てる”といったことを、選択肢と
して持たないといけないですが、日教組などの労
働組合の論理としては、どうしても、この選択肢
を持ちにくいところがあったのだなと理解してお
ります。（労働組合と専門職団体の性質は重なる
ところも大きいのですが、能力主義による自己規
制の是非は、どうしても立場がわかれますね）

	 	 	ただ、米国の学問の自由については、大学教授職
団体としてのAAUPを介して、専門職の自律性
との重なりが大きいと認識していますが、AAUP
が、医師や法曹の団体のような能力主義に基づく
自己規制の思想を持っていたのかどうか、という
ところは要検討かなとも思います。」

	 	 ※	以上は 2023 年 3 月 30 日の丸山准教授からの
メール内容を一部修正したものである。

（７）	詳しくは広島大学高等教育研究開発センター公
開研究会2021年度第2、8、11回を参照のこと。
https://rihe.hiroshima-u.ac.jp/research_activities/	
public_workshop/2021-2/

（８）	本調査では実験的な試みを行っている。調査票を
A票、B票の2つに分けて実施し、質問項目の構
成を、①A・B共通項目（属性が主）、②A・Bで
異なる項目（各調査票のみ尋ねている項目）とし
た上で、回答者合計3000名はAかBのどちらか
一方を回答する方式を採用した。つまりA票B票
ともにおよそ1500名が回答しており重複してい

ない。このような方式の利点は、一定のサンプル
サイズ（3,000名前後）を得つつ、冗長な調査（本
来であればABで異なる項目についてもすべて同
一回答者に回答してほしいが、それを強いると回
答時間が長くなってしまう）に起因する虚偽回答
や怠慢回答を回避することにある。回収されたA・
B両票は、結合することにより各票で尋ねてい
ない項目を「欠損」と見做して欠損値補完を行う
ことを通じて擬似的な完全データを構成した上
で分析を行うのである。ただし今回の集計は基
礎的集計のため欠損補完は行ってはいない。調
査手順の詳細は中尾・樊（2021）を参照のこと。

（９）https://www.l.u-tokyo.ac.jp/2015SSM-PJ/
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はじめに

本号の特集テーマ設定の目的は、昨年10月施行の
大学設置基準等の改正に伴う基幹教員制度導入にあた
り、大学教員とは何者か？ということを様々な側面か
ら問い直し、大学教員の本質を再確認することにある
と伺った。稿者に求められたのは、「学長という教学
をマネージするという経営側から見る大学教員につい
て、テーマに関し感じていること」の執筆である。

学長となると、教員の身分を離れて授業担当から外
れる大学も多いが、私が所属する同志社大学は、学長
も授業を担当している。数年前、学長から授業担当義
務を外す議論があり、規程上は週8時間の授業担当義
務がなくなっているが、その後も、本学の学長は8時
間には満たないにしても、授業を持ち続けている。議
論の過程では、学長という教学の最高責任者こそ授業
を持つべきだ、という意見が多く出ており、私も強く
同意するものである。

限られた経験からの個人的な記述になることを怖れ
るが、以下、一教員としての立場と学長としての立場
との両面から、改めて大学教員の現状と今後について
考えてみたい。

Ⅰ．大学教員の自己認識と現実

1．研究への志向
大学教員の自己認識が高等学校までの教員の自己認

識と大きく異なるのは、自らを教育者と考える以上に
研究者であると考えていることであろう。当然、大学
教員も教育に携わる者であり、教育の重要性について
は強く意識されているものの、大学教員の国際調査

（2007年CAP調査）によると、ドイツ・イギリスなど
と同様、日本の教員は教育よりも研究に関心がある者
の割合が高い（1）。このように、大学教員は研究者とし
ての自負を持っているし、実際の採用においても、研
究業績が評価の中心になっているのが現状である。教
育面の業績は、研究面の評価で行われるような、論文
○本、学会発表○回といった定量化が難しいため、明
確な評価対象とはしにくく、高等学校や大学での教育
経験があれば、加点要因になるという程度の扱いが多
いように思われる。

2．研究時間確保の難しさ
しかし、ひとたび大学に所属すれば、研究活動以外

にかかる時間の割合が多く、その傾向は年々強まって
いる。よく引かれるデータであるが、文部科学省「大
学等におけるフルタイム換算データに関する調査」に
よると、大学等教員の職務活動時間における研究時間
の割合は2002年調査から2018年調査まで以下のよう
に推移し、一貫して減少し続けている。

2002 年：46.5％　2008 年：39.1％　2013 年：35.5％　
2018年：32.9％

一方、教育時間の割合は以下の通りで、研究時間の
減少分が教育時間にそのまま加算されているわけでは
ないことがわかる。

2002 年：23.7％　2008 年：26.9％　2013 年：28.4％　
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2018年：28.5％
もっとも著しく増加しているのは、社会サービス活

動の時間の割合であり、以下のようになっている。
2002 年：9.8 ％　2008 年：14.7 ％　2013 年：19.1 ％　

2018年：20.6％
この調査からすると、研究時間を圧迫しているのは

社会サービス活動の時間ということになる（2）。大学に
社会貢献が求められている時代の流れからは必然とい
えるが、研究時間を十分に確保できないことが、大学
教員の理想とのギャップとしてつきつけられているの
は確かである。

Ⅱ．�教学マネジメント政策に対する大学教員の
受け止めと改善策

1．教育負担の一つとしての教学マネジメント政策
上記の調査結果とは異なるが、個人的には社会サー

ビス活動よりも、教育活動に費やす時間が増している
感覚があり、学長として学内諸会議を運営している中
でも、そのような声を聞くことが多い。18歳人口が
減少し、さまざまな種類の入学試験が実施される中
で、大学には多様な学生が入学してくるようになっ
た。また、障がい者に対する合理的配慮が義務化さ
れ、障がいのある学生への細やかな対応が求められる
ようになって、授業を担当する教員の負担はどうして
も重くならざるを得ない。2020年からのコロナ禍は
教育負担にさらに拍車をかけた。

一方、大学教育の質を向上させ、学修者本位の教育
を実現するために、国レベルでの教学マネジメント政
策が推進されている。2020年には中央教育審議会大
学分科会により「教学マネジメント指針」が取りまとめ
られた。ここには、①	「三つの方針」を通じた学修目
標の具体化	、②	授業科目・教育課程の編成・実施、③	
学修成果・教育成果の把握・可視化、④教学マネジメ
ントを支える基盤（FD・SDの高度化、教学IR体制の
確立）、⑤	情報公表の5点が謳われている。こうした
教学マネジメント政策が大学現場でどのように受け止
められているのか、2023年3月末に公益財団法人大学
基準協会大学評価研究所教学マネジメントに関する調
査研究部会より興味深い報告書が発行された（3）。それ

によると、教学マネジメント政策が大学教育の現場に
浸透しているとは言い難く、DP等の作成・改訂や学
習ポートフォリオの運用が関係教職員にとって形式
的・受動的に対応する業務あるいは単なる作業として、
重い負担感を持って捉えられている実態が浮かび上
がっているのである。

2．負担感から改善の実感へ
本報告書にはこの課題を解決するための複数の提言

が記述されるが、稿者が特に興味深く受け止めたの
は、「教育評価業務の簡素化・効率化」「大学執行部・
部局長等・教職員間の率直で透明性の高いコミュニ
ケーション」の2点である。

1点目に関しては、さらに具体的に「認証評価機関
や国は、認証評価等の評価業務が形式主義的な完璧主
義に陥っていないかといった観点から徹底的に見直
し、簡素で実効性のある評価の在り方へ改革に取り組
むべきである。例えば、大量の情報・データの提示や
もっともらしい作文とポンチ絵よりも、内部質保証シ
ステムに基づく教育改善の具体的事例を求めることに
重点を置くことも一案である」という提案がなされて
いる。評価を受ける大学側としても、具体的事例を示
すことは、改善の実感を持ちやすいものであり、負担
感を軽減するものとして歓迎したい。

2点目は、学長として痛感する事項である。教学マ
ネジメント政策を理解している執行部の役職者にとっ
てはごく当然であることも一般教員には十分浸透して
おらず、その必要性も伝わっていない。そのギャップ
を埋め、全学をあげて教育改善に取り組んでいくため
には、執行部と各学部、そして、学部・学科内の教員
同士の十分なコミュニケーションが欠かせない。教学
マネジメントと直結するものではなく、FDの一環と
位置付けられる取組であるが、コロナ禍において、同
志社大学では、オンライン授業・オンデマンド授業の
方法について、教員同士がアドバイスをし合えるよう
な場をMicrosoftのTeams上に設けた。コロナ禍とい
う特殊な状況下ではあったが、教育手法や成果の把握
の仕方などについて積極的に意見交換がなされ、新し
い教育の在り方を考える上で効果的であったと思う。
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以上のように、一教員としては教学マネジメント政
策への理解を自ら深めること、学長としては各教員の
負担感を改善の実感に転換できるよう、コミュニケー
ションの機会を設けていくことが重要だと考える。

3．新たな事態への対応
このところ、質問や依頼に対し、一見、自然で精緻

な文章を作成できるChatGPTのような生成AI（人工
知能）が注目を浴びている。

生成AIについては、すでに高等教育機関において
もその使用に関する議論が始まっており、レポートや
論文作成での使用を禁止する大学もあれば、情報ツー
ルとして使いこなすために積極的活用を試みる大学も
ある。

しかし、生成AIをどう取り扱うかということの前
に、今、この事態において私たちがつきつけられてい
るのは、大学での学びとは何か、学問とは何かという
本質的な問いであろう。

すでに指摘されているように、生成AI作成のもっと
もらしい記述の中には、明らかな誤りもあり、自ら考
える力が育たないばかりか、知識の習得の上でも問題
がある。

大学での学びとは、学生がこれまでに培ってきたも
のに加えて、いっそう高度な思考力、判断力を養い、
批判性や独自性を身につけるものである。生成AIの
不適切な使用によって、それらを獲得する機会を逸し
てしまう危惧がある。学生には、著作権侵害や情報漏
洩、誤情報の取り込みと発信など、生成AIの使用に
おいて注意すべき事項を伝え、生成AIの作成した文
章をただ受け取るのではなく、大学での学びを通じて
能動的に利用できる力をつけさせなければならない。

こうした新たな状況の中で、学修成果をどう把握す
るかはいっそう困難になっている。特にレポートでの
成績評価においては、教員側の課題の出し方に工夫が
求められる。今後は固定された成果物による評価より
も、成果物を作成するプロセスの評価が重視されるべ
きであろう。アクティブ・ラーニングの重要性がさら
に増すことが予想される。

Ⅲ．教育と研究の両立

1．あるべき姿と現実
Ⅰで述べたように、大学教員の多くは、教育よりも

研究に関心を持っているが、先に引いた大学教員の国
際調査（2007年CAP調査）において、日本の教員は「研
究活動は教育活動を補強する」と回答した割合が高く、
また、別の調査では、多くが「教員が教育能力を獲得
する上で、	研究活動の経験が有効である」と回答して
おり、大学教員自身が教育と研究のつながりを重視し
ていることが窺われる（4）。

また、大学外の人々も教育と研究を両立する働き方
が大学教員にふさわしいと判断する傾向が強い（5）。

このように、自他ともに、教育と研究を一体不可分
のものとするのが、大学教員の理想的な姿であると捉
えられている一方で、上記国際調査では、日本の教員
の52％が、「教育と研究の両立は困難」と回答してお
り、また、葛城浩一によれば、ボーダーフリー大学に
おいては、教育と研究の両立という大学教授職の理念
に対し、4人に1人の教員が疑問を呈している、ある
いは積極的には肯定していないという（6）。

2．大学教員の分業化
こうした現状を踏まえ、中央教育審議会大学分科会

「教育と研究を両輪とする高等教育の在り方について」	（7）

は、大学は教育と研究いずれの役割をも果たすことで
社会に貢献することが期待されるとしながらも、大学
の個性や特色に照らして、いずれかの役割を特に重視
して取り組むことも考えられるとし、「教員における
教育と研究のバランスの考え方を各大学において柔軟
に取り扱うことができるという観点から、例えば、教
育を重視する教員（ティーチング・プロフェッサー）や
研究を重視する教員（リサーチ・プロフェッサー）など
に役割を分化するという仕組みの導入等について検討
することも考えられる」と述べている。ただ、この点
については、細分化された役割を担う教員は不安定な
身分に置かれやすく、分業化された大学教員に相対的
に低い社会的評価が与えられる可能性が高い状況下に
おいては、不本意あるいは不適切な分業によって大学
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教員のキャリアが細分化し、固定化されることを防ぐ
格別な配慮が必要だと指摘されている。具体的には、
教育をまったく担当しない教員、研究をまったく行わ
ない教員といったような形での厳格な分業化を避け、
相対的に教育を重点的に担う教員、研究を重点的に担
う教員、といったような形での緩やかな役割分担に止
めるべきだとの提案がなされているところである（8）。

3．一人の教員の中での時期によるバランス変化
私事で恐縮であるが、私自身、非常勤も含めてこれ

までに勤めた大学の中で、自らの研究をほぼそのまま
授業で話すことができるところはごく限られていた。
しかし、何か新しいことを話そうとすれば、研究を止
めるわけにはいかない。ある教員を教育重点型、別の
教員を研究重点型として位置付けるのではなく、一人
の大学教員が、ある時期（たとえばサバティカル休暇
中）には研究重点型、ある時期（たとえば教職課程担当
時）には教育重点型といったように、時期によってバ
ランスを変えつつ、過度な負担のない形で教育・研究
を両立させていくのが望ましい在り方ではないだろう
か。負担軽減という観点からは抜本的な解決にならな
いことは認識しているが、初等中等教育機関の教員で
なく、研究所の研究員でもない、大学教員としての誇
りは教育・研究を有機的に結びつけ、学生に還元でき
るよう、二つを共に担うことにあると私は考える。

4．基幹教員制度の導入
冒頭にふれたように、昨年10月施行の大学設置基準

等の改正で、基幹教員制度が導入されることとなった。
この制度は教員が十分に養成されていない成長分野等
において、民間企業からの実務家教員の登用や複数大
学等でのクロスアポイントメント等による人材確保を
期待して導入するものとされている（9）。さまざまな立
場の教員を採用し、分業化も視野に入れたものと考え
られ、柔軟な教育プログラム構築には有効なものとい
えるが、留意すべき点も多いように思われる。先に紹
介した教学マネジメントに関する調査研究報告書（10）

によれば、DPに向かって組織的に教育を行うことに
困難を感じている教員も多くおり、その理由の一つに、

アカデミックの価値観を共有していない実務家教員の
存在が挙げられている。価値観の共有を進めるために
は、教員同士がより一層密にコミュニケーションをと
ることが必要であろう。

もう一つ大きな課題は、建学の精神や教育理念の共
有である。大学設置基準の改正では、成長分野の教育
が念頭に置かれているが、大学の教育すべての根底に
は、その大学の建学の精神や教育理念がある（べきで
ある）。民間企業や他大学所属の教員にも十分な理解
を求める必要がある。今般の教育政策全般において、
成長分野に関する実践的な力をつける教育を重視する
あまり、多くの大学（特に私立大学）が掲げる建学の精
神がなおざりにされるのを危惧するところである。た
とえば、新島襄は、同志社英学校の設立について、

「其目的とする所は、独り普通の英学を教授するのみ
ならず、其徳性を涵養し、其品行を高尚ならしめ、其
精神を正大ならしめんことを勉め、独り技芸才能ある
人物を教育するに止まらず、所謂る良心を手腕に運用
するの人物を出さん事を勉めたりき」と述べ、知育の
みならず徳育の重要性を強調している。教育に携わる
者すべてが、よって立つべき基盤を共有していくこと
を忘れてはならないだろう。

Ⅳ．�人一人ハ大切ナリを体現するダイバーシ
ティ推進を

1．ダイバーシティ推進のための制度設計
同志社大学の創立者新島襄は、同志社創立10周年

記念式典において、彼の欧米旅行中に退学処分に処せ
られた7人の学生たちのことを思い、涙ながらに「諸
君ヨ、人一人ハ大切ナリ、一人ハ大切ナリ」と語った。
現在、学長としての最重要課題にダイバーシティ推進
を掲げているが、その根底には新島のこの言葉があ
る。構成員一人一人が「自分は大切にされている」と感
じられるキャンパスを作るために、具体的にダイバー
シティ推進に取り組んでいきたいと考えている。

先に、一教員として、教育・研究双方を担えること
を誇りに思うと述べたが、しかし、学長という立場と
しては、精神論を振り回すのではなく、大学構成員一
人一人のワーク・ライフ・バランスを考慮して、働き
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方改革に取り組まなければならないことは言を俟たな
い。本学では、2021年10月から、新たに教員への復
帰支援制度を設けた。本学における研究者のライフイ
ベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究
環境の改善・整備の一環として、出産・育児・介護に
より研究活動が中断した研究者が職場復帰を果たし、
研究の停滞を取り戻すことを目的に設けた「研究者に
対する復帰支援制度（同志社大学国内研究員）」がそれ
であり、専任教員が自身のキャリア形成の一環とし
て、育児介護休業等（産前産後休暇、育児休業又は介
護休業）に続けて、一定の期間（1カ月以上6カ月以内）
通常の職務を離れ、国内において研究または調査に専
念するための制度である。

また、現在、育児中、介護中の教員に対して、研究
をサポートする人員の配置（両立支援制度）についても
検討しているところである。こうした制度が、教員の
負担軽減に少しでも寄与することを願う。

2．ダイバーシティ・マインドの醸成
以上のようなさまざまな支援制度の導入はもちろん

重要であるが、それを支えるものとしてより一層重要
なのは、多様な背景や価値観を持つ他者を受け入れる
寛容さである。そうしたダイバーシティ・マインドを
醸成するための教育・啓発を行っていかなければなら
ない。より困難な状況にあるマイノリティ理解のため
には、マジョリティ特権に気づく必要があり、構成員
が少しずつ譲り合うことで組織全体の持続性を高めて
いかねばならないだろう。

一方で、社会にも教員自身の中にも、教職を聖職と
考え、学生のためには自分を犠牲にしても尽くすべき
だという呪縛が多かれ少なかれ存在している。「教学
マネジメント指針」においても、「大学は教職員、校地
や施設設備等を資源として用いて教育活動を行うこと
になるが、これらの資源は無尽蔵に存在するわけでは
ない。教員は教育以外に、研究や社会貢献に関する活
動、様々な学内業務等にも携わっている」として、教
員の負担に配慮を求めてはいるが、「学修者本位」「学
修者目線」が繰り返し謳われる中で、学生ファースト
の考え方が強調され過ぎているきらいもある。教員が

教育負担を訴えることに罪悪感を持つような状況は望
ましいことではないので、まずは一人一人がバランス
のとれた働き方ができるような雰囲気を醸成し、大学
全体で具体策に取り組んでいかなければならない。

まとめ

以上、大学教員は、極端な分業化には慎重になるべ
きこと、自己の計画の中で教育・研究のバランスを柔
軟に変えながらできる限り教育・研究の両立を目指す
べきこと、経営側はその両立に際しては、教学マネジ
メントが負担とならないようにすべきこと、具体的な
支援策の導入とそれを支えるダイバーシティ・マイン
ドの醸成につとめるべきこと、多様な教員に建学の精
神、教育理念が共有されるよう留意することを述べて
きた。

財政面や学生の多様化など、さまざまな制約や困難
の中で、大学教員の抱える課題の抜本的な解決策はな
かなか見いだせないが、教育の質の向上と教員の研究
時間確保を目的とした、本学の新たな取組について紹
介して稿を閉じたい。

本学は2024年度から、新たな学年暦を導入する。
現在の授業は、半期15週で構成されており、教室で
の面接授業が基本であるが、2024年度からの新たな
学年暦では、通常の教室での授業は13週の授業期間
に受講し、残り2週分の授業はオンデマンドで受講す
ることを基本とする。初回の授業は履修登録期間中に
視聴するため、学生が授業内容をよりよく理解でき、
登録取り消しなどのミスマッチを防ぐことができる。

オンデマンド授業を取り入れることで、いわゆる夏
休み・春休み期間が長くなり、フィールドワーク、各
種実習、インターンシップ、ボランティア活動等新た
な主体的な学びの機会がうまれ、海外留学プログラム
の充実や本学で展開される留学生プログラムへの参加
機会の増加が期待できる。

このように、いわゆる夏休み・春休み期間が長くな
ることで、学生は多様な学びの機会を得、教員はまと
まった研究時間を確保できるという利点がある。

コロナ禍ではICT技術活用が大きく進んだ。これ
らのICT技術を効果的に活用した遠隔授業を、教室
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での面接授業と組み合わせることで、新たな学びを実
現し、教員の負担軽減にもつなげていきたいと考えて
いる。

【注】
（１）	「主として研究」「どちらかといえば研究」に関心

があると回答した割合が71％にのぼっている（中
央教育審議会大学分科会「教育と研究を両輪とす
る高等教育の在り方について〜教育研究機能の高
度化を支える教職員と組織マネジメント〜（審議
まとめ）」2021年2月9日）。

（２）	ちなみに、学内事務などに費やす時間については、
2002年：19.9％　2008年：19.3％　2013年：17.5％　
2018年：18.0％と推移し、若干減ってきている。

（３）	『教学マネジメントに関する調査研究報告書〜大
学の現場の実態分析と教員・学生に届く実質化の
提言〜』。

（４）	2015年度文部科学省委託調査「大学教員の教育活
動・教育能力の評価の在り方に関する調査研究」

（2016年3月）。注（1）審議まとめに紹介されている。
（５）	丸山和昭・佐藤万知・杉原真晃・立石慎治「教育

と研究の分業と大学教員としての「ふさわしさ」
―大卒者ウェブ調査の結果から―」（『名古屋高等
教育研究』第20号　2020年3月）。

（６）	葛城浩一「教育と研究の両立という大学教授職の
理念に疑問を呈している教員とは─ボーダーフ
リー大学に着目して─」（『大学論集』48　2016年
3月）。

（７）注（1）審議まとめ。
（８）注（5）論文。
（９）	「文部科学省令和4年度大学設置基準等の改正に

係るQ＆A」。
（10）注（3）報告書。
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［キーワード］和時計、保存的な革新性、保存的な社会
規範、大学の適応性、イノベーション

Ⅰ．序

大学基準協会より、文部科学省が最近導入した基幹
教員制度について、私の意見を述べるようにとの依頼
があった。特に、外国人の視点から、私の母国である
アメリカの大学教育制度と比較し説明するように求め
られた。私見を述べる機会を与えられたことにまずは
感謝しながらも、私の見解はかなり特殊であるため、
読者の役に立つのだろうかという懸念はある。簡単に
言えば、基幹教員制度について解説するよりも、日本
社会が現在直面している数多くの課題に対してどのよ
うに適応できるかという、さらに広範な問題に目を向
けることの方が重要ではないかと私には思える。これ
らの課題は、日本特有のものもあるが、多くは他の社
会が直面している課題と共通している。基幹教員制度
は、いくつかの課題に対処する上では有益であろう。
しかし私は、制度が対象としない残る課題の方がより
重要なのではないかと考えている。

まず私の経歴を簡単に説明する必要があるかもしれ
ない。私はアメリカで生まれ育ち、地元の州立の総合
大学で学士号を取得した。卒業後、日本語をほぼゼロ
から学ぶために初めて来日、数年間の語学学習を経
て、国際基督教大学の修士課程に入学し日本近代史を
専攻、修士号を取得した。さらに米国スタンフォード
大学の博士後期課程に進み、日本近代史の博士号を取
得した。小さなリベラルアーツ・カレッジで数年間教

鞭を執った後、日本に戻り、2つの私立大学で教え、
現在は、国際基督教大学で行政職を務めている。この
ように私は、日本での2年間の修士課程を除き、基本
的にアメリカの教育システムで教育を受けたが、教育
者としての経験の大半は日本でのものである。私は、
成人してからの人生を、ひとりの学者として、日本社
会を理解することに努め、そうした自分の理解を人に
説明することに費やしてきた。日本語の能力は完璧と
は言えないが、日本語で自らを表現することに不自由
はない。日本人に日本語で日本の歴史を説明するとい
う、特異な立場に置かれることも少なくない。このよ
うな経験の結果、私は日本への理解を深めてはきた
が、個人としては文化的にハイブリッドであり、未だ
アウトサイダーの視点で日本社会を見ているのかもし
れない。またそこには、歴史家としての近代史的な見
方が強く反映されている。基幹教員制度に関する私の
考えには、このような特殊な背景が影響していること
をお断りしておきたい。

基幹教員制度の類はアメリカでは見られないが、こ
の制度が対応しようとする問題には、海外の多くの大
学と共通するものがある。特に、若者の人口減少が米
国の大学にとって問題となり始めていること、そして
高等教育に対する考え方が変化していることが挙げら
れる。この2つの流れの結果、米国ではリベラルアー
ツ・カレッジや地方大学を中心に、閉鎖、もしくは閉
鎖の危機にある大学がある。しかし、日本との大きな
違いは、米国では人口動態の問題よりも、高等教育に
対する意識の変化がより重要な問題である点である。
米国では、大学教育の価値が30〜40年前と比べ、経
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済的な観点からより狭小に捉えられるきらいがあり、
この傾向は日本と類似しているが、一方でアメリカの
大学教育費の平均は、日本と比べて2倍以上高くなっ
ている（注：OECD）。この高い教育費は、アメリカの
多くの若者が大学進学に消極的となる要因となってい
る。アメリカのメディアは大学入学者数の減少に注目
し始め、一部のジャーナリストは、アメリカの教育機
関がこの課題を解決するためのヒントを日本の事例に
求めていると報じている（注：Los	Angeles	Times）。
私の知る限り、アメリカでは基幹教員制度のようなも
のは検討されていないが、最近いくつかの大学で大き
な労働争議が起きている。この争議は、日本が基幹教
員制度を導入する理由の一部、すなわち、柔軟性に欠
ける雇用制度が、特定の労働需要を満たすことを困難
にしているという問題から生じている可能性がある。
この争議については、後ほど触れる。

目下、日本の大学が多くの課題に直面していること
は間違いない。困難な時代であるからこそ、新しい試
み、試行錯誤の精神が大切であり、私はその精神に基
づく基幹教員制度を重要な実験として受け止め、その
成功を願っている。しかしその一方で、かなり大胆な
試みであるため、様々な疑問も感じている。私が冒頭
で僭越ながら述べたことは、長年日本に住み、近代史
のレンズを通して日本社会を理解しようと努めてきた
私の特殊な背景から導かれたものであることは疑いが
ない。初めて基幹教員制度について耳にした時、私が
即座に頭に思い浮かべたのは、日本文化における保存
の傾向、そして個人的にその第一の象徴としての（唐
突ではあるが）日本の近世の和時計だった。和時計は、
日本文化が持つ素晴らしい独創的才能の証であると同
時に、日本が外部からの変化に適応することを迫られ
た際に直面する困難を象徴するものでもあると、私は
考えている。基幹教員制度と和時計の奇妙な連想を、
少し説明させていただきたい。

Ⅱ．和時計の保存的な革新性

私が和時計に最初に出会ったのは、日本の文化百科
事典を拾い読みしていた時であった。その写真を見た
瞬間、胸が高鳴り、授業で紹介したいと考えた。しか

し、私が面白いと思う日本文化の現象を学生に説明し
ようとする時の常だが、どうもその面白いところこそ
が説明し難いのである。和時計という不思議な装置
は、近代的な機械を用いながらも、近代の時間の概念
とは全く異なる時間の刻み方を表示する。この時計
は、ヨーロッパから伝わった製作技術を応用した革新
的なものでありながら、日本の伝統的な時刻を示す方
法を保持するものでもあった。近世における時間とい
うテーマは、複雑で興味深い。より深く知りたい方に
は、江戸時代の時間や暦について解説したユリア・フ
ルマーの最近の研究書をお勧めする（注：Frumer）。

近世日本での時間の刻み方と和時計についてもう少
し説明すると、周知のとおり当時日本では「十二時辰」
と呼ばれる（他の呼び名もある）12時間制で時間を計
算していた。この制度では、季節によって時間の長さ
が変化する。特に外国籍の学生にとって、時間の長さ
が変わるという、現代とはかけ離れた考え方は理解し
難いのだが、私の経験から言えば、その理解の範疇を
超えた歴史的現象との出会いが、逆に学生に創造的で
柔軟な思考を促すことがままある。また、和時計が持
つ保存的な革新性には、ある種のアイロニー（逆説）が
ある。その両極性から生じるアイロニー、すなわち近
世の職人が、時間を均一な単位で正確に計測できる素
晴らしい技術をして、均一でない時間を表現するのに
応用しているのが和時計なのである。もちろんこのア
イロニーは、正確に時間を計測することを理想とする
現代の思想を前提に生じるものであって、当の職人達
はその矛盾を感じることはなかったと思われる。実
際、私の授業では、正確な時間の計測という考え方は
普遍的ではなく、近代科学的な思考であることを学生
に理解させることがポイントであり、私はそこに和時
計を取り上げる教育的な価値があると考えている。ま
た、時間を一定の単位で正確に計測するために、和時
計の精度が求められていたわけではないことから、近
世の日本人にとってそれは矛盾を抱えた機器ではな
く、当時流行した望遠鏡や眼鏡と同様、外国から入っ
てきた技術を応用した珍品として楽しむものだったの
だろう。均一に時間を計測する仕組みを使い、不均一
な単位で時間を表示することは、近世日本においては
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理に適っていたのである。このように、近世日本史は
不可思議な事柄に満ちており、それを教えるのは実に
楽しい。

日本の職人たちは、和時計という機械装置の製作に
高い技術力を発揮したが、最も革新的だったのは、季
節ごとに変化する時間の長さに応じて時刻を計測でき
るようにしたことだった。和時計のモデルとなった
ヨーロッパの時計は、「バージ」と「フォリオット」に
よるエスケープメント（脱進機）で振動を発生させ、時
計の歯車を動かす。バージは左廻り、右廻りに回転す
る垂直の棒で、フォリオット（江戸時代には天符と呼
ばれた）は、バージに取り付けられた水平の棒である

（図1、注：山口）。ヨーロッパの時計職人たちは、こ
のフォリオットに可動式の錘を取り付け、錘の位置を
内側、外側に動かすことで振動の速度を調節した。フ
ルマーによれば、こうすることによって、経年で歯車
が摩耗し時計の速度が遅れてしまう問題を、解消する

ことができたのである。日本の時計職人たちは、この
バージとフォリオットによるエスケープメントにまっ
たく新しい可能性を見出し、時計が表示する時間の長
さを季節ごとに調整する方法として、2つのフォリ
オットを持つ二挺天符を導入した（注：Frumer）。一
方のフォリオットを昼間の時間の長さに、もう一方を
夜間の時間の長さに合わせて設定し、双方のフォリ
オットを自動的に切り替えることで、昼と夜の時間帯
で速度を変えて時計を動かしたのである。インター
ネット上に動画で紹介されているので、その巧みな仕
組みをぜひ確認してほしい。

しかし、このような精巧な時計は高価で、維持管理
も困難であったため、18世紀の終わり頃から、より
単純で安価な尺時計というものが発明された（図2）。
尺時計の多くは柱に取り付けるもので、フォリオット
がひとつだけの、より簡単な機械装置であった。それ
は、自身の動く速度を変えるのではなく、1日の時間
の長短に合わせて文字盤を複数用意し、異なる長さの
時間を表示した。季節の進行に伴って、数週間ごとに
その季節の時間の長さに合わせた文字盤に交換するの
である。このような比較的簡単な工夫により、よりシ
ンプルな機構で長さの異なる時間を安価に表示できる
時計が作られた。私はこのような改良を重ねる革新的
な精神に感動を覚えると同時に、和時計は近世の日本
と現代との違いを示す格好の事例であると考える。

Ⅲ．�明治時代における避けられない文明の破壊
力

規則正しい振動を不規則な時間の単位に変換する方
法を思いつく想像力と、その方法を実現する技術力は
素晴らしいものだったが、こうしてハイブリッドとし
て生み出された和時計は、近代日本で実はほとんど使
われることはなかった。明治維新後、日本人が西洋式
で時間を計るようになったため、和時計は人気を失っ
たのである。この時間に対する新たな概念は、明治時
代の日本社会における数多くの変化のひとつだった。
その意味で和時計の消滅は、19世紀に西洋経済が拡
大する中で、西洋の文明との出会いがいかに日本の社
会や文化に破壊的な影響を与えたかを象徴する興味深

図1　天符

細川頼直（1796）『機巧図彙2巻首1巻』須原屋市兵衛、寛政8　
国立国会図書館デジタルコレクション（https://dl.ndl.go.jp/
pid/2568591）
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い一例である。
西洋の文明が日本社会にもたらした破壊的な影響力

は古くから認識されている。例えば、福澤諭吉が執筆
したとされる有名な社説「脱亜論」には、文明の広がり
を麻疹の流行に例えた印象的なアナロジーが述べられ
ているが、「况ヤ利害相伴フテ常ニ利益多キ文明ニ於
テヲヤ」、つまり感染症と異なる点として、西洋の文
明との出会いは、害を受けるよりも利益の方が上回る
と主張している（注：福澤）。「脱亜論」には、西洋文明
との出会いにより日本の近世の政治体制が破壊された
との説明もある。和時計が登場した江戸時代初頭にお
けるヨーロッパの文明との出会いと比べて、19世紀
におけるそれは、はるかに破壊的なものであった。21
世紀の観点から説明すれば、幕末・明治初期の西洋文
明の影響は一種の破壊的イノベーションをもたらした
と言えるのかもしれない。しかし、福澤は徳川時代の
古めかしい慣習や政治体制を一掃する必要があると主
張しながらも、それは日本の慣習すべてに当てはめよ
うということではなく、やはり日本文化の良いところ
の多くを保存すべきだとも考えていた。

日本の過去の文化を維持しようとする努力は賞賛に
値するし、どのような社会においても過去の記憶、理
解、知識を保存することは重要である。しかし、近代
の日本を見ると、過去の文化的慣習を保持しようとす
る傾向が強く、変化を必要とする時代にあっては、そ
のことが適応を妨げることもある。この傾向は、米国
を含めて他の社会でも見られるが、近代日本の歴史に
おいては顕著である。和時計のように、過去の慣習を
守ろうとすることが無害である場合も多いが、破壊的
イノベーションを簡単には回避できない場合において
も、保存的な傾向はしばしば見られる。はっきりとは
言えないが、私は基幹教員制度は部分的に温存するイ
ノベーションを目指しているのではないかという疑問
も持っている。

Ⅳ．保存的な社会規範

先に説明したように、私は基幹教員制度について初
めて聞いた時、日本の近世における和時計の保存的な
革新性を思い浮かべたと同時に、日本の保存的な社会

図2　尺時計

細川頼直（1796）『機巧図彙2巻首1巻』須原屋市兵衛、寛政8　
国立国会図書館デジタルコレクション（https://dl.ndl.go.jp/
pid/2568591）
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規範文化も想起した。この2つは「保存」に対する態度
は似ているものの、過去と現在に対する姿勢は異な
る。保存的な革新性の姿勢には、イノベーションや変
化を望ましいとする認識も含まれるが、その変化には
過去の根本的な要素を温存するという期待も組み込ま
れている。対照的に、日本の保存的な社会規範は、現
在の社会の混乱を避けることを良しとする。現在のよ
うに急速な変化が求められ、破壊力のあるイノベー
ションが賞賛される時代において、日本の保存的な社
会規範の文化は、イノベーションの障害となってい
る。このことに対して、個人的には複雑な思いがあ
る。保存的な社会規範が日本を暮らしやすい場所にす
る一端を担っていることは理解している。しかし日本
の現状を維持するコストはあまりにも高い。したがっ
て、イノベーションによる破壊を受け入れることが日
本には必要なのではないかと思わざるを得ない。

この高いコストについて説明するのに、日本企業に
おける保存的な社会規範の例を挙げてみたい。ワシン
トン大学ヘンリー・ジャクソン国際学部で日本の政治
経済学を研究しているマリー・アンチョルドギー教授
は、その著書『日本経済の再設計：共同体資本主義と
ハイテク産業の未来』で、戦後日本の資本主義制度に
おいて、変化を促す明確な経済的インセンティブが
あったにもかかわらず、なぜ変革が遅々として進まな
かったかを分析した（注：Anchordoguy）。彼女は、
戦後に現れた主要な資本主義制度や政策は、共同体主
義的規範を反映していると主張する。その制度と政策
が目標とするところは、技術の自給自足、労働者と企
業の公平な待遇、全企業が生き残るための秩序ある競
争といったいくつかの制約を踏まえた上での産業発展
であった。こうした規範は、1980年代までの飛躍的
な産業発展に寄与したが、その後の数十年間は、特に
ハイテク産業において、急速に変化するグローバルな
経済状況に日本企業が適応しようとする上で妨げと
なった。「共同体資本主義」は、広く賞賛されるところ
の戦後日本の経済復興に確かに貢献した。しかしそれ
は、経済成長と社会的安定の双方を促進する一方、
1990年代以降は日本経済の衰退と、急激に変化する
世界的なハイテク経済への対応の遅れを招いたと論じ

ている。
アンチョルドギーの研究では、NTTが具体的な

ケーススタディとなっているが、この分析は他の産
業、特に日本がかつて世界的リーダーであった半導体
製造にも当てはまる。1990年代以降の日本のハイテ
ク産業の大幅な衰退は、保存的な社会規範がもたらし
たリスクをよく表す一例である。こうした規範は時と
して、最も必要とされるイノベーションを阻害する。
本書で挙げられている事例から、日本には変化と適応
が引き続き求められること、テクノロジー主導のグ
ローバル経済が一層進んでいくという新たな現実に産
業界が適応できなければ、日本経済はさらに立ち遅れ
るであろうことが読み取れるのである。

Ⅴ．大学教育に求められる柔軟性と適応性

日本の企業は確実に多くの課題に直面しているが、
それは日本の大学にも同じことが言え、課題の本質も
似ている。日本の大学がグローバル経済の新たな現実
に適応しなければ、さらに遅れを取る可能性がある一
方、適応しようとすれば深刻な混乱が生じるリスクを
伴う。このような難局に立ち向かう上で、海外の大学
で起きている問題を考えることが手掛かりになるかも
しれない。

エジンバラ大学のピーター・マティソン学長は、最
近日本で開催された国際会議で、世界の大学は今後数
十年の間、時代に適応していく必要性があると強調し
た。この発言は、4世紀以上も前に設立されたエジン
バラ大学自身が幾度も適応を重ねることで、現在まで
生き残り、世界トップクラスの大学に成長してきたこ
とを、おそらく部分的に踏まえているであろう。同時
にマティソン氏は、新型コロナウィルスのパンデミッ
クへの対応が、大学の適応力の証であるとも指摘し
た。同大学の紀要によれば、2020年初めに大学の感
染症対策を主導する組織として、「適応・再生チーム」
が結成されている（注：University	of	Edinburgh）。活
動期間はわずか1年ほどではあったが、そのチーム名
から、マティソン氏が大学のパンデミック対応を、広
く「適応」の事例として挙げていることがうかがえる。

パンデミック以外にも、氏はエジンバラ大学の学長
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として在任中、ストライキや抗議活動など様々な問題
に対処した。また前職の香港大学副学長は、任期満了
前に突然退任している（注：South	China	Morning	
Post）。彼が遭遇した様々な問題は、大学が直面せざ
るを得ない、より大きくグローバルな問題を示唆して
いる。大学は、テクノロジー主導の世界経済の変化だ
けでなく、地政学的な変化にも適応しなければならな
い。ロシアのウクライナ侵攻は、世界に起こっている
地政学的な変化を示す顕著な例であり、また2019年
から2020年にかけての香港の抗議行動もそのひとつ
である。今日、世界では多くの劇的な変化が起きてい
るが、技術革新によってもたらされているのは、ごく
一部である。

世界の大学はこうした変化にどのように適応してい
くのか、日本の大学はどうか、そして基幹教員制度は
日本の大学の適応力にどのような影響を与えるのか。
これらの問いにいかに答えるべきかの判断は容易では
ないが、米国の大学教育について触れることで、考え
るための視点を提供したい。

日本で20年以上前から起きている変化のいくつかを、
実は現在アメリカも経験しつつある。そのひとつが、
高校新卒者の減少である（注：Los	Angeles	Times）。
日本ほど急激な減少ではないにせよ、この変化はその
上の高等教育にも影響を及ぼしている。学生数の減少
に伴い、一部の大学は閉鎖やカリキュラムの変更を余
儀なくされている。特に、規模が小さく経営資源が少
ない傾向にあるリベラルアーツ・カレッジにそれは顕
著に表れている。

人口減少が入学者数に作用していることに加え、エ
ンプロイアビリティ（就職の可能性）も大きな影響を及
ぼしている。しかし、エンプロイアビリティの考え方
を大学教育に適用することには、誤解を招きかねない
2つの側面がある。ひとつは、大学教育の主たる価値
を、短期的な経済の観点から判断すべきと暗に示すこ
とであり、もうひとつは、就職において学部レベルの
学問的専門性が重視されると大きく見積もることであ
る。確かに就職できる可能性は非常に重要だが、おそ
らくそれと同じくらい重要なのは、仕事を続けるとい
う熱意である。これは日本では深刻な問題とされ、厚

生労働省のデータによれば近年、大卒者のほぼ3分の
1が3年以内に転職している（注：厚生労働省）。卒業
後ほどなくして転職する傾向は、エンプロイアビリ
ティの鍵を握る要素として分析すべきであり、確実に
仕事の満足度と一定の相関関係にある。大卒者が人生
の喜びを感じることができない仕事に就いているなら
ば、学士号の価値とは何なのだろうか。エンプロイア
ビリティの総合評価においては、大卒者が生きがいや
仕事のやりがいを持てるか、という尺度も含むべきだ
ろう。

米国では、学部の専門分野別の失業率を計算するこ
とで、エンプロイアビリティを評価する方法がある。
教育省に属する米国教育統計センターの分析による
と、25歳から29歳の新卒者の失業率は、ほとんどの
専門分野で統計上の顕著な差は見られない。さらに、
同年（2018年）の大卒者の失業率は、一般失業率より
も低かった。例外はコンピューターと情報科学の専門
分野で、比較的高い失業率を示したが、これはおそら
く学士号ではこれらの分野の業務に十分なレベルの専
門性を得られないためであろう（注：National	Center	
for	Education	Statistics）。言い換えれば、アメリカで
は大体どの専門分野においても学士号を取得すれば就
職が可能であり、おそらくそれは日本でも同様である。

米国のこうした分析から導かれる教訓は、学部レベ
ルの専門性を重視しすぎることは無意味だが、大学教
育を受けることにはいずれの専門分野にせよ経済的価
値は十分あるということである。しかし若者たちにこ
の事実を納得させるのは難しく、大学教育に価値を見
出せないとする者も多い。

アメリカにおける急速で破壊的な変化のひとつは、
コミュニティ・カレッジの学生数の減少である。日本
の短大に似ているように見えるコミュニティ・カレッ
ジは、長くアメリカの大学生にとって一定の役目を果
たしてきた。特に親が大学教育を受けていない家庭の
高校生は、まず地元のコミュニティ・カレッジに入学
し、そこで比較的安い学費で2年間、入門レベルの授
業を受け、大学生活に慣れたところで4年制大学に編
入して学士号を取得する。伝統的にコミュニティ・カ
レッジは、大学への安価な進路を提供することで、マ
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イノリティや社会的、経済的に恵まれない学生の大学
進学を奨励する役割を担ってきた。他方でそこは、あ
る程度の大学教育は受けたいが学士号は必要ないとい
う学生や、学位にこだわらず学びたいことのある社会
人学生などにも教育を提供している。しかし、新型コ
ロナウィルスの流行でコミュニティ・カレッジの学生
数は激減、中でも高校新卒の学生が最も減少した

（注：Inside	Higher	Ed）。この層は、大学へ進学して
学士号を取得する可能性が最も高く、その数の減少
は、学士号の価値に対する信頼の喪失を示唆している
と言える。

こうした様々な状況を総合すると、アメリカの若者
の多くが、大学教育に以前ほどの価値を置いていない
ことがうかがえる。しかし、この問題にどう対処すべ
きか、誰も明言できないでいる。確かにアメリカの大
学は、社会に発生しつつある変化に適応する必要があ
るが、大学教育の有用性を短期的な経済的価値に限定
するという理解が、戦略として成功する可能性は低い
ように思われる。私見ではあるが、日本の状況はこれ
とよく似ている。大学教育を短期的な経済的利益でと
らえ、テクノロジー主導のグローバル経済と結びつき
が固い専門分野の重要性を誇張したりしたところで、
効果は期待できないだろう。対して、より幅広く一般
的な教育を提供することで、学生の学習意欲を促すと
ともに、技術者志望ではない学生にもテクノロジーへ
の興味を育むことができれば、見通しは明るくなる。

米国におけるもうひとつの重大な傾向は、学生だけ
でなく社会全般が、自由な学術探究に対する信頼を喪
失しつつあることであり、このことが大学教育の価値
評価を損ねている。批判的思考や学問の独立性は、少
なくとも理想として依然評価されてはいるが、過去数
十年の間にアメリカ社会が政治的に分極化するにつ
れ、批判的思考や学問の独立性を示す事例が、偏った
ものとして根拠なく否定されることが多くなってい
る。ドナルド・トランプが「フェイクニュース」という
誤った主張で、この懐疑主義を悪用していることはよ
く知られている。この種の戯言を選別して真面目に対
応することは頭の痛い問題だが、それこそが、真実に
対する攻撃側のねらいなのである。

ハンナ・アーレントは、第二次世界大戦終結直後に
執筆した有名な全体主義に関する研究の中で、真実を
嘘で置き換え続けることの政治的目的は、嘘を受容さ
せることではなく、むしろ真実と嘘の区別に対する信
頼を損なうことであると主張した（注：Arendt）。こ
の問題は今まさにアメリカの政治で深刻化しており、
既存の共同体ほどしっかりと現実に根差していない、
バーチャルなコミュニティを新たに生み出したソー
シャルメディアが、問題をさらに悪化させているよう
に思われる。生成AIの技術は将来的に社会に多くの
利益をもたらすかもしれないが、現在すでにプロパガ
ンダや政治的な嘘の拡散に関与していることは間違い
ない。真実と嘘の区別に対する信頼の低下から社会を
守る最も健全な方法は教育であり、そのためには特に
大学教育を現状に適応させていく必要がある。

米国の高等教育におけるもうひとつの傾向として、
近年のティーチング・アシスタントや非常勤講師によ
る労働争議の増加を挙げることができるだろう。日本
でもティーチング・アシスタントをもっと活用すべき
という主張が聞かれるが、これには慎重を期すべき多
くの理由があり、アメリカでは教育の「消費者」、すな
わち学生とその保護者から常に批判が出ている。私自
身、学部生だった頃、友人たちがティーチング・アシ
スタントの教え方について不満を漏らしていたのをよ
く覚えている。同様に重要な問題として、ティーチン
グ・アシスタントや非常勤講師への過度な依存は、搾
取のひとつと見なすことがあり、実際アメリカにおけ
る多くのストライキの一因と見なしている。

1996年にイェール大学のティーチング・アシスタン
トがストライキを起こし、また2005年にはイェール
大学に加えてコロンビア大学のティーチング・アシス
タントがストライキに突入した。彼らの主な要求は、
団体交渉に参加できるよう組合の承認を得ることだっ
たが、給与のほか健康保険などの福利厚生の改善も目
標としていた。その後もストライキは発生し、直近で
は2022年にバークレー、UCLA、サンタバーバラな
どのカリフォルニア大学で、数万人がストライキをお
こなっている。参加した教職員のほとんどはティーチ
ング・アシスタントと低賃金の研究者で、過去の他の
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大学のストライキと同様、給与と福利厚生の改善を要
求した。他には、非常勤講師も大学のストライキや団
体交渉に参加したケースがある。

確かに、低い失業率や高インフレといった経済状況
が、ストライキのタイミングに影響を及ぼしている
が、主要大学が教育の労働力を保障の少ない低賃金の
非正規雇用にシフトさせる傾向にあるのは、長期的に
見てなお問題である。アメリカの大学では、こうした
依存が専任教員と非常勤講師との間に懸念すべき賃金
格差を生み出している。インターネットを検索すれ
ば、大学の非正規雇用に対する「搾取」を憂慮する新聞
記事が見つかるが、その多くが2022年のストライキ
の際に掲載されたものであるのは偶然ではないだろ
う。高い運営コストがかかる大学としては、非正規雇
用は都合が良く経済的であるが、日本の大学はアメリ
カに見られるような極端な所得格差の轍を踏まないよ
う注意する必要がある。

Ⅵ．結び

世界中の大学が、新しい経済的、政治的、文化的、
社会的状況にいかに適応するかという共通の問題に直
面している。この問題を考えるに、日本は文化的に深
く根付いているある種の信条が妨げとなって、今日の
世界の政治的・経済的状況の急速な変化に適応するこ
とを困難にしているというのが、私の見解である。本
稿では具体例に、保存的な革新性と保存的な社会規範
の2つを挙げた。双方の内容は異なるが、共通してい
るのは保存、つまり現状維持への傾倒である。しか
し、アンチョルドギーの研究が示すとおり、日本にお
ける保存への傾倒は、イノベーションをおこなう上で
多大なコストを伴う障害となっている。

イノベーションがもたらす破壊力は、潜在的なもの
であれ日本では受け入れ難いかもしれないが、不可避
なものなのである。これは、明治時代に福澤諭吉が

「文明の受け入れによって損害と利益の両方が生じる
が、利益は損害を上回る」と主張した状況と似ている。
しかし今回の問題は、19世紀に欧米列強が日本を文明
国の一員に加えると一方的に主張し、損害を伴う変革
を強く推し進めた時とは異なり、世界の技術先進国が

ただ日本を置き去りにするだけになる可能性が高い。
21世紀にはかつての「ペリー・ショック」のような事
件は発生せず、したがって維新を再現する必要もな
い。むしろ日本に必要なのは、外圧による変化ではな
く自発的な「開国」である。基幹教員制度が日本の害に
なるとまでは考えないが、その意図するところは概ね
保存的であろう。そのため世界の変化に適応するべく
開国を促す役割を果たすことはほぼ期待できない。

アメリカの大学教育システムを見ると、日本で起き
ていることと類似の問題が数多くある。アメリカの制
度は日本のそれよりも適応性はあるものの、大学教育
における最も厄介な事柄に対処するまでには至ってい
ないのが実情である。日本と同様、米国でも世論は大
学教育の短期的な経済性ばかりを強調し、長い目で見
た社会的・経済的利益を評価していない。また、ソー
シャルメディアの領域ではコミュニケーションの新し
い形態が出現している。生成AIは、ソーシャルメディ
アによるコミュニケーションの機能不全をさらに悪化
させる可能性があり、近日中に大学での教育方法を変
更せざるを得なくなるのは確実である。アメリカのみ
ならず、いずれの国の大学関係者も、現在こうした破
壊的な変化にどう対処すべきかについて、現実的な考
えを持っていないと思われる。しかし、失敗と成功を
含む実験の末、最終的には適応していくことになるだ
ろう。

日本では基幹教員制度によって、特定の学問分野で
教員の共有が容易になり、情報科学など需要が高い専
門分野における教育を充実させる上で大学が柔軟に対
応できるようになることから、地方大学の存続を助け
ることも見込まれる。試行錯誤を経て、制度の他の利
点が見えてくる可能性もあるかもしれない。

英語には「面白い時代を生きられますように（May	
you	live	in	interesting	times）」という言い回しがある
が、これは時に呪いの言葉ともされる。波乱に満ちた
困難な時代にあって、このパンデミックの数年間で世
界中の大学が直面している課題がより明確になった。
私たちは、このような時代に生きる呪いをかけられて
いるようでもあるが、大学はこの困難に屈することな
く最後には適応していくであろうと確信している。私
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が基幹教員制度から連想したのは、大学が直面してい
る世界共通の問題であった。日本政府は地方レベルな
いしは国レベルで、大学が直面している様々な問題解
決に何らかの手を打たなければならず、その意味で、
基幹教員制度導入の試みは重要であると思われる。個
人的にいくつかの疑問はあるが、制度の成功を祈る次
第である。今後数十年間が、日本の大学において「面
白い時代」となることは間違いない。
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針、質保証システム部会、大学設置基準改正、基幹教
員

はじめに

2022年10月1日、「大学設置基準等の一部を改正する
省令」が施行された。その前日に文部科学省高等局長
名で各国公私立大学法人の長等に送付された通知には、

今回の改正は、「新たな時代を見据えた質保証シ
ステムの改善・充実について（審議まとめ）」におい
て、「学修者本位の教育の実現」の考え方を質保証シ
ステムへと反映させ、また、必要な情報を社会に公
表し社会との対話を進める「社会に開かれた質保証」
を図ることとする方針に基づき、「客観性の担保」、

「透明性の向上」、「先導性・先進性の確保（柔軟性の
向上）」及び「厳格性の担保」の観点を踏まえた大学
設置基準等の改正が提言されたことを踏まえ、教育
研究実施組織、基幹教員、校地、校舎等の施設及び
設備、教育課程等に係る特例制度等に関する所要の
規定の整備を行うものです。

と記されている。
本稿では、審議まとめを発出した中央教育審議会大

学分科会質保証システム部会に副部会長として参画し
た経験に基づき、今般の改正に至るまでの一連の流れ
を振り返った後、多岐にわたる改正内容のうち、本号
特集テーマにも鑑み、基幹教員制度をめぐる議論を中
心に紹介する。加えて、同部会に先行して設置され、
私が座長を務めた教学マネジメント特別委員会におけ

る審議内容とのかかわりにも触れ、学修者本位の教育
の今後について私見を述べたい。

Ⅰ．質保証システム部会での議論の経緯

部会は、学修者本位の教育への転換を提案した
「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答
申）」（2018年11月26日）の最終章で、質保証システム
についての見直しが今後の検討課題とされたことを受
けて設置された。当初の予定では2020年度に入って
直ちに審議を始めるはずだったところ、新型コロナ
ウィルス感染症の蔓延、緊急事態宣言発令等の影響を
受け、第一回の会議が開催されたのは同年7月初頭。
その後1年9か月にわたり合計14回の審議を行った。
グランドデザイン答申に謳われた理念を制度面にどの
ように反映させていくか、具体的には設置基準、設置
認可審査、設置計画履行状況調査（AC）、認証評価、
情報公表等々が答申の示した方向性に合致している
か、またグローバル化の進展、デジタル技術の発達、
少子高齢化等に伴い大学を取り巻く環境が刻々と変化
するなか時代にふさわしいものになっているかを検証
したうえで、これら相互に連関する要素それぞれにつ
いて改善の方策を検討し、全体として最適化され、
しっかり機能する質保証システムの構築を目指して作
業を進めていった。感染拡大が大学にもたらした多大
な変化は、当然のことながら、審議の流れを方向づけ
る重要な要因となり、新たな大学教育の在り方をめぐ
る諸課題を念頭に置きつつ、議論を展開した。

第1回から第7回（第10期中央教育審議会）では、部
会構成員間の自由討議による論点の洗い出しと大学関

大学設置基準等の改正
─教学マネジメント特別委員会・質保証システム部会に�
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学校法人聖心女子学院常務理事



− 68 −

大学評価研究　第 22 号　2023 年 10 月

係団体および有識者（1）からのヒアリングを行い、「質
保証システム全体を通じた考え方／質が保証されてい
る大学」について検討した。パンデミック拡大という
未曽有の事態により遠隔教育が否応なく進み、日本の
大学等の約9割が全面的にオンライン授業を実施した
後で部会の活動が始まったこともあり、この時期はリ
モート履修による単位数をめぐる諸課題、とりわけそ
の上限撤廃に意見が集中しがちだった。

第8回以降（第11期中央教育審議会）は、第7回まで
の内容を踏まえ、①学修者本位の大学教育の実現と②
社会に開かれた質保証の実現の2つを検討方針とし
て、議論を進めることにした。加えて、大学設置基
準・設置認可審査について見直すべき諸点の具体的な
整理にあたっては、4つの視座を設定した。第1は客
観性の確保である。客観性が高く国際的にも通用し、
学修者にも社会にも分かりやすい質保証システムの構
築が求められる。第2は透明性の向上である。必要な
情報が大学外部に適切に公表され、学修者も社会も容
易にアクセスできなければならない。第3は先導性・
先進性の確保（柔軟性の向上）である。柔軟なシステム
でなければ、目まぐるしく変化する社会に迅速に対応
することはできない。第4は厳格性の担保である。質
保証の実効性を高めるためには、厳格な対応も必要に
なってくる。この間、第11回には部会の下に、設置
基準、設置認可審査、認証評価制度及び情報公表の在
り方等を一体とした質保証システムの見直しについて
の専門的な調査・審議を所掌事務とする作業チームの
設置（2）も承認されている。2022年3月18日に発出さ
れ、同月28日の大学分科会で了承された「審議まと
め」は、以上のプロセスを経て完成したものである。

Ⅱ．�「審議まとめ」の内容─基幹教員制度を中心
に─

「審議まとめ」の構成は、以下のとおりである。

はじめに
1．質保証システムで保証すべき「質」について
2．改善・充実の方向性
3．各質保証システムの改善・充実

　（1）大学設置基準・設置認可審査
　（2）認証評価制度
　（3）情報公表
　（4）その他の重要な論点
おわりに
別添参考資料

本節ではまず、3．（1）「大学設置基準・設置認可申
請」の（大学設置基準・設置認可審査の改善・充実の方
向性）に列挙された項目の中から、教育研究実施組織
に関する記載をみてみよう。部会の「「学位プログラ
ム」は教員のみならず多様な役割や専門性を持つ職員
が連携して実施するとともに、必要な体制を組織して
いくことが重要であり、現在は大学設置基準の様々な
箇所に分散して規定されている教員や事務職員、各種
組織に関する規定を一体的に再整理する。」（3）との提案
を受け、これまで別々に定められていた教員・事務職
員・各種組織に関する規定が第七条にまとめられた。
役割分担と責任の所在が明確化された教職協働によ
り、内部質保証の基本的単位である学位プログラムの
組織的かつ適切な運営が進展することを期待したい。

続いて、専任教員の見直しを取り上げる。今回の大
学設置基準改正では、従来の「教員は、一の大学に限
り、専任教員となるものとする。」、「専任教員は、専
ら前項の大学における教育研究に従事するものとす
る。」（改正前第十二条1、2）という定義等が見直され、

「大学は、各教育課程上必要と認める授業科目（以下
「主要授業科目」という。）については原則として基幹教
員（教育課程の編成、その他の学部の運営について責
任を担う教員（助手を除く。）であって、当該学部の教
育課程に係る主要授業科目を担当するもの（専ら当該
大学の教育研究に従事するものに限る。）又は一年につ
き八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を
担当するものをいう。（以下、同じ。）に、主要科目以
外の授業科目については、なるべく基幹教員に担当さ
せるものとする。」（改正後第八条1）と改正された。基
幹教員制度の導入により、一定以上の授業科目を担当
し教育課程の編成等に責任を負う教員は、兼務・非常
勤であっても設置基準上、4分の1まで教員数の算定
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に含められることになる。
基幹教員制度の背景として、近年クロスアポイント

メントといった多様な働き方が浸透してきたことが挙
げられる。私は国際基督教大学（以下、ICU）の学長を
務めていた時に、長崎大学とのクロスアポイントメン
ト協定書策定に関わった。設置者の異なる高等教育機
関の間での協定締結には課題も少なくなかったが、今
振り返ってみて、双方にとって得難い特色を有する教
員が組織の壁を超えて2大学で教育に従事することが
もたらした利点は極めて大きかったと感じている。今
回の制度を新設した意図も、最先端の成長分野等を専
門とする教員が複数の組織に所属することで先進的な
授業内容等を共有し、それぞれの教育レベル向上に貢
献できるような仕組みを作るところにある。導入は、
上述の4つの視座のうち特に、③先導性・先進性の確
保（柔軟性の向上）に資する改善・充実と言えよう。

しかしながら、作業チームにおける検討段階でも、
大学分科会に部会の審議状況の中間報告をした際に
も、人員・経費削減を意図した制度ではないか、仕組
みを巧妙に利用することにより実態と見せかけを使い
分ける大学が出てくるのではないか、複数の大学を兼
任する著名な基幹教員に過度に依存することになりは
しないか、多数の若手非常勤講師を基幹教員として算
定に含めさまざまな業務を押し付けることにつながら
ないか等々の危惧が、次から次へと表明された。改正
後の第八条に明記されているとおり、基幹教員の定義
は「教育課程の編成その他の学部の運営について責任
を担う教員」であり、質の保証が前提になっているが、
この制度がある種の抜け道として悪用されることへの
懸念を払拭するため、「審議まとめ」では「教育研究の
質の低下を招かないよう、学内及び学外での兼務の際
の取扱いやその際の条件については制度化に当たり留
意する必要。また、大学の教育研究体制等への影響も
踏まえ、各大学において基幹教員の情報（学位、教育
及び研究業績、経歴など）を常時公表し、外部からの
検証が受けられるようにするなど、データやエビデン
スに基づく分析等を行うことができるようにすること
が求められる。」（4）との留意事項を明記することになっ
た。加えて「とりわけ若手教員の処遇等が不安定にな

ることがないように制度設計の際には留意が必要。」（5）

との注も付し、教員としてのキャリアを始めて日の浅
い層が不利益を被ることのないよう配慮した。
（大学設置基準・設置認可審査の改善・充実の方向

性）では、単位制度運用の見直しも提案されている。
これを受け、従来の「講義・演習・実習・実験」の時間
区分が大括り化され、「前項の単位数を定めるに当
たっては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必
要とする内容をもって標準とし、第二十五条第一項に
規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効
果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね
十五時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時
間の授業をもって一単位として単位数を計算するもの
とする。ただし、芸術等の分野における個人指導によ
る実技の授業については、大学が定める時間の授業を
もって一単位とすることができる。」（改正後第二十一
条）となった。授業方法別に必要授業時間数の基準を
定めていた規定が廃止された結果、種々の方法を組み
合わせた授業設計が可能になる。

卒業要件も「大学に四年以上在学し、」の文言が削除
され、「卒業の要件は、百二十四単位以上を修得する
ことのほか、大学が定めることとする。」（改正後第三
十二条）となった。修業年限は厳密に丸4年間在学す
ることを求めるものではないことを明確化するのが、
改正の趣旨である。

時代の変化に対応する提案としては、「電子的な学
術情報の重要性が増していることに鑑み、「図書」や

「雑誌」等の表現については「教育研究に必要な資源」
とするなど電子化やIT化を踏まえた規定に再整理す
る。」（6）がある。紙媒体の図書のみが想定されていた従
前の規定に代わり、「大学は教育研究を促進するため、
学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的
方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を使用する方法をいう。）により提供される
学術情報その他の教育研究上必要な資料（次項におい
て「教育研究上必要な資料という。」を図書館を中心に
系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供す
るものとする。）（改正後第三十八条1）と定められた。
施設・校舎についても、教育研究に支障を来さないこ
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とを前提に、組織や規模に応じて各大学の判断により
整備する方向で改正が行われた。

このたびの改正では、「教育課程等に関する事項の
改善に係る先導的な取組に関する特例」（改正後第五十
七条）も新設されている。大学の創意工夫による先導
的な取組を促進するため、機関別認証評価を受審し適
合認定を受けている大学を対象に、内部質保証体制の
確立、教育活動等の積極的な情報公表、健全な財務状
況といった一定の要件を満たしていることを前提に、
教育課程等特例制度運営委員会による審査を経て、授
業科目の自ら開設の原則、1年間の授業期間、単位互
換による単位数の上限（60単位）、オンライン授業に
よる単位数の上限（60単位）、大学等連携推進法人に
おける連携開設科目の単位数の上限（30単位）等が緩
和される。効果の検証結果によっては、将来的に設置
基準が改善される可能性もある。

3．（4）の「その他の重要な論点」では、（既存制度の
周知や大学現場での効果的な運用）として、設置基準
の改正を経ることなく、現行の制度下で問題なく実施
できる事項について説明している。さらに別添参考資
料には、「各大学の運用等で実施可能な取組例」を挙げ
た。この中には、上述の遠隔授業の単位数に関する記
述もあり、制度上は大学の運用で遠隔授業の活用が相
当程度可能であることを示している。それ以外にも、
既に授与している学位の種類及び分野を変更しない範
囲であれば届出により新たな学部や学科等の設置・学
位プログラムを開設できる等、現行制度のもとで実施
できる事項はかなりあるにもかかわらず、残念ながら
関係者には必ずしも知られていないように思われる。
各大学には、まずはこれらの十分な把握に努め、その
うえで今般の改正内容への理解を深めることを勧めた
い。この節には（定員管理）に関する記載もあり、「現
行で入学定員に基づく単年度の算定としているもの
は、収容定員に基づく複数年度の算定へと改める。」（7）

ことになった。これも先導性・先進性の確保（柔軟性
の向上）に資する変更の一つと言えるが、「修業年限を
超えて在籍している者は以下の条件を満たす場合に限
り控除して算出するなど、成績管理の厳格化・明確化
と両立が図られる仕組みとする。①全科目でシラバス

に学修目標、授業方法・計画、成績評価基準の明示	②
成績管理にGPA（グレード・ポイント・アベレージ）
を導入	③成績不振の学生への個別指導（面談、補習
等）」（8）との記載もあり、場合によってはトレードオフ
の関係ともなる厳格性の担保との両立を図ろうとして
いる。

Ⅲ．�教学マネジメント特別委員会での議論との
かかわり

Ⅰ．の冒頭に記したとおり、部会はグランドデザイ
ン答申最終章で、質保証システムの見直しが今後の検
討課題とされたことを受けて設置された。もう一点、
検討課題として同章に挙げられていたのが、「教学マ
ネジメント指針に係る指針の策定、学修成果の可視化
と情報公表の在り方に関する検討を行うこと」である。
こちらについては、各大学等における教学マネジメン
トの確立に向けた方策について専門的な調査審議を行
うことを所掌事務として、答申発出の翌月から教学マ
ネジメント特別委員会で議論が始まり、卒業認定・学
位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編
成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受
入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づいて教
育を展開していくうえで留意すべきことは何か、また
どのような点から充実を図っていくべきか等を取りま
とめた「指針」（中央教育審議会大学分科会2020年1月
22日）を整備した。

学位プログラムごとに策定される3つのポリシー
は、学修者本位の教育の質を保証し、さらなる向上を
図っていくための出発点であり、これらを通じて学修
目標を具体化するにあたっては、「明確な到達目標を
有する個々の授業科目が学位プログラムを支える構造
となるように、体系的かつ組織的な教育課程が編成さ
れる必要がある。その際、密度の濃い主体的な学修を
可能とする前提として、授業科目の精選・統合のみな
らず、学生が同時に履修する授業科目数の絞り込みを
行うことが求められる。」（9）大学教育の基本的な単位で
ある学位プログラムの責任を負う基幹教員は、常勤・
非常勤の別にかかわらず、この指針の趣旨を深く理解
し、改正により同一大学内の他部局だけでなく他機関
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の教員との協働も可能になったことを受けて、教育課
程の充実に柔軟に取り組んでいかなければならない。
教授会や教務委員会等の教育課程の編成、学生の入
学、卒業及び課程の修了、学位の授与等についての審
議を行う会議に構成員として出席して直接的かつ実質
的に審議に参画することは必須で、それなくして基幹
教員としての責任を果たせないことは明白であろう。

基幹教員が担当する主要授業科目とは、卒業認定・
学位授与の方針に掲げられた能力を身に付けるために
不可欠な科目群を指す。「指針」は各大学に対して、

「はじめに個々の授業科目があるのではなく、まず学
位授与の方針の下に学生の能力を育成するプログラム
があり、それぞれの授業科目がそれを支える構造にな
らなければ、個々の教員が授業科目の改善を図って
も、学生全体が明確な目標の下で学修時間をかけて主
体的に学ぶことは望めないのである」（10）という「新た
な未来を築くための大学教育の質的転換に向けて〜生
涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ〜

（答申）」（2012年8月28日）の記述に改めて留意するこ
とを求め、教育課程編成・実施の方針に基づくカリ
キュラム編成の重要性を強調したうえで、授業科目が
過不足なく設定されているかを検証し科目内容の検討
に活用するためのカリキュラムマップ、科目間相互の
関係や履修順序・履修要件を検証するためのカリキュ
ラムツリーの作成を奨励している。このたび導入され
た基幹教員に求められているのは、木（ツリー）で言え
ば、枝ではなく幹の部分を担当することである。多様
な科目の履修により学問的基礎を固めつつ興味のある
分野を絞り込み、2年次の終わりに専修分野を決定す
る メ ジ ャ ー 制 を 採 っ て い る ICU で は、 約 30 の メ
ジャーごとにカリキュラムツリーを作成し、基礎科目
から専攻科目へと段階的に進んでいく流れをナンバリ
ングで表すと同時に、当該メジャーの中核をなす（基
幹教員が担当すべき）科目と周辺的なものが分かるよ
うに図示している。

このたび整備された規定の中で、教育の質を保証す
る観点から私が重要と考えるのは、指導補助者につい
ての改正である。「大学は、各授業科目について、当
該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の

大学が定める者（以下「指導補助者」という。）に補助さ
せることができ、また、十分な教育効果を上げること
ができると認められる場合は、当該授業科目を担当す
る教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部
を分担させることができる」（改正後第八条3）ことに
なり、「大学は、指導補助者（教員を除く。）に対し、必
要な研修を行うものとする。」（改正後第十一条3）も加
えられた。「指針」が提案した密度の濃い主体的な学修
を実現するには、授業科目の精選・統合、学生が同時
に履修する授業科目数の絞り込みが不可欠だが、加え
て指導補助者の存在も無視できない。1958年までに
いち早くTAを導入したICUでは、大学院生（条件を
満たせば学部4年生も）が授業を円滑に運営するため
に必要な事務作業だけでなく、コースデザインやシラ
バス作成の補助、授業中に行われるグループディス
カッションの補助、質問対応、授業時間外のチュート
リアル・補講講義の実施、小テストの作成、	採点と成
績管理の補助にも従事している。研修プログラムとし
ては、TA向けオリエンテーション、TA向けワーク
ショップ（スキルアップ、TA同士の交流や情報交換
の場）を実施するほか、学修・教育センターがTA業
務報告書の受付とデータ分析を行い、教員向けにもセ
ミナーを開催する。授業科目の指導に関する全責任を
負う担当教員の十分な監督が大前提ではあるが、TA
と一体となって展開する授業からは教員が得るものも
大きい（11）。

前述の特例制度の前提の一つになっている教育活動
等の積極的な情報公表については、「指針」の（1）「卒
業認定・学位授与の方針」に定められた学修目標の達
成状況を明らかにするための学修成果・教育成果に関
する情報の例（2）学修成果・教育成果を保証する条件
に関する情報の例で「大学の教育活動に伴う基本的な
情報であって全ての大学において収集可能と考えられ
るもの」とされたもの、具体的には各授業科目におけ
る到達目標の達成状況、学位の取得状況、学修時間、
進路の決定状況等の卒業後の状況（進学率や就職率
等）、修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年率、
中途退学率、入学者選抜の状況、教員一人あたりの学
生数、授業の方法や内容・授業計画（シラバスの内容）、
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履修単位の登録上限設定の状況、FD・SDの実施状況
等を踏まえて確認が行われることになる。特別委員会
では、情報公表に関する表の内容や作り方について
侃々諤々の議論が繰り広げられ、取りまとめにはかな
り苦労した。特例制度に申請するかどうかにかからわ
らず、多くの大学の参考になれば幸いである。

おわりに

1991年7月の「大学設置基準の大綱化」以来の改正と
受け止めた向きもある2022年10月の「大学設置基準等
の一部を改正する省令」施行の出発点は、学修者本位
の教育への転換というメッセージを出した「2040年に
向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」であった。
課題とされた「設置基準等の質保証システムについて
見直しを行うこと」、「教学マネジメントに係る指針の
策定、学修成果の可視化と情報公表の在り方に関する
検討を行うこと」の検討を終え、発出から4年弱を経
て改正が行われたことになる。グランドデザイン（答
申）では大学設置基準の抜本的な見直しが提言されて
いたが、結果的には当初想定されていたほど大がかり
な改正にはならなかったのではないか。

質保証は、事前規制（設置認可審査）と事後チェック
（認証評価）の組み合わせで成り立っている。前者では
大学設置基準や関係法令に適合しているかどうか、学
生確保の見通しは十分か等々を審査し、後者では理
念・目的、内部質保証、教育研究組織、学生の受入、
大学運営・財務等々を基準に当該大学の教育研究活動
の状況を評価する。大綱化以降、事前規制型から事後
チェック型への移行が進んできた。質保証システム部
会はこのような流れを踏まえて「先導性・先進性の確
保（柔軟性の向上）」を視座の一つとして提案し、特例
制度新設をはじめとする今般の改正に至っている。部
会は、従来のシステムを「事前規制を弾力化すること
で大学の新増設や組織改編を促すなど高等教育機関全
体の活性化を図りつつ、質の低下が懸念される場合に
は大学等の自主的・自律的な改善を促すことによって
質を保証する仕組みとして、一定程度機能していると
評することができるだろう。」（12）と評価したうえで改
善・充実の方向性を議論してきたが、大学関係者には

新たな仕組みが（一定程度ではなく）十全に機能してい
くよう一層の奮起を促したい。

尚、文部科学省のウェブサイトには今般の「設置基
準等の改正に係るQ&A」（13）が公開されている。参考
にされたい。

【注】
（１）	ヒアリングの対象は、国立大学協会、公立大学

協会、日本私立大学連盟、日本私立大学協会、
大学改革支援・学位授与機構、全国公立短期大学
協会、日本私立短期大学協会、及び質保証の国
際通用性、通信制大学の質保証、学生調査を活
用した質保証・情報公開、大学における質保証の
取組の専門家

（２）	中央教育審議会令令第6条第4項及び中央教育審
議会運営規則の第4条第5項の規定に基づくもの

（３）「審議まとめ」15ページ
（４）「審議まとめ」15-16ページ
（５）「審議まとめ」15ページ
（６）「審議まとめ」16ページ
（７）「審議まとめ」29ページ
（８）「審議まとめ」29ページ
（９）「指針」7ページ
（10）「指針」15ページ
（11）	制度を統括する学修・教育センター長はTAに向

けて、「教員と学生との関係を垂直な直線で表す
とするならば、TAは学生から斜め上に伸びた直
線状にある存在です。学生の目線、学生の感覚
をもって、親しみやすい存在として受講生から
頼られる存在であると同時に、学問の先輩とし
て、教員と協力して授業を作り上げていく存在
となることを期待しています。TAの皆さんに
は、もしこの授業を自分が担当するならば、どの
ような内容を学生に伝えたいだろうか？どのよう
に伝えたいだろうか？ディスカッションはどのく
らい取り入れるだろうか？どのICT技術を取り
入れるだろうか？そんなことを考えながら、初回
の授業に臨んでいただきたいとお伝えしていま
す。また、自分の意見を積極的に教員に伝える
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ように促しています。長年授業をしていて、マン
ネリに陥らない教員はだれもいません。TAの新
鮮な視点や提言は、教員、受講生、そしてTA自
身を成長させることにつながると確信しています。」

（https://office.icu.ac.jp/ctl/fd_class_preparation/	

ta.html）とのメッセージを出している。
（12）「審議まとめ」2ページ
（13）	https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/

mext_00154.html
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1．基幹教員制度の衝撃

2022年10月1日、大学設置基準等の一部を改正する
省令が施行された。この改正のうち、もっとも注目を
浴びたのは新たに設けられた「基幹教員」という制度で
ある。これまでの「教員は、一の大学に限り、専任教
員となるものとする」（大学設置基準第十二条）という
大学設置基準の規程を廃し、1人の教員が複数の大学
や学部に所属できるようにし、そうした教員を基幹教
員と称することになった。この制度が導入されたこと
で、大学や大学教員はどのように変わる可能性がある
のか、本稿はこれを考察することを目的とする。以下、
基幹教員という制度を概観したのち、この制度の構築
過程において何が議論されたのか中央教育審議会の議
事録や資料をもとに分析し、次に、新制度とこれまで
の大学教員政策との関連を探り、一連の大学教員政策
が今後の大学や大学教員にもたらす影響を考察する。

まず基幹教員制度だが、従来の専任教員は、基幹教
員と基幹教員でない教員に分かれる。両者を区別する
のは、教育課程の編成その他の学部の運営について責
任を担うか否かである。基幹教員は教育課程の編成な
どに責任をもつ教員である。基幹教員ではない教員と
は、学内のセンターなどに所属する、教育課程の編成
に責任を負う必要がない教員である。そして、基幹教
員はさらに3タイプに分けることができる。第1は、
常勤の教員で1大学の1学部に所属し、主要授業科目
を担当するケース（＝これまでの専任教員と同様）、第
2は、常勤の教員が他大学・他学部の授業科目を年間8
単位以上担当するケース、第3は、常勤以外の教員

（非常勤）が、ある大学の授業科目を年間8単位以上担
当するケースである。大学は、第2、第3のタイプの
基幹教員を、必要基幹教員数の4分の1まで置くこと
ができるとされた。ここが新規な点である。なぜ、こ
のような制度が導入されたかと言えば、文部科学省
は、「本来専任教員が担っている「学位プログラム」の
編成・実施やその不断の見直しなど、「学位プログラ
ム」に係る教員の責任性の明確化を図る」ことに主眼が
あり、この制度導入により「教員が十分に養成されて
いない成長分野等において、民間企業からの実務家教
員の登用の促進や、複数大学等でのクロスアポイント
メント等の進展が期待」でき、「迅速で柔軟な学位プロ
グラム編成が可能」、「新たな学位プログラムの構築・
編成が容易」になると、そのメリットを謳っている（文
部科学省	2022a）。

2．制度構築課程の議論（1）─質保証システム部会

基幹教員についての審議は、中央教育審議会大学分
科会質保証システム部会で行われた。2020年7月3日
の第1回から、2022年3月18日の第14回まで1年9か
月をかけて、「新たな時代を見据えた質保証システム
の改善・充実について（審議まとめ）」（中央教育審議会
大学分科会質保証システム部会	2022）を作成した。こ
の部会での審議経過は、2022年2月9日の第165回大
学分科会にて途中経過の説明にはじまり、第169回

（2022年9月7日）まで分科会開催のたびに説明が加え
られている。こうした経緯を経て、大学設置基準等の
一部を改正する省令案が諮られ2022年10月1日に省
令が施行された。
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この過程で何が議論されたか、文部科学省のメリッ
トの強調に対して何らかの懸念が出されたり、委員の
間で意見が対立したりしなかったのだろうか。これを
問うのは、従来の大学教員の在り方に大きな変化をも
たらす可能性があるが、それだけでなく日本社会にお
いて就業する組織を複数もつとはきわめて稀なことだ
からだ。

質保証システム部会の議事録をみると、専任教員問
題が明確に議論の俎上に上ったのは、第9回（2021年7
月7日）からである。文部科学省からの専任教員のこ
れまでの制度上の位置づけの変遷を説明の後に、「教
育の安定性・継続性や組織運営上の必要性の観点から
常勤性を考慮するとともに、ICT技術の発展に鑑み、
他大学を本務とする非常勤教員もチームの一員として
授業を行うことなどが想定されますことから、実際に
教育を担当する業務量に基づく柔軟な算定方法が行え
るよう定義を見直してはどうか」（文部科学省　2021）
という提案が出されている。しかし、これを議論する
時間がなく、次回へ先送りとなった。

第10回（2021年8月4日）では、自由に議論がなされ
るが、大学設置基準の専任教員に関する規程を緩和す
ることに関しては、たとえば、「地域社会のニーズに
臨機応変に対応するには、学部学科の設置に係る専任
教員の基準の緩和みたいなことはどうしても必要だと
思っています。」、「クロス・アポイントメント制度の利
便性を高めて、国内外の複数の大学で教員を共有する
ことなどもできるようになれば、海外大学との教育連
携が進んで、大学のグローバル化が更に進む」（文部科
学省	2022b）など、賛同する意見が多い。

そして、第12回（2022年1月7日）には、規制改革推
進会議から文部科学省が検討すべき改革事項が示さ
れ、その1つとして「専任教員数について、多様な働
き方・価値観が広がり、非常勤講師・実務家教員を含
む兼任教員、TA（Teaching	Assistant）、SA（Student	
Assistant）及び大学職員が教育に果たす役割が拡大し
ていること、オンライン授業の活用が進んでいるこ
と、チーム・ティーチングの活用が進んでいることな
どを踏まえ、現状の大学や学部ごとに定められている
専任教員数の規制を見直すこと」が検討課題とされた

ことが紹介される（規制改革推進会議	2021）。さらに
部会長からも、「クロスアポイントメント等多様な働
き方が広がっていることも踏まえて、「一の大学に限
り専任教員となる」といういわゆる専任教員の現行の
在り方について、その定義等を見直す必要があるだろ
う」（文部科学省	2022c）という発言があり、設置基準
の改正ありきという雰囲気が醸成されている。

第13回（2022年2月16日）には、審議まとめの素案
が作業チームから出される。作業チームとは、第11
回において大学設置基準に関して具体的な検討を行う
ために部会内に設置された数名のグループであり、こ
こで実質的な案が取り決められた。そこでは、「「専任
教員」の概念を「基幹教員」（仮称）と改め、その定義を
教育課程の編成等に責任を担う者であって、一定以上
の授業科目を担当する教員（例	年間8単位以上等）と
し、設置基準上最低限必要な教員の数の算定にあたり
一定以上の授業科目を担当する常勤以外の教員につい
ては一定の範囲（例	半数まで、1/4程度）まで算入を認
める。また、主要授業科目の担当を基幹教員（仮称）と
することが考えられる」と、基幹教員と言う名称や定
義が規定されている（質保証システム部会	作業チーム	
2022）。基幹教員という案は、やや唐突に提案され、
十分な議論がないまま、最終の第14回（2022年3月18
日）では、「審議まとめ（案）」が示され、了承を得て部
会の審議まとめとなる。

この経緯をみると、基幹教員についての議論は第9
回から第13回、そのうち第9回、第12回、第13回は
文部科学省の説明が主であり、委員間での議論が交わ
されたのは第10回のみである。しかも、そこではな
ぜか賛成意見だけが述べられ、新制度がもたらしかね
ない懸念事項は述べられていない。むしろ第13回の
概要説明の折に、部会長自ら、基幹教員について「教
育研究の質の低下を招かないよう、学内及び学外での
兼務の際の取扱いや、その際の条件については制度化
に当たり留意する必要があるということ、また、大学
の教育研究体制等への影響も踏まえ、各大学において
基幹教員の情報、例えば学位であるとか、教育研究業
績、あるいは経歴等を常時公表し、外部からの検証が
受けられるようにするなど、データやエビデンスに基
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づく分析等が行うことができるようにすることが求め
られるということを明記しました。」（文部科学省	
2022d）との留意事項が説明されたほどである。

このようにして質保証システム部会では、基幹教員
制度の導入が決定された。これは、何も特別なケース
ではない。通常の審議会は、こうして政策が決定して
いく。

3．制度構築過程の議論（2）─大学分科会

この審議まとめは、次に中央教育審議大学分科会に
上程される。大学審議会では、2022年2月9日の第
165回大学分科会にて途中経過の説明があり（1）、その
後、第169回（2022年9月7日）まで分科会開催ごとに
説明が加えられている。こうした経緯を経て、大学設
置基準等の一部を改正する省令案が諮られ2022年10
月1日に省令が施行された。そこに至る過程におい
て、この新制度に対する懸念も含めて異論が提出され
ている。それをいくつかみておこう。

たとえば、「基幹教員を改めて定義することによっ
て、教員の非正規化というものをむしろ推し進めてし
まうのではないかと懸念をしている」（中央教育審議会
大学分科会	2022a）、「財政上の理由から、教員の待遇
引下げの方便となっていないかなど、事前または事後
のチェック体制を厳密に実施していただきたい」（同	
2022b）、「複数の大学で基幹教員として常勤で教育に
たずさわることを認める方向が、この制度の主旨から
して、本来あるべき形だと思います。今までのよう
に、片方が常勤で片方が非常勤となってしまうと、
じゃあ、そもそも何で基幹教員という名前にするのか
という、そのそもそもの意味が非常に曖昧になりま
す」（同）。これらは、基幹教育制度が教員の非正規化
を推し進めることになるという疑念である。

また、「（教員は）学生指導を含めて、多様な運営上
の仕事がございまして、ここにエフォートを割かなく
てもよい教員が増える可能性が考えられるのではない
かと思います」（同）などである。これは、複数の大学
に雇用されるという基幹教員制度のもとで、授業のみ
を担当し、それ以外の学生指導などをしない教員が増
加するのではないか、その結果、1つの大学にのみ雇

用される基幹教員の仕事量が増大する、全体として教
育の質が低下するのではないかという懸念である。

さらには、「経営者としては、雇用契約をどうする
かというのが、最終的にいろいろと悩ましいところ…

（中略）…年金とか健康保険とかそういったいろいろな
労務に関することもあるので、」（同	2022c）といった、
基幹教員の雇用契約が複雑になることを心配する大学
経営者の声もある。

これらに対して、文部科学省は、「文部科学省とし
て、人員削減を意図したものということで考えている
ものではありませんが、教員が十分に養成されていな
い成長分野等において、民間企業からの実務家教員の
登用や、複数大学等でのクロスアポイントメント等に
よる人材確保を期待して導入するものでありまして、
今後その趣旨も含めて、適切に周知等を図ってまいり
たいと思っております。」（同）

また、専任教員数の4分の1は事実上、非常勤教員
に置き換えられることになり、教育の質の低下は免れ
ないのではという反対意見に対しては、「4分の1の範
囲内で必要最低教員数に算入することができる基幹教
員につきましても、教育課程等の編成等に責任を担う
ことを要件としております。このため、単に授業科目
を指導するという非常勤の教員については、基幹教員
とならないということを記載しております。」（同）と、
対応に追われている。

さらに、文部科学省はウェブサイトに解説資料を掲
載し、YouTubeを利用した動画による説明、また、
Q＆Aを用意するなど入念な対応をしている。とりわ
け基幹教員制度に関する説明量は多く、それが大きな
改革と認識していることがわかる。

さて、この基幹教員制度が将来的にどの程度定着す
るのかは、大学審議会における懸念の表明はあるもの
の、個々の大学がどのように受け止め、それにどう　
対応するかは現段階では何とも言えない状況にある。
しかしながら、この新制度をこれまでの大学教員政策
に位置付けたとき、ある程度の予測ができるのではな
いかと考える。以下、それを検討しよう。
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4．�大学改革における大学教員政策─教員の教
育化

大綱化以来の大学教員に関する政策を振り返ったと
き、以下の3点にまとめることができる。第1は教員
としての教育力の問題、第2は教員の任期の問題、第
3が異業種からの参入問題である。

第1の教員としての教育力の問題は、大学の「教育」
が改革課題となった、1991年の大学設置基準の大綱
化を起点とする。大学設置基準の大綱化は、大学に関
する各種の規程を緩やかにするとともに、個々の大学
は自らの責任において、教育研究活動について自己点
検・評価を行うこととされた。大学の教育研究の質の
向上が、その目的である。

当初、努力義務とされたこの自己点検・評価制度は、
1999年に結果の公表の義務化とともに、学外者によ
る結果の検証を努力義務とすることと、大学設置基準
において改正された。それから3年後の2002年には、
学校教育法において、自己点検・評価の実施と結果の
公表、その第三者による検証が義務づけられた。大学
設置基準という省令による規程から、学校教育法とい
う法令による規程に変更されたのである。その施行は
2004年からであり、いわゆる認証評価の開始である。

教育研究活動を担うのは、言うまでもなく教員であ
る。とりわけ、日本の大学教員は、授業に力を入れて
いないと指摘され、諸外国（実質的にはアメリカが参
照枠）において実施されているFDを日本の大学も組
織的に実施すべきとされた。FDという言葉が公的に
用いられた嚆矢は、1991年の大学審議会の「大学教育
の改善について（答申）」である。そこでは、教員の授
業内容・方法の改善・向上への取り組みと定義されて
いるが、その具体的な方法を知る者はほとんどいな
かった。言葉に馴染みがなかっただけでなく、大学教
員に対する組織的な研修の実施に対して、アレルギー
を呈する者も多かった。しかしながら、1999年に大
学設置基準において努力義務化され、2007年には大
学院設置基準、2008年に大学設置基準において義務
化されたこともあり、内実はさまざまながら、FDは
大学における日常用語となった。教員は、教育に注力

すべし、それを組織的な体制で推進すべしという方針
が貫かれてきた。

第2の任期制の問題は、1997年の「大学の教員等の
任期に関する法律」の施行によってはじまった。それ
に先立ち1994年に大学審議会からの「教員採用の改善
について（答申）」において、大学の教育研究の中心を
担う教員には優れた人材を確保できるよう、教員人事
の在り方について改善を図っていくことが必要と論じ
られ、具体的には公募制の導入、選考基準における教
育能力の積極的評価、他大学出身者・社会人・女性等
多様な経験・経歴を持つ者の採用などが謳われた。そ
れに引き続いて教員の任期制問題が論じられ、上述の
法律の制定となった。日本にとっては初めての非終身
雇用制度の導入である。自校出身者を教員として採用
し年功序列で昇進するような人事が、教育研究の停滞
を招くと批判され、任期制を導入することによって現
状を打破し、人事の流動化による教育研究の活性化を
図ることが、目的とされた。

大学教員の任期制が導入されてしばらく後の2001
年、任期制を導入している大学は21.3%、任期制の適
用を受けている教員は1.9%、任期制を導入している大
学における任期制適用教員の比率でみても4.5%に過
ぎなかった。また、適用を受けている教員のうち
67.5%は再任回数に上限がない。すなわち、再任が承
認されれば定年まで在職できるという名ばかりの任期
制であった（山野井・葛城）。それが、2020年には、任
期付きの教員は36.3%まで増加している（文部科学省	
科学技術・学術政策研究所	2021）。39歳以下の若手研
究者では、63%が任期付きである（同）。教育研究の活
性化を図るとして導入された任期制であるが、結果と
しては若手研究者の安定的ポストの減少となっている
ことがわかる。大学の基盤的経費の減少に伴い、大学
は競争的資金の獲得によって補充を図ろうとしている
が、若手研究者はこの競争的資金で雇用されるケース
が多い。そのことが、若手研究者の任期付きポストの
増加ともなっているのである。

こうした状況は、博士課程進学者の減少となって表
れており、それは日本の大学の研究力の低下につなが
る。研究力の低下問題は日本の将来に関わる問題と、
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各所で指摘されるものの（IDE大学協会	2023）、ここ
まで広がった任期制に対する十分な対策をとることは
容易ではない。

第3が、異業種からの大学教員への参入である。そ
れは、専門職大学院の制度化によって始まったと言っ
てよいだろう。専門職大学院を制度化するにあたって
議論になったのは、専門職の実務内容を誰が教えるこ
とができるかという問題であった。実務は実際に専門
職に従事している者でなければ教えることができな
い、専門職養成を目的とする専門職大学院では理論と
実践の架橋を図ることが必要だとする議論のもとに、
専任教員のうち、その専攻分野において概ね5年以上
の実務経験、実務能力を有する者を30%以上（法科大
学院においては20%以上、教職大学院に関しては40%
以上）を実務家教員とすることが規定された。もちろ
ん、それ以前にも大学以外の職域において専門分野で
優れた研究成果を挙げた者を、大学が専任教員として
雇用することはあったが、そこでの教員の区別はな
かった。しかし、専門職大学院制度の発足とともに導
入された制度は、大学参入以前の経歴から、研究者教
員と実務家教員と制度的に分離する方式であった。こ
の制度化のもとでの実務家教員は、優れた研究業績を
挙げた者ではなく、実務の点から教育ができる者であ
る。そして、その実務家教員に対する期待は「教育」で
ある。専門職大学院において、採用人事を進める立場
にある教員に対する調査では、実務家教員に何を期待
するかという質問に対して、73%が「どちらかと言え
ば教育」を選択しており、その対極にある「どちらかと
言えば研究」を選択する8.5%を大きく凌駕している。
実務家教員への期待は「教育」にあることは明白であ
る。ただ、他方で、研究者教員に対しても、「どちら
かといえば教育」を期待する者は52.3%にのぼり、「ど
ちらかと言えば研究」を期待する者27.7%を上回って
おり、専門職大学院そのものが「教育」のための機関と
なっているということができよう（株式会社リベルタ
ス・コンサルティング	2023）。

こうした状況下において、2021年には大学基準協
会から実務家教員の質に対する疑義が表明されてい
る。実務家教員の確保が困難な大学院があると同時

に、実務家教員ばかりで構成されている大学院もある
ことを問題としている。単に、大学での教育歴、企業
などでの研究業績をそのまま大学に持ち込むことに慎
重であるべきとし、「実務家教員に対しても学術・研究
上の要件を一定程度求めること」が必要だと警鐘を鳴
らしている。そのために、「実務家教員数の上限値を定
めたり、研究者教員の最低値を法令上明確にしたりと
いったことが考えられる」と提案している（大学基準協
会	2021）。これは、実務家教員の質が高くはないこと
を示す意見であり、異業種からの大学教員への参入が
必ずしも効果的に働いてはいないことが推察される。

そうしたなか、異業種からの大学教員への参入の新
たな制度が制定された。クロスアポイントメント制度
である。2014年に制度化されたこの制度は、研究者
が、大学と民間企業との間でそれぞれ雇用契約関係を
結び、各機関の責任のもとで業務を行うことが可能な
仕組みである。「『日本再興戦略』改訂2014」、「科学技
術イノベーション総合戦略2014」、「統合イノベー
ション戦略2019」など主に内閣府における議論のなか
で浮上したものである。背後には、経済界からの「産
学連携による人材育成を進めるにあたり、企業人が大
学教員として活躍できる環境を整備するうえで、大学
には、クロスアポイントメント制度の活用を拡大して
企業との人材交流を促進することが求められる」（日本
経済団体連合会	2022）といった要請もあった。経済界
との結びつきが強い経済産業省は、「卓越した人材が
大学や公的研究機関、企業等の壁を越えて、複数の組
織において活躍できるような環境を整備」（経済産業省
webサイト）と推進の立場を明瞭に示しているが、他
方、文部科学省は「大学等から企業へのクロスアポイ
ントメントの事例はごく一部にとどまって」（文部科学
省	2020）いることを指摘し、いくつかの課題整理をし
ており、両者間には温度差があるようにみえる。

実際、クロスアポイントメント制度による異動者
は、2021年において大学が他機関から受け入れたの
が340件、大学が他機関へ派遣したのが226件に過ぎ
ない。また、他機関からの受け入れ、自機関からの派
遣ともに、その期間は2年未満が約60%であり、極め
て短期間の異動である（文部科学省	2021）。大学人に
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とっても民間企業の研究者にとっても、魅力ある制度
とはいえないようだ。

このように大綱化以降の教員政策をみると、研究よ
りも教育が重視され、任期制の導入や異業種からの参
入による教育・研究の活性化が図られてきた。しかし
ながら、任期制は若手研究者の研究力向上を阻み、教
育を目的として異業種からの参入による実務家教員制
度は、教員の質に疑義が投げかけられ、産学連携によ
る人材育成をめざすクロスアポイントメント制度の普
及ははかばかしくない。

5．基幹教員制度の今後

さて、こうした政策の延長に基幹教員制度を位置づ
ければ、今後の基幹教員制度がどのように機能するか
おぼろげながら想定がつく。文部科学省は2018年5月
に「実務家教員の登用促進について」（文部科学省	
2018a）という資料を作成しており、同年8月にそれを
ブラッシュアップした「実務家教員の登用促進につい
て」（文部科学省	2018b）を作成している。これは、
2017年の専門職大学の開始にともない、実務家教員
を必要専任教員に上乗せで配置することが可能とする
制度を議論したものである。興味深いのは、その実務
家教員は、年間6単位以上の授業を担当し教育課程の
編成等に責任を負うべきとされている点である。基幹
教員の原型ともいえる提案がなされているのである。

そして、2022年12月に出された「実務家教員の確
保・活用について」では、同年9月に改正された大学設
置基準における基幹教員制度について言及し、「本改
正により、教員が十分に養成されていない成長分野に
おいて、民間企業からの実務家教員の登用や、複数大
学でのクロスアポイントメント等の進展が期待され
る」と指摘しているのである（文部科学省	2022f）。

さて、冒頭で示した基幹教員の3つのタイプに即し
て考えれば、文部科学省は、第3のタイプである常勤
以外の教員（非常勤）が、ある大学の授業科目を年間8
単位以上担当するケースとして基幹教員制度に期待し
ているようである。実務家教員やクロスアポイントメ
ント制度の進展のために、基幹教員制度を導入したよ
うにも見える。しかしながら、実務家教員が教育課程

の編成等に責任を負う、クロスアポイントメント制度
による教員が年間8単位以上の授業科目を担当するこ
とは、さほど容易なことではない。

第1のタイプ、常勤の教員で1大学の1学部に所属
し、主要授業科目を担当するケースはこれまでの専任
教員と同様であるから、これは名称変更で事足りる。
第2のタイプは常勤の教員が他大学・他学部の授業科
目を年間8単位以上担当するケースであるが、常勤職
がありながら、他大学・他学部の授業科目を年間8単
位以上担当し、かつ、教育課程等の編成に責任をもつ
ことを望む教員が多いとは思われない。

では、この基幹教員制度に応募してくる者がいるの
か。あるとすれば、任期付きのポストにある若手の教
員、常勤職を求める非常勤職の教員である。しかし、
名称が変わるだけで、雇用条件が好転するとは思われ
ない。むしろ常勤教員のポストを減らして非常勤教員
を基幹教員として雇用し、専任教員と同等に教育課程
等の編成に責任を持つ働き方を要請されるようになる
のではないかとも懸念される。上述のように文部科学
省は、それを意図した制度ではないことを強調してい
る。

しかしながら、この問題を大学経営者はどのように
考えているのか。朝日新聞の「ひらく　日本の大学」の
2022年の調査では、学長に基幹教員制度への賛否を
尋ねている。それによれば、基幹教員制度に「賛成」す
る学長は20.6%、「どちらかと言えば賛成」が45%で
あった。これを3分の2が賛成しているとみるか、積
極的に賛成するのは20%にとどまるとみるか、ある
いは3分の1は賛成していないとみるのかは、更なる
検討が必要である。

30年を振り返れば、大学教員への異分野からの参
入を緩やかにし、他方で、若手研究者の安定的ポスト
を減少するという、何とも矛盾する大学教員政策を
取ってきたと総括することができよう。いずれもが、
大学の教育・研究の活性化を目的に掲げての改革で
あった。これら各種の制度の導入により大学の教育・
研究が目覚ましく発展したかといえば、首肯しがたい
状況にあることだけは確かである。そして、残念なこ
とに新たに導入された基幹教員制度は、現状の問題の
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打開策になる明確な見込みはない。
文部科学省には、弥縫策ではない大学教員政策を期

待するとともに、それをバックアップするためにも、
大学教員に関する近年のこうした変化を視野に収めた
研究が求められる。湯川・坂無・村澤が指摘するよう
に、「専門研究コミュニティ外部の問題意識とつなが
る形で、これまで蓄積してきた専門知見を開きながら
活用し、より広い範囲での建設的批判や対話を主導す
る	ことで、当該領域の研究の裾野をさらに広げるこ
と」（湯川・坂無・村澤	2019）が求められている。

【注】
（１）	大学分科会第13回（2022年2月9日）議事録には、

基幹教員に関する説明がなされている。質シス
テム保証部会で基幹教員の話題が登場するのは、
2022年2月16日である。質システム保証部会の
作業グループでの議論のとりまとめは、質シス
テム保証部会に先んじて大学分科会で報告され
ている。この理由については追究をしていない
が、いかにはやく基幹教員を制度化しようとし
たか、文部科学省の意図が見えるように思う。
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はじめに

令和4年9月、大学設置基準等の一部が改正され、
同年10月に施行された。本改正は、「新たな時代を見
据えた質保証システムの改善・充実について（審議ま
とめ）」（令和4年3月18日中央教育審議会大学分科会
質保証システム部会。以下「審議まとめ」という。）に
おいて、大学設置基準等の改正が提言されたことを踏
まえて行われたものである。

本稿では、本改正において創設された基幹教員制度
について、改正前の専任教員制度にも触れた上で、創
設に至った経緯や背景を明らかにするとともに、実務
上の留意点も含め、制度の概要について示すこととし
たい。なお、令和4年の大学設置基準等の改正につい
ては、文部科学省のホームページに掲載されている各
種資料（1）のほか、その全体的な内容を網羅的かつコン
パクトに整理した一色（2022）や、審議まとめに示され
た改正の基礎理念を踏まえて主要な改正事項を概観し
た海老（2023）なども併せて適宜参照されたい。

Ⅰ．専任教員制度について

1．設置審の内規に基づく審査
大学設置基準においては、昭和31年の制定以来、

大学に教育研究の中核を担う「専任教員」を置くことが
定められるとともに、大学に置かれる学部の種類や規
模に応じた専任教員の必要数も定められてきた。

制定当初の大学設置基準において、専任教員は「教
員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする」
とだけ規定されていた。当時の解説資料（2）では、専任
教員は「その定義が非常にまちまちになつている」とさ
れ、専任教員の判定は「一律には定め難い」ものの、

「その給与が生活を支える程度のものかどうか又一週
間の勤務時間がどの程度か、学内に研究室を持つてい
るか等により考えるべき」であることが示されている。

このように、大学設置基準の制定時点で、既に専任
教員の判定に係る具体的な基準は必ずしも明らかでは
ないと認識されていたことが伺える。その一方、大学
の設置認可審査の実務においては、具体的な審査基準
も必要となってくるところ、大学設置審議会（昭和62
年以降は大学設置・学校法人審議会。以下「設置審」と
いう。）において内規を取り決め、これに基づいて専任
教員を審査することが行われてきた。例えば、「大学
設置審査内規等の運用に関する申合せ」（平成3年8月
6日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会申合せ）
において、次に掲げる者は、基準上専任教員に算入し
ないこととされていた。

○	　会社の役員及び職員。ただし、非常勤の者で
あって、授業及び研究に支障がないと認められる
場合は、この限りでない。

○	　弁護士、公認会計士、税理士、医師等として専
ら業務に従事している者。

○	　演奏家、作曲家、小説家、評論家及び画家等
で、演奏活動等のため、授業及び研究に著しく支
障があると認められる者。

○	　専任となろうとする大学と遠隔の地に居住して
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いるため授業及び研究に支障があると認められる
者。

○	　専任教員の基本給については特に留意し、特別
の場合を除き、余りに少ない場合は専任に疑義あ
る者とする。

2．設置認可審査の準則主義化以降の動向
平成15年、政府全体の規制緩和の流れの中で、大

学の設置認可審査も、法令に定めた基準への適合性を
審査するいわゆる準則主義への転換が図られた（準則
主義化）。大学設置基準等についても、基準の一覧性
を高め、明確化を図る観点から見直され、大学設置審
査に係るルールは告示以上の形式で定めることとなっ
た。このため、1．で示したような内規類は全て廃止
された。それらに規定されていた専任教員の審査基準
等は、大学設置基準や関連の告示等に改めて定め直さ
れることもなく、結局、大学設置基準には「一の大学
に限り、専任教員となる」旨の規定に加えて、「専任教
員は、当該大学以外における教育研究活動その他の活
動の状況を考慮し、当該大学において教育研究を担当
するに支障がないと認められる者でなければならな
い」との、実際に専任教員の判定を行うにはやや抽象
度の高い規定が新たに設けられたのみであった。

準則主義化からの揺り戻しの動きは早く、平成17
年1月に取りまとめられた「我が国の高等教育の将来
像（答申）」（平成17年1月28日中央教育審議会）におい
ては「「専任教員」…の意義や必要とされる資質・能力
等について、さらに具体化・明確化する努力が必要」
と明記される。これを受けて、平成18年には、専任
教員の要件の明確化等に係る大学設置基準の改正がな
された。改正内容としては、「一の大学に限り…」の規
定に加え、専任教員は「専ら」当該大学において「教育
研究活動に従事するものとする」との規定を置き、そ
の原則を明示するとともに、「大学は、教育研究上特
に必要があり、かつ、当該大学における教育研究活動
の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学
における教育研究活動以外の活動に従事する者を、当
該大学の専任教員とすることができる」との規定を設
け、専ら当該大学の教育研究活動に従事する教員以外

の者も、一定の場合に限り例外的に専任教員となるこ
とができる旨を示した。専任教員の原則と例外の関係
を明確化することで、専任教員の大半を大学教員以外
の職務に従事する者が占めようとするような構想に歯
止めをかけることも企図されたとされる。

これ以降、中央教育審議会等において議論がなされ
ることこそあったものの、約15年間にわたり、大学
設置基準における専任教員に係る規定が見直されるこ
とはなく、判断基準が法令等に明記されるといったこ
とも実現してこなかった。なお、平成15年の準則主
義化に際して、設置審の内規類が廃止されたことは先
に述べたとおりであるが、これまでの設置認可審査に
おいては、教員の専任性を確認する際の運用上の考え
方として、以下に該当する場合は更なる情報や説明を
要求して、個々に確認・審査が行われることとなって
いた（3）。

○	年間担当単位数8単位未満かつ月額報酬20万円未
満

○大学以外の業務の従事日数が週3日以上
○月額報酬10万円未満
○	大学以外の業務に従事する者が、当該大学におけ

る専任教員全体の半数程度以上を占めているもの

Ⅱ．基幹教員制度について

1．質保証システム部会での審議
ここまで見てきたように、大学設置基準の制定当初

から定められていた専任教員については、その具体的
な要件や判断基準が法令上に明らかにされることはな
かった。制定当初と比べれば、明確性の向上の観点か
ら徐々に規定の内容が充実していったことは確かであ
るが、結局のところ、大学設置基準上には概括的な規
定が置かれるに留まっていた。また、準則主義化に伴
い設置審の内規類が廃止されたことを機に、専任教員
に係る一定の判定基準も公式の文書上から姿を消し、
上述のとおり、設置審では運用上の考え方に基づいて
教員審査が行われてきた。

こうした中で、平成30年11月に取りまとめられた
「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答
申）」（平成30年11月26日中央教育審議会）を受けて、
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令和2年6月から令和4年3月までの1年9か月にわた
り、大学設置基準も含めた高等教育の質保証システム
の在り方に係る専門的審議が中央教育審議会大学分科
会質保証システム部会で行われた。専任教員制度の見
直しについても、従前の運用上の考え方も踏まえつ
つ、要件の明確化の観点等も含めての審議がここでな
された。審議の結果は、冒頭でも触れた審議まとめと
して取りまとめられ、大学設置基準も「より客観性の
ある分かりやすい基準とする」必要があるといった指
摘も盛り込まれた（p.10）。このことも踏まえ、大学設
置基準に、大学が中心的に確保すべき教員として、従
来の専任教員制度を改める形で基幹教員制度が位置付
けられることとなった。以下、基幹教員制度の概要を
見ていくこととしたい。

2．基幹教員の定義
基幹教員は、「学位プログラムへの責任性」を基軸と

してその要件等が整理・構成されている。学位プログ
ラムとは、大学において、学生に学位を取得させるに
当たり、当該学位のレベルと分野に応じて達成すべき
能力が明示され、それを修得させるように体系的に設
計された教育プログラムのことを指し、大学教育にお
ける基本的な単位ということができる。従前も、少な
くとも運用上は、専任教員は学位プログラムに責任を
有する立場にあることが実質的に求められていたとも
言えるが、基幹教員制度においては、学位プログラム
への責任性を大学設置基準上の具体的な要件として明
確化することとし、基幹教員は「教育課程の編成その
他の学部の運営について責任を担う教員（助手を除
く。）」であって、「当該学部の教育課程に係る主要授業
科目を担当するもの（専ら当該大学の教育研究に従事
するものに限る。）」又は「1年につき8単位以上の当該
学部の教育課程に係る授業科目を担当するもの」とし
て定義された。

3．教育課程の編成等への責任に係る要件
「教育課程の編成その他の学部の運営について責任

を担う教員」とは、具体的には、各大学等が設置する
教授会や教務委員会等の、教育課程の編成や学生の入

学、卒業及び課程の修了、学位の授与等についての審
議を行う会議に、構成員として直接的かつ実質的に参
画する教員と解しており、全ての基幹教員には、学位
プログラムへの責任性を有する教員として、関係会議
の構成員となることを通じ教育課程の編成等にコミッ
トすることを明確に求めた。したがって、「教授会や
教務委員会」は例示であり、教授会と教務委員会の両
方に出席する必要はなく、いずれか一の会議体に構成
員として参画する場合も基幹教員の要件を充足するこ
ととなるほか、教授会や教務委員会といった会議その
ものには当たらない、これらの会議の下部に置かれた
会議に参画する場合であっても、上に掲げた事項の審
議を行う会議であれば「教育課程の編成その他の学部
の運営について責任を担う教員」と認め得る。

ただし、仮に当該会議の議事に意見を述べる体制が
整えられていたとしても、これらの会議に直接的かつ
実質的に参画する構成員とはならない場合は、学位プ
ログラムへの責任性は認め難いと考えられ、本要件を
充足するとは言えない。基幹教員の要件を形式的に充
足することのみを目的として、教育課程の編成等につ
いての審議を行う会議への参画実態がないにもかかわ
らず形式的に当該会議の構成員に加えたり、当該審議
に実質上は関与しない会議を設けたりする場合も、同
様である。

4．授業科目の担当に係る要件
基幹教員の学位プログラムへの責任性の判定に際

し、教育課程の編成等への責任に係る要件に加え、授
業科目の担当に係る要件を設けている。この要件は、
基幹教員が「専ら当該大学の教育研究に従事する者」に
当たるか否かで、内容が異なってくる。ここで、「専
ら当該大学の教育研究に従事する者」とは、一の大学
でフルタイム雇用されている者（事業主と期間の定め
のない労働契約を締結しているフルタイム労働者（当
該フルタイム労働者と1週間の所定労働時間が同じ有
期雇用労働者を含む。））であって、月額報酬20万円以
上かつ当該大学以外の業務の従事日数が週3日未満で
あること等を満たす者を想定している。

専ら当該大学の教育研究に従事する者であれば、当
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該学部の教育課程における主要授業科目を担当してい
れば、この要件を満たしたこととなる。単位数に係る
要件は特段定められていないので、年間で主要授業科
目を最低1科目以上担当することで足りる。「主要授
業科目」とは、学生に学位を取得させるに当たり、当
該学位のレベルと分野に応じて達成すべき能力を育成
するために必要な科目群であり、各授業科目のうちい
ずれが主要授業科目に当たるかは、授業科目と3つの
ポリシーとの関係等を踏まえ、各大学で判断すること
になる（4）。

専ら当該大学の教育研究に従事する者でなければ、
当該学部の教育課程における年間8単位以上の授業科
目を担当することが求められる。「年間8単位以上」の
単位数の計算に当たっては、複数の教員が分担するオ
ムニバス方式による場合や複数の教員が共同で担当す
る場合は、当該授業科目の授業における担当の割合を
乗じることになる（5）ほか、同一の授業科目であって
も、異なる開講時間で実施される別クラスを担当する
場合、それぞれの単位数を合算して8単位以上（例え
ば、2単位の授業科目を4クラス担当するような場合）
となるのであれば、基幹教員に係る単位数の要件は満
たしたものとして取り扱える一方で、複数の学部等で
共通して開講されている授業科目で、各学部等で授業
科目の名称や位置付けが異なっていたとしても、同一
の教員により、同一の内容及び開講時間で実施される
授業であれば、「8単位以上」に算入できるのはいずれ
か1つの学部等に限られることになるため、留意が必
要である。

授業科目の担当に係る要件により、授業を全く担当
していない場合には基幹教員となることはできない
が、学部等の運営を中心的に担っていることに伴い担
当授業科目が少ない場合も含め、従前の専任教員の多
くが、基幹教員の要件を充足することとなると考えら
れる。なお、基幹教員の要件を満たす教員は、教授、
准教授、助教及び講師の職位の別や、任期の有無、い
わゆる常勤か非常勤かといった雇用形態の別、必要最
低教員数に含まれるか否かを問わず、基幹教員として
取り扱う必要がある。

5．複数の大学・学部における算入
Ⅰ．において確認したとおり、従前の専任教員につ

いては「一の大学に限り、専任教員となるものとする」
とされていた。一方で、複数の大学・学部において学
位プログラムの編成・運営に責任を担っており、その
いずれにおいても専任教員として取り扱い得るにもか
かわらず、いずれかの大学・学部でしか専任教員とは
なれなかったことから、勤務実態と実際の処遇に齟齬
が生じている例があるとの指摘がある。また、本務先
として民間企業に所属しながら、クロスアポイントメ
ント制度を活用して大学教員としても勤務している者
が、専任教員に相当する勤務実態を有していたとして
も、専任教員は「専ら…大学における教育研究に従事
するものとする」とされているのみであったため、こ
のような者を専任教員として取り扱うことに大学側で
疑義を生じていたことも考えられる。

こうした大学教員の勤務に係る実態も踏まえつつ、
基幹教員制度においては、一の大学に限りなるものと
されていた専任教員制度の考え方を転換し、必要最低
教員数の4分の1の範囲内に限り、複数の大学・学部で
要件を満たす基幹教員を算入することも可能とした。
これにより、教員が十分に養成されていない成長分野
等における民間企業からの実務家教員の登用や、複数
大学等でのクロスアポイントメント等による人材確保
が特に期待されるところである。

複数大学等における兼務については、審議まとめに
おいて「教育研究の質の低下を招かないよう、学内及
び学外での兼務の際の取扱いやその際の条件について
は制度化に当たり留意」する必要があるとされていた

（p.15）ところであるが、例えば、兼任の教員が大半を
占めるような場合には、それらの教員が学生一人当た
りの教育に割くエフォートが低下し、結果として教育
の質の低下を生じかねない。こうしたことから、必要
最低教員数のうち、複数大学等において兼務する基幹
教員はその4分の1の範囲内に限るものとし、4分の3
以上は「専ら当該大学の教育研究に従事する」基幹教員
とすることとしている。このことと同様に、教育研究
の質確保の観点から、「専ら当該大学の教育研究に従
事する」との要件は、学部等を単位とするのではなく、
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大学等を単位として適用する必要があり、例えば、同
一の大学等において、一の学部等で「専ら当該大学の
教育研究に従事する」基幹教員として取り扱う場合、他
の学部等で同様に当該学部等における必要最低教員数
に算入可能な基幹教員として取り扱うことは認められ
ない。したがって、ある教員を、同一の大学等の複数
の学部等において基幹教員として取り扱おうとする場
合には、それぞれの学部等の必要最低教員数の4分の
1の範囲内に限られる「専ら当該大学の教育研究に従事
する」以外の基幹教員として算入することとなる。い
ずれにせよ、必要最低教員数が適切に算出されている
ことを担保する観点からは、大学等において、専ら当
該大学の教育研究に従事する基幹教員と、それ以外の
基幹教員の別について把握しておくことが求められる。

なお、複数の大学・学部で基幹教員となるに当たり、
兼務する大学等の数を一律に制限しているものではな
いが、個々の教員がそれぞれの勤務先で適切な教育研
究活動を行い得るよう、各大学等で当該教員の他大学
等における教育研究活動の状況に係る情報を得るよう
にするなどして、エフォートの管理に留意することが
必要である。

6．基幹教員に係る情報公表と経過措置等
学校教育法施行規則第172条の2の規定に基づき、

大学等においては、教員に係る情報についても公表す
ることとされており、基幹教員制度を適用した場合
も、引き続き適切に対応することが必要となる。公表
することが考えられる事項としては、例えば、基幹教
員の数（専ら当該大学の教育研究に従事する基幹教員
数と、それ以外の基幹教員数の別を含む。）、各基幹教
員が有する学位、教育研究等の業績、教育課程の編成
その他の学部の運営への参画の状況、主要授業科目の
担当の有無や単位数といった担当授業科目に係る状況
等が考えられる。

基幹教員制度の適用時期に関して、いわゆる経過措
置として、今回の改正時に既に設置されている大学等
は、従前の専任教員制度によることができることとし
ている。これには特段の期限は設けられておらず、大
学等の準備が整った任意の時期から、基幹教員制度を

適用することも可能としている。
他方、今回の改正以降に行う大学等の設置や学部・

学科等の設置等は、基幹教員制度の適用を伴って行わ
れることになる。すなわち、令和6年度に行おうとす
る設置等の認可の申請や届出については、改正前の専
任教員制度を適用するか、基幹教員制度を適用する
か、大学等が選択することとなり、令和7年度以降に
行おうとする設置等の認可の申請や届出については、
例外なく基幹教員制度を適用することとなる。

基幹教員制度の適用に当たっては、大学等の任意の
時期にこれを行う場合、設置等の認可の申請や届出を
契機としてこれを行う場合のいずれであっても、大学
等の一部の学部等に限っての適用は認められず、十分
な準備期間の設定と全学的な入念な確認を経た上で、
必ず、大学等の全部の学部等において一斉に適用する
ことが必要である。

なお、今回の改正では、大学院設置基準及び専門職
大学院設置基準においては基幹教員に係る改正はなさ
れておらず、従前の取扱いから変更はないことから、
仮に、令和7年度に大学院や研究科等を開設すること
となった場合に、それと同時に、同一の大学の既存の
学部等に基幹教員制度を適用することが求められるも
のではない。

おわりに

最後に、改めて基幹教員制度の趣旨を確認しておき
たい。基幹教員制度では、まず、大学教育の基本的な
単位である学位プログラムの編成、実施や改善等を担
う教員の責任性の明確化を図る観点から、その要件を
大学設置基準上に具体的に定めた。このことを踏ま
え、基幹教員制度の適用後の大学における教員の確保
に当たっては、学位プログラムに対する責任性の観点
から整理された客観的な基準を参照した上で、これを
行うこととなる。他方、基幹教員には「専ら当該大学
の教育研究に従事する」ことは要件として必ずしも求
めないこととし、複数の大学等で基幹教員として勤務
することも可能としている。これにより、教員が十分
に養成されていない成長分野等における実務家教員の
登用や、クロスアポイントメント等による人材確保が



− 88 −

大学評価研究　第 22 号　2023 年 10 月

特に期待され、学内外を通じた教員配置をより機動的
に行い得るようになることで、社会の要請等に対応し
た、柔軟な学位プログラムの編成・実施も可能となる
ものである。

【注】
（１）	文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正に

つ い て 」、https://www.mext.go.jp/a_menu/
koutou/daigaku/04052801/index_00001.htm、最
終アクセス日	令和5年5月8日、本稿の内容も、
一部で表現の変更等は行っているものの、これら
の資料の記載に基づいていること、また、基幹教
員制度については大学、専門職大学、短期大学、
専門職短期大学及び高等専門学校に導入されて
いるが、本文中においては便宜上、大学につい
てのみ言及することをあらかじめ断っておく。

（２）	文部省大学学術局大学課「大学設置基準とその解
説」『大学資料』第5号、1957年、p.14

（３）	文部科学省「中央教育審議会大学分科会（第168
回）【資料2-2】基幹教員に関する説明資料」、https://

www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20220622-
mxt_koutou01-000023517_5.pdf、最終アクセス日
令和5年5月8日

（４）	大学設置基準では、授業科目は必修科目、選択
科目及び自由科目に分けて教育課程を編成するこ
ととされていることも踏まえ、教育課程上のこれ
らの区分別の科目の位置付けも勘案して、主要授
業科目に当たるかを判断することが必要となる。

（５）	例えば、2単位・全15回の授業において、3名の
教員が5回ずつ授業を行う場合、1名の教員当た
りの単位数は0.7単位（小数第二位を四捨五入）と
なる。

【参考文献】
一色潤貴「令和4年度大学設置基準等の改正等につい

て－学修者本位の大学教育の実現について－」『IDE	
現代の高等教育』No.645、2022年、pp.56-59

海老洋太「令和4年度大学設置基準改正のポイント－
改正の理念的基礎から見た主要事項の概観－」『IDE	
現代の高等教育』No.652、2023年、pp.54-57
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はじめに

「学修者本位の大学教育の実現」を目的として、2022
年10月に大学設置基準が改正された。改正大学設置
基準では、「専任教員」という文言が消え、「基幹教員」
という新たなカテゴリーの教員が誕生することとなっ
た。今回の「評価を行うなかや大学基準等の議論のな
かで扱ってきた教員や教員組織に関わる問題」をテー
マにという執筆依頼に対し、力不足を自覚しつつ、本
稿では、認証評価制度が導入されて以降、大学基準協
会（以下「本協会」という。）が、大学教員をどのような
視点で評価してきたのか、また、今回の改正により、
今後注目すべき点や本協会の評価の展望を述べること
とする。なお、本稿に示す見解は、すべて筆者個人の
考えに基づくものであり、所属する組織を代表するも
のではないことをあらかじめお断わりする。

1．大学基準で示された教員・教員組織のあり方
まず、認証評価制度が導入された第1期（2004年度

から2010年度）の大学基準をベースに、第2期（2011
年度から2017年度）、第3期（2018年度から2024年度）
の改定箇所、さらに、2025年度から始まる第4期の大
学基準案を比較し、これまで本協会が教員・教員組織

のあり方について、どのように定義してきたのか見て
いきたい。

第1期から第2期への大学基準の大きな改定ポイン
トは、評価基準、評価指標のスリム化を図り、内部質
保証システムの構築を促した点であろう。その中で、
教員組織に関する評価の主な変更点は4点である。1
点目は、基準項目が「教員組織」から「教員・教員組織」
となり、個々の教員の資質向上を図るためのファカル
ティ・ディベロップメント（FD）活動の実施を求めた
こと。2点目は、基準の定義において、その大学の

「理念・目的を実現するため」とし、大学への意識改革
を促すため、大学としての「教員像や教員組織の編制
方針」を示すよう求めたこと。3点目は、教員の役割
分担の下、組織的な連携を求め、教育研究に係る責任
の所在を明確にするよう求めたこと。4点目は、第1
期では「点検・評価項目」の一つであった教員の年齢構
成を基準の解説に組み入れたこと。こうした改定点
は、第1期の基準と比較し、基準の解説部分で大学に
求める教員組織の理想をより明確に示したといえるだ
ろう。

次に、第2期から第3期の大学基準全体の改定ポイン
トは、内部質保証システムの「構築」から「有効性」に
向けてより大学における質保証活動を推進させるとと
もに、評価する側は、質保証活動が適切かつ有効に実
施しているかを評価することを目指した点であろう。

第3期における「教育・教員組織」に関する主な変更
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点は5点である。まず、大学の理念・目的に基づく教
員組織の編制という概念への意識を向上させるため、
基準本文において、「自ら掲げる」理念・目的と明示し、
そのうえで第2期では、解説にのみ示していた教員の
資質向上に関して基準本文に加えたこと。2点目は、
教員像や教員組織の編制方針を学位授与方針や教育課
程の編成・実施方針を結びつけるように促したこと。3
点目は、ダイバーシティを考慮し、年齢構成と男女比
だけでなく、教員の国際性を追加し、さらに組織ごと
に「十分な」教員を配置することで、教育及び研究の成
果を上げることを求めたこと。4点目は、教員の募
集、採用、昇任等にあたっては、選考に関して透明性
や公正性を図るため、明文化された基準や手続きに
沿って実施することを求めたこと。5点目として、
FD活動について、組織的かつ多面的な取り組みを求
めるだけではなく、教育活動のほか、研究活動や社会
貢献活動等の教員に必要な諸活動に係る資質向上を実
施することを求め、さらにこれらの取り組みが教員の
教育能力を向上させ、学習成果の分析を踏まえた教育
課程の開発や改善に結びつくことを求めたことがあげ
られる。

そして、2025年度からの第4期の大学基準はどのよう
に変わっていくのか。パブリック・コメント時に示さ
れた基本的な方向性として、次の6点が挙げられた（1）。

1．	学習成果を基軸に据えた内部質保証の重視とそ
の実質性を問う評価

2．	大学の取り組みの有効性・達成度を重視する評
価

3．オンライン教育の動向を踏まえた評価
4．学生の意見を取り入れた評価
5．特色ある取り組みの評価
6．効果的・効率的な評価の実施

基準2「内部質保証」の解説部分では、教学マネジメ
ントに関する内容を加え、学生の学習実態や学習上の
成果に関する情報の公表の重要性を訴え、内部質保証
システムの機能性を求めている。基準6「教員・教員組
織」については、まず、本文において、「学習成果の達
成につながる教育の実現」及び「大学として目指す研究

上の成果につながる」教員組織の整備を求めている。
次に、解説部分でも、教育を担うにふさわしい教員を
置くことを求めるとともに、今回の大学設置基準改正
で示された「教育研究実施組織」に関連し、教員と職員
の役割分担、責任の明確化と協働・連携することを求
めている。また、教育研究活動を安定的に遂行するた
めの教員人事の適切性を求める一文が追加されてお
り、FDについても、教育の充実と学生の学習成果の
向上につなげる活動であることが明示されている。

2．評価結果からみる教員・教員組織の現状
本章では、実際に本協会が出した評価結果から、大

学の教員・教員組織に関してどのような改善を大学に
求めてきたのか、見ていきたい。

（1）第1期大学評価（2004年度〜2010年度）
第1期の基準は15の基準から構成されており、その

うちの一つが「教員組織」に関する基準であった。第1
期では、「大学は、教育研究を行うために、適切な教
員組織を整備しなければいけない。」とし、教員「組織」
に焦点をあてていた。また、大学が自己点検・評価を
行う際の「点検・評価項目」として、次の項目をあげて
いた。

　教員組織

A群（大学もしくは学部・学科・大学院研究科が具
備することが必須不可欠であるもの）

・	学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種
類・性格、学生数との関係における当該学部の教
育組織の適切性

・主要な授業科目への専任教員の配置状況

・教員組織における専任、兼任の比率の適切性

・教員組織の年齢構成の適切性

B群（必須不可欠とは言えないまでも具備すること
が高度に望まれるもの）

・	教育課程編成の目的を具体的に実現するための教
員間における連絡調整の状況とその妥当性
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表1　 大学基準の教員・教員組織に関する基準の改定状況（大学評価ハンドブック掲載の大学基準及びパブリック・
コメント時に公表された大学基準案に基づき、筆者作成。）（下線分改定箇所）
第1期（2004年度〜2010年度） 第2期（2011年度〜2017年度） 第3期（2018年度〜2024年度） 第4期（2025年度〜）

［教員組織］
8　大学は、教育研究を行うために、
適切な教員組織を整備しなければな
らない。

［教員・教員組織］
3　大学は、その理念・目的を実現す
るために、求める教員像や教員組織
の編制方針を明確にし、それに基づ
く教員組織を整備しなければならな
い。

［教員・教員組織］
6　大学は、自ら掲げる理念・目的を
実現するために、求める教員像や教
員組織の編制方針を明確にし、それ
に基づく教員組織を適切に整備する
とともに、絶えず教員の資質向上に
取り組まなければならない。

［教員・教員組織］
6　大学は、自ら掲げる理念・目的を実
現するために、求める教員像や教員
組織の編制方針を明確にし、学習成
果の達成につながる教育の実現や大
学として目指す研究上の成果につなが
る教員組織を適切に整備しなければ
ならない。また、絶えず教員の資質向
上に取り組まなければならない。

8　教員組織について
　大学は、学部・研究科等の教育課
程、学生収容定員等に応じた教育研
究上必要な規模の教員組織を設ける
とともに、組織ごとに十分な教員を
配置し、教育と研究の成果を十分に
収めることに配慮する必要がある。
　また大学は、教員の募集、任免、
昇任を適切に行うとともに、その地
位の保障にも十分な配慮をする必要
がある。教員の採用に際しては、広
く国内外に人材を求め人事の活性化
を図るとともに、明文化された基準
と手続に従い、公正かつ適切な方法
で採用を行わなければならない。そ
の際、大学は高度の教育機関である
とともに、学術研究の中心機関でも
ある点を考慮し、人格、教育研究指
導上の能力、教育業績、研究業績、
学界および社会における活動実績等
に留意して、候補者を選考する必要
がある。また、男女共同参画社会の
実現に向けて、教員の適正な男女比
構成にも配慮することが重要である。

3　教員・教員組織について
　大学は、大学として求める教員像
や教員組織の編制の方針を明確に定
め、学部・研究科等の教育課程、学生
収容定員等に応じた教育研究上必要
な規模の教員組織を設けるとともに、
組織ごとに十分な教員を配置し、教
育と研究の成果を上げる必要がある。
また、大学は、教員の適切な役割分
担の下で、組織的な連携体制を確保
し教育研究に係る責任の所在が明確
になるよう教員組織を編制する必要
がある。
　大学は、教員の募集、採用、昇任
等を適切に行うとともに、その地位
の保障にも十分に配慮する必要があ
る。教員の採用に際しては、広く国
内外に人材を求める等人事の活性化
を図るとともに、明文化された基準
と手続きに従い、公正かつ適切な方
法で採用を行わなければならない。
その際、大学は高度の教育機関であ
るとともに、学術研究の中心機関で
もある点を考慮し、人格、教育研究
指導上の能力、教育業績、研究業績、
学界および社会における活動実績等
に留意して、候補者を選考する必要
がある。また、特定の範囲の年齢に
偏ることのないよう教員の年齢構成
に留意するとともに、男女共同参画
社会の実現に向けて教員の適正な男
女比構成にも配慮することが重要で
ある。
　大学は、教員の資質向上を図るた
めに、組織的に、また、多面的に必
要な措置を講じなければならない。

6　教員・教員組織について
　大学は、その理念・目的を実現する
ために、学位授与方針、教育課程の
編成・実施方針を踏まえて、大学とし
て求める教員像や各学部、研究科等
の教員組織を編制するための方針を
定め、その方針に沿って、学部、研
究科等の教育課程、学生収容定員等
に応じた教育研究上必要な規模の教
員組織を設けなければならない。そ
の際、教員の年齢構成に配慮すると
ともに、教員の国際性、男女比など
教育研究上の必要性を踏まえた教員
構成に配慮しながら、組織ごとに十
分な教員を配置し、教育と研究の成
果を上げる必要がある。さらに、大
学は、教員の適切な役割分担のもと
で組織的な連携体制を確保し、教育
研究に係る責任の所在が明確になる
よう教員組織を編制しなければなら
ない。
　大学は、教員の募集、採用、昇任
等を明文化された基準及び手続に従
い公正かつ適切な方法で行うととも
に、その地位の保障にも十分に配慮
する必要がある。教員の募集、採用
にあたっては、広く国内外に人材を
求める等人事の活性化を図ることが
必要である。その際、大学は高度の
教育機関であるとともに、学術研究
の中心機関でもある点を考慮し、人
格、教育研究指導上の能力、教育業
績、研究業績、学界や社会における
活動実績等に留意して、候補者を選
考しなければならない。
　大学は、教員の資質向上を図るた
めに、組織的かつ多面的にファカル
ティ・ディベロップメント（FD）活動
に取り組まなければならない。この
FD活動を通じて、教員の教育能力
の向上、学習成果の分析を踏まえた
教育課程の開発及び改善、教育効果
を高める授業方法の改善等を図る必
要がある。また、教育のみならず、
教員の研究活動の活性化を図る取り
組みや、社会貢献等の教員に求めら
れる諸活動についてその資質向上を
図る取り組みも必要である。このほ
か大学は、教育活動、研究活動、社
会活動等に関する教員の業績を評価
し、それらの活動の活性化を図らな
ければならない。
　大学は、教員組織の適切性につい
て定期的に点検・評価し、その結果を
改善・向上に結びつける必要がある。

6　教員・教員組織について
　大学は、その理念・目的を実現する
ために、学位授与方針、教育課程の
編成・実施方針を踏まえて、大学とし
て求める教員像や各学部、研究科等
の教員組織を編制するための方針を
定め、その方針に沿って、学部、研
究科等の教育課程、学生収容定員等
に応じた教育研究上必要かつ十分な
規模の教員組織を設け、大学教育を
担うにふさわしい教員を置くことに
よって、学習成果の達成につながる
教育の実現や大学として目指す研究
上の成果につなげていかなければな
らない。また、教員は職員と役割分
担し、それぞれの責任を明確にしな
がら協働・連携することで、組織的か
つ効果的な教育研究活動の実現を図
らなければならない。
　教育研究活動を安定的に遂行でき
るよう、大学は教員人事を適切に行
わなければならない。そのため、教
員の募集、採用、昇任等においては、
明文化された基準及び手続に従い公
正かつ適切な方法で行うとともに、
その地位の保障にも十分に配慮する
必要がある。また、教員の募集、採
用にあたっては、広く国内外に人材
を求める等人事の活性化を図ること
が必要である。その際、大学が高度
の教育機関であるとともに、学術研
究の中心機関でもある点を考慮し、
人格、教育研究指導上の能力、教育
業績、研究業績、学界や社会におけ
る活動実績等に留意して、候補者を
選考しなければならない。このほか、
特定の範囲の年齢に偏ることのない
よう教員の年齢構成に配慮すること
や、性別等の多様性に留意しながら
教員人事を行っていくことが必要で
ある。
　大学は、教員の資質向上を図るた
めに、組織的かつ多面的にファカル
ティ・ディベロップメント（FD）活動
等に取り組まなければならない。こ
の活動を通じて、教員の教育能力の
向上、学習成果の分析を踏まえた教
育課程の開発及び改善、教育効果を
高める授業方法の改善等を図り、教
育の充実と学生の学習成果の向上に
つなげる必要がある。また、教育の
みならず、教員の研究活動の活性化
を図る取り組みや、社会貢献等の教
員に求められる諸活動についてその
資質向上を図る取り組みも必要であ
る。このほか大学は、教育活動、研
究活動、社会活動等に関する教員の
業績を評価し、それらの活動の活性
化を図らなければならない。
　大学は、教員組織の適切性につい
て定期的に点検・評価し、その結果を
改善・向上に結びつける必要がある。
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C群（具備することが一応望ましいとは言え「点検・
評価項目」として採用するかどうかの判断を当該大
学・学部・大学院研究科の裁量にゆだねることが適

当であるもの）

・教員組織における社会人の受け入れ状況

・教員組織における外国人研究者の受け入れ状況

・教員組織における女性教員の占める割合

本協会は、認証評価制度が導入された2004年度か
ら2006年度の3年間は、加盟判定審査と相互評価の2
本立てで評価を行い、2007年度より、これらの評価
を一本化して大学評価（機関別認証評価）として実施し
た。第1期では、324大学の評価を行い、基準8「教員
組織」で、「改善」あるいは「必ず改善」するように指摘
された大学は21大学、「助言」あるいは「一層の努力」
が必要と指摘された大学は237大学であった（2）。その
指摘内容をみると、大学設置基準や大学院設置基準上
必要な専任教員数や教授数、研究指導教員数、研究指
導補助教員数を満たしておらず、法令遵守に問題があ
るケースや大学院における研究指導担当教員に対する
論文作成指導能力に関する審査の実施や研究指導の有
無に関する明確な審査基準の整備を求めるケースなど
が「勧告」として指摘されていた。また、「助言」「一層
の努力」としては、以下のような指摘が見られた。
・専任教員一人あたりの学生数が多い
・	専任教員の年齢構成においてある年齢層に偏りが見

られる
・全開設授業科目に占める専任教員の担当比率が低い
・専任教員の担当授業時間数に偏りがみられる
・研究費の条件が規程上不明である
・教員の任命、昇格の基準が具体的に示されていない
・	学生や教員の教育・研究をサポートするための人的

資源が不足している等
よって、第1期では、評価を受けた大学の約7割が

「教員組織」の基準において、改善すべき点があるとし
て指摘を受けていたことが明らかとなった。

（2）第2期大学評価（2011年度〜2017年度）
第2期の評価システムを構築する基本方針として、

①自主・自律を掲げる大学にとって、評価とは「され
るもの」ではなく、自らの意思で「行うもの」であると
いう意識の定着を図る、②自己点検・評価の質を向上
させ、自らの判断と責任において評価結果を改革・改
善につなげる内部質保証システムの構築を支援する、
③多岐に亘って設定されてきた従来の評価基準及び評
価項目数を大幅に削減することで、大学にとっても評
価機関にとっても、評価に係る負担を可能な限り軽減
できるようにする、ことが掲げられた（3）。第2期にお
いて、本協会は、わが国の評価機関では最も早く「内
部質保証システム」の構築を大学に求め、大学自身が
自分たちの教育研究等の質を保証し、説明責任を果た
すことの重要性への理解を求めた。また、評価項目を
123から45、評価の視点も259から108に削減し、削
除された評価の視点は、各大学が自己点検・評価する
際の参考例として示すこととなった。実際の評価結果
からは、基本方針に掲げた大学の意識改革、すなわち
内部質保証システムの構築・定着に多くの大学が苦労
し、必ずしも本協会が意図した目標には近づけなかっ
たと言えるだろう。

第2期の大学基準では、教員組織に関する基準が
「教員・教員組織」に改定された。基準3「教員・教員
組織」として、「大学は、その理念・目的を実現するた
めに、求める教員像や教員組織の編制方針を明確に
し、それに基づく教員組織を整備しなければならな
い」と定め、これは、教員組織全体だけでなく、個々
の教員の資質向上も重要であることから、変更するこ
ととなった。「教員・教員組織」で改善を求められた大
学は54大学（第2期において、本協会の評価を受けた
大学は合計308大学）であった。その内容を指摘区分
ごとに見ていくと、「改善勧告」では、第1期と同様
に、大学設置基準や大学院設置基準で求められる専任
教員数や教授数の不足、大学院における研究指導補助
教員数の不足が指摘されている。これらに関し、第2
期においても、最低基準である各設置基準を満たして
いない大学が27大学もあった。また、「努力課題」で
は、以下のような指摘が見られた。
・特定の年齢層（特に60歳以上の教員）の割合が高い
・教員の選考や昇任に関する規程や基準の未整備
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・職位ごとの資格基準の未整備
・	教員の資質向上を図るための組織的な取り組みの活

性化を求めること等

（3）第3期大学評価（2018年度〜現在）
認証評価制度導入から15年が経過し、国の政策文

書等でも内部質保証及び説明責任の重要性が度々強調
されはじめ、さすがに大学関係者の理解が進んだであ
ろうと本協会関係者は期待したはずである。しかし、
第3期においても、内部質保証システムの適切性を真
に評価することは困難な状況にある。その理由は後述
するが、内部質保証システムの体制や関連規程の整備
等の評価が多くならざるを得ない状況にある。

また、教員組織に関しては、今もなお、設置基準を
満たしていない大学が皆無ではない。2018年度から
2022年度までの評価結果において、基準6「教員・教員
組織」に関し、教員不足による「是正勧告」を付したの
は2大学となっている。この数だけを見ると限られた
ケースと思われるが、基準6「教員・教員組織」の概評
にて評価前年度を含め、過去に不足が生じていた旨が
記述されている事例は、2018年度には8件、2019年度
には 5 件、2020 年度には 7 件、2021 年度には 10 件、
2022年度には9件が該当している（4）。専任教員数等の
設置基準上必要数の充足については、突発的事項によ
りやむを得ず不足が生じることもあるが、本来は基準
数を充足しない年度がないよう、教員組織の編制をマ
ネジメントしていくことが必要である。さらに、仮に
大学や学部・研究科を設置する際に、設置基準上必要
な教員数を満たしていない場合には、設置審査で認可
を得ることはできないため、認証評価の役割の一つで
ある設置時からの質の維持が出来ているかの確認の観
点からも看過できない事態である。このような事態が
生じないように管理することも大学の質保証の取り組
みの一端ともいえるが、残念なことに第3期に入って
も上記のような状況となっている。なお、「改善課題」
で指摘された事項には、以下のような指摘が見られる。
・	FDにおいて、教育改善以外の研究活動や社会貢献

活動等に必要な教員の資質向上を図る取り組みが不
十分

・	大学院教育に関するテーマを扱ったFD、あるいは
研究科・専攻・課程ごとでのFDが行われていない

ここで本項目の冒頭にて述べた内部質保証の機能性
を真に評価することに関し、現状と課題を整理した
い。2018年度より第3期を開始し、内部質保証の機能
性を重視した評価を行うとともに、そのために学習成
果の把握・評価の手法・指標等の開発・実践を求める
評価を行っている。大学基準の基準2「内部質保証」で
は、「内部質保証の方針・手続の明示」「内部質保証体
制の整備」「内部質保証システムの機能」「情報公開・説
明責任」「内部質保証システムの適切性の点検・評価」
の5つに大別した点検・評価項目を設けている。第3期
の方向性に照らせば3つ目の「内部質保証システムの
機能」が最重要ポイントになるが、2022年度の大学評
価結果において、基準2「内部質保証」では4割強の大
学に改善課題が付されている。その指摘の多くは、内
部質保証体制における各種会議体の役割分担・連携が
不明確である、内部質保証の推進に責任を負う組織に
よる適切なマネジメントが行われていないというもの
である。すなわち、真に教育の質保証ができているか
という観点の前に、教育の質を保証するための恒常
的・継続的プロセスが適切に構築できていないという
課題が横たわっており、現状ではそれを超えられてい
ない大学も多いため、第三者が質保証のメカニズムの
機能性を評価するに至らないという課題がある。

一方で、評価においても、アウトカム評価を目指し
ている途上であり、方針の整備・方針に基づく体制の
整備を中心にしたプロセス評価の側面が強く、法令事
項や形式的な部分での指摘が多くなる傾向にあるとい
える。教員組織についても、本来は各大学が養成する
人材像にふさわしい教育課程を編成し、その教育課程
を支えるに適した教員組織を編制することが重要であ
り、そのために教員組織の編制方針を明示することを
求めているものの、評価における実際として最低要件
である設置基準上必要な教員数を満たしていない大学
も存在する状況では、教員組織の編制方針に照らした
評価が困難といえる。
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（4）専門職大学院認証評価における教員組織の評価
上記の各項目では機関別認証評価における教員・教

員組織の評価について、各期の取り組みと課題を中心
に述べてきたが、あわせて専門職大学院認証評価を通
じて得られた専任教員に係る問題についても述べてお
きたい。

本協会では、2007年度に法科大学院認証評価を実
施する機関となって以来、順次、評価を行う専門職大
学院の分野を増やしていき、2023年度の時点では、9
分野（法科、経営系、公共政策系、公衆衛生系、知的
財産、グローバル・コミュニケーション系、デジタル
コンテンツ系、広報・情報系、グローバル法務系）の
専門職大学院認証評価を行っている（5）。この専門職大
学院においては、法令において一定割合以上の実務家
教員（専攻分野において5年以上の実務経験及び実務
の能力を有する者）を配置することが義務付けられて
おり、企業等で勤務する者についても、一定の条件を
満たせば専任教員とみなして配置することが可能であ
り（みなし専任教員）、理論と実務の架橋を図ることを
企図している（6）。また、5年以内に1度は専門職大学
院認証評価を受けることが義務付けられており、機関
別認証評価の申請サイクルが7年以内と定められてい
ることに鑑みると、新設した大学の場合、先に専門職
大学院認証評価を受けてから、機関別認証評価を受け
ることになるため、専門職大学院認証評価の結果では
新たな事例や課題の宝庫であり、教員組織における新
たな課題も多数見受けられる。

こうした課題は、専門職大学院認証評価の初期から
認識されており、本協会では2011年度に「経営系専門
職大学院のあり方に対する検討結果報告書―大学基準
協会が実施する経営系専門職大学院認証評価の課題と
その改善方策―」（7）を公表し、わが国の経営系専門職
大学院及びビジネス教育の課題と第2期の経営系専門
職大学院認証評価に向けた取り組みを示している。そ
のなかに、実務家教員に関する課題として、「実務家教
員の役割及び位置づけ」を取り上げ、設置基準におい
て最低割合のみが示されており、上限が設定されてい
ないことから、「各専門職大学院によって、実務家教員
の役割及び位置づけの解釈がさまざまであり、その人

数についても、研究者教員とのバランスに配慮されて
いないケースも見受けられる。」と述べている（8）。また、
評価結果における提言からは、実務家教員のうち一定
範囲内の人数であれば配置できる「みなし専任教員」に
は、年間で担当する授業科目の単位数が定められてい
るものの、それ以外の専任教員にはそうした要件は定
められておらず、実態として実務家教員として配置さ
れている教員の多くが「みなし専任教員」の要件を満た
さない状況であり、実質的には非常勤教員のような勤
め方をしていることが課題として読み取れる（9）。

こうした専門職大学院認証評価の事例からは、実務
家教員のような新たな大学教員の形態が登場したこと
により、大学の専任教員にはどのような要件が求めら
れているのかが曖昧であるという課題が見えてきたの
ではないだろうか。また、別の観点からみると、こう
した教員組織の課題は、専門職大学院認証評価のよう
に分野別にカリキュラムや授業と照らして各教員の業
績等を検証した際に見えてきた課題であり、教育プロ
グラムの質保証の観点から教員組織の適切性を評価し
なければ、真の課題は見えてこないともいえるだろう。

3． 基幹教員制度はこれまでの専任教員に係る問題の
解決となり得るのか

今後の大学評価を考えるにあたり、改正大学設置基
準のポイントの一つである基幹教員制度について、私
見を述べたい。
「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実

について（審議まとめ）」において、大学設置基準・設
置認可審査の改善・充実の方向性が示され、そのなか
の「客観性の確保」「先導性・先進性の確保（柔軟性の
向上）」（10）として新たな大学教員の概念である基幹教
員の導入が提示されている（11）。すなわち、学修者に
とっても社会にとっても、分かりやすい質保証の仕組
みとするために、基幹教員制度が導入されたことにな
る。また、「学位プログラム」は教員のみならず多様な
役割や専門性を持つ職員が連携して実施することが必
要であり、クロスアポイントメント等の多様な働き方
が広がっていることから、これまでの「専任教員」のあ
り方・定義を見直すとされている。
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しかし、制度設計において、複数の大学や学部で基
幹教員となることも可能であり、旧来の1つの大学に
常勤として在籍する教員を専任教員としていた概念と
は全く異なる新たな概念であるため、必ずしも一般に
分かりやすい制度となったとは言えないように思う。
そこで、中央教育審議会大学分科会質保証システム部
会での検討経緯を追いつつ、専任教員に係る問題の解
決として基幹教員制度は有効なのかを考えてみたい。

質保証システム部会での検討概要を見ると、第2回
（2020年7月31日開催）の主な意見概要（12）では、教員
組織における男女教員比（女性教員の積極的な採用）に
ついてのみ示されており、第3回（2020年8月31日開
催）の主な意見概要（13）に「専任教員の柔軟性とクロス
アポイントメントが明確に打ち出されてもよいのでは
ないか」との意見が付されている。このことから、第
10期の質保証システム部会では当初から専任教員の
概念を抜本的な改革が提示されていたわけではないも
のの、クロスアポイントメント等の活用を促す教員組
織については、割と早い段階で意見が提示されていた
ことがわかる。また、同時に教員評価において研究業
績が大きなポイントとなっているが、研究至上主義を
見直していくことも必要であるとの意見が提示されて
いる。この研究業績に比重をおいた取り組みについて
は、その後もいくつか意見が提示され、第10期の意
見として大学教員は研究者であると同時に教育者であ
るため、研究業績だけを教員の業績とすることからの
脱却の必要性が示されている（14）。

その後、第11期の質保証システム部会において、大
学設置基準等に係る論点の1つとして専任教員の「『専
任』の概念」や「『専任教員』の定義」がとりあげられ、
大学設置審査手続きの見直しを除いては、大学設置基
準制定時からの「教員は、一の大学に限り、専任教員
となるものとする。」のみが専任教員の定義であり、専
任教員を判定する基準は必ずしも明確でないことが課
題として提示されている（15）。すなわち、基幹教員制度
が誕生した背景には、①教員組織の柔軟化を図りクロ
スアポイントメント等による人的交流を促す、②専任
教員では明らかにできなかった教員の定義を明らかに
する、という2つの目的があったといえるだろう。前

者の目的については基幹教員制度と直結するものであ
り、その成果はこれからの各大学での取り組みにか
かっているが、後者の目的である「専任教員とはなに
か」の課題解決については疑問が残る。

わが国に存在する多くの大学においては、「専任教
員」の暗黙知の概念が浸透しており、あまり問題にな
らなかった事案であるが、2002年の学校教育法の一部
改正により創設された専門職大学院においては、株式
会社立の大学や企業を母体とする私立大学が参入し、
新たな形態の大学が誕生した。このこと自体は大学の
市場活性化が図られるとともに、理論と実務の架橋教
育のあり方を大学自らが考える契機にもなり、高度専
門職業人教育の発展に寄与するものといえる。一方
で、専門職大学院認証評価の結果を見ると、実務家教
員の課題（16）とともに、専任教員として勤務している
教員であっても、実態としては非常勤教員といえるよ
うな形態での勤務であり、専任教員の多くが大学運営
面での責任が教授会参加を除いては、極めて限定的で
ある旨が指摘されている（17）。こうした第三者評価を
通じて、「大学における専任教員とはなにか」との議論
が起き、授業担当時間や科目数についても法令におい
ては明確な定義がなかったことが課題として明確に
なった。

この点において、今回の改正大学設置基準で定めら
れた基幹教員制度では、教育課程の編成その他の学部
の運営について責任を担う教員（助手を除く。）を基盤
条件とし、条件のひとつに1年につき8単位以上の当
該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものが規
定されたため、担当科目数に関する数値基準が示され
たといえる。また、文部科学省の基幹教員に係るQ＆
A（18）には基幹教員の勤務日数や給与についても想定し
ている具体額を示しているため、いくつかの事項につ
いては基幹教員に関する明確な数値基準を目安として
示している。しかし、この条件を満たさずとも、当該
学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの

（専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る）であ
れば基幹教員となることができる。これについては、
3つのポリシーとの関係等を踏まえて各大学等で判断
するものであり、その際には、大学設置基準では授業
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科目は必修科目、選択科目及び自由科目に分けて教育
課程を編成することとされていることを勘案するよう
にと文部科学省は説明している（19）。おそらく、必修
科目であり、学位授与方針に示した知識・技能・態度
等（学習成果）を修得するうえで重要な科目をイメージ
しているのだろうが、学生のニーズに応じて柔軟な履
修を可能とすることに主眼をおいている教育プログラ
ムでは、必修科目は限定的である場合も多い。また、
専門職大学院認証評価の結果において、実務に必要な
スキルを身につけることに重点を置いた教育を展開し
ており、学問分野に基礎を置かない分野の場合に専門
職大学院自らが教育のコアとなる科目を明確に打ち出
すよう求める指摘がある（20）ことに鑑みると、主要授
業科目がそう簡単に第三者に分かるように明確になる
とは考えにくい。

大学設置基準の改正において、旧基準で専任教員と
定められていた事項が基幹教員に変わったように見受
けられるが、そうではなくわが国の大学の教員の概念
を根本から改めたものであるいえる。すなわち、これ
まで「専任教員」という言葉に含まれていた、大学に常
勤で雇用され教育研究活動に従事する教員という曖昧
模糊とした共有認識を廃止し、大学に居る教員には教
育課程の編成や学部の運営に責任を負い、主要授業科
目を担当する、あるいは1年に8単位以上の授業科目
を担当する教員（基幹教員）とそれ以外の教員の大きく
言えば2区分がある、それは常勤・非常勤などの勤務
形態に因らないというものなのだろう。したがって、
これまでの長い年月で培われた概念を捨てて考えるべ
きなのだろうが、そもそも上記にあげたような課題の
根底にある「専任教員とはなにか」に答える形ではな
く、反対に「大学の教員」の幅が広がり、現段階におい
ては不明というよりも、不安に思う点が多い。

4．機関別認証評価で基幹教員をどう評価するのか
以前、本協会では分野別認証評価と機関別認証評価

のあり方について、「教育課程や教員組織等について
は、分野別認証評価の評価事項とするとともに機関別
認証評価の事項ともする。ただし、分野別認証評価に
おいては、教育内容や教員の科目適合性の評価などよ

り具体的、直接的なアプローチをとるのに対し、後者
では、法令等の最低要件の充足状況のほか、質保証の
ための大学としての営為（例えば、学位授与方針等の
方針の明確性、方針と教育活動等の一貫性、そして組
織的な検証と必要に応じて改善を図る体制・手続の有
無とその実態、適切な情報公表）に着目し、より間接
的なアプローチをとることが適当である」（21）という見
解を示している。また、「機関別認証評価において教
育課程や教員組織等については間接的なアプローチが
とられ、直接的に内容が評価されることはない。」と
し、「ただし、分野別評価の対象とならない一般の学
部・研究科についても、その質保証は求められる。し
たがって、教育プログラムごとの質保証を大学に求
め、その事実の提示を評価の前提とすることで、教育
活動について質保証する認証評価の実質性を担保する
のが適当である。」（22）と述べている。

第3期では、①大学として求める教員像や各学部・
研究科等の教員組織の編制に関する方針を明示してい
るか、②教員組織の編制に関する方針に基づき、教育
研究活動を展開するため適切に教員組織を編制してい
るか、③教員の募集、採用、昇任等を適切に行ってい
るか、④ファカルティ・ディベロップメント（FD）活
動を組織的かつ多面的に実施し、教員の資質向上及び
教員組織の改善・向上につなげているか、⑤教員組織
の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。
また、その結果をもとに改善・向上に向けた取組を
行っているか、の観点から評価を行っている。これら
の観点からもわかると思うが、教員個人の適切性を評
価することはしていない。それは、内部質保証の観点
から大学自身が行うことであるという考えに基づいて
いるからである。

今回の改正大学設置基準や昨今公表された答申や審
議まとめ等を踏まえ、教員が教えたいように教える時
代ではなく、学位プログラムのなかの1つの授業科目
として、どういう内容でどういう方法で授業を行うの
か、「教育に責任をもつ組織」がデザインすることが重
要であり、大学は意識を変えることを改めて求められ
ていると考える。

基幹教員制度を採用する大学では、「基幹教員」をど
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う定義づけているか、学位プログラムを構成する授業
科目のなかで、どれが主要授業科目としているのかを
具体的に説明することが必要であろう。また、指導補
助者を置いている大学では、その役割及び授業科目で
の活用方法のみならず、指導補助者に対する研修の内
容、有効性を説明することも求められるだろう。さら
に、基幹教員は、他学部あるいは他大学でも基幹教員
としてカウントすることができるため、大学では、そ
の確認を行わなければならないほか、大学間のエ
フォート管理が求められるだろう。

機関別認証評価において、個々の基幹教員の適切性
を評価することはないだろうし、直接確認するのは実
質的にも不可能である。すなわち、基幹教員の質（個
人の資質、配置の適切性等）は大学自身で証明するも
のであり、そうしたことも含めて「内部質保証」を恒常
的・継続的に機能させていくこと、説明責任を果たす
ことが必要であることを意味している。

大学設置基準の改正により、各大学の裁量が広がっ
たといえる。これに伴い、大学自身が設計した通りに
運営されていることをどういう方法で確認しているか、
また改善するために定期的に見直しを行い、実際に改
善につながっているかを確認することで、内部質保証
システムが機能しているかを評価するのが、本協会が
目指す大学評価になるだろう。すなわち、機関別認証
評価においては、専任教員であろうと基幹教員であろ
うとその詳細を評価することはせず、その教員が科目
を教えるに相応しいか否かは大学自身が適切な基準及
び方法で判断することを求めており、それが「内部質
保証」の肝である。

個人的には、改正大学設置基準で求められている基
幹教員数や教授数を評価機関が設置基準の別表を見な
がら、確認することからは脱したほうが良いと考え
る。大学設置基準は当然「設置」する際の基準であるも
のであり、これを認証評価で確認しろというのは、正
直違和感がある。最低基準である設置基準を満たして
いない大学は、まずは法令を満たしてから認証評価を
受けるようにしてもらいたいと思うのは叶わぬ夢だろ
うか。法令要件を満たせず、その重要性を理解できな
い大学において、果たして内部質保証が機能している

と言うことはできるのだろうか。

おわりに

内部質保証に重点的に評価することが義務付けら
れ、さらに改正大学設置基準においても、「点検及び
評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究
活動等について不断の見直しを行うことにより、その
水準の向上を図ることに努めなければならない」と明
記された。本協会では、第2期より、内部質保証シス
テムの構築を求め、自己点検・評価が適切に行われ、
改善につながっているかを確認する評価を目指してい
た。しかし、実務を担当した筆者にとって、「改善に
つながっているか」を確認するというよりは、内部質
保証のための組織、規程、手続等の整備状況を確認す
ることが評価の中心になっているのではと危惧する。

今回の大学設置基準の改正を受けて、認証評価機関
の役割が一層重要になると指摘する研究者等が多い。
しかし、わが国の認証評価制度には改善すべき課題が
あり、それはプログラム評価の欠如である。現在、専
門職大学院、専門職大学、専門職短期大学といった特
定の形態で設置されている大学・短期大学・大学院の
みに対し、分野別で認証評価機関による外部評価を受
けることを法令で義務付けている。他方、工学、医学、
歯学、薬学、獣医学、看護学など一部の学問分野にお
いては、任意の評価団体によるプログラム評価が実施
されているが、機関別認証評価と任意のプログラム評
価との関係性が十分に整理されていない。さらに、上
述以外の分野の第三者評価を行う評価機関・団体は存
在していないため、これらの教育プログラムの質は、
大学自身が証明するしかなく、「学修者本位の大学教育
の実現」に向けて解決すべき課題は少なくない。海外
の例を見ると、プログラム評価を受けたのち、機関別
評価を受けるケース（23）や、以前はプログラム評価を
法令で定めていたものの、各プログラムの質が一定程
度に保たれていることが確認できたため、大学の負担
軽減のためプログラム評価を任意とした例（24）もある。

わが国においては、大学が授与する学位の名称は自
由であり、設計当初から学問分野が多すぎることもあ
り、教育プログラムに対する第三者評価の義務化を当
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初は専門職大学院に絞ったため、こうした背景も踏ま
えると、おそらく今後大学に対してプログラム評価を
法令で義務付けることはないだろう。また、評価機関
として活動するには、基準の策定能力、評価を運営す
る評価者・事務局の確保等のコストがかかることから、
数多ある学位ごとの評価基準を策定し、プログラム評
価を実施する評価機関が立ち上がるとは思えない。そ
れゆえに、専門分野別での教育の質は大学自身が保証
するしかなく、こうした側面からも、今後はさらに

「内部質保証」の実質性が問われてくるであろうし、そ
うした流れは必然であると考える。
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営系専門職大学院認証評価の課題とその改善方
策─」（2011年1月28日）3頁にて、専門職大学院
設置基準では概ね5年以上の実務経験を有する実
務家教員は3割（法科大学院では2割、教職大学
院では4割）以上の配置を求めているものの、上
限はないことから、現実にアカデミックな背景を
持たない実務家教員のみで構成されている経営
系専門職大学院があり、理論と実務の架橋教育
を支える教員組織として課題があるとしている。

（17）	2012年度の大学基準協会による経営系専門職大
学院認証評価結果（ビジネス・ブレークスルー大
学大学院経営学研究科グローバリゼーション専攻）
において、当該専攻における「専任教員」に関す
る課題の1つとして指摘している。
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（18）	https://www.mext.go.jp/mext_02034.html#q8	
Q11回答

（19）	https://www.mext.go.jp/mext_02034.html#q8		
Q15回答

（20）	2021年度の大学基準協会による経営系専門職大
学院認証評価結果（事業構想大学院大学事業構想
研究科事業構想専攻）、広報・情報系専門職大学
院認証評価結果（社会情報大学院大学広報・情報
研究科広報・情報専攻）において、教育課程、教
員組織等の多岐にわたる課題の根本として指摘
している。

（21）	大学基準協会「認証評価制度の今後の在り方につ

いて─認証評価の効果的・効率的運用に受けて─
（提案）」（2018年3月16日）

（22）	大学基準協会「認証評価制度の今後の在り方につ
いて─認証評価の効果的・効率的運用に受けて─

（提案）」（2018年3月16日）
（23）	工藤潤、早田幸政、原和世「マレーシアにおける

高等教育質保証─MQAとマレーシア高等教育機
関の訪問調査報告」『大学評価研究』第18号、大学
基準協会、2019年、63〜88頁。

（24）	原和世「台湾における大学評価」『教学マネジメン
トと内部質保証の実質化』、東信堂、2021 年、
277〜302頁。
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位、大学設置基準

はじめに

日本国憲法第23条は、「学問の自由はこれを保障す
る」と定めている。「学問の自由」は、何人にも保障さ
れた権利・自由であるが、学説上、それはとりわけ大
学教員に対して認められたもの、と解されてきた。そ
の所以は、学問の自由と大学の果たす役割は密接不可
分な関係にあるとの理解の下、解釈上、憲法第23条
には「大学の自治」の制度的保障が含意されている、と
いうことにあった。こうした通説的理解を基礎に、
1963年5月の東大ポポロ劇団事件最高裁大法廷判決
は、同規定によって、大学には「伝統的に大学の自治」
が保障されているという前提の下、そこに言う「自治」
とは、人事を基本とする「教授会自治」であること、を
明言した。一方で同判決は、学生の法的地位に関し、
教授会自治の「反射的効果」として、それは大学におけ
る「営造物利用」者としての地位にとどまる、との判断
を示した（最大判昭38.5.22判時335号5頁）（1）。

過去にこうした最高裁大法廷判決が存在し、それに
対する判例変更が最高裁自身の手でなされていないに
もかかわらず、その後の政府の進める大学政策の中で

「大学の自治」に揺らぎが生じ、盤石と信じて疑わな
かった「学部」制度及びこれと一体化したものと見做さ
れてきた「教授会自治」と学部所属教員の性格・地位・
身分にも変化がもたらされていった。

そこで本稿は、国の推進する大学政策とそれに伴う

法制度改正の中で、教員の所属組織を規定づけている
教育ユニットに対する考え方とこれと密接に関連する

「大学教員」の在り方に照準を当て、同課題に係るこれ
までの推移を跡づけながらその検証を試みたい。

1．問題の背景
（1）「学部」制と大学教員の法構造
大学における教育研究上の基本組織、教員の職務及

び教授会の地位・性格に関し学校教育法は、次のよう
な定めを置いている。

同法第85条は「大学には、学部を置くことを常例と
する」と定めるとともに、学部に所属し教学上の営み
を展開する教授、准教授、助教のいずれもが、その

「専攻分野」における教育研究または実務上の知識・能
力等の裏付けの下で「学生を教授し、その研究を指導」
し自らも研究に従事するといった役割を果たすものと
されている（同法第92条）。また大学の必置組織であ
る教授会（第93条1項）は、審議機関として位置づけら
れている。具体的には、教授会は、a）学生の入学、卒
業・課程の修了、b）学位授与、c）その他教育研究上
の重要事項で、「教授会の意見を聴くことが必要なも
のとして学長が定めるもの」について、学長による決
定に際し、意見を述べる（第93条2項）とともに、それ
以外の事項については、学長、学部長や「教授会が置
かれる組織の長」が掌る教育研究事項について審議し、
その求めに応じて意見を述べることができるにとどま
るものとされた（第93条3項）。しかもここに言う「教
授会」の設置単位についても、公定解釈上、学部・研
究科単位でこれを置く必要はなく、全学教授会や学

教育ユニットとしての ｢学位プログラム｣の創造と
｢大学教員｣の変容

寄稿　論文

早　田　幸　政
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科・専攻単位別の教授会、機能別教授会（教育課程編
成委員会等）など、その設置の在り方は多様で、大学
毎に、適切な教授会の設置単位について再点検すべき
ものとされた（平26.8.29文科高第441号通知）（2）。

（2）今日的背景
ここで、今日の大学・学部を取巻く状況に目を向け

ると、学術研究の進展、科学技術の日進月歩の発達
は、学問分野において学際的、学融合的領域やAI、
IoT、データ・サイエンスなどに関わる新たな領域を
生み出している。また「ダイバーシティー（多様性）」
の言葉に表象される多元的な価値観、文化観の尊重が
唱導される中、社会全体の急速なグローバリゼーショ
ンの進展によって、産業構造・社会・経済構造の変動
に加え、人々の意識にも大きな変化をもたらしつつあ
る。そうした領域・構造上の変動や意識変化は、既存
の職種の変容・消滅と新たな職種の誕生など転変する
雇用市場のニーズや職場環境に柔軟に適応し、様々な
社会的価値観を自然に受容できる資質・能力を備えた
人材の育成を我が国大学教育に強く求めている。

また、少子化の影響もあって、大学入学者選抜とい
う「入り口」の管理によって、学生の質の確保が難しく
なった大学に対し、これまで以上に、入学生にどれだ
けの教育上の付加価値を与え、当初の教育目標に適っ
たパフォーマンスを発現し得た学生に「学位」を授与
し、社会に送り出すことができるかが問われている。
のみならず、ここ最近、「『知』の伝承者」としての自覚
を以て「学び」に臨む学生の数が相対的に減少する反
面、「雇用ニーズ」に直対応した教育上の付加価値の醸
成を大学に期待する学生の数が増加し続けており、そ
うした学生の学習ニーズに対応した教育の提供も大学
に求められつつある。

そして、国の財政構造上の赤字解消の見通が立たな
い現状の下、国は、行財政改革の推進に伴う公財政支
出削減政策の一環として、髙等教育への財政支出を削
減する方向で政策を推し進めている。

こうした社会的、経済的状況を含む様々な状況変化
の中で、従来の「学部」制に支えられた大学教員を巡る
現行制度を維持することは極めて困難であり、大学に

おける教員組織に係る一連の制度改正を通じ、今日、
「大学教員の再定義」に関する議論がこれまで以上に活
発化の様相を呈している。

2．教員組織と学部制
（1）教員の所属組織としての「学部」制度の成立
明治期の文部省が1877（明10）年に創設した「東京大

学」に、法学部を含む4つの学部が置かれたのが、「学
部」の用語が用いられた嚆矢である。但しそこに言う

「学部」とは、法学等の専門教育を掌る言わば行政事務
組織上の実施単位（「部局」）の意にとどまっていた。そ
して1886（明19）年の帝国大学令に基づき、新たな装
いで登場した東京大学を構成する法科大学等の6つの

「分科大学」はそれまでの学部とは異なり、組織上の独
立性が認められるとともに、後の「学部長」に当る「分
科大学長」を置いた。この後、1918（大7）年に大学令
が施行され、官・公・私立の大学が制度として承認さ
れる中、「大学ニハ数個ノ学部ヲ置クコトヲ常例トス」

（同令第2条本文）との規定に基づき、各大学に「学部」
が置かれその運営組織として教授会が設けられること
となった（3）。

同組織・体制は、戦後発足の新制大学制度にも継承
され、学校教育法の下で、学部教授会には教員人事権
が保障されるところとなった。こうした法制上の裏付
けを伴う「教授会自治」が、最高裁大法廷判決により、
憲法保障事項とされたことは前述の如くである。

ところで「教授会自治」と相補的関係にあると理解さ
れてきた「講座制」は、1893（明26）年の改正帝国大学
令により正式に制度化され、翌1894年の「帝国大学官
制」により講座に配置される「教授」、「助教授」、「助
手」の3つの大学教員の職名とその各々の職務内容が
定められた（4）。爾後、教授をヒエラルキーの頂点とす
る階層構造としての講座制は、自治的運営が確保され
た。そしてこの仕組は、戦前の帝国大学を構成する

「分科大学」等における人事上の自治として確立され、
時間の経過の中で、大学における独立の教学単位であ
る「学部」の自治と、その運営組織である教授会自治の
中枢的機能を担う単位として定着していった。

同制度は戦後の「新制大学」にも引き継がれたが、
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2002（平14）年の「国立大学の学科及び課程並びに講座
及び学科目に関する省令」の廃止、並びに2006年の大
学設置基準改正に伴う講座・学科目制の例示規定の削
除を経て、法令上の根拠を喪失した。

（2）新制大学下の「学部」の運営体制と教員組織
学校教育法に設置根拠をもつ「学部」について、これ

までの省令・大学設置基準等が適切な「教員組織」を編
制し必要な「教員数」を確保することを求めてきたこと
から分かるように、それは教育研究上の単位であるに
とどまらず、「教員の所属組織」としての法的位置づけ
が付与されてきた。そして学部を枠組として組織され
た教授会が、「教授会自治」の保障の下、様々な教学上
の意思決定に能動的に関与してきた。

もっとも、こうした教授会自治が、大学運営の硬直
性の原由をなしているという批判は新制大学発足直後
から存在していた（大学運営の主体を大学理事会に委
ねることを内容とした1948年の文部省「大学法試案要
綱」や、教授会自治の抜本的修正を迫ることを内容と
した1950年の「第二次米国教育使節団報告書」など）。
そうした流れを受けて国立大学の管理運営体制の改善
を求める諸種の提言が提示された後、1987年の臨時
教育審議会「第三次答申」は、その設置形態を問わず全
ての大学について、意思決定機関、教学上の最高機関
と合議制審議機関の協働と役割分担の必要性を強調し
た。そして、国立大学法人化を控えての最後の国立大
学関係の改正法である1999年の改正国立学校設置法
は、学長権限の強化と教授会・評議会の権限縮減化を
法定化することで、「学部自治」の垣根を越えた全学的
立場から大学の機能を総合的に発揮させることを指向
した（5）。こうした方向性は、教授会の地位・性格を審
議機関としての役割に限定した2014年学校教育法の
改正動向に大きな影響を及ぼすところとなった。

そうした政策上の動向に呼応し、学部単位での「教
授会自治」と密接な関係を保ちながら、戦後「新制大
学」に継承されてきた講座制が廃止されたことは前述
の通りである。

ところで、大学の教員組織におけるシステム上の揺
らぎを誘因した制度上の措置としてここで強調すべき

事象は、1997年の「大学の教員等の任期に関する法
律」に基づく教員任期制の導入である。同制度の目的
は、教員の任期に期限を設け、研究者の大学間移動に
おける流動性確保と多様な人材の受入れを可能とする
ことで、大学における教育研究の活性化とその進展を
図ることにある（第1条）、とされた。

この時期、同制度適用の対象とされた教員は、助教
（旧制度下では「助手」）などの若手教員とされた。しか
しその後、任期制教員の対象は、大学教員の職位・年
齢を問わず拡大の様相を呈していった。

3．学部組織から「学位プログラム」への転換問題
2005（平17）年の中央教育審議会「我が国の高等教育

の将来像（答申）」は、大学の教学組織が学部・学科・
研究科という組織に着目した整理がなされているのを
改め、教育充実の観点から、学部・大学院を通じ「学
位を与える課程（プログラム）中心の考え方」に再整理
していく必要性を訴えた。2008年の「学士課程教育の
構築に向けて（答申）」は、学部・学科等の教学経営が、
学生本位の教育活動の展開を妨げるという実体がある
として、これを是正すべく「学士課程教育」という新た
な概念の構築を提示した。そして2012年の「新たな未
来を築くための大学教育の質的転換に向けて（答申）」
は、「プログラムとしての学士課程教育」という概念が
未定着である現状の打破のため、学位授与方針を具現
化した系統的なカリキュラムを教員の組織的な参画を
得て編成・展開するとともに教育プログラム自体の評
価を行い、これを改善・向上に繋げる体制確立の必要
性を強調した。さらに、2018年の中教審「2040年に向
けた髙等教育のグランドデザイン（答申）」は、前記諸
答申の趣旨の具体的かつ総合的な実現を視野に、a）大
学が自身の判断で機動性を発揮し、学内資源を活用し
学部横断的な教育に取組むことができるよう、「学部、
研究科等の組織の枠を越えた学位プログラム」の設置
を可能とするとともに、b）当該学位プログラムに対
する明確な責任体制の確立がそこで図られるようにす
ることや、c）学部等の専任教員が「学部、研究科等の
組織の枠を越えた学位プログラム」においても専任教
員として教育に従事できるようにすること、を内容と
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する制度改革の方向性を提示した。
現行の学校教育法第85条では、大学には「学部を置

くことを常例とする」と定め、同法の制度下で、学部
が「教員の所属組織」、「学生の所属組織」の両面的性格
を備えることが建前とされている。その一方で、中教
審答申の諸提言に端的に見られるように、学科のみな
らず、学部の垣根を越え、学位授与に連結する教育プ
ログラムを柔軟に運用することにより、社会の人材需
要や学生の「就職ニーズ」、労働市場の「雇用ニーズ」
に適切に対応することが、今、髙等教育機関である大
学に対し強く求められている。こうした人材育成ニー
ズの観点から、教育プログラムとその実施組織・体制
の在り方の抜本的見直しの要請は、大学院教育とその
指導体制に対しても向けられている。

4． 大学の教員の在り方に関する今日的課題─「専任
教員」の再定義の問題を含め─

大学の教員組織及び教員の在り方に対するこれまで
の政策動向や制度上の扱いの改編は、これら制度の実
際の運用の中で、そこに幾つかの課題を惹起させるこ
ととなった。ここでは、そうした課題を4点に集約し
その中身の紹介を行いたい。

第1が、「助教」など若手教員を対象に、任期付教員
が増加傾向にある問題である。

そもそも任期付教員の制度導入の趣旨・目的は、
キャリアパスの初段階に位置づけられる（旧制度下の

「助手」や）助教などの若手教員の流動化を促すことを
通じ、教育研究の活性化を図ることにあった。しかし
ながら、近年の科学技術基本計画の下で、大量の「ポ
ストドクター」が生まれた一方で、公財政支出削減の
余波が国立大学にとどまらず、私立大学まで及んだこ
とで、教員の職位にあるとは言え、地位・身分の不安
定な若手研究者が増加の一途を辿ることとなった（6）。

第2が、上記「第1」の指摘と密接に関わることとし
て、伝統的な「専任教員」の定義をにわかに適用し難
く、「職」の名称、地位・身分・性格や職務内容なども
従来の専任教員とは異なる新たな形態の「教員」が大き
く増えてきている問題である。

国の行財政改革の一環として法人化された国立大学

への運営費交付金は恒常的な縮減傾向にあり、私学助
成金も削減の一途を辿っている。こうした状況の下、
設置形態の如何を問わず、「学長裁量ポスト」並びに期
間の限定された競争的資金を原資とする教育研究プロ
ジェクトが増加する中、それらの枠組の範囲内で、各
プロジェクトの趣旨に順応した期限付教員が雇用され
るケースも少なくない。加えて、「専門大学」という新
たな学校種の出現に表象されるように、現下の社会の
雇用需要に適合した非伝統型の教員を採用するケース
も増えている。こうした教員に対する大学側の雇用需
要に対応し、その名称・職掌はそれぞれ異なるとは言
え、特任教員、特別教員、客員教員、招聘教員などと
呼ばれる種類の教員が増加傾向にある（7）。

これら教員に共通的な特徴を大まかに見ると、a）年
齢層が広範に及んでいること、b）その中でも相対的
に中・高年の年齢層の教員について見ると、各専門分
野の基礎となる領域の実践現場との結びつきが強いこ
と、c）雇用期間・給与等の処遇面において伝統的な専
任教員に比し劣位の立場に置かれる場合が少なくない
こと、などの諸点が挙げられる。

このような多様な種類の教員の増加は、若手を中心
とする教員のキャリア形成を支援するものであるほ
か、学術研究の動向や教育研究上の社会的需要に機敏
に対応させることが目的とされており、そのこと自体
を一律に否定することはできない。しかしながら、少
子化のあおりを受けコスト削減を最優先にするなど

「経営優先」の観点や、目先の「成果」を追求するとい
う観点に立脚し、その運用が希求されることになれ
ば、その大学はもとより我が国大学全体にとっても教
育研究の質の劣化に逢着する事態となろう。

第3が、上記「専任教員」の定義の問題とも関連する
ことで、学位に連結する教育を担う教員の役割が過度
に強調される昨今の政策動向の中、「研究者」としての
教員の役割に揺らぎが生じているようにも見受けられ
るという問題である。

これまで見たように、憲法保障事項である「大学に
おける教授の自由」は、憲法第23条の「学問の自由」に
由来している。このことは、大学教員の職務の核心部
分が学問研究にあることと同時に、そこではとりわけ
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研究活動の重要性が憲法規範上の要請であることを意
味している。しかしながら教育重視政策への急激な傾
斜とこれと連動して教育力強化に向けた組織的な教員
研修を求めるFDの法的義務化は、教員の「研究生産
性」の後退へと導く可能性すら指摘されている（8）。そ
して大学の教育研究に従事する大学教員の在り方とし
て、上の指摘を行った論者は、「教育力の強化にはあ
くまでも研究力の強化」の担保が必要であるとし、「教
育志向の必要性は、学生の学習力の基礎たる『主体的
な学び』を育成し、自分の頭で考える学生を養成する
点に主眼を置く」ものである以上、「教員自身が研究を
せずに学生の想像性、創造性、問題解決力といった学
力を涵養することはできない」（9）ことを強調する。一
方で、歯止めのきかない少子化の只中、もっぱら就職
先確保に大学進学・卒業のメリットを求める学生が増
加の一途をたどっている。このことに伴い、「『学問
知』の伝承」を自身の使命と感じる学生の数以上に、自
らのキャリア形成にフィットした知識・能力を平易に
伝授する教員に理想の教員像を見出す傾向が学生の間
に強まり、「研究」とは一定の距離を置く実務系教員に
学生の支持が集まっているとの指摘（10）も看過するこ
とはできない。

なお、紙幅の関係で詳述できないが、大学における
非常勤講師の占める割合が、1990年代以降加速的に
増加し、近年ではその割合が全体の50％をこえるま
でになっているとの指摘（11）についてである（これら非
常勤講師の中には、専任の本務先をもたず、非常勤講
師手当のみで生計を立てている者も少なからず存在し
ている）。「大学教員」と言えば、伝統型の「専任教員」
を想起することが少なくないと思われるが、教育に特
化した活動で生計を立てる非常勤講師の存在は、教育
と研究がバランスよく「統合」された大学教員像に揺ら
ぎを惹起させる大きな要因となっている。ちなみに学
生の側から見れば、少なからずの学生が、専任教員、
非常勤講師の別なく、もしくはそうした区別を意に介
することなく、いずれも両者を「同じ大学教員」として
認識し、その指導に期待を寄せているであろうことを
付記しておきたい。

第4が、「学位プログラム」を中心とした大学教育シ

ステムへの転換を急ぐあまり、当該教育プログラムと
既存の教員組織の乖離に伴う弊が生じてきている問題
である。仮に学位プログラムと教員組織を分離させよ
うとする場合（新たな教員組織の形成を図ることのほ
か、教員を「学部」にそのまま貼り付けることを含め）、
その利点として、多岐に亘る専門分野の教育課程を柔
軟に編成することができる、限られた人数の教員を、
社会的需要に即した教育課程に効率的に投入できる、
といった諸点が指摘できる。しかし一方で、教育組織
から分離された教員組織が専ら「研究組織」として位置
づけられた場合、研究重視、教育軽視の弊に陥りかね
ない、両者を分離する方式が、労働市場の需要に過度
に対応させようとするあまり、基礎的分野の教員、教
養教育担当教員の採用が控えられ、それら分野の教育
の立ち枯れを招来させかねない、との意見も根強い。
これらに加え、両者を分離しない場合にあっても、学
生獲得競争において劣位にある大学を中心に、学生確
保の視点を重視する余り、雇用ニーズに直結した実学
指向のカリキュラム改変を頻繁に行うことで、既存の
教員（組織）と学位プログラムやカリキュラムの間に事
実上の齟齬が生じ、結果、これらの教員に対し、新た
な教育上の負担とともに、従来の専攻領域での教育研
究活動の放棄を促すことにもなりかねない点に留意が
必要である。

5． 2022年大学設置基準改正と教員組織の変容の方向
性

2022年大学設置基準改正は、これまでの大学教員
制度に対し大きな転換を迫る新たな画期をもたらし
た。その詳細な検討は、本誌別稿での検討に委ねたい
が、具体的には、a）「学部」に適切な「教員組織」を置
くとした従来規定に対し、「教員組織」の文言を削除し
代わりに「教育研究実施組織」の語を設けたこと（第3
条）、b）その「教育研究実施組織」は、教員と事務職員
等で編制されるものとされたこと（第7条1項）、c）こ
れまでの専任教員に代わり、「基幹教員」の概念を法定
化したこと（第8条1項）、の3点に集約されよう。

このうち、「a）」については、改正大学設置基準が、
新たに「入学者受入れ方針」、「教育課程編成・実施方
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針」、「学位授与方針」の「3つの方針」に依拠して、入
学者選抜や教育課程編成を行うべきことを明記（第2
条の2、第19条第1項）したことと相俟って、教育課
程の編成・展開を学位プログラム単位で行うことを念
頭に、学部を基本単位に「教員組織」を置くことを建前
としていた従来規定の法的効果を部分的に消失させた
ものと理解できる。また前述の如く、これまでも法解
釈上、学部単位の「教授会」は任意設置とされていた
が、本改正によりその趣旨がより明確となった。
「b）」は、「学部」に代わる「教育研究実施組織」の組

織構成に係る制度改正であるが、同組織が専ら「アカ
デミック・ファカルティメンバー」によって構成され
る「学部」の伝統的考え方をここでいったん止揚し、そ
れが、教員、事務職員の両者で構成される旨を明定し
たことに同改正の大きな意義がある。このことに関連
して、学習支援、学生支援などの「厚生補導の組織」及
び「教育研究実施組織」と「厚生補導の組織」のマネジ
メントや大学の管理・運営を掌る組織体制に、「専属の
教員又は事務職員等」を置くことも併せ規定された（第
7条3項、4項）。設置基準に新たに定められた「教育研
究実施組織」に関し、国はその改正趣旨が「教育研究活
動から厚生補導までを含めた教職協働の実質化」の促
進にあり、新組織の設置や新たな人員の配置を大学に
求めたものではないとしている。しかしその一方で、
上に言う「専属の教員」は「当然に教育研究に携わる」
ものとされる（令4.9.30文科高第963号通知）など、同
改正において、従来のファカルティメンバーとしての

「教員」とともに、教員と事務職員の中間に位置する高
度専門職スタッフを「教員」と位置づける趣旨も窺われ
る。このことは、アカデミック系教員の専占領域とさ
れてきた「教員組織」を構成する教員の種類・位置づけ
についての論議が、事務職領域にまで拡大していくこ
とすら予兆される状況に移行しつつあることを意味し
ている。
「c）」にある従来の「専任教員」に代わる「基幹教員」

とは、それぞれの教育課程における「主要授業科目」を
担当し、かつ「教育課程の編成その他の学部の運営に
ついて責任」を負う教員、若しくは当学部における1
年に8単位以上の教育課程の授業科目を担当する者、

と定義づけられている。そしてこの制度改正を通じ、
（必要最低教員数の算定に当り、「学部の種類及び規模
に応じ定める基幹教員数」［別表第1］と「大学全体の収
容定員に応じ定める基幹教員数」［別表第2］の重複算
入は認められないなど、幾つかの制限規定が設けられ
ているとは言え）当該学部の教育課程編成等の責任を
分任するという前提の下、その教育課程の主要授業科
目を年に8単位以上担当する者については、他学部等
所属の教員であっても、最低必要基幹教員数の4分の
1まで参入可能とされた。この措置は、学外の非常勤
講師にも適用されることとなった（同設置基準「別表第
1」備考1,	2）。同制度改正の趣旨は、「大学教育の基本
的な単位である学位プログラム」の編成・実施やその
改善などの任に当る教員の責任の所在を明らかにする
とともに、成長分野等における実務家教員の登用や複
数大学等でのクロスアポイントなどによる人材確保

（令4.9.30文科高第963号通知）、にあるとされた。
しかしながら、「基幹教員」に係る今次の制度改正に

対しては、既存の専任教員（任期付教員を含む）、非常
勤講師の双方の教員身分の不安定化をもたらす、教員
の業務の負担増を招き経営合理化を許容することにな
りかねない、などの批判が挙っている（12）。加えてそ
うした措置導入には、大学に投入される公的資金の効
率的運用を図ろうとする財政当局の意図が感じられな
くもない。

とは言え、これまでも各大学の教育研究遂行上、支
障が生じないことを前提に、特に必要がある場合、学
外者を専任教員に参入できるとの措置が既に講じられ
ていた（旧第12条3項）。従って今回改正の意義は、同
一大学内の他学部教員を、当該学部の基幹教員数に参
入できるようになった点にあり、学部の枠を越え「学
位プログラム」中心の教育体制への転換を法的に後押
しするさらなる契機となるものであった（13）。上記「文
科高第963号通知」の「大学教育の基本的な単位である
学位プログラム」の文脈もそうした視点から理解する
ことができる。以上の制度改変から総合的に判断する
限り、学部・学科等と対をなす「教員団」に係る法的概
念であった「教員組織」が「教育研究実施組織」へと変
更を見たことと相俟って、「学位プログラム」と教員所
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属組織を法的に分離しようとする高等教員政策の流れ
がさらに加速されようとしていることはまず間違いな
い。但し、依然として「学部」を基幹教員数の算出の基
礎単位としたことで、3つのポリシーを具現化し、か
つ大学の「内部質保証」の基本的枠組と位置づけられる
こととなった「学位プログラム」（14）（15）が、実質的な教
学上の基礎的システムとして法的に確立されるまでに
は今少しの時間的経過が必要になろう。

6． 大学のグローバリゼーションと新たな教学組織・
教員像への展望─むすびにかえて─

昨今の髙等教育政策の動向を見る限り、現行学部制
度をそのままの方式で存続させるのは難しく、学生の

「学び」における学修/教育上の単位としての「学位プ
ログラム」に教学組織を再編する方向で推移していく
のは必定と考える。学位授与方針を直截に反映させた
カリキュラム編成と併せその展開を支える教員団を整
備し、同方針の示す「学習成果（ラーニング・アウトカ
ム）」のアセスメントの結果を踏まえながら、当該学位
プログラムの改善を指向する「内部質保証」の仕組が学
内的に整備されていることを以て、各大学の教育質保
証の標準としようとする昨今の髙等教育政策に照らし
ても、その実現性は極めて高いと言える。さらに、

「出口」管理を軸とした髙等教育質保証の国際的な潮流
に対応させるため、2017年、我が国が、高等教育に
おける「資格（＝学位等）」の他国間との相互承認を行
うことを内容とする「高等教育の資格の承認に関する
アジア太平洋地域規約」を締約したことは、学位に直
接連結する大学の教学体制を「学部」から「学位プログ
ラム」への制度転換を促す大きな要因となろう。

そうした髙等教育政策の展開過程で高等教育法制が
その趣旨に即して改変され、これに呼応し、外部質保
証業務を掌理する認証評価機関の「大学評価基準」の設
定・改訂がなされることで、大学の教員組織とこれを
構成する教員の種類・地位・身分を巡る状況や「大学
教員の定義」に関する議論は、短・中期的には混迷の
度を増すであろう。大学設置基準が、大学の自己点
検・評価結果に加え、「認証評価の結果を踏まえ、教育
研究活動等について不断の見直しを行うことにより、

その水準の向上を図ること」を各大学に努力義務とし
て課した（同第1条3項）ことは、可能性として、こう
した流れに拍車をかけるものと思慮される。

ところで、上記「高等教育の資格の承認に関するア
ジア太平洋地域規約」に象徴されるように、髙等教育
グローバル化の荒波を真っ向から受けている我が国大
学にあって教員の種類・性格に関する論議は、新たな
ステージに移行することが予想される。

学術・科学技術の進展に伴う「成果」の共有化はもと
より、世界的な貿易上の合意実現のための協働化シス
テムの構築に端的に見られるように、学術研究分野の
みならず、産業や社会経済等の諸分野においても構造
上の変化・発展が地球規模で生じている。また、環境
問題や人権問題等の「ヒト」の生存・人格的利益や、「平
和」への希求を基調とした外交・安全保障に関わる諸
課題の解決策も国際的規模で議論することが必須不可
欠となっている。こうしたことから、国境の壁を越
え、今、「学問知」、「研究知」の享有が地球規模で求め
られようとしている。そしてそうした有為な人材の直
接的受け皿となるのが、国境を越えてそのミッション
に参集しようとする大学などの高度教育研究機関等な
のである。こうしたグローバル規模での教育研究ニー
ズに対応しその責務を果たしていくためにも、各大学
の別にそして我が国大学全体として、今や国際標準と
なりつつある学位プログラム制と関連づけられた教学
組織の在り方やそこで活躍の場が与えられるべき教員
像・研究者像を巡る論議を行うことが避けては通れな
いであろう。大学教員の帰属組織とその種類・地位・
身分に係る議論を、日本国内に閉じて行うことはもは
や不可能な状況に立ち至りつつある。

【注】
（１）	早田幸政『［入門］法と憲法』、ミネルヴァ書房、

2014、246頁、249〜250頁。
（２）	https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/	

__icsFiles/afieldfile/2014/09/10/1351814_7.pdf
（2023.3.15閲覧）。また、政府解釈を代弁するなど
公権的解釈を提示したものと見られている鈴木

『逐条』も、学教法第93条1項の解釈を巡り、教授
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房、2014、802頁）。

（３）	寺﨑昌男『大学教育の可能性─教養教育・評価・
実践─』、東信堂、2002、98〜101頁。

（４）	天野郁夫「変貌する大学の教員組織」、『IDE』
No.471、民主教育協会、2005、6頁。

（５）	こうした教授会の在り方に関する諸提言の経緯に
ついては、早田幸政「『教授会自治』の変容と認証
評価─2014年学校教育法改正を基軸として─」、

『大学評価研究』第14号、大学基準協会、2015、
74〜76頁。

（６）	加藤毅「大学の教員養成と助手制度の改革」、『IDE』
No.471、民主教育協会、2005、27〜28頁。

（７）	児美川（2017）は、「任期付教員」を、ポスドク期
を経た若手教員中心の「アカデミック型の任期付
教員」と、社会的実績に対する評価を基礎に競争
的資金などの枠組の中で雇用された「非アカデ
ミック型の任期付教員」の2類型に分け、その特
質と身分保障上の脆弱性について論じている（児
美川孝一郎「任期付教員の増加と『大学教員』の変
貌」、『IDE』No.594、IDE大学協会、2017、34〜
37頁）。

（８）	有本章「変貌する日本の大学教授職─15年間の検
証─」、『IDE』No.519、IDE大学協会、2010、31
頁

（９）	有本章『大学教育再生とは何か─大学教授の日米
比較─』、玉川大学出版部、2016、337頁。

（10）	潮木守一『第三段階教育の登場と大学教員の変
貌』、『IDE』No.519、IDE大学協会、2010、5〜6
頁、9〜10頁。

（11）	岩田弘三『近代日本の大学教授職─アカデミッ
ク・プロフェッションのキャリア形成─』、玉川
大学出版部、2011、245頁。

（12）	日本私大教連中央執行委員会「大学設置基準改正
案に対する見解（2022.7.25）」http://tfpu.or.jp/wp-

content/uploads/2022/07/NSsecchikijunkenkai	
20220705.pdf	（2023.3.15閲覧）。

（13）	早田幸政『〔日本比較法研究所研究叢書131〕グ
ローバル時代における高等教育質保証の規範構
造とその展開』中央大学出版部、2023、476〜477
頁。ここでは「学位プログラム」中心の教育体制
を誘引する制度改正として、今次の大学設置基
準改正を肯定評価しつつも、併せて、一部の大
学において経営合理化のための教員組織スリム
化へと傾斜することへの懸念も表意している。
またこれとは別に、川嶋（2023）も、今次設置基
準改正が「学部・学科」から「学位プログラム」へ
と教育体制を根本的に見直したものとは言えな
いとしつつ、「学位プログラムと教職員組織との
対応関係を明確」にしたことを含め、同改正は

「学位プログラムの考え方を念頭」に置いたもの
と肯定的に受け止めた（川嶋太津夫「大学設置基
準の改正と質保証－組織中心の基準から学位プ
ロフラム重視の基準へ？－」、『IDE』No.652、
IDE大学協会、2023、37〜38頁）。

（14）	「令4.9.30文科高第963号通知」は、2022年大学設
置基準改正の趣旨の大きな一が、「大学教育の質
保証は学位プログラムを中心として行われるもの
であり、各大学における内部質保証は、3つのポ
リシーに基づいて編成される学位プログラムを基
礎として行われるべきである」点にあることを明
文を以て確認した。同通知の全文については、
https://www.pref.chiba.lg.jp/kosodate/hoikushi/
documents/kouhunituite.pdfを参照（2023.3.15閲
覧）。

（15）	「学位プログラム」を基礎に据え、「内部質保証」
の実施を求めた今次の設置基準改正に対し、工
藤（2023）は、その意義について大学は「単に認証
評価対応として形だけ揃えるのではなく、大学自
身が学位プログラムの質保証に向けて自覚的に実
施しなければならない」ことを特に強調した（工
藤潤「認証評価機関として大学設置基準の改正に
どう対応するか」、前掲『IDE』No.652、40〜41
頁）。また前田（2023）は、すでに「内部質保証」



教育ユニットとしての ｢学位プログラム｣ の創造と ｢大学教員｣ の変容

− 109 −

が認証評価における重点評価項目として認証評価
細目省令等で法定化されていることとの兼ね合い
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Ⅰ．はじめに

3巡目の認証評価においては、内部質保証システム
の実質化が求められている。現在、3巡目の終盤にな
るが、多くの大学が内部質保証に関する課題を指摘さ
れている状況を踏まえると、未だ多くの大学の内部質
保証システムは、様々な課題を抱えていると推察され
るが、その課題の所在は必ずしも明確でない。

この状況を踏まえて、本研究では、第3期の機関別
認証評価の評価結果から、現在の内部質保証システム
の課題の所在を把握する試みを行う。

なお、本研究は、筆者の個人的な見解に止まる。ま
た、内部質保証システムの課題を把握する枠組みとし
て、機関別認証評価を行う認証評価機関の認証評価基
準、認証評価結果を用いるが、認証評価制度は、「大
学の理念や特色は多様であるため、各々の評価機関が
個性輝く大学づくりを推進する評価の在り方に配慮す
るとともに、様々な第三者評価機関がそれぞれの特質
を生かして評価を実施することにより、大学がその活
動に応じて多元的に評価を受けられるようにすること
が重要」（文部科学省2002）との考えが基礎にあり、各
認証評価機関の「それぞれの特質」の存在が前提である
ことから、認証評価基準等の優劣を問うものではない
ことを申し添える。

Ⅱ．先行研究等の確認

各認証評価機関においては、評価基準やその解説に
関する資料、個別大学の評価結果及び各年度の評価結
果の概要をWebページにおいて公表しているが、認
証評価基準を踏まえた全体的な課題の状況は示されて
いない。認証評価機関連絡協議会も各認証評価機関の
評価結果の一覧を公開しているが、大まかな傾向の把
握にとどまる。

また、各大学における内部質保証システムの構築や
認証評価の受審の取組に関する研究（江原他2021、嶌
田2020、鳥居2020等）や、評価資料を基に内部質保証
システムの類型化を試みた研究（山咲・荒木2020）は
あるが、その評価結果に関する研究は行われていない。

以上のように、管見の限り、評価結果に関する詳細
な傾向の分析は行われていないことから、認証評価結
果の分析を通じた内部質保証システムの課題の所在を
把握するという本研究の着想に至ったところである。

Ⅲ．研究の方法

本研究では、3巡目の機関別認証評価の認証評価基
準、評価結果の分析を通じて、内部質保証システムに
関する課題の所在を把握する。

令和5年2月時点で、機関別認証評価を行う認証評
価機関は5団体ある（表1）。各認証評価機関とも、受
審大学を限定していないが、各認証評価機関の設立時
の経緯等の影響から、事実上、棲み分けが定着しつつ
ある状況にある。本研究では、令和5年2月時点で公
開されている受審大学が最も多いこと、相対的に評価
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結果に詳細な課題の指摘理由を記載していることを踏
まえて、大学基準協会（以下、JUAA）の3巡目の認証
評価基準、評価結果（大学基準協会Webページ「評価
結果」掲載）を用いることとする。

	JUAA の場合、3 巡目の認証評価の該当年度は、
2018年度〜2021年度であり、評価結果の確認の対象
とする受審大学は、当該年度に受審した大学から、判
定変更、再評価、追評価を除いた144大学である。

確認の対象は、JUAAの認証評価基準である「大学

基準」の基準2の内部質保証「2	大学は、自ら掲げる理
念・目的を実現するために、内部質保証システムを構
築し、恒常的・継続的に教育の質の保証及び向上に取
り組まなければならない。」に関する評価結果である

（表2）。その中でも、本研究では、「大学基準」ごとに
規定されている「点検・評価項目」の内、内部質保証シ
ステムの手続、体制、機能を規定する「①	内部質保証
のための全学的な方針及び手続を明示しているか。」、

「②	内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整

表1　機関別認証評価を行う認証評価機関

3巡目の受審大学
受審大学 2018 2019 2020 2021 合計

大学基準協会（JUAA） 主に私立 26 30 39 49 144
日本高等教育評価機構（JIHEE） 主に私立 15 17 42 56 130
大学改革支援・学位授与機構（NIAD） 主に国立 － 16 6 43 65
大学教育質保証・評価センター（JAQUE） 主に公立 － － 7 5 12
大学・短期大学基準協会（JACA） 主に私立 － － － － －

出典）各評価機関のWebページ掲載の受審大学より筆者作成。なお、JACAは、2022年度より大学機関別認証評価を
開始、令和5年2月時点で評価結果は公開されていない。

表2　内部質保証に関する「大学基準」、「点検・評価項目」、「評価の視点」一覧

大学基準 点検・評価項目 評価の視点
基準2	内部質保証

【大学基準】
大学は、自ら掲げ
る理念・目的を実
現するために、内
部質保証システム
を 構 築 し、 恒 常
的・継続的に教育
の質の保証及び向
上に取り組まなけ
ればならない。

①	内部質保証のため
の全学的な方針及び手
続を明示しているか。

○下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な方針及び手続の設定とその明示
・内部質保証に関する大学の基本的な考え方
・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織（全学内部質保証推進組織）の権限
と役割、当該組織と内部質保証に関わる学部・研究科その他の組織との役割分担
・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針（PDCAサイクルの運用プ
ロセスなど）

②	内部質保証の推進
に責任を負う全学的な
体制を整備しているか。

○全学内部質保証推進組織・学内体制の整備
○全学内部質保証推進組織のメンバー構成

③	方針及び手続に基
づき、内部質保証シ
ステムは有効に機能
しているか。

○学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針の策定のため
の全学としての基本的な考え方の設定
○方針及び手続に従った内部質保証活動の実施
○全学内部質保証推進組織による学部・研究科その他の組織における教育のPDCA
サイクルを機能させる取り組み
○学部・研究科その他の組織における点検・評価の定期的な実施
○学部・研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・向上の計画的
な実施
○行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調査等）に対す
る適切な対応
○点検・評価における客観性、妥当性の確保

注：④以下略

出典）大学基準協会（2022a）67-100頁より筆者作成
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備しているか。」、「③	方針及び手続に基づき、内部質
保証システムは有効に機能しているか。」を対象とした

（表2）。
また、課題の所在を把握するために、「点検・評価項

目」の内容をより具体的に定めた「評価の視点」（大学
基準協会2022a：91－92頁）を基準として、改善課題
等で指摘された内部質保証システムの課題がどの「評
価の視点」に該当するかを確認した。

	評価結果の文章では、「点検・評価項目」ごとの「概
評」に課題の指摘理由が記載されているが、「評価の視
点」との対応関係は明記されていないため、当方で該
当性の判断を行った。

該当性の判断は、以下の手順で行った。まず改善課
題及び是正勧告において、改善が必要な課題として指
摘されている内容を確認した。なお、改善課題と是正
勧告の違いは、課題の重要性の違いである（表3）が、
課題の重要度を評価結果の記述から判断することは困
難であることから、本稿では、分析の際に両者を同一
の課題と扱った。また、改善を要しない課題も「概評」
で指摘されているが、範囲が不明確であることから、
本稿では対象としなかった。

	次に、改善課題と是正勧告（以下、「改善課題等」）で
指摘された課題は、「概評」にも記載されていることを
踏まえて、各「点検・評価項目」の「概評」に記載されて
いる課題に関する記述を確認し、「改善が求められる」、

「是正が求められる」との表現がある事項について、改

善課題等で指摘された課題との対応関係を確認した。
なお、改善課題等で指摘された課題と「概評」の記載

の表現に食い違いがある場合は、改善課題等の表現に
沿って判断した。例えば、「概評」に「改善が求められ
る」と記載される一方で、改善課題では指摘されてい
ない事項については、対象としなかった。他方、改善
課題で「改善が求められる」とされる一方で、概評に

「改善が望まれる」と記載された事項については、原則
として対象としなかった。但し、「概評」に「重度の不
備」「整備が求められる」等の記載があり、改善課題等
の指摘と内容が共通する場合は、改善課題等に沿っ
て、対象とした。

Ⅳ．研究の結果

1．改善課題等の全体的な状況
まず、「点検・評価項目」ごとの改善課題等の指摘の

状況を見る（表4）。改善課題等は、点検評価項目の
①、②、③の複数に該当する場合があるが、「③	方針
及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能
しているか。」が最も多く、次に「②	内部質保証の推進
に責任を負う全学的な体制を整備しているか。」が多
かった。

	この点に関しては、認証評価の3巡目においては内
部質保証の実質化に重点をおいて評価が行われたこと
が、点検評価項目③に示された機能の有効性に関する
課題の指摘が最も多い原因と推察される。ただ、点検

表3　JUAAの課題の指摘

指摘の内容 指摘の内容
課題に関
する指摘

改善が必要
な課題

是正勧告
①	基礎要件の重度の不備、又は大学としてふさわしい水準を確保するために重
大な問題があり、必ず改善を求めるもの
②	上記①にはあたらないが、理念・目的の実現のために抜本的な改善を必ず求
めるもの
改善課題
①	基礎要件の軽度の不備、又は大学としてふさわしい水準を確保するために問
題があり、必ず改善を求めるもの
②	上記①にはあたらないが、理念・目的の実現のために必ず改善を求めるもの

改善が望ま
しい課題

注）「概評」に記載される。本研究では対象としない。

出典）大学基準協会（2022a）9頁より筆者作成
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評価項目②に示された体制に関する課題の指摘数も多
かった。2巡目の認証評価において、全ての受審大学に
おいて体制を評価されたはずであるが、依然として、
多くの大学で体制の整備が十分でない状況が伺える。

以下、より具体的に課題の所在を把握するため、改
善課題等について、基準2の内部質保証の「点検・評価
項目」ごとの「評価の視点」への該当性を検討する。

2． 「点検・評価項目」の「① 内部質保証のための全学
的な方針及び手続を明示しているか。」に関する課
題

（1）課題の指摘状況
「点検評価項目」の①に関する課題の指摘は、②、③

と比較して最も少なかった。
①の「評価の視点」の中では、「内部質保証の推進に

責任を負う全学的な組織（全学内部質保証推進組織）の
権限と役割、当該組織と内部質保証に関わる学部・研
究科その他の組織との役割分担」に関する課題が最も

多かった。また、「内部質保証に関する大学の基本的
な考え方」に関する課題が次に多かった（表5）。

（2）課題の指摘内容
まず、最も多かった「内部質保証の推進に責任を負

う全学的な組織（全学内部質保証推進組織）の権限と役
割、当該組織と内部質保証に関わる学部・研究科その
他の組織との役割分担」に関しては、「内部質保証の推
進に責任を負う〇〇審議会、〇〇センター及び〇〇委
員会等の役割が明確でなく、学部・研究科等のPDCA
サイクルへの関与は明らかではない」、「内部質保証の
ための全学的な方針及び手続を定めた規程に各組織の
権限や責任等を具体的に明示していない」、「教学に関
する全学的な審議機関である〇〇会議と大学運営に関
する全学的な審議機関である〇〇会議と同委員会の役
割分担がされていない」等の課題が指摘されている。
内部質保証は全学的・組織的、恒常的・継続的な取組
であり、担当者の交代などに左右されず自己点検・評

表4　「点検・評価項目」ごとの改善課題等の指摘の状況

点検評価項目 改善課題 是正勧告 合計

①	内部質保証のための全学的な方針及び手
続を明示しているか。

指摘大学数 7 0 7
割合 4.9％ 0.0％ 4.9％

②	内部質保証の推進に責任を負う全学的な
体制を整備しているか。

指摘大学数 43 15 58
割合 29.9％ 10.4％ 40.3％

③	方針及び手続に基づき、内部質保証シス
テムは有効に機能しているか。

指摘大学数 54 18 72
割合 37.5％ 12.5％ 50.0％

出典）大学基準協会Webページ「評価結果」掲載の評価結果から筆者作成

表5　点検・評価項目①に関する課題の指摘状況

評価の視点 改善課題 是正勧告 合計
○下記の要
件を備えた
内部質保証
のための全
学的な方針
及び手続の
設定とその
明示

・内部質保証に関する大学の基本的な考え方 指摘大学数 4 0 4
割合 2.8% 0.0% 2.8%

・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組
織（全学内部質保証推進組織）の権限と役割、
当該組織と内部質保証に関わる学部・研究科そ
の他の組織との役割分担

指摘大学数 5 0 5

割合 3.5% 0.0% 3.5%

・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向
上の指針（ＰＤＣＡサイクルの運用プロセスな
ど）

指摘大学数 2 0 2

割合 1.4% 0.0% 1.4%

出典）大学基準協会Webページ「評価結果」掲載の評価結果から筆者作成



我が国の大学における内部質保証システムの現状と課題	─大学基準協会における第3サイクルの機関別認証評価の評価結果を基に─

− 117 −

価、改善という機能を維持するためには、全学的な内
部質保証システムに関して、組織間の権限と役割分担
を明確に規定化する必要があるが、これらの点に関す
る認識や対応が十分でない大学がある程度存在する状
況が伺える。

次に多かった「内部質保証に関する大学の基本的な
考え方」に関しては、「方針では教育の質保証に関する
事項を定めているものの、教育活動と教育活動に必要
な大学の諸活動についての点検・評価及びそれに基づ
く改善・向上の活動と連動していない」、「自己点検・
評価の結果に基づく改善・向上や説明責任を含めた内
部質保証の考え方は明示していない」、「内部質保証の
方針に関しては、その内容が点検・評価の実施にとど
まっており、内部質保証の基本方針としては明確でな
い」等の課題が指摘されている。この点からは、未だ
自己点検・評価から改善まで含む概念である内部質保
証の理解が十分ではなく、自己点検・評価にとどまっ
ている大学が一定数存在する状況が伺える。

3． 「点検・評価項目」の「② 内部質保証の推進に責任
を負う全学的な体制を整備しているか。」に関する
課題

（1）課題の指摘状況
「点検評価項目」の②に関する課題の指摘は、「点検

評価項目」の中で2番目に多かった。
②の「評価の視点」の中では、「全学内部質保証推進

組織・学内体制の整備」に関する課題が最も多かった。
2巡目の認証評価において、一定の体制等の整備の評

価を受けているにもかかわらず、体制整備が十分でな
い大学がかなり存在している状況が伺える。なお、

「全学内部質保証推進組織のメンバー構成」については
「改善」の指摘1にとどまった。（表7）

 （2）課題の指摘内容
最も多かった「全学内部質保証推進組織・学内体制

の整備」に関しては、「体制に関する独立した規定がな
い」、「体制に関する規定はあるが曖昧」、「複数の規定
があるが、齟齬がある」、「規程と実態の齟齬」という
課題が指摘されている。また、「規程の無い委員会、
会議が意思決定に重要な役割を果たしている」という
課題も指摘されている。

この点の原因として、2巡目の認証評価の受審の際
に整備した体制と実態のずれの顕在化が推察される。
すなわち、多くの大学の2巡目の「点検・評価報告書」
には、2巡目の受審の際に、新しく内部質保証を担当
する組織を整備したことが記載されているが、その
際、大学の既存の意思決定の体制の実態との整合性を
十分に図られていなかったこと、また、意思決定に関
わる既存の体制の規定化が不十分であったことから、
3巡目の認証評価の受審に至って、内部質保証体制に
関する規定と実態が乖離、形骸化した状況が顕在化し
たと推察される。また、この背景としては、内部質保
証の体制は、「自らの大学の内部質保証をどのように
行っていくのかについて、大学の規模や特性等を考慮
し、方針と手続を設定することが重要」（大学基準協会
2022a：5頁）であるものの、2巡目の体制整備の段階

表6　点検・評価項目②に関する課題の指摘状況

評価の視点 改善課題 是正勧告 合計
全学内部質保証推進組織・学内体制の整備 指摘大学数 43 15 58

割合 29.9% 10.4% 40.3%

全学内部質保証推進組織のメンバー構成 指摘大学数 1 0 1

割合 0.7% 0.0% 0.7%

出典）大学基準協会Webページ「評価結果」掲載の評価結果から筆者作成
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では、この考え方の理解が十分に浸透していなかった
こと、また、大学の意識が認証評価への形式的な対応
に止まり、内部質保証の機能の実質化まで及んでいな
かったことが推察される。

なお、次に多かった「全学内部質保証推進組織のメ
ンバー構成」については課題の指摘は少数であった。
この点に関して、「〇〇会の構成員は、学長、各学部
長及び研究科長等であり、その多くが自己点検・評価
委員会の構成員と重なっている。また、点検・評価の
結果に基づき、教育に関する重要事項の審議や規程の
整備、撤廃を行う場合等、ほとんどの改善方策の検討
を実質的に〇〇会において行っていることから、同協
議会と「自己点検・評価委員会」の権限や役割分担の明
確化がなされていない」という指摘があった。他方で、
同様の状況に関して、「改善が望ましい」との概評の指
摘にとどめている事例も3大学あった。これらの指摘
は、評価と改善の担当組織の役割分担を明確にして、
第三者的な立場から判断の客観性・妥当性を確保する
観点と思われる。確かに、評価、改善を担当する組織
間で構成員が重複しないことが理想ではあるが、小規

模の大学では実際上困難である。この点に関しては、
組織の役割分担・連携を明確にするとともに、構成員
が参加する組織に応じて判断に臨む意識を変えている
状況が伺える場合には、判断の客観性・妥当性がある
程度確保されていると評価することも考えられる。

4． 「点検・評価項目」の「③ 方針及び手続に基づき、
内部質保証システムは有効に機能しているか。」に
関する課題

（1）課題の指摘状況
「点検評価項目」の③に関する課題の指摘は、「点検

評価項目」の中で最も多かった。
③の「評価の視点」の中では、「全学内部質保証推進

組織による学部・研究科その他の組織における教育の
PDCAサイクルを機能させる取り組み」に関する課題
が最も多かった。また、次に、「方針及び手続に従っ
た内部質保証活動の実施」が多かった（表7）。

 （2）課題の指摘内容
まず、最も多かった「全学内部質保証推進組織によ

表7　点検・評価項目③に関する課題の指摘状況

評価の視点 改善課題 是正勧告 合計
学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学
生の受け入れ方針の策定のための全学としての
基本的な考え方の設定

指摘大学数 0 0 0

割合 0.0% 0.0% 0.0%

方針及び手続に従った内部質保証活動の実施
指摘大学数 17 11 28

割合 11.8% 7.6% 19.4%
全学内部質保証推進組織による学部・研究科その
他の組織における教育のＰＤＣＡサイクルを機
能させる取り組み

指摘大学数 44 15 59

割合 30.6% 10.4% 41.0%

学部・研究科その他の組織における点検・評価の
定期的な実施

指摘大学数 9 9 18
割合 6.3% 6.3% 12.5%

学部・研究科その他の組織における点検・評価結
果に基づく改善・向上の計画的な実施

指摘大学数 6 1 7
割合 4.2% 0.7% 4.9%

行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置
計画履行状況等調査等）に対する適切な対応

指摘大学数 0 0 0
割合 0.0% 0.0% 0.0%

点検・評価における客観性、妥当性の確保
指摘大学数 0 0 0

割合 0.0% 0.0% 0.0%

出典）大学基準協会Webページ「評価結果」掲載の評価結果から筆者作成
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る学部・研究科その他の組織における教育のPDCAサ
イクルを機能させる取り組み」に関しては、「自己点
検・評価委員会は各学部・研究科による自己点検・評
価の結果報告を受け、その内容を共有すること等にと
どまっているなど、各学部・研究科の点検・評価結果
を踏まえた改善・向上に向けた取組みを全学的に推進
しているとはいいがたい」、「各学部・研究科等が点
検・評価やその結果に基づく改善・向上の取り組みを
行うにあたり、自己点検・評価委員会はその内容を確
認するにとどまっており、自己点検・評価委員会規程
に定めている教育研究活動全般を点検し、改善を要す
る問題点と評価すべき特色を評価し、今後の方向等を
十分に検討していない。」等の課題が指摘されている。
この課題の指摘内容を踏まえると、その原因として、
内部質保証に関する大学の認識が個別の部局の取組に
止まり、全学的な取組であることの認識不足の状況が
推測される。また、この背景には、従来の大学の階層
的な組織と分権的な運営の影響も推察される。とはい
え、現在、大学に全学的な教学マネジメントの重要性
が求められている（文部科学省2020）。また、特に、内
部質保証は全学的・組織的、恒常的・継続的にPDCA
サイクルを機能させる取り組みであり、その実現のた
めには、JUAAの評価のポイントである「学部・研究
科といった部局ごとの自己点検・評価等の取り組みを
前提としつつ、全学的な教学マネジメントの状況によ
り重きを置いて評価」（JUAA2022a：3頁）にあるよう
に、全学としての支援・マネジメントが必要であるこ
との大学に対する理解の徹底が必要と思われる。

また、次に多かった「方針及び手続に従った内部質
保証活動の実施」に関しては、規定と実態の齟齬に関
係して、「学生支援や社会連携等に関する事務局組織
の点検・評価の結果については、自己点検・評価委員
会の検討の前に、実際には法人本部長が主宰する〇〇
会議が検討を行っており、方針と異なる組織が内部質
保証に関わっている。」、「全学的な観点からの点検・評
価を担う自己点検・評価委員会が機能せず、〇〇会議
が直接評価し、改善へのフィードバックを行ってお
り、自己点検・評価規程に基づいた内部質保証システ
ムが機能しているとはいえない。」等の指摘があった。

また、役割分担の不明確さに関係して、「各学部・研究
科等で点検・評価した結果を〇〇協議会で審議し、改
善を指示するPDCAサイクルを運用していたが、〇
〇年度より内部質保証に責任を負う組織として内部質
保証委員会を新設したことにより、双方の会議体から
改善が指示される体制となっており、内部質保証にお
ける組織の役割分担・連携ができていない」、「内部質
保証に責任を負い推進する組織である〇〇委員会と〇
〇委員会との役割・責任及び位置付け等が規程等にお
いて明確に定められていない」等の課題が指摘されて
いる。これらの課題の原因としては、やはり2巡目に
整備した手続・体制の実態とのずれの顕在化が推察さ
れる。内部質保証の機能に関しては、社会的信頼の獲
得（文部科学省2020）も考慮する必要があり、そのた
めには、単に改善が実行されているだけではなく、透
明性・明確性のある方針・体制・手続に従って、自己
点検・評価、改善が行われる必要があることについて、
大学の理解の促進が求められる。

なお、評価結果を確認したところ、認証評価の受審
と内部質保証体制の整備が間もない場合、機能を確認
できないとして課題として指摘しない事例もあった。
ただ、大学の中には、認証評価の受審の度に、内部質
保証体制の改善を繰り返し、3巡目の受審の時点に
至っても、体制が整備間もない状況にある大学も見ら
れる。実際に内部質保証体制を機能させたうえで、体
制の課題の改善を行う事例の一方で、体制を構築した
だけで機能させず、改善を繰り返す事例もあった。後
者の場合、いつまでも内部質保証の機能が実現しない
可能性もある。このため、このような事例に対しては、
新たな体制整備に至った合理的な理由（内部質保証の
取組の実施とその課題を踏まえての改善の状況）を確
認した上で内部質保証システムを機能させた実績が認
められない場合は、内部質保証に取り組む意思に乏し
いとして課題を指摘するなどの方策が考えられる。

5．課題の指摘に関する考察
これまで検討の結果、点検評価項目の「③	方針及び

手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能して
いるか。」に関する課題の指摘が最も多かった。この点
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は、機能の実質化の3巡目から、当然の結果であろう。
ただ、内部質保証という取組の概念が抽象的である

とともに、適切な内部質保証システムは大学ごとに様々
である。「理念的には分かっても、実際にどう動いて、
どのような結果につながったら適切と判断されるのか
わからない」といった意見（大学基準協会2022b：25頁）
も踏まえると、この点が認証評価における内部質保証
について各大学の理解が十分に進まず、課題の残る根
本的な原因ともいえる。このため、改めて評価基準や
その運用の趣旨を明確化する必要がある。

ただ、この明確化に際しては、認証評価機関として
は、あるべき内部質保証の取組を「評価基準」という形
に抽象化せざるを得ない。その上、評価基準を実際に
適用する際には、公平性の観点から、画一的に適用せ
ざるを得ない。認証評価におけるこれらの作用により、
内部質保証の取組は、抽象化、画一化を強いられ、

「定期的な自己点検・評価の取組を踏まえた各大学にお
ける自主的・自律的な質保証への取組」（文部科学省
2016）である内部質保証の本質である自主性・自律性
が害されるおそれもある。実際に、大学からは、「内
部質保証システムを整備するために組織を設けるとい
うのが分かりやすく、体制や手続きの整備に意を注い
だ結果、かえって改善活動の柔軟性が乏しくなった」
との指摘（大学基準協会2022b：25頁）もある。このた
め、大学基準協会2022a（30頁）の「平準化は本来本協
会が目指すあり方と全く異なり、形骸化は意図すると
ころでない。意図せず大学評価がこのような結果とな
らないようにするためにも、大学評価システムの改善
においてこのような指摘に耳を傾ける必要はあるだろ
う。」（大学基準協会2022b：30頁）との指摘に留意する
必要がある。

以上を踏まえて、内部質保証システムに関する評価
基準の趣旨の明確化を検討する。まず、内部質保証の
目的は、JUAAの場合、「教育の充実と学習成果の向
上」（大学基準協会2022a：3頁）である。とすると、点
検評価項目の③に規定されている内部質保証の機能は
最重要であり、厳密な評価が求められる。これに対し
て、①に規定されている手続、②に規定されている体
制は、内部質保証の機能を実現するための手段であ

る。内部質保証の自主性・自律性への配慮及び各大学
の意思決定の仕組みは様々であることを踏まえると、
①、②は、③よりも柔軟に、大学の状況を踏まえた評
価が適切と思われる。とはいえ、質保証システムの構
築の際は、社会的信頼の獲得（文部科学省2020）も考
慮する必要があるため、手続、体制も、最低限、透明
性を確保し明確であること、判断の客観性・妥当性を
確保したものである必要がある。前者の点で規定化、
後者の点で権限関係、役割分担、責任の所在が明確で
あることが求められる。

これらの内部質保証システムの要件の趣旨は、既に
大学基準協会（2022a）等に詳細に規定されているとこ
ろであるが、現時点においても、大学が十分に理解・
認識しているとは言い切れない。大学として、理解に
努めるとともに、認証評価機関としても、今一度、内
部質保証の目的から内部質保証システムの要件の周知
を図ることが重要と思われる。

Ⅴ．おわりに

これまで評価結果の分析を基に内部質保証の課題を
把握する試みを行い、内部質保証の趣旨に関する大学
の理解が十分でない状況が推察されることを踏まえて、
内部質保証の自主性・自律性に配慮しつつも、その趣
旨の明確化と周知を改めて図る必要性を指摘した。

ところで、今回調査対象とした評価結果は、受審大
学における内部質保証の改善の取組の基礎となるとと
もに、他大学の内部質保証の取組の参考ともなる重要
な資料である。ただ、評価結果の分析の際に、改善課
題等における指摘と概評における課題の指摘の表現が
必ずしも整合していない事例があった。各大学の内部
質保証システムに関する理解、ひいては、社会の認証
評価に関する信頼の獲得の観点から、評価結果の分か
りやすさの向上も重要と思われる。

最後に、内部質保証の趣旨等に関する貴重なご意見
をいただいた査読者の皆様に厚く御礼申し上げる。
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［Abstract］
Universities	 in	Japan	are	required	to	develop	an	internal	quality	assurance	system	and	realize	 its	functions.	

Even	now,	 there	are	many	challenges,	but	 the	overall	 situation	 is	not	clear.	Based	on	 this	situation,	 in	 this	
research,	an	attempt	was	made	to	grasp	the	overall	 trend	of	 issues	 in	the	current	 internal	quality	assurance	
system	 from	 the	 evaluation	 results	 of	 institutional	 accreditation	by	 the	 Japan	University	Accreditation	
Association.

Among	the	issues	of	the	internal	quality	assurance	system,	the	most	common	issue	was	related	to	function.	In	
particular,	 there	were	many	 issues	 related	 to	efforts	 to	make	 the	PDCA	cycle	of	 education	work	 for	 the	
university	as	 a	whole.	The	 reason	 for	 this	 is	presumed	 to	be	 the	hierarchies	and	decentralization	of	 the	
university.	Universities	need	to	make	 improvements	 in	 light	of	 the	situation	 in	which	the	entire	teaching	and	
learning	management	of	universities	is	required.

The	second	most	common	issue	was	a	system	issue.	The	reason	for	this	is	presumed	to	be	that,	at	the	time	of	
the	previous	accreditation	evaluation,	an	 internal	quality	assurance	system	that	differed	 from	the	reality	of	
university	decision-making	was	constructed.

Appropriate	internal	quality	assurance	systems	vary	from	university	to	university,	but	each	university	needs	
to	improve	its	system	and	realize	its	functions	based	on	the	purpose	of	the	university	evaluation	standards.
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Ⅰ．はじめに

本研究では、1910年代の連邦教育局（以下、「教育
局」という。）及び大学団体の動向を基に、アメリカに
おけるアクレディテーションの起源に関する理解の見
直しを図ることを目的とする。

現在のアメリカ高等教育の質保証は、地域アクレ
ディテーション団体（以下、「地域別団体」という。）及
び専門アクレディテーション団体、さらにそれらの連
絡・調整を行う高等教育アクレディテーション協議会

（CHEA）という高等教育機関による自助努力、州政府
による設置認可時の審査、連邦政府による支援事業を
通した間接的な審査という“tried”の仕組みとなって
おり（大学評価・学位授与機構	2016）、そのあり方は、
アクレディテーション団体、連邦政府、高等教育機関
の三者の相互作用によって決定される（森	2010：47）。

一方、日本では、アメリカのアクレディテーション
が、同僚団体による自律的な高等教育の質保証制度と
して理解される傾向があるとされる（羽田	2005：9）。
このことは、「アメリカでは、伝統的に、大学や専門
職団体が組織した様々なアクレディテーション（適格
認定）団体が自発的に大学を機関単位あるいは専門分
野単位で評価し」（中央教育審議会	2002）という中央教
育審議会答申の記述にも表れている。

それでは関連団体による自発的なアクレディテー

ションという仕組みはいつどのように構築されたの
か。新堀（1977）は、アメリカ国内の高等教育研究に依
拠しながら、その萌芽期において、地域別団体の他、
全国的アクレディテーションとして、アメリカ大学協
会（AAU）や連邦政府としての教育局における大学の
分類・リスト作成、さらに州政府や専門別アクレディ
テーション団体など多様なアクターによって担われて
いたことに言及している。これは、金子（1993）や林

（2015）も同様だが、各種アクターの資料に基づく検証
に課題が残る。

一方、近年は、諸団体等の資料に基づく研究もみら
れる。アクレディテーションという用語の教育事典上
の扱いから時代毎の実態、さらに地域別団体の成立史
を概観し、萌芽期である1910年代初頭までは地域別団
体も高等教育機関のアクレディテーションを行ってい
なかったことを指摘した前田（2003）や、カレッジ及び
中等教育学校基準に関する全米会議委員会（National	
Conference	Committee	on	Standards	of	Colleges	and	
Secondary	Schools：NCCSCSS）での検討、そして
1920年代初頭のアメリカ教育協議会（ACE）によるカ
レッジスタンダート策定に至る動きを概観した坂本

（2018）、さらに戦後改革期にアメリカから紹介された
アクレディテーションの実態に関する講演を手掛かり
に、州政府による認定が中心であった可能性を示唆し
た日永（2008）、そして1940年代における州・州立大学
によるアクレディテーションの実態を明らかにして、
当時のアクレディテーションの実施主体や実施目的、
実施方法の多様性や流動性を指摘した日永（2015）など
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の研究である。
これらの研究は、諸大学団体や州立大学、州政府に

よるアクレディテーションへの関与などアクターの多
様性を実証しているが、連邦政府とりわけ教育局の関
わりについては、アクレディテーションを専門としな
い大学団体との関わりも踏まえながら、詳細に検討す
る余地が残されている。これは、連邦政府によるアク
レディテーションへの関与という課題の指摘（前田	
2003）や、主要大学団体の設立時における連邦政府の
関与という指摘（吉田	2023）による視点である。

連邦政府によるアクレディテーションへの関与に関
する先行研究を検討すると、その多くは、教育局によ
る、1911年から1913年にかけてのカレッジ分類リスト
の作成からその「漏洩」による取り下げまでの「事件」
を取りあげている。前田（2003）は、なぜ連邦政府がリ
ストを作ろうとしたのかの説明が先行研究によって異
なっているため検討の余地があると指摘している（前
田	2003：51-52）。また、「事件」後、教育局はアクレ
ディテーションから手を引いたとされるが（Harcleroad	
1980）、その後も関心を寄せ、1917年以降アクレディ
テーションを受けた高等教育機関のリストを刊行して
いたことが指摘されている（新堀	1977；日永	2015；
坂本	2018）。一方で、「事件」の経緯や詳細、その後の
展開は断片的であり、大学団体によるアクレディテー
ションの議論などとも関連づけながら、検証する余地
が残されている。

以上の状況を踏まえ、本研究では、「ボランタリー
な地域別団体によってアクレディテーションが担われ
ている」という実態が、その萌芽期である1910年代
に、地域の枠を超えたナショナルな議論の中で、教育
局や大学団体との相互作用によって構築されたという
仮説をたてている。本仮説の検証に向けて、1910年
代の教育局及び大学団体の動向を対象として、それ以
前の議論も踏まえつつ、教育局長や大学団体関係資料
に基づき、教育局及び大学団体による高等教育アクレ
ディテーションへの関与を明らかにすることを通し
て、アメリカにおけるアクレディテーションの起源に
関する理解の見直しを図る（1）。

Ⅱ．�アメリカ大学協会と全米州立大学協会によ
る標準化の議論

本章では、本研究が対象とする1910年代に至る標準
化の議論を概観し、1900年代に、アメリカ大学協会

（AAU）と全米州立大学協会（NASU）という当時の主
要大学団体が大学の標準化を模索していたことを指摘
し、教育局がこの動きをどう捉えていたかを明らかに
する。

AAUは「大学院教育に関する共通の関心事を検討
すること」を目的として、1900年2月に、ハーバード
やシカゴなどの研究大学14機関によって設立された
組織である。AAUへの入会は、会則上、会員の4分
の3以上の投票に根拠づけられた執行委員会の招聘に
よるものとされており、協会への入会資格そのものが
アクレディテーションの要素を持っていた（AAU	
1901）。この「排他的」な要件への批判がみられ、設立
後すぐに会員の拡大に関する議論が行われた（AAU	
1902）。さらに、1904年には、ベルリン大学による
AAU会員機関の学位のみを学士号として認める方針
に対し、不公平であるという意見が寄せられたことも
受け、1906年の年次総会では、大学の標準化にむけた
基準を策定するために「協会の目的と範囲に関する委
員会」が設置された（AAU	1907）。AAUへの入会資格
に関する議論は「アメリカの大学の基準」の議論でも
あった。さらに、1907年には「用語に関する委員会」
も設置され、翌年にかけて「コース」や「カレッジ」と
いった用語を定義するための議論を重ねていた（AAU	
1908）。

一方、「州立大学をより効率的にするような問題や
計画を討議し推進すること」を目的に1895年に設立さ
れたNASUは、設立当初、一部の州立大学による連
邦資金獲得のための活動に止まっていた。次第に、国
立大学構想などナショナルな構想に関心を寄せるよう
になり、1904年には教育局局長を副会長職に位置づ
けるなど、教育局との結びつきを強めていた（NASU	
1904）。また、NASUがNCCSCSSの設置を発議した
1905年には、基準策定における州立大学の主導権を確
保するために、「アメリカ大学の基準に関する委員会」
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（Committee	on	Standards	of	American	Universities）
を設置した（NASU	1905）。しかし1905-1906年には同
委員会の会合が開かれず、実質的な議論が始まるのは、
当初州立大学が除外されていた、カーネギー財団によ
る退職金支援対象に関する議論が落ち着きをみせる
1907年以降のことであった（NASU	1906；1907；1908）。

このように、1900年代には、私立大学を含む研究
大学からなるAAUと、ランドグランドカレッジを含
む州立大学からなるNASUとで、アメリカの大学

（American	Universities）を定義する動きが同時進行
していた。その後、両協会に加盟する大学関係者によ
る「橋渡し」により、1908年から両協会の協議が行わ
れ、基準のすり合わせがなされた（AAU	1909）。また、
NASUに加盟するいくつかの州立大学がAAUに新規
加盟する動きもみられていた（2）。

では、教育局は両協会の動きをどうみていたのか。
教育局は1867年に設置されたが、当初、高等教育を
専門とする部署は設置されていなかった。しかし、
1870年の局長レポートにおけるカレッジリストの掲
載やランドグラントカレッジの統計、各種大学調査な
ど、高等教育の調査研究に精力的であった。大学の標
準化を主導するほど高等教育に対するリーダーシップ
を持つ組織ではなかったが、1906年には、カリフォ
ルニア大学バークレー校教育学教授であったブラウン

（Elmer	E.	Brown）が教育局長に着任し、国立大学構
想を推し進めるなど、中央集権的な高等教育のあり方
を模索し始めた。ブラウンは、このAAUとNASUの
動きや、両協会での議論で「不在」となっていたカレッ
ジ（college）について、以下の見解を示していた

（United	States	Bureau	of	Education	1910）。これらの
見解が次章以降で検討する動きと関連することから、
以下のとおり引用する。

「この2つの組織はともに、大学の実用的な定義
を作成することに関心を寄せている。この2つの定
義が完全に一致するわけではないが、大きくかけ離
れているわけでもない。	この問題に関して、両団体
が共通の理解に至ることが大いに望まれる。」
「上記の大学協会に相当する範囲と性格を持つ全

国的なカレッジの協会は存在しない。（中略）アメリ
カの大学がそうし始めたように、アメリカのカレッ
ジが集まって、自分たちの仕事を共通の、そして全
国的な仕事として認識することが望まれている。」

Ⅲ．教育局とカレッジのリスト

本章では、教育局によるアクレディテーションに関
する動向について、1911年から1913年にかけてのカ
レッジ分類リストの作成からその「漏洩」による取り下
げまでの「事件」の詳細を中心に概観する。

1910年に教育局に大きな変化が訪れる。ブラウン
の尽力もあり、1910年11月には高等教育課専門官が
配置されることとなった。初代専門官には元アリゾナ
大学学長のバブコック（Kendrick	C.	Babcock）が着任
した。バブコックは、着任直後、AAU年次総会に関
連して開催された大学院部長の会合に出席し、そこ
で、大学院生の供給源として機能する能力を備えたカ
レッジと、その能力を備えていないカレッジとを分類
し、暫定的なリストを作成して送付するよう緊急の提
案を受けた。この提案は、当時大学院への進学者が急
増しており、機関の質を維持するためにも、学生を大
学院に送る全国の小規模カレッジの実状を把握するこ
とが必要だったことが背景にある。その作業は、教育
機関自らによってではなく、利害関係の無い第三者に
依頼することとされ、配置されたばかりの高等教育専
門官に白羽の矢が立った（Babcock	1911；Claxton	
1912）。なお、バブコックは教育局に移る直前に、
NASUの公認検査官に任命され、基準に関する委員
会の活動の一環としても、本作業に携わることになっ
た（NASU	1910）。

ブラウンは、この仕事の大きさと難しさを認識して
いたが、この仕事がうまくいけば良い結果が得られる
ことも予見しており、この業務をバブコックに担当さ
せたという（Claxton	1912）。高等教育専門官の最初の

「手柄」ということだろうか、バブコックはこの業務に
ついて「教育機関が授与する学位の価値を正確に把握
するという、長期にわたる困難で繊細な作業に対する、
同局の綿密な計画を実現する第一歩」であると前向き
に 捉 え て い た（ United	States	Bureau	of	Education	
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1912a）。そして大学院が学士号をどのように受け入れ
ているか、また、学士号を取得した者が修士号を取得
するためにどれだけの研究や学習をしなければならな
いかによって、大学を予備的に分類する作業に取りか
かった（3）。バブコックは10ヶ月間のうちに主要な大
学院を訪問し、大学院部長などとコミュニケーション
をとりながら、350校近くの大学の目録、統計報告書
などの研究を続けた。そして1911年秋までに、344機
関の調査を完了させ、以下の4つのクラスに分類した

（Babcock	1911）。

クラスⅠ（59機関）
	学士号取得後1年で、大規模な大学院のいずれか
で修士号を取得できる教育機関

クラスⅡ（161機関）
	その卒業生が、大規模な大学院のいずれかで修士
号を取得するためには、1年以上の通常の大学院
での学習が必要となる教育機関

クラスⅢ（84機関）
	修士号取得に2年を必要とするほど、入学や卒業
の基準が低い、あるいは不確かである、あるいは
管理が緩い教育機関

クラスⅣ（40機関）
	学士号が、上記のような標準的な大学の学士号と
同等になるには、およそ2年足りないような教育
機関

この分類の真意について、バブコックは、あくまで
も「20校または25校の大学院および専門職大学院の判
断の相関関係」であり、「教育局が独自に調査した結果
の判断の表明」ではなく、「1年間かけて、彼らの実践
を相関させる際に行った誤った判断を修正してもらい、
その後に、関係する全てのカレッジに送ることができ
る改訂版を発行し、カレッジが大学院とこの問題につ
いて議論する」ことを企図していたとする（NASU	
1912）。

しかし、1911年11月、校正の便宜を図るために冊
子化したリスト200部を関係機関へ送ったが、事務処
理上のミスにより「機密保持」のマークが付いていな

かったため、政府文書保管所や図書館に送られて公に
なった。このミスが意図的なものか、そうでないのか
は明らかではないが、先行研究で言及される「漏洩」

「流出」はこのことを指す。
その後、連邦政府が大学を分類したとして、主に低

級に分類された機関から大きな反発があった。先にみ
たリスト作成の意図からすれば、この批判は「誤解」で
あった。1912年10月には、各種のコメントを踏まえ
た改訂版がつくられ、大学院部長等に今回は「秘密裏」
に送付された。なお、ブラウンの後任の局長であるク
ラクストン（Philander	P.	Claxton）によって発出され
たリストに関する説明文も、「謝罪」ではなくあくまで
も趣旨の説明が主な内容となっていた（Claxton	
1912）。さらに「不当に」低級に分類された機関へは、

「当局は喜んで設備、要件、基準、作業の調査を引き
受け、評価を是正させるためにできるあらゆる方法で
支援する」とし、「外部からの率直な、しかし偏りのな
い批判は、その管理・運営を任されている人々が気づ
いていなかった（中略）欠陥や弱点を明らかにする」と
強気で行為の正当性を主張した。

なお、リストの作成を提案した大学院部長をはじめ
とするAAU加盟機関からの評判も良く、1912年11
月にAAU年次総会で行われた大学院部長会議におい
て、「学士号に関する米国の大学の非常に貴重な暫定
的分類を評価し、その調査が継続されることを望む」
ことを決議したが（AAU	1912）、1913年2月にタフト
大統領によってリストの発行・配布が中止となり、後
任のウィルソン大統領もその公表を認めず、同年5月
にバブコックは教育局を辞任した（Lykes	1975）。

AAUは、1913年11月の年次総会で、教育局のリス
ト改訂版の出版を求める大統領宛の書簡を出すことに
合意するとともに、協会内に「大学の分類に関する委
員会」を設置した。そして、リストの再出版が実現し
ないことになると、自ら分類に着手することとなっ
た。同委員会委員長にはイリノイ大学に移っていたバ
ブコックが就いている。バブコックは総会で、「教育
局が行った暫定的な結果の公表は最良の計画ではな
かった」としつつも、分類の意義について「現在の混沌
とした組織から、カレッジや大学として立派な地位を
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占める各機関の目的、機能、基準を徐々に明確に定義
していかなければならない」とし、今後は、AAUや
NASUが中心となり、教育局や北中部協会（NCA）、
カーネギー教育振興財団などと協力関係を築くことが
最善であると語った（AAU	1913）。

Ⅳ．アメリカカレッジ協会設立と教育局

前章では、教育局がリスト作成を通したカレッジの
質向上を企図していたことを明らかにしたが、本章で
は、その後の動向について、アメリカカレッジ協会

（AAC）設立との関係に着目して概観する。
全米教育協会（NEA）第39回年次総会（1900年7月）

において、シカゴ大学学長ハーパーが「小規模カレッ
ジ（small	college）の現状と展望」と題する講演を行っ
た。ハーパーは、小規模カレッジのいくつかの欠点を
挙げた上で、少なくとも20〜25パーセントのカレッ
ジは、アカデミーとほとんど変わらない教育しかして
おらず、カレッジという言葉がこれらの機関によって
誤用されていると批判し、少なくとも200校をジュニ
アカレッジに転換することを提言した（NEA	1900）。
この内容は12年後に教育局関係者に度々引用される。

前章でみた「事件」後、バブコックは、上記のハー
パーによる講演を引用しながら、当時隆盛していた
ジュニアカレッジ運動に触れている（United	States	
Bureau	of	Education	1913）。また、同年、教育局退
任後に開催されたAAU第15回年次総会第3セッショ
ン「カレッジと大学のさらなる連携」と題する講演の中
でも、ハーパーの発言を引用している（AAU	1913）。
局長であるクラクストンも、1913年度教育局長レ
ポートにおいて、「200から300の小規模なカレッジを
ジュニアカレッジとし、その全力を最初の2年間のカ
レッジの仕事に費やすべき」と同様の主張を展開して
いた（United	States	Bureau	of	Education	1914）。

この主張が先の「事件」の反動なのかは検証する余地
があるが、教育局関係者による上記の主張はリベラル
アーツカレッジ関係者の危機感を煽ることとなった。
しかし、研究大学中心のAAU、州立大学からなる
NASUにおける基準策定に関する議論では、カレッ
ジ教育の問題には真剣かつ組織的な関心が欠けている

と捉えられた。そのため、キリスト教教育委員会協議
会（Council	of	Church	Boards	of	Education）での議論
を基に、リベラルアーツカレッジ学長による議論の場
として、1915年1月にAACが設置された（AAC	1915）。

AACの第1回年次総会では、「カレッジの機能・標
準化」のほか、当時隆盛していた学制改革も議論され
た。この時期には、初等中等教育の年限を、これまで
普及していた8-4制とは別に、初等教育を縮小し、中
等教育の年限を延長した上でジュニアハイスクールの
導入により二分する6-3-3制を導入する動きが一部でみ
られていた。この制度構想にあたって、アッパーアイ
オワカレッジのクーパー（R.	Watson	Cooper）は、中
等教育の最後の2年間とカレッジ最初の2年間が重複し
ており、これがカレッジの役割を完全に排除するもの
であるという解釈を示した。そして、カレッジが「脇
役」であり「干渉」と扱われていることに苦言を呈し、
カレッジ関係者の結束を呼びかけた（AAC	1915）。

教育局は、この動きをNASUやAAU以外の大学団
体による標準化の動きとして注視していた。クラスト
ンは、NASU年次総会（1913年11月）の講演で「すべ
ての高等教育機関の代表者を集めた協会ができれば、
それは良いことだと私は考えている」と大学団体横断
的な組織の必要性を語っており、AACの設立を好機
とみたのである（NASU	1913）。
「事件」後の教育局は、先に見た考えに基づき、諸大

学団体横断的な活動に従事して間接的に関わることと
なる。1914年2月にはバブコックの後任として局長に
着任したクラーク大学ドイツ語教授であったケイペン

（Samuel	P.	Capen）は、AAC第1回年次総会での講演
で、バブコックのリストについて「分類は、正当であ
り望ましいものである」と肯定的な見解を示し、「カ
レッジに関する信頼できる情報が圧倒的に不足してお
り、カレッジの教育と運営の重要な局面が全て公表さ
れない限り、分類や標準化の問題は満足のいく形で解
決されない」と強調した。そして、団体設立を祝うの
ではなく、1915年に設置された高等教育統計委員会

（Committee	on	higher	educational	statistics）への委
員選出を淡々と依頼し、AAC会長の同意を得た（AAC	
1915）。
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この委員会は、全国規模でカレッジや大学を分類す
ることの妥当性を議論することを目的としたもので、
NCAなどの地域別団体、全米教育協会（NEA）、そし
てAAU、NASU、AAACESなどの主要大学団体関係
者が構成員となっていた。教育局は、先に見た「事件」
を一つのきっかけとして、リベラルアーツカレッジを
含む諸大学団体横断的な検討体を実現させた。委員会
は1915年5月の会合において、教育機関をクラスに分
類することを試みてはならないこと、カレッジと大学
の資源と設備、そして可能な限り教育的・管理的効率
を明らかにするための重要な調査を実施することを提
言した。そして、委員会は、リベラルアーツカレッジ
やティーチャーズ・カレッジなど、様々なタイプの機
関に関するデータを個別に調査し、その結果を報告す
ることを計画していたが、第一次大戦の影響により、
完了したのはリベラルアーツカレッジに関する調査の
みであった。なお、調査の過程で、AAU代表者と南
部協会代表者、そしてケイペンからなる「カレッジス
タンダードの定義に関する小委員会」が組織されたが、
1918年に提案されたのは、カレッジの定義ではなく、

「成功するリベラルアーツカレッジの必要条件案」とし
て、収入や教授数、授業時間数や入学条件といった
13項目に係る条件にとどまった（Capen	1918）。

なお、教育局は1917年に、各大学団体（AAU、AAC、
NCAなど）や州立大学、州教育省による大学の基準を
整理したリストであるAccredited	Higher	Institutions
も刊行している。これはクラクストンが、カレッジに
関するより明確な基準の確立に貢献することを企図し、
ケイペンに作らせたものである。具体的な内容は先行
研究にゆずるが、その中には、「掲載されていること
は、政府の承認を意味するものではなく、教育局は、
機関の格付けや標準化を試みていない」という記載が
ある。教育局が分類を行ったという「誤解」を招くこと
がないよう強調している（Capen	1917）。ここからは、
ただし書きをつけてまでも、標準化に資する取組みを
模索していたことが窺える。

Ⅴ．おわりに

本稿では、1910年代の教育局及び大学団体の動向

を対象として、大学団体や教育局の資料に基づきなが
ら、当該団体等が高等教育のアクレディテーションに
どのように関わってきたのかを明らかにしてきた。こ
こではその結果をまとめ、今後の課題を述べる。

かねてから高等教育やその標準化に高い関心を示し
てきた教育局は、1900年代に行われていた主要な二
つの大学団体による標準化に関するナショナルな議論
に基づき、新設された高等教育課において、AAUや
NASUとの協働によりカレッジを分類に向けたリス
トを作成した。その分類は、教育局独自の判断による
ものではなく、大学院部長らの見解を暫定的にまとめ
たものであったが、意図せずに公となり、教育局に
とって不本意な形で「誤解」され批判を受けた。そこ
で、教育局関係者は有力者による過去の講演を持ち出
し、小規模カレッジのジュニアカレッジへの転換や、
諸データ公表の必要性を主張するなど、より強硬な姿
勢を見せながら標準化に向けた取組の必要性を主張し
続けた。一方、教育局の姿勢や、カレッジ不要論につ
ながりかねない学制改革の議論は、リベラルアーツカ
レッジの結束をAAC設立という形で助長した。教育
局は、諸大学団体を統合する高等教育統計委員会を設
置し、1900年代に当初競争的な関係にあったAAUと
NASUという主要大学団体、設立直後のAAC、そし
ていくつかの地域別団体の共同体の結成を実現させ
た。これは1910年代初頭に教育局関係者が示してい
た構想の表れでもあった。最終的に教育局が直接カ
レッジの分類に関与することはなかったものの、教育
局はアクレディテーションの調査や議論には精力的で
あった。

本研究では、1910 年代におけるアクレディテー
ションの議論が、教育局と大学団体というアクターが
密接に結びついて行われていたことを明らかにした。
このことは、「ボランタリーな地域別団体によってア
クレディテーションが担われている」という特徴が、
ナショナルな議論の中で構築された可能性を示唆する
ものである。一方、本研究では、同時期に大学のアク
レディテーションを開始する地域別団体の動向は扱え
ていない。今後は地域別団体における議論の詳細を検
証することで、アメリカにおけるアクレディテーショ



アメリカにおけるアクレディテーションの起源に関する考察	─1910年代における連邦教育局と大学団体の動向に着目して─	

− 129 −

ンの起源を更に明らかにできるだろう。さらに、それ
が1920年代のACEカレッジスタンダート委員会の議
論にどうつながっていくのかという「その後」や、アク
レディテーションの起源のさらなる解明に向けて、2
章で概観した大学団体での議論の詳細、そして19世
紀の教育局及びNEAでの議論も検討する余地が残さ
れている。これらについては今後の課題としたい。

【注】
（１）	アクレディテーション（accreditation）の定義は、

「適合認定」として「高等教育の質保証の文脈にお
いて、機関やプログラムの教育活動の状況が一定
の水準や適切さを有していると判定すること」（大
学改革支援・学位授与機構	2021）とされるが、本
稿では同様の行為、例えば基準策定による団体
への入会資格の設定、標準化（standardization）
や分類（classification）などを広く捉えた概念とし
て用いる。

（２）	AAU設立以来、協会に新規加盟したのは1904年
のヴァージニア大学のみであったが、1908年に3
機関（イリノイ大学、ミネソタ大学、ミズーリ大
学）、1909年に4機関（インディアナ大学、アイオ
ワ大学、カンザス大学、ネブラスカ大学）が新規
に加盟している。これらの動向はアクレディテー
ションの起源という観点からも重要だが、稿を改
めたい。

（３）	局長レポートに掲載されるカレッジのリストにつ
いて、1912年刊行分からは「学位授与の認可を受
けていること、明確な入学基準を設けていること、
標準的なカレッジレベルの授業を少なくとも2年
間行っていること、カレッジに在籍する学生が
20名以上いること」という基準に適合した機関の
みが掲載されるようになり、教育局による一種の
アクレディテーションに相当する行為がなされて
いた（United	States	Bureau	of	Education	1912b）。
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［Abstract］
This	study	aims	to	identify	the	trends	of	the	Federal	Bureau	of	Education	and	higher	education	associations	in	

the	1910s,	which	have	not	been	the	focus	of	previous	studies,	to	clarify	how	these	organizations	were	involved	in	
higher	education	accreditation	and	what	kind	of	discussions	they	had	developed.

The	results	revealed	that	based	on	national	discussions	in	higher	education	associations	during	the	1900s,	the	
Bureau	worked	with	 the	main	higher	 education	 associations	 to	 develop	 a	 classification	 of	 colleges	 that	
summarized	the	views	of	each	 institution.	Later,	because	the	 intent	of	 the	classification	was	“misunderstood”	
when	it	was	leaked,	the	Bureau	continued	to	advocate	the	need	for	the	classification	in	a	more	forceful	manner,	
bringing	up	speeches	by	influential	figures	in	the	past	to	recommend	the	conversion	of	small	colleges	to	junior	
colleges.	 In	 addition,	 it	 became	clear	 that	 the	 committee	was	energetic	 in	 its	 research	and	discussion	 of	
accreditation,	 including	the	establishment	of	a	committee	across	various	higher	education	associations	and	the	
publication	of	related	reports.

Finally,	this	indicates	that	the	accreditation	debate	in	the	1910s	was	conducted	in	close	cooperation	between	
the	actors	of	the	Bureau	and	the	higher	education	associations.
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1．問題関心

大学教育を向上させるために、政府主導で教学マネ
ジメントが推進されているが、そうした政策の推進に
よって大学教育は良くなっているのであろうか。大学
教育の現場で自発的で日常的な改善・工夫は積み重ね
られており、そうした現場の改善努力と政策が示す方
向性は合致しているのであろうか。こうした問いに答
えるためにまずは教学マネジメント政策が教員にどの
ように受け止められ、評価をなされているのかという
実態を明らかにすることが必要である。

2．研究課題と方法・データ

本発表で以下の2つの課題を大学教員への質問紙調
査から明らかにする。第一の課題は、教学マネジメン
ト政策に対する教員の認識を明らかにすること、第二
の課題は、教学マネジメント政策への認識の違いが何
によって生じているのかを明らかにすることである。
それを通じて、教学マネジメント政策が教員にどのよ
うなインパクトを与えているのか、現在の教学マネジ
メント政策がどのような課題を抱えているのかを考察
し、今後の望ましいあり方について検討したい。

以上の問いを明らかにするために、全国の大学教員
への質問紙調査を実施した。具体的には、任意に抽出
した560学部の教員各	6名に回答を依頼した。役職経
験により教学マネジメントに関する認識が異なること
が想定されたため、6名のうち、1名は学部長、1名は
学科長、残りの4名は一般教員（年齢、性別、役職で
偏りなく配布）という構成で協力を依頼した。調査対

象3360名のうち、1721名の教員に回答を寄せてもら
い（回答率51％）、内訳は学部長が278名（16％）、学科
長が310名（18％）、一般教員1133名（66％）であった。
調査の設計上、学部長、学科長の比重が高く、以下で
示す数値は教員の平均的な姿ではない点に留意すべき
である。

3．�教学マネジメント政策に対する教員の評価
と認知度

教学マネジメント政策への評価を示したのが図1で
ある。8割以上が教育評価のための業務に負担を感じ
ている。教学マネジメント政策の目的は、現場の教育
改善であるが、それに対する評価は割れている。「認
証評価が役に立っている」と肯定的に回答した教員は
61％、「教員の創意工夫を活かせるものになっている」
は56％、「補助金で教育改善が進んだ」と考える教員
は50％である。教学マネジメント政策の認知度を見
たのが図2である。例えば、教学マネジメント指針に
ついて「内容を知っていて学内の議論で参考にした」は
13％、「内容をある程度知っている」38％、「聞いたこ
とがあるがよく知らない」36％、「聞いたことがない」
14％であった。日本学術会議の分野別参照基準の認知
度はさらに低い。

教学マネジメント政策の認知度と評価に着目し、両
者の組み合わせから4類型を作成した（表1）。「A知っ
ていて評価」は全体の29％、「B知っていて評価せず」
は21％、「C知らないが評価」は21％、「D知らず評価
もせず」が29％という分布になっている。現在、学部
長であるかどうかでクロス分析をしたのが表2であ

教育現場から見た教学マネジメント�
─教員アンケートから─

令和4年度 大学基準協会大学評価研究所大会講演要旨（2023年3月16日開催）
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る。現在、学部長であるにもかかわらず、28％が教学
マネジメント指針を知らないのだが、一般教員の
54％と比べれば、学部長の政策の認知度は高くなって
いる。他方で、教学政策への評価は学部長も一般教員

も割れており、認知度が高まることにより、その評価
が必ずしも高まる関係にない。学部長以外の一般教員
だけに着目すると、「A知っていて評価」は26％、「B
知っていて評価せず」は20％、「C知らないが評価」は

図1　教学マネジメント政策への評価
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図2　教学マネジメント政策の認知度
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表1　政策の認知度と評価の4類型

現場の教育改善進んだ
4類型

評価せず 評価 合計
教
学
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
指
針

知らない 28.9% 20.8% 49.7% D	知らず評価せず C	知らないが評価
知ってる 21.4% 28.9% 50.3% B	知って評価せず A	知っていて評価

合計 50.3% 49.7% 100.0%

表2　4類型と現在の役職

A知っていて
評価

B知って
評価せず

C知らないが
評価

D知らず
評価せず 合計

学部長 42% 30% 16% 12% 100%
それ以外 26% 20% 22% 32% 100%

合計 29% 21% 21% 29% 100%
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22％、「D知らず評価もせず」が32％と4つに比較的、
均等に分布している。

�4．政策への評価と認知度を分けるのは何か

表1で示した類型を分ける要因として、複数の仮説
が考えられる。第一は、属性の違い（分野、年齢、設
置形態）の影響、第二は、役職経験による影響、第三
は、学部・学科での日常的な取り組みの違いの影響、
第四は、本人の感じる負担度の影響、第五は、執行部
のかかわり方の影響である。これらを検証するため

に、一般教員のみを対象とした多項ロジスティック分
析を行った（表3）。それぞれの仮説に着目した説明は
以下のとおりで、これらの仮説はほぼ検証されたとい
える。

仮説1（属性の影響）
・　	年齢：40歳代と比べて50歳代の教員では「B

知って評価せず」が1.5倍多い。
・　	設置形態：私立に比べて、国立、公立で、「A

知っていて評価」「C知らないが評価」が少ない。

表3　4類型の規定要因（多項ロジスティック分析）

A知っていて評価 B知って評価せず C知らないが評価
B オッズ比 有意水準 B オッズ比 有意水準 B オッズ比 有意水準

年齢（基準：
40歳代）

切片 －8.709 ＊＊＊ －6.515 ＊＊＊ －3.601 ＊＊＊
20－30歳代 －0.015 0.985 －0.100 0.905 0.377 1.458
50歳代 0.396 1.485 0.401 1.493 ＊ －0.156 0.855
60歳以上 0.384 1.468 0.237 1.268 －0.068 0.935

設置形態（基
準：私立）

国立 －1.000 0.368 ＊＊＊ －0.246 0.782 －0.779 0.459 ＊＊
公立 －0.870 0.419 ＊＊ －0.026 0.974 －0.826 0.438 ＊＊

分野（基準：
医療健康）

人文社会 －0.585 0.557 ＊ －0.331 0.718 －0.609 0.544 ＊
社会科学 －0.782 0.458 ＊＊ －0.258 0.772 －0.830 0.436 ＊＊＊
理学 －1.508 0.221 ＊＊ －0.818 0.441 －0.436 0.646
工学 －0.491 0.612 －0.576 0.562 －0.507 0.602
農学 －0.726 0.484 －0.452 0.637 －0.157 0.855
教育 －0.021 0.980 0.435 1.544 －0.761 0.467 ＊
その他 －0.786 0.455 ＊ －0.616 0.540 －0.646 0.524

経験

全学共通科目の担当経験 0.457 1.580 ＊ 0.551 1.736 ＊＊ －0.135 0.874
全学教務委員経験 0.719 2.053 ＊＊＊ 0.476 1.610 ＊＊ 0.330 1.391
学部の教務委員長経験 0.161 1.174 0.421 1.524 ＊ －0.064 0.938
共通科目の調整役職経験 0.078 1.081 0.307 1.359 －0.096 0.908
学科長経験 0.116 1.123 0.015 1.015 －0.048 0.953

学部学科の
取組み

教学マネジメントの取組み 0.147 1.159 ＊＊＊ 0.036 1.036 0.095 1.099 ＊＊＊
授業等に関する調整・対話 0.392 1.480 ＊＊＊ 0.336 1.400 ＊＊＊ 0.098 1.103

条件 教育評価の業務が負担 －0.470 0.625 ＊＊＊ 0.138 1.148 －0.240 0.787 ＊

執行部の姿
勢

国の教育政策の内容を執行部が
一般教員に直接に伝えている 0.634 1.886 ＊＊＊ 0.500 1.648 ＊＊＊ 0.183 1.201

大学執行部の対応には学部や教
員と対話的な姿勢がみられる 0.277 1.319 ＊ 0.099 1.105 0.323 1.382 ＊＊

学部長は学部の声を反映しよう
と執行部とよく調整している 0.089 1.093 －0.185 0.831 0.145 1.156

CoxとSnell 0.343 （注）＊＊＊	0.1％水準、＊＊	1％水準、＊	5％水準で有意
Nagelkerke 0.366 　　 基準＝「D知らず、評価せず」
McFadden 0.153
モデル適合度 P＝0.000
N 1410
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つまり、知っているかどうかにかかわらず、教
学マネジメント政策を評価しない教員が多い。

・　	分野：医療健康を基準とした場合に、社会科
学、人文科学の教員は、「A知っていて評価」

「C知らないが評価」が少なく、教学マネジメン
ト政策を評価しない教員が多い。理学の教員は

「A知っていて評価」が少ない。教育分野の教員
で「C知らないが評価」が少ない。

仮説2（役職経験の影響）
・　	役職経験をすることで認知度は上がるが、政策

を評価するかは役職によってわかれた。全学共
通科目の授業の担当の経験は、それを経験して
いない場合よりも「A知っていて評価」は1.6倍、

「B知って評価せず」は1.7倍であった。全学の
学務・教務委員の経験は、「A知っていて評価」
は2.1倍、「B知って評価せず」は1.6倍であった。

・　	学部の学務・教務委員長については、「B知って
評価せず」のみが増加しており、負担の重さが
政策を評価しないことにつながっている。

仮説3（日常的な取り組みの影響）
・　	学部学科で日常的に教学マネジメントの取り組

みが行われることで教学マネジメント政策の評
価を高めていた。教学マネジメント政策をよく
知らなくても、様々な教育改善のための補助金
等を通じて、教育改善が進みつつあることを感
じていた。

・　	学科・コース等で授業の内容や方法について互
いに調整することは、教学マネジメント政策の
認知度を高めることにはつながっているが、そ
れを評価するかどうかは分かれていた。

仮説4（負担度の影響）
・　	「教育評価のための業務が負担」と感じると、

「A知っていて評価」「C知らないが評価」が減
る、つまり教学マネジメント政策への評価を下
げている。

仮説5（執行部の関わり方の影響）
・　	「国の教育政策の内容を大学執行部が一般教員

に直接に伝える」努力を行っている場合は、教
学マネジメント政策の認知度を高めている。

・　	「大学執行部の対応には学部や教員と対話的な
姿勢がみられる」ほど、補助金等で教育改善が
進んできていると評価する傾向がみられた。

・　	「学部長は学部の声を反映しようと大学執行部
とよく調整している」については特に影響は見
られなかった。

5．まとめと含意

以上の分析からわかったこと、および分析からの含
意をまとめておきたい。

第一は、専門分野によって教学マネジメント政策に
対する考え方が大きく異なる。一律に全分野に一定の
教育方法や考え方を押し付けるのではなく、それぞれ
の分野の即した内発的な議論と実践を高めていく方向
で政策的な誘導やインセンティブが設計される必要が
ある。第二は、教育改善のための負担の大きさは深刻
で、負担が大きすぎることが教育改善を感じられな
い、あるいは妨げる要因になっている。第三は、教育
改善への評価を高めている経験とそうではない経験に
分かれている。学部長などの役職、学部の教務委員長
などを経験することは、教学マネジメント政策の認知
度は高めているものの、政策への評価は必ずしも高ま
るわけではなかった。学部の教務委員長の経験は、政
策の認知度を高めるが、評価を下げている。第四は、
教育改善に向けた執行部の役割は大きい。適切な情報
を学部や教員に提供し、自発的に取り組んでもらうこ
とが必要であるし、分野等の特性などをふまえた対話
的な姿勢も重要である。しかしながら、一般教員から
みて「執行部が対話的」と感じるのは56％、「執行部が
国の教育政策を直接伝える」を答えたのは53％と現状
では必ずしも十分ではなく、工夫の余地が大きいので
はないか。
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1．インタビュー調査の目的

本稿では、インタビュー調査により明らかになった
教学マネジメントに関する個別の事例を報告する。大
学における実態を把握する上で、質問紙調査で得られ
ている幅広い意見に、個別事例における狭く深いリア
ルな現状を加えることにより、多面的な視点が得られ
るメリットがある。またインタビューという手法を用
いて個人の語りを聞き取ることは、一人の個人が持つ
文脈の中で教学マネジメントがどのように位置づけら
れているのかについて、明らかにすることが可能とな
る。

本インタビュー調査の目的は、質問紙では拾いきれ
ていない個別事例に焦点を当て、対象となる個人が埋
め込まれている文脈の中で、教学マネジメントが何を
もたらすのか、語りの中で明らかにする。

2．調査対象と調査枠組み

質問紙調査を実施した大学の中から、国公私立の設
置、地域性、学問領域という3つの観点に配慮し、表

1にある6大学にインタビュー調査を行った。各大学3
名の対象者（教員2名程度、学生1名）で合計教員11
名、学生6名にそれぞれ30分程度の半構造化インタ
ビューを実施した。10項目程度ある中で、教員対象
への質問項目は教学マネジメントを中心に①教育政策
への理解度、②当該大学・学部における推進の状況を
分析対象とした。また学生対象へは、学習成果を検証
するために主にディプロマポリシーに沿ったカリキュ
ラムでの成長感を中心に分析を行った。

3．分析結果

聞き取った内容は、逐語録を作成し、質問項目ごと
にデータを切片化しながら一覧に取りまとめた。それ
らを読み取りながら分析者3名で意見交換を行い、解
釈を進めていった。

3.1　【教員】Q. 教学マネジメントは役に立っているか
教学マネジメントや内部質保証そのものの理念は、

役職経験者でそれらに携わる機会があれば十分に理解
が浸透していると言える。しかしその中で経験者以

現場の声が伝えていること
─インタビュー調査で見えてきた課題─

令和4年度 大学基準協会大学評価研究所大会講演要旨（2023年3月16日開催）

森　　　朋　子
桐蔭横浜大学　	
　学長/教育研究開発機構	教授

表１　インタビュー対象となった大学と対応者情報一覧

大学名 分野 職階/身分
A大学 人文社会科学系 教授（役職） 教授（役職） 大学4年生
B大学 〃 教授（役職） 准教授（役職） 〃
C大学 〃 教授（役職） 准教授（役職） 〃
D大学 自然科学工学系 助教 〃
E大学 自然科学工学系 教授（役職） 助教 〃
F大学 医学系 教授（役職） 教授（役職） 〃
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外、またはキャリアが浅い教員は、その理念が十分に
届いているとは言えず、単なる作業となり、その作業
への負担を強く感じる傾向があることが改めて確認さ
れた。また教育の質の保証が高校生に届くメッセージ
として機能していない現状を指摘する声もあった。

3.2　 【教員】Q. DPに向かって組織的に教育がなされ
ているか

教学マネジメントとして、教育集団が共通の目標や
認識を持って学生を教育することが重要な観点である
中で、ディプロマポリシーは直接的な人材育成目標で
あると同時に、組織文化を醸成するコミュニケーショ
ンツールとしても機能することが分かった。しかし組
織的に動く、ということとディプロマポリシーに向
かって教育が行われている、ということを切り分けて
考えなければならない現実も明らかになった。医学系
ではその後に国家試験が控えていることから、教員団
の意識もまとまりやすく、全体で動いていることが聞
き取れている。しかしそれはディプロマポリシーに向
かっているということとは違うニュアンスが含まれて
いる。同様に理系に関しても、ディプロマポリシーと
いうよりも学術分野ごとの到達水準が上位概念として
設定されている現状が見られた。またディプロマポリ
シーが前述のように目標やツールとして機能せず、形
式的な作業にとどまってしまう危険性も指摘されてい
る。

3.3　 【学生】Q. 所属しているカリキュラムで成長感は
得られているか

インタビュー調査を実施した大学が選出した6名の
4年生は、いずれも優秀な成績を収め、順調に単位を
取得していた。またこれまで学んできたカリキュラム
の中で自身の成長を実感しており、満足度も高い。授
業も必修が中心ではあるが、選択できる場合はシラバ
スも事前に確認しながら自身の興味に沿って選んでい
る。しかしそのような優秀な学生たちをもってして
も、学びの主体である学生のディプロマポリシーの認
知度はとても低い実態が明らかになった。また理系、
人社系、医学系にかかわらず、アクティブラーニング

への要望は高かった。また教員が考えている以上に、
知識を活用する汎用的能力への要望が高い印象を受け
た。

4．総括と問題提起

本調査では限られた人数の調査ではあるが、そこか
ら見えてきたものは3点にまとめる。

1点目は教学マネジメントの理念やその意義は、役
職経験者か否か、どの職階か、どの学術分野かによっ
てとらえ方が大きく違うということである。役職経験
者には一定の理解がある中で、助教や入職してから間
のない若手の教員にはその必要性はあまり届いていな
い。また学術分野という視点であれば教学マネジメン
トやガバナンスといった考え方が馴染みやすい学部と
そうでない学部とが存在することが明らかになった。
その中でも自然科学工学系や医学系は、マネジメント
という観点では組織的に行われているものの、その到
達目標が大学独自のディプロマポリシーであるという
よりも、教員自身の経験に基づくものであったり、国
が定めた課程認定であったりしている現実がある。三
つのポリシーの策定等、どの大学も一定のルールに
のっとって一律に作成したが、教学マネジメントの一
層の実質化を図っていくために、今後は学術分野や大
学の機能分化などを考慮に入れた多様な取組を模索す
ることが必要になっているのではないか。

2点目は、1点目が起因となり、結果として教学マ
ネジメントが単なる作業となり、一部の教員に重い負
担となっている現状が明らかになった。それらが教育
課程の実際の確認や見直しのきっかけとなり、それを
通じて、学生たちの学習環境や学習姿勢、ひいては学
習成果の向上へとつながる道筋をどうつけていけるの
かが課題である。視点は変わるが、例えば、教育の質
保証が入学者確保につながることなども、特に私立大
学においては大きなモティベーションになる。しかし
今のところは高校生には届くメッセージとして機能し
ていないことがさらにその負担感を増している。

3点目はカリキュラムによって成長した実感を得て
いる学生らであるが、その到達目標であるディプロマ
ポリシーを知っている学生は少ない事実である。学び
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の主体である学生がどのような資質能力を身に着ける
べくカリキュラムが組まれているのかがわからないま
ま日々の学習に取り組んでいるのは大きな問題であ
る。また学生自身は、社会では必要とされる汎用的能
力の育成を求めており、まさにアクティブラーニング
がその役割を果たす。しかし授業においては未だにコ
ンテンツが中心である現状がある。研究者として生計

をなす教員と、転職の時代を生き抜くことになる学生
との間で、コンピテンスの必要性への認識にずれがあ
るのではないか。

今後はこれらの問題意識にも取り組みながら、教学
マネジメントが真に機能するあり方をさらに目指す必
要がある。
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前号刊行から本号刊行に至る期間に終了した調査研究プロジェクト及び現在進行中の調査研究プロジェクトにつ
いて紹介します。

1．終了した調査研究プロジェクト

（1）教学マネジメントに関する調査研究
　調査研究期間：2021年11月〜2023年3月
　調査研究メンバー：大森不二雄一般研究員（東北大学）※部会長
	 鈴木久男特任研究員（北海道大学）
	 藤村正之特任研究員（上智大学）
	 森　朋子特任研究員（桐蔭横浜大学）
	 両角亜希子一般研究員（東京大学）
	 安田淳一郎特任研究員（山形大学）
	 ※役名、所属は調査研究時

教学マネジメントはこれまで10年以上も希求され
てきた。しかし、いまだ十分には定着しておらず、ど
のようにすれば各大学に適切に構築してもらえるのか
が課題となっている。そのような中、解決の糸口を探
るべく行ったのが本調査研究である。教員を対象とし
たアンケート調査や教員・学生に協力を求めたインタ
ビュー調査を行ったが、そもそも教員個人を調査対象
としたのは、教員レベルに教学マネジメントの効果が
及んでいない、あるいは、教員レベルが実質化されて
いないという課題認識からスタートしたためである。
また、学生にもインタビューを行ったのは、教員とと
もに教育現場における当事者だからである。

アンケート調査やインタビュー調査を通じて、様々
なことが明らかになった。例えば、専門分野によって
教学マネジメント政策に対する考え方が大きく異なっ
ており、それぞれの分野に即した内発的な議論と実践
を高めていくような政策的誘導やインセンティブが必

要だといったことだ。あるいは、執行部は適切な情報
を学部や教員に提供し、自発的に取り組めるようにす
る役割を果たすべきことが確認された。学位授与方針
を知っている学生が少数だという点も、明らかとなっ
た1つである。学びの主体である学生が、どのような
資質能力を身につけるべくカリキュラムが組まれてい
るのかが分からないまま日々の学習に取り組んでいる
とすれば、それは問題だといえる。

こうした調査研究結果をもとに調査研究部会は提言
を著した。「教学マネジメント2.0」と名付けられたそ
れは、これまでの教学マネジメントをアップグレード
するものだ。同提言を含む報告書は本協会ウェブサイ
トで公開されている。また、本調査研究を踏まえた大
学評価研究所大会については、本号に掲載された発表
要旨をご覧いただきたい。

大学評価研究所の活動から
──調査研究プロジェクト──

大学評価研究所の活動から
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（2）学士課程教育における現代社会で求められている課題に対応する能力育成に関する調査研究
　調査研究期間：2021年11月〜2023年3月
　調査研究メンバー：山田礼子一般研究員（同志社大学）※部会長
	 石井洋二郎特任研究員（中部大学）
	 小林　浩特任研究員（リクルート『カレッジマネジメント』）
	 生和秀敏特任研究員（元広島大学）
	 堀井祐介一般研究員（金沢大学）
	 杉森公一特任研究員（北陸大学）
	 ※役名、所属は調査研究時

データサイエンスに関する能力、文理融合の中で培
われる能力などは、今日ますます重視されてきている
だろう。そうした新しい能力要素を大学がいかに組み
込んで学士課程の教育を行おうとしているか、その教
育を学生が共通して学ぶべきリベラルアーツとしてど
のように展開しているかに関心を置いて調査したのが
本調査研究である。

具体的な調査研究は、アンケート調査とインタ
ビュー調査を核として行われた。アンケート調査につ
いては、大学に対してのみならず、企業、自治体等

（以下「企業等」という。）に対しても行ったのが今回の
一つの特徴である。もちろん、企業等といっても幅広
く、組織規模もまちまちである。任意抽出するにも容
易でないところがあるので、規模や民間/公共の種類
に偏りが出ないように留意しながら、人事に関わる方
を対象としたモニター調査のかたちで実施した。イン
タビュー調査も大学と企業等とに行うかたちをとった

が、5大学とともに実施したのは、日本経済団体連合
会と三菱みらい育成財団の2団体である。すなわち、
企業関係の団体に意見を聞くことに今回は関心を限定
した。

本調査研究が明らかにしたのは、各大学において
様々な教育努力がなされていることである。それと同
時に浮かび上がったのは、大学の教育努力が企業等に
十分に伝わっているかといえば必ずしもそうではな
く、教育に関する理解に違いがあることだった。ここ
からは、大学と企業等とが取り組みや考えを伝えあう
継続的なコミュニケーションの重要性が示唆されたと
いえるが、このことは大学・企業等の対話をテーマと
する本研究所公開研究会の開催理由ともなった（7月
28日）。

調査研究結果の詳細は、ウェブサイトでも公開して
いる報告書をご覧いただきたい。
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2．現在進行中の調査研究プロジェクト

（1）単位制の今日的位相と単位制の実質化に関する調査研究
　調査研究期間：2023年4月〜2024年9月（予定）
　調査研究メンバー：金子元久一般研究員（筑波大学）※部会長
	 立石慎治特任研究員（筑波大学）
	 千田亮吉特任研究員（明治大学）
	 仲井邦佳特任研究員（立命館大学）
	 深堀聰子特任研究員（九州大学）
	 森　俊太特任研究員（静岡文化芸術大学）
	 森　利枝特任研究員（（独）大学改革支援・学位授与機構）
	 松坂顕範特任研究員（大学基準協会）

コロナ禍を経て、オンライン教育は飛躍的に進展し
た。オンライン教育の2、3年の経験は、「学生に学習
をさせる」ことを改めて考え直させるものでもあった
といえるが、折しも行われた大学設置基準等の改定に
よって、単位の算定方法や学年暦の柔軟化が図られ
た。すなわち、各大学が一層学生の学習を適切にデザ
インし、学習活動の実質化を図る責任が大きくなった
のである。このような中、単位制の本旨を再考し、そ
の実質化を図る道を探るため、調査研究することと
なった。

＜調査研究の行程と進捗状況＞
この調査研究においては、基礎的な文献調査等の他、

上記の研究目的に従って次のことが計画されている。

・　国内の大学に対するアンケート調査
・　国内の大学に対するインタビュー調査

本稿執筆時点（2023年7月）では、いずれも準備の途
上にある。アンケート調査、インタビュー調査の後、
それらの分析結果等は、中間的な内容として公開でき
るかもしれないが、本調査研究は各種調査・分析それ
自体のみでなく、その後のまとめにも多く時間を割く
予定だ。それにより、単位制の本旨やその実質化につ
いて何らかの考え方を調査研究部会として検討し、そ
の結果を広く提示することが考えられている。

（2）質保証における学生参画のあり方に関する調査研究
　調査研究期間：2023年4月〜2024年9月（予定）
　調査研究メンバー：堀井祐介特任研究員（大阪大学）※部会長
	 川上忠重特任研究員（法政大学）
	 武　寛子特任研究員（名古屋大学（日本学術振興会特別研究員））
	 田中正弘特任研究員（筑波大学）
	 鳥居朋子一般研究員（立命館大学）
	 山田　勉特任研究員（名古屋市立大学）

内部質保証であれ外部質保証であれ、これまで我が 国の大学教育の質保証活動の主体は教育提供者（＝教
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職員）であった。しかし、「学修者本位」が喧伝される
中で改めて気づかされるのは、学生も質保証活動の中
に位置づけなくて良いのかということである。たしか
に大学教育は教育する側だけでなく、その受け手であ
る学生あって初めて成立するものであり、大学教育の
質もまた学生によって規定される一面を持つのは事実
だ。そこで、我が国にあった質保証における学生参画
の可能性を探るべく取り組むのが今回の調査研究であ
る。

＜調査研究の行程と進捗状況＞
この調査研究においては、基礎的な文献調査等はも

とより、下記のことが計画されている。

・　国内の大学に対するアンケート調査
・　	国内の大学に対するインタビュー調査（訪問・オ

ンライン）

・　	海外の大学・関係機関に対するインタビュー調査
（訪問・オンライン）

なお、「我が国にあった質保証における学生参画の
可能性を探る」と先に書いたが、終局的には、本協会
の行う第三者評価のプロセスへの学生参画というのが
本調査研究にとっての関心点である。しかし、一足飛
びにその調査研究をするものではない。なぜなら、例
えば大学自治の枠組みの中に学生が組み込まれ、早く
から学生の位置づけが大きかった欧州等に対し、そう
した歴史的経緯が我が国にはない。仮に歴史的経緯は
措いたとしても、内部質保証での学生の位置づけが定
まらないままに外部質保証での学生参画を実現しよう
というのは、順序として異なる。本稿執筆時点（2023
年7月）において、アンケート調査等はいずれも準備
途上にあるが、本協会はまず、大学における状況を把
握し課題を見出すことから始めているところである。

（文責：大学基準協会評価研究部企画・調査研究課長（大学評価研究所特任研究員）松坂顕範）
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大学評価研究所研究員名簿
役　名 氏　名 所属名

所　　長 植木		俊哉 東北大学
一般研究員 江原　昭博 関西学院大学
〃 大森　不二雄 東北大学
〃 金子　元久 筑波大学
〃 川嶋　太津夫 大阪大学
〃 雑賀　高 工学院大学
〃 高田　英一 神戸大学
〃 鳥居　朋子 立命館大学
〃 堀井　祐介 大阪大学
〃 村澤　昌崇 広島大学
〃 両角　亜希子 東京大学
〃 山田　礼子 同志社大学
特任研究員 石井　洋二郎 中部大学
〃 小田　格 中央大学
〃 川上　忠重 法政大学
〃 小林　浩 リクルート『カレッジマネジメント』
〃 杉森　公一 北陸大学
〃 鈴木　典比古 広島県公立大学法人
〃 鈴木　久男 北海道大学
〃 生和　秀敏 元広島大学
〃 武　　寛子 名古屋大学（日本学術振興会特別研究員）
〃 立石　慎治 筑波大学
〃 田中　正弘 筑波大学
〃 千田　亮吉 明治大学
〃 仲井　邦佳 立命館大学
〃 夏目　達也 桜美林大学
〃 早田　幸政 元中央大学
〃 深堀　聰子 九州大学
〃 藤村　正之 上智大学
〃 森　　俊太 静岡文化芸術大学
〃 森　　朋子 桐蔭横浜大学
〃 森　　利枝 大学改革支援・学位授与機構
〃 安田　淳一郎 山形大学
〃 山田　勉 名古屋市立大学
〃 山本　眞一 元筑波大学、元広島大学	、元桜美林大学
〃 工藤　潤 大学基準協会
〃 田代　守 大学基準協会
〃 原　　和世 大学基準協会
〃 前田　早苗 大学基準協会
〃 松坂　顕範 大学基準協会
客員研究員 浅井　美紀 大学基準協会

2023.9.1.現在
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『大学評価研究』投稿要領

１．投稿の資格
　どなたでも自由に投稿することができます。

２．原稿の種類
　投稿原稿の種類は、論文、研究ノート、翻訳及び書評・紹介とします。それぞれの定義は、以
下の通りです。
　　①論　　　文：実践研究を含め具体的な研究成果をまとめたもの
　　②研究ノート：研究の過程でまとめられた中間的報告
　　③翻　　　訳：原著者又は版権者の了解を得た海外文献の邦訳
　　④書評・紹介：書籍、論文、翻訳、報告書などの評論・紹介
　投稿者は、投稿に当たり、自身の投稿する原稿が上記①〜④のいずれに該当するか判断し、後
述する原稿送付状に記載するものとします。ただし、審査結果に基づき、『大学評価研究』編集	
委員会が原稿の種類の変更を求めることがあります。

３．投稿の前提
　投稿原稿は、日本語又は英語で書かれた未発表のものとします。他の雑誌、書籍、ウェブサイ
トなどに掲載されており、又は投稿中若しくは掲載予定とされている場合には、二重投稿に該当
するものと判断し、内容にかかわらず採用しません。ただし、学会の予稿集や公的研究費の調査・
研究報告書に掲載された原稿、未刊行の学位論文などを加筆・修正して投稿することは妨げません。

４．投稿の時期
　投稿は随時受け付けますが、原稿の査読審査は各年度の刊行スケジュールに従って行います。

５．投稿本数の上限
　１号当たりの投稿本数の上限は、単著又は共著で筆頭著者の場合は原則１本とし、そうではな
い共著の場合には、『大学評価研究』編集委員会が状況により判断します。

６．掲載の可否
　投稿原稿は、著者・査読者双方の匿名性を担保した形での査読を行ったうえで、最終的には『大
学評価研究』編集委員会において、掲載の可否を決定します。

７．原稿料
　掲載原稿に対する原稿料は支払いません。ただし、『大学評価研究』編集委員会が執筆を依頼	
した原稿については、この限りではありません。
　なお、掲載した原稿の著者には、掲載号３部を贈呈します。

８．抜刷
　掲載原稿の著者には、単著の場合は 30 部、共著の場合は 20 部、それぞれ抜刷を贈呈します。こ
れ以上の部数を希望する場合、著者が実費で制作することも可能です。

９．印刷費用
　掲載原稿の印刷に要する費用は、原則として本協会が負担します。ただし、特殊なフォント、
図版の作成などにより、通常よりも余計に費用が必要となる場合には、投稿者がこれを負担する
場合があります。

10．権利関係の処理
　掲載原稿に含まれる図、表に関する著作権、肖像権その他の権利については、投稿者が適切に
処理するものとします。また、個人情報の取扱いの適切性についても、投稿者が十分に確認する
ものとします。

11．著作権の帰属
　掲載原稿の著作権は、本協会に帰属するものとします。掲載原稿を他の刊行物やウェブサイト、
学位論文等に収録・転載する場合には、本協会の許諾が必要です。



12．掲載原稿の公開
　本協会は、掲載原稿を電子化し、原則として刊行から一定期間が経過した後に本協会のホーム
ページ等を通じて公開します。ただし、投稿者からの申出により、『大学評価研究』編集委員会	
が特段の事由が認められるものと判断した場合には、この限りではありません。

13．原稿の執筆方法
（１）様式
　投稿原稿は、所定の様式を使用して作成して下さい（様式の設定は変更しないで下さい）。

（２）分量
　①日本語：12,000 字以内
　②英　語：5,500 ワード以内
　日本語・英語ともにマイクロソフトワードの「文字カウント」機能を利用し、「単語数」に表	
示される文字数とします。表の文字数も同様にカウントするものとします。

（３）引用箇所
　引用箇所は、他の著作物から引用していることが一瞥して分かるよう明示してください。注を
付して対応するか、本文中に「〇〇（2018）」のように記載のうえ、当該文書を参考文献に掲載す
るかは、投稿者の判断に任せます。
　引用文は、様式で２行未満の場合は、全角カギ括弧「」で囲んで挿入するものとし、２行以上
となる場合には、前後１行を空けて挿入してください。また、引用箇所に投稿者が加筆した場合
などには、その旨が分かるよう適切に明示してください。
　なお、査読での匿名性を担保する観点から、自身の著作物であっても、「拙稿（2018）で述べ	
た通り」などとはせず、「田中（2018）が述べている通り」のように客観的な記載となるように	
注意して下さい。

（４）注
　注は、マイクロソフトワードの「脚注」機能を使用し、「文末脚注（Ｅ）」としたうえで、セク
ションの最後に挿入してください。また、該当箇所の表示は、半角数字とし、「　（1）」のように	
上付きの全角パーレーン（）で囲むようにします。

（５）句読点
　日本語の句読点は、「、」及び「。」を用いることとします。

（６）章節立て
　章節立ては、「Ⅰ」「１」「（１）」の順とします。なお、冒頭の「はじめに」や最後の「おわりに」
などには、章番号を付さなくても構いません。

（７）英数字
　英数字は、原則として半角を使用します。ただし、全角を使用する必要が認められる場合には、
この限りではありません。

（８）図、表
　図、表には、それぞれ冒頭に通し番号と表題を付し、下部に出典等を明示するようにしたうえで、
本文中の適切な位置に挿入して下さい。あわせて、図、表を別ファイルにして添付してください。
　なお、図・表とも、掲載する際はモノクロームの印刷となりますので十分視認できるようコン
トラストにご留意ください。

（９）参考文献
　参考文献の目録は、論文の最後に列記します。まず、使用言語により分けたうえで、日本語の
場合は五十音順、英語の場合はアルファベット順とし、その他の言語に関しては、それぞれ当該
言語で一般的な順序で記載するようにして下さい。
　日本語及び英語の参考文献の記載方法は、原則として下記の通りとします。ただし、下記の情
報が概ね含まれていれば、他の記載方法でも構いません。

　①日本語：著者・編者名、論文名、書誌名、発行機関、刊行・発表年、ページ
　②英　語：著者・編者名、論文名、書誌名、発行地及び機関、刊行・発表年、ページ



報が概ね含まれていれば、他の記載方法でも構いません。

　①日本語：著者・編者名、論文名、書誌名、発行機関、刊行・発表年、ページ
　②英　語：著者・編者名、論文名、書誌名、発行地及び機関、刊行・発表年、ページ

（10）キーワード
　タイトルの下に５語以内のキーワードを記載して下さい。

（11）英文要旨
　「論文」又は「研究ノート」を投稿する場合には、200ワード程度の英文要旨を作成して下さい。
英文要旨は、著者の責任の下、提出前にネイティブチェックを受けるものとします。

14．原稿の提出方法
（１）原稿送付状
　所定の様式に従い、送付状を作成して下さい。

（２）提出原稿
　提出原稿は、所定の様式を利用のうえ、上記要領に従って作成したマイクロソフトワードの
ファイルと、これを基にして作成した PDFとなります。いずれも、図表を入れ込んだ形のもの
として下さい。また、保存する際に「作成者」を削除するものとします。

（３）提出方法
　上記の送付状及び原稿（マイクロソフトワード・PDF）を電子メールに添付し、標題を「『大
学評価研究』への投稿（氏名・所属）」としたうえで、「info@juaa.or.jp」まで送信して下さい。
なお、図表を多数掲載した場合など、ファイルサイズが大きくなる場合には、事前に本協会事務
局までお問い合わせ下さい。

（４）原稿の受領
　上記の方法により原稿の提出がなされた場合には、本協会事務局より受領に係るご連絡をさせ
ていただきます。もし１週間を経過しても返信がない場合には、本協会事務局までお問い合わせ
下さい。

【『大学評価研究』　編集委員会名簿】
編集委員長　伊藤智夫（北里大学）　　　　編集委員　鬼頭　宏（静岡県立大学）
編集幹事兼委員　工藤　潤（大学基準協会）　　　　　　　川㟢友嗣（関西大学）
� 生和秀敏（大学基準協会）
� 早田幸政（中央大学）
� 堀井祐介（金沢大学）
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（10）インターネットの参照
　インターネット上にある資料やウェブサイトを参照した場合、本文や脚注、文献リストでそれ
を示すときは、必ず URL とアクセス日を記載するようにしてください。

（11）キーワード
　タイトルの下に 5 語以内のキーワードを記載して下さい。

（12）英文要旨
　「論文」又は「研究ノート」を投稿する場合には、200 ワード程度の英文要旨を作成して下さい。
英文要旨は、著者の責任の下、提出前にネイティブチェックを受けるものとします。

14．原稿の提出方法
（１）原稿送付状
　所定の様式に従い、送付状を作成して下さい。

（２）提出原稿
　提出原稿は、所定の様式を利用のうえ、上記要領に従って作成したマイクロソフトワードのファ
イルと、これを基にして作成したＰＤＦとなります。いずれも、図表を入れ込んだ形のものとし
て下さい。また、保存する際に「作成者」を削除するものとします。

（３）提出方法
　上記の送付状及び原稿（マイクロソフトワード・ＰＤＦ）を電子メールに添付し、標題を「『大
学評価研究』への投稿（氏名・所属）」としたうえで、「kikaku@juaa.or.jp」まで送信して下さい。
なお、図表を多数掲載した場合など、ファイルサイズが大きくなる場合には、事前に本協会事務
局までお問い合わせ下さい。

（４）原稿の受領
　上記の方法により原稿の提出がなされた場合には、本協会事務局より受領に係るご連絡をさせ
ていただきます。もし１週間を経過しても返信がない場合には、本協会事務局までお問い合わせ
下さい。


